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第１節 応急活動体制 

 【全局区等】 

 

 大地震等が発生した場合、被害の拡大を防止し、被災者の救援救護に全力を挙げて対処するため、

市、各区及び各防災関係機関は、それぞれの計画に基づき迅速かつ的確な活動体制のもと災害応急

対策に万全を期すことを目的とする。 

 また、本市は、地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第一次的に

災害応急対策を実施する機関として、法令、県地域防災計画及び本市の地域防災計画の定めるとこ

ろにより、区並びに区域内の公共的団体及び市民の協力を得て、災害応急対策を実施する。 

 

第１ 応急活動体制 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

 市職員のとるべき災害時の「応急活動体制」の区分については、地震の震度あるいは被害状況

により次のとおりとする。 

 ・注意配備       情報収集体制 

 ・警戒配備       災害警戒本部の設置 

 ・第１配備、第２配備  災害対策本部の設置 
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１ 応急活動体制の区分 

種別 配 備 基 準 配 備 体 制 職員参集基準 

緊
急
情
報
収
集
体
制 

１ 気象庁が「南海トラフ地震臨時情

報」を発表したとき 

２ 市域外において震度６弱以上の地

震が発生したとき。 

３ その他の状況により、危機管理監が

必要と認めたとき。 

１ 情報収集連絡活動できる体制とし、

その所要人員はあらかじめ定める。 

２ 市域外における災害について、関係機

関（各指定都市、総務省、全国知事会、

全国市長会、全国町村会等）と円滑な

連絡調整を行うことができる体制と

し、その所要人員は都度定める。 

・総合政策局危機管理部職員 

・状況に応じ各局区等においても人員を要

する場合は、所掌業務等を勘案して都度

定める。 

注
意
配
備
体
制 

１ 市域に震度４の地震が発生したとき。 

２ 長周期地震動の階級３以上を

観測したとき(長周期地震動によ

り大規模な災害が発生した場

合は上位体制に移行 

３ その他の状況により、市長が

必要と認めたとき。 

災害関係課の職員をもって、災害応

急活動、情報収集活動が円滑に実施で

きる体制とし、その所要人員は所掌業

務等を勘案して、あらかじめ各局区等

において定める。 

・総合政策局危機管理部職員 

・その他初期活動が必要な局区等 

警
戒
配
備
体
制 

１ 市域に震度５弱の地震が発生

したとき。 

２ 気象庁が東京湾内湾に津波注

意報を発表したとき。 

注意配備体制を強化し、事態の推移

に伴い速やかに災害対策本部を設置

できる体制とし、その所要人員は所掌

業務等を勘案して、あらかじめ各局等

において定める。 

・本部事務局員、区連絡員（又はあらか

じめ各区で定めた職員） 

・その他の部局＝直近要員を除き概ね1/3 

（活動初期に必要な応急活動職員数は

あらかじめ各局区で定める） 

※津波注意報のみによる配備の場合の

参集基準は本節第５「津波体制」に定

めるとおりとする。 

第
１
配
備
体
制 

１ 市域に震度５強の地震が発生

したとき。（自動配備） 

２ 気象庁が東京湾内湾に津波警

報を発表したとき。（自動配備） 

３ 地震及び津波により局地 災

害が発生、又は津波により大規

模な災害が発生するおそれが

ある場合で、市長が必要と認め

たとき。 

４ その他の状況により、市長が必

要と認めたとき。 

１ 突発的災害等に対する応急措置を

とり、救助活動及び情報収集、広報

活動等が円滑に実施できる体制を

取るとともに情報、水防、輸送、医

療、救護等応急対策活動が円滑に

行える体制とし、その所要人員は

所掌業務等を勘案してあらかじめ

各部等において定める。 

２ 事態の推移に伴い速やかに第２配

備に移行しうる体制とする。 

・本部事務局員＝全職員 

・総合政策局＝直近要員（避難所担当職

員）を除き全職員 

・建設局、水道局、各区＝全職員 

・その他の部局＝直近要員（避難所担当

職員）を除き概ね 2/3 

（初動活動に必要な応急活動職員数は

あらかじめ各局区で定める） 

・直近要員（区役所担当職員）＝全職員 

※津波警報のみによる配備の場合の参

集基準は、各局区等で所掌業務等を

勘案した人員とする。 

第
２
配
備
体
制 

１ 市域に震度６弱以上の地震が

発生したとき。（自動配備） 

２ 気象庁が東京湾内湾に大津波

警報を発表したとき。(自動配備) 

３ 市域の広範囲にわたって地震

又は津波により、災害が発生し

たとき又は、災害が発生する事

態が切迫しているとき。 

４ その他の状況により、本部長

（市長）が必要と認めたとき。 

市の組織及び機能のすべてを上げ

て対処する体制とし、その配置人員は

各所属職員全員とする。 

全職員 

※部は災害対策本部組織のこと 

※消防局の配備要員数にあっては、消防局で定めた配備基準に基づくものとする 

※東京湾内湾：富津岬西端以北の東京湾沿岸に限る 

※本部長からの指示があった場合は、上表の職員参集基準にかかわらず、各局区等で所掌業務等を勘案した人員とする
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気象庁震度階級関連解説表（抜粋） 
 

震 度 

階 級 
人 の 体 感・行 動 屋 内 の 状 況 屋 外 の 状 況 

 

４ 

●ほとんどの人が驚く。 

●歩いている人のほとんど

が、揺れを感じる。 

●眠っている人のほとんど

が、目を覚ます。 

●電灯などのつり下げ物は

大きく揺れ、棚にある食器

類は音を立てる。 

●座りの悪い置物が、倒れ

ることがある。 

●電線が大きく揺れる。 

●自動車を運転していて、

揺れに気付く人がいる。 

５弱 

●大半の人が、恐怖を覚え、

物につかまりたいと感じ

る。 

●電灯などのつり下げ物は

激しく揺れ、棚にある食器

類、書棚の本が落ちること

がある。 

●座りの悪い置物の大半が

倒れる。 

●固定していない家具が移

動することがあり、不安定

なものは倒れることがあ

る。 

●まれに窓ガラスが割れて

落ちることがある。 

●電柱が揺れるのがわか

る。 

●道路に被害が生じること

がある。 

５強 

●大半の人が、物につかま

らないと歩くことが難しい

など、行動に支障を感じる。 

●棚にある食器類や書棚の

本で、落ちるものが多くな

る。 

●テレビが台から落ちるこ

とがある。 

●固定していない家具が倒

れることがある。 

●窓ガラスが割れて落ちる

ことがある。 

●補強されていないブロッ

ク塀が崩れることがある。 

●据付けが不十分な自動販

売機が倒れることがある。 

●自動車の運転が困難とな

り、停止する車もある。 

６弱 

●立っていることが困難に

なる。 

●固定していない家具の大

半が移動し、倒れるものも

ある。 

●ドアが開かなくなること

がある。 

●壁のタイルや窓ガラスが

破損、落下することがある。 

６強 

●立っていることができ

ず、はわないと動くことが

できない。 

●揺れにほんろうされ、動

くこともできず、飛ばされ

ることもある。 

●固定していない家具のほ

とんどが移動し、倒れるも

のが多くなる。 

 

●壁のタイルや窓ガラスが

破損、落下する建物が多く

なる。 

●補強されていないブロッ

ク塀のほとんどが崩れる。 

７ 

●固定していない家具のほ

とんどが移動したり倒れた

りし、飛ぶこともある。 

●壁のタイルや窓ガラスが

破損、落下する建物がさら

に多くなる。 

●補強されているブロック

塀も破損するものがある。 

※気象庁震度階級関連解説表（資料 2-12） 
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２ 配備の区分 

（１）配備の区分 

   職員の配備は、原則として、自ら参集する自主配備と併せて電話、電子メール等の配備指

示による招集配備とする。 

 

   ○自主配備 

   地震等が発生し、その地震が「配備基準」に定める事項に該当することをテレビ、ラジオ

等で知ったとき、又は該当することが予測されるときは、配備指示を待つことなく、自主的

に所属の勤務場所若しくはあらかじめ指定された場所に参集する。 

   ○招集配備 

   招集配備における配備指示は、電話、電子メール等により、おおむね次のような経路を経て

行う。 

 

指示命令の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（２）職員の参集場所 

   職員の参集場所は次のとおりとする。 

 ア 市・区本部（市・区本部要員） 

 イ 自らの勤務場所（所属要員） 

 ウ 勤務場所と異なる、あらかじめ指定された直近の場所（直近要員） 

 エ 本部の指示により指定された業務を行う場所（特命要員（※）） 

   ※「九都県市応援調整本部」派遣要員等 

副 市 長 

 

災害対策副本部長 

 

 

 

主管本部員（危機管理監） 

 

市  長 

 

災害対策本部長 

 

危機管理部長

各局･区 

本部連絡員 

要  請 

配備指示（指示系統） 

配備指示（伝達系統） 

非常連絡員 

（各局･区主管課長） 

各 課 長 等 

各 班 員 

（課  員） 

各局（区）長 

各部長・区本部長 

各部長 

各班長 

上段：災害対策本部設置前 

 

下段：災害対策本部設置後 
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３ 職員配備計画 

   地震による被害が発生し、又は被害が発生する恐れがある場合に応急対策活動を迅速かつ的

確に行えるように事前に「職員配備計画」を定める。 

（１）配備計画の作成 

   各局（部）長及び各区長は、あらかじめ配備体制ごとの配備計画を作成しなければならない。 

   また、配備計画については、平常時から所管内の職員に対して、周知徹底を図るとともに、

人事異動等により計画の内容に変更が生じた場合には、そのつど速やかに修正して、関係職員

に対してその旨の周知を図る。 

 

（２）配備の区分 

名称 対象及び役割 

所属要員 

各局（区）で地域防災計画に定める災害応急対策を実施するにあたり、必要最低

限な職員を確保するため、あらかじめ必要な職員を事前に指定し地震発生時におい

て、各災害対応業務実施場所へ参集する職員。 

直近要員 

（指定配備） 

各区役所は現地での災害応急対策を実施するが、避難所の運営等業務が多岐にわ

たり、区役所の職員のみでは人員が足りなく対応できないことから、所属要員以外

の職員を直近要員とする。 

参集先によって役割が異なることから、避難所に参集する職員を「避難所担当職

員」、区役所に参集する職員を「区役所担当職員」、拠点救護所又は保健福祉セン

ターに参集する職員を「救護所担当職員」とする。 

 

（３）配備（所属要員・直近要員）の基本方針 

   原則として、全職員を配備の対象とし、教職員についても対象とするが、民間企業、国、他

市区町村への出向職員は配備から除外し、出向先の応急活動等に従事するものとする。 

   また、上記にあるとおり所属要員は必要最低限の人数とし、直近要員の人数確保を優先する。

その際の人数確保等の最終調整は総合政策局危機管理部が行う。 

   なお、区役所担当職員（本部班・被災者支援班）については、区の特性に応じた災害対応が

可能となるよう、班の指定は各区の判断とする。 

 ア 所属要員 

 （ア）建設局、各区役所、消防局、水道局及び病院局の職員 

 （イ）教職員 

 （ウ）災害対策本部事務局職員（予備要員含む） 

 （エ）各局で地域防災計画に定める災害応急対策を実施するにあたり最低限必要な職員 

◆最低限必要な職員の例 

・情報連絡要員 

・業務上、緊急措置を行う必要がある職員 

・特殊業務等を担当する者、応急対策上所属長が必要と認めた職員 

 （オ）病弱者、身体障害者手帳取得者等で災害応急活動を実施することが困難と所属長が認めた

職員。 

    なお、所属長の判断で配備対象から除外することもできる。 
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 （カ）妊娠中又は産前産後休暇・育児休業等を取得している職員で災害応急活動を実施すること

が困難と所属長が認めた職員。なお、所属長の判断で配備対象から除外することもできる。 

 イ 直近要員 

 （ア）所属要員以外の職員は全員を直近要員とする。 

 （イ）市税事務所職員（課長及び出張所所長を除く）は原則として、居住地から一番近い区役所

を指定する。 

 （ウ）各避難所あたりの配備人数は４人を基本とする。ただし、公民館など収容人数が少ない 

避難所についてはこの限りではない。 

 （エ）避難所担当職員は市内在住職員を優先し、男女比、年齢、職種等を考慮し指定する。 

 

（４）災害対応が長期にわたる場合の配備計画 

   各部（各局区）は、災害対策本部を設置した場合、多くの職員を長時間にわたり災害応急対

策に従事させる必要があるため、こころのケアを含めた職員の健康管理を十分に行い、適宜休

息時間を設けるなど従事職員の適切な交替に配慮するものとする。特に、全員配備の場合は、

全職員が災害応急対策に当たることとされており、長期の対応に備え、早期にローテーション

計画を作成し、計画的な配備体制に努め、職員の健康に配慮するものとする。 

 

４ 直近要員の活動内容等 

  直近要員の活動内容、従事期間等を次のとおりとする。 

（１）参集方法 

 ア 自主参集 

   勤務時間外において市域で震度５強以上の地震が発生した場合は、指示を待たずして自主的

にあらかじめ指定された場所へ参集する。震度５強の場合は区役所担当職員のみが、震度６弱

以上の場合は全直近要員が参集する。なお、参集基準に満たない場合でも、震度５弱以上の地

震が発生した場合は非常招集を行う可能性があるため、自宅等安全な場所で待機し情報収集に

努めること。 

 イ 非常招集 

   区災害対策本部の職員が不足する等、職員の増員が必要と判断され、市又は区災害対策本部

から参集指示があった場合 

（２）参集先 

   区役所、避難所、拠点救護所又は保健福祉センター等あらかじめ指定された場所へ参集する。 

   ただし、本部長（市長）又は区本部長（区長）から指示があった場合はこの限りではない。 

（３）活動内容 

   区災害対策本部（本部班・被災者支援班・避難所班・保健医療班）の運営に従事し、避難所

担当職員は避難所班、救護所担当職員は保健医療班、区役所担当職員は本部班・被災者支援班

の業務を担当する。ただし、区本部長（区長）の指示があった場合はこの限りではない。 

（４）従事期間 

 ア 避難所担当職員（避難所班） 
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   災害が収束し、避難所が閉鎖されるなど区本部長（区長）から解散の指示があるまでとする。 

 イ 区役所担当職員（本部班・被災者支援班） 

    区本部長（区長）の指示による。 

 ウ 救護所担当職員（保健医療班） 

   区本部長（区長）の指示による。 

 

－直近要員（避難所・区役所・救護所の各担当職員）の自主参集基準について－ 

 

  
参集基準（市域のうち一つの地点でも観測した場合） 

震度４以下 震度５弱 震度５強 震度６弱以上 

避難所担当職員 － △ △ ○ 

区役所担当職員 － △ ○ ○ 

救護所担当職員 － △ △ ○ 

【凡例】 

 ○：参集 

 △：待機（状況に応じて参集指示あり） 

 －：参集なし 

 

   ・基準に該当する場合は、あらかじめ指定された場所へただちに参集すること。 

   ・該当しない場合も、参集の指示に備え、準備をして（自宅で）待機すること。 

 

５ 職員の初期対応及び服務 

（１）職員の初期対応 

   各局（部）長及び区本部長（区長）は、職員の参集状況に応じ、順次初期対応の組織を編成

するとともに次の措置を講じるものとする。 

 

○災害に対処できるよう職員を配置 

○職員の非常参集方法及び交代方法 

○高次の非常配備体制への移行準備 

○他部への応援準備 

（２）職員配備の報告 

   各部（各局区）は、所定の様式で職員の参集状況を記録し、その累計を本部事務局危機管理

部に報告する。（報告の方法：総合防災情報システムにおける体制表への入力） 

   本部事務局危機管理部は、所定の様式により職員の参集状況をとりまとめ、主管本部員（危

機管理監）を通じて、本部長（市長）に報告する。報告は、本部長（市長）が指示した場合を

除き、体制確立状況を確認した時点で行うものとする。 

   本部事務局危機管理部は、職員配備の状況を千葉県へ報告する。（報告の方法：千葉県防災情

報システムへの入力） 
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－ 主に勤務時間内における遵守事項 － 

ア 配備についていない場合も常に災害に関する情報、本部関係の指示に注意する。 

イ 勤務場所を離れる場合には、所属の長と連絡をとり、常に所在を明確にしておく。 

ウ 不急の行事、会議、出張等を中止する。 

エ 正規の勤務時間が終了しても、所属の長の指示があるまで退庁せず待機する。 

オ 災害現場に出動した場合は、各部に別に定めがある場合を除き、別記様式に定める

腕章を着用し、また、自動車には標旗及び標章を使用し身分等を明確にし災害対応を

行うこと。 

カ 自らの言動によって市民に不安や誤解を与えないよう、発言には細心の注意をする。 

 

（３）職員の服務 

   すべての職員は、災害警戒本部又は災害対策本部が設置された場合は、次の事項を遵守する

ものとする。なお、病弱者、身体不自由等で応急活動を実施することが困難である者及びその

他本部長が認める者は配備から除外することができる。 

 

－ 主に勤務時間外における遵守事項 － 

ア 地震等が発生し、その地震が「配備基準」に定める事項に該当することを知った

とき、又は該当することが予測されるときは、配備指示を待つことなく、自主的に

所属の勤務場所若しくはあらかじめ指定された場所に参集する（自主配備）。 

イ 職員配備計画に基づき参集する。 

ウ 参集途上においては可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に努め、参集

後直ちに参集場所の責任者に報告する。 

 

 

第２ 注意配備 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

市域に震度４の地震が発生した場合、本市に大きい被害が発生する可能性は小さい。しかし、

不測の事態に対処できる体制を整え、市域に発生した被害に対し、迅速に対応できるようにする

必要がある。 

本市は、市域に震度４の地震が発生した場合、情報収集体制である注意配備をとる。 

  市域に震度４の地震が発生したとき、情報収集体制（注意配備）をとり、情報収集・伝達に   

努めるものとする。 
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配備及び活動体制の基準 

項   目 内           容 

配 備 基 準 

次の条件のいずれかに該当するとき。 

１ 市域に震度４の地震が発生したとき。 

２長周期地震動の階級３以上を観測したとき(長周期地震動により 

大規模な災害が発生した場合は上位体制に移行 

３ その他の状況により、市長が必要と認めたとき。 

配 備 の 内 容 
１ 災害応急活動・情報収集活動が円滑に実施できる体制とする。 

２ 事態の推移に伴い速やかに高次の体制に移行しうる体制とする。 

勤務時間外の 

招 集 方 法 

 原則は自主参集であるが、宿日直員（災害対応員）若しくは本庁警

備員は災害情報を収受したときは、直ちに危機管理監に連絡し、以後、

所定の「招集配備」による。 

配 備 人 員 
１ 総合政策局危機管理部 

２ 各区・その他初期活動が必要な局等 

活 動 内 容 
１ 災害に関する情報の収集・伝達 

２ その他市長から特命事項 

高次体制への 

移 行 手 順 

 危機管理監は、総合的判断に基づき必要と認められるときは、高次

の体制への移行を決定する。 

 

 

第３ 警戒配備 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

本市は、市域に震度５弱の地震が発生した場合、津波注意報が発表された場合などに警戒配備

をとる。 

これらの状況の場合には、本市に大きい災害が発生する可能性は小さい。しかし、不測の事態

に対処できる体制を整え、市域に発生した災害に対し、迅速に対応できるようにする必要がある。 

警戒配備においては、情報収集・伝達や応急措置対応等を行う災害警戒本部を設ける。 

 

  市域に震度５弱の地震が発生したとき、又は東京都内湾に津波注意報が発表されたときは、 

警戒配備体制をとり、災害警戒本部を設置する。 

  ※津波注意報が発表された場合は本節第５「津波体制」による。 

 

１ 設置場所 

   災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の設置場所は、総合政策局危機管理部に設置す

る。 

 

２ 組織及び運営 

   警戒本部は、次に掲げる者をもって構成する。 

   なお、情報収集及び応急措置対応等のための事務局を総合政策局危機管理部に置く。 
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３ 所掌事務 

   警戒本部の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

（１）災害に関する情報の収集・伝達 

（２）県への被害状況の報告（県危機管理政策課、防災対策課、消防課及び関係機関） 

（３）初期緊急応急対策計画の検討・実施 

（４）計画を実施するために適当な配備体制の検討 

（５）災害対策本部設置への移行準備 

（６）その他市長からの特命事項 

 

４ 警戒本部の廃止 

   災害警戒本部長（危機管理監）は、被害情報収集の結果、災害の拡大が認められないと判

断したとき、又は災害対策本部が設置されたとき、警戒本部を廃止することとする。 

   廃止の通知は災害対策本部と同様とする。 

配備及び活動体制の基準 

項   目 内           容 

配 備 基 準 

次の条件のいずれかに該当するとき。 

１ 市域に震度５弱の地震が発生したとき。 

２ 気象庁が東京湾内湾に津波注意報を発表したとき。 

配 備 の 内 容 

１ 災害警戒本部の設置 

２ 注意配備を強化し、局地的災害に対処できる体制とし、社会的混乱の防止、情報の

収集連絡及び活動に対処できる体制とする。 

３ 事態の推移に伴い速やかに災害対策本部を設置できる体制とする。 

勤務時間外の 

招 集 方 法 

１ 原則は自主参集であるが、宿日直員（災害対応員）若しくは本庁警備員は災害情報

を収受したときは、直ちに危機管理監に連絡し、以後、所定の「招集配備」による。 

２ 災害警戒本部が設置されている場合 

  災害情報に基づき、災害警戒本部長（危機管理監）が判断し、所定の「招集配備」

により招集する。 

 

 

警戒本部長 

（危機管理監） 

 警戒副本部長 

（危機管理部長）  

 

 

危 機 管 理 課 長 

 

防 災 対 策 課 長 

 

総 務 課 長 

 

都 市 総 務 課 長 

 

建  設  総  務  課  長 

 

水 道 局 水 道 総 務 課 長 

 

消防局（消防局長が指名する者） 

 

その他応急措置対応を必要とする局

の主管課長 
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項   目 内           容 

配 備 人 員 

１ 本部事務局員、区連絡員（又はあらかじめ各区で定めた職員） 

２ その他の部局＝直近要員を除き概ね 1/3 

（活動初期に必要な応急活動職員数はあらかじめ各局区で定める。） 

※津波注意報のみによる配備の場合の人員は本節第４「津波体制」に定めるとおりとす

る。 

活 動 内 容 

１ 災害に関する情報の収集・伝達 

２ 県への被害状況の報告 

３ 初期緊急応急対策計画の検討・実施 

４ 計画を実施するために適当な配備の検討 

５ 災害対策本部設置への移行準備 

６ その他市長からの特命事項 

災害対策本部へ

の 移 行 手 順 

 災害警戒本部長（危機管理監）は、総合的判断に基づき災害対策本部の設置が必要と

認められるときは、市長の指示を受ける。 

 

 

第４ 第１配備・第２配備 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

 市域に震度５強以上の地震が発生した場合は、少なからず被害が発生すると予想される。 

 また、市域に震度６弱以上の地震が発生した場合は、家屋の倒壊・同時多発火災等大規模な被

害の発生が予想される。このとき、交通機関の減退、情報系統の途絶、さらに職員自らの被災等に

より、発災直後の職員参集が困難となる。このような大規模地震発生の直後は混乱のため、災害

対策本部の機能が十分に発揮できない恐れがあり、そのため、参集できた限られた職員をもって、

情報収集・伝達、救出・救護活動など早急に対処が必要な活動を重点的に行う必要がある。 

 本市は、市域に震度５強～６弱以上の地震が発生した場合などに、ただちに第１配備又は第２

配備をとり、人命・安全の確保、財産の保全など被害の軽減を図るため、参集職員をもって全力を

つくして活動を行う。 

 第１配備又は第２配備においては、災害対策本部を設置し、応急対策のための事務分掌に基づ

き、適切かつ臨機応変な活動を行う。 

 

１ 設置基準 

   市長は、次の基準により必要があると認めたときは災害対策本部を設置する。 

（１）市域に震度５強以上の地震が発生したとき。（自動設置） 

（２）気象庁が東京湾内湾に津波警報又は大津波警報を発表したとき。（自動設置） 

（３）その他総合的応急対策を必要とするとき。 

   ※（１）及び（２）は自動的に本部を設置する。 

 

２ 災害対策本部の設置 

（１）市長は、防災対策活動を推進するために必要と認めるときは、市役所本庁舎又は、市長が指

定する場所に災害対策本部（以下「本部」という。）を設置するとともに各区役所庁舎に区災害

対策本部（以下「区本部」という。）を設置する。 

（２）区長は、本部が設置されない場合においても、必要に応じて区本部を設置することができる。
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この場合において、区長は、区本部の設置について速やかに市長に報告するものとする。 

（３）本部長（市長）は、現場における応急対策等について迅速に対処するため、必要と認めると

きは、区本部長（区長）に現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）の設置及び運営を指

示する。 

 

３ 本部の廃止 

   本部長（市長）又は区本部長（区長）は、災害が発生する危険が解消したと認めたとき、   

又は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、本部又は区本部（現地本部も含む）を

廃止する。 

 

４ 設置又は廃止の通知 

   本部を設置又は廃止した場合は、主管本部員（危機管理監）は、直ちに以下のとおり、電話

その他適当な方法により通知するとともに必要に応じ、本部連絡員の派遣を要請又は要請解除

する。 

 

報 告 ・ 通 知 ・ 公 表 先 連 絡 担 当 者 報告・通知・公表の方法 

市役所内各部・班 

本 部 事 務 局 

電子メール、庁内掲示板（CHAINS）、総合

防災情報システム、庁内放送、地域防災無

線、電話、口頭、その他迅速な方法 区 役 所 

その他市役所出先機関 

各 主 管 部 

 

担  当  班 

地域防災無線、ＦＡＸ、電話、口頭、その

他迅速な方法 

市     民 秘 書 班 報道機関、その他迅速な方法 

県防災危機管理部長(防災対策課)

県現地災害対策本部（市庁舎に設

置の場合） 

本 部 事 務 局 

県防災情報システム、県防災行政無線の個

別通信電話・個別ＦＡＸ、地域防災無線、

ＦＡＸ、電話、口頭、その他迅速な方法 

防災関係機関等 

(市警察部（各警察署）・各ライフ

ライン機関・隣接市等) 

本 部 事 務 局 

県防災行政無線の個別通信電話・個別ＦＡ

Ｘ、ＦＡＸ、電話、口頭、その他迅速な方

法 

報 道 機 関 秘 書 班 電話、口頭又は文書 

 

５ 本部の組織 

（１）災害対策本部 

 ア 本部長（市長） 

   ・指揮命令系統の責任者：災害対策本部での応急対策活動の指揮 

   ・市本部の事務の統括 

   ・副本部長、主管本部員、本部員、区本部長及び現地本部長に対する指揮命令 
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 【市災害対策本部長職務の代理】 

  本部長（市長）に事故があるとき、又は本部長が欠けた場合における、本部長職務代理の 

順位は次のとおりとする。 

 

第１順位 
市長の職務を代理する副市長の順序を定める 

規則において第１順位とされている副市長 

第２順位 
市長の職務を代理する副市長の順序を定める 

規則において第２順位とされている副市長 

第３順位 危機管理監 

以下、災害対策本部組織図に定める順により、本部員が代行する。 

 

 イ 副本部長（副市長） 

   ・本部長の補佐 

   ・本部長に事故があるとき、又は本部長が不在の場合における職務代理 

 ウ 主管本部員（危機管理監） 

   ・本部長、副本部長を補佐し、本部員を指揮監督する。 

 エ 本部員（総合政策局長、総務局長、財政局長、市民局長、保健福祉局長、こども未来局

長、環境局長、経済農政局長、都市局長、建設局長、消防局長、水道局長、病院事業管理

者、病院局次長、会計管理者、教育長、教育次長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局

長、人事委員会事務局長、監査委員事務局長、その他本部長が指名する者） 

   ・対策部長として、担当部職員の指揮監督 

 

（２）区災害対策本部 

 ア 区本部長（区長） 

   ・市本部長の指揮命令により区本部の事務を統括 

   ・区副本部長及び区本部各班長に対する指揮命令 

 イ 区副本部長（副区長） 

   ・区本部長の補佐 

   ・区本部長に事故があるとき、又は区本部長が欠けたときの職務代理 

 ウ 区本部員（各区課長、保健福祉センター所長） 

   ・班員に対する指揮監督 

 

（３）部及び班 

   災害対策本部に部を置き、その事務を分掌させるため班を置く。 

 ア 部長（各局長等） 

   ・所属部の各班長を指揮監督 

 イ 副部長（部長が指名した職員） 
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   ・部長の補佐 

 ウ 各部班長（次長・部長） 

   ・班員に対する指示 

 エ 非常連絡員（主管課長等） 

   ・職員の非常招集・連絡等 

 オ 本部連絡員兼予備連絡員１（総括主幹･課長補佐等管理職） 

   ・非常連絡員の補佐 

   ・本部事務局において各部間の連絡調整 

 カ 予備連絡員２（主幹・課長補佐等管理職） 

   ・予備連絡員１の補佐 

 キ 班員 

   ・班長の指示に基づく災害応急対策に従事 
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（令和７年４月１日～）

 市民総合窓口課長

 保健福祉センター所長

 （兼高齢障害支援課長）

 こども家庭課長

 社会援護課長（第一・第二）

 健康課長

事務局員

 総務課職員
 地域づくり支援課職員
 区本部連絡員
 ※その他区本部長が 指名する職員

被 災 者 支 援 班

（選挙管理委員会事務局）

本 部 班 （総務課、地域づくり支援課、直近要員）

第 2 協 力 部 （ 人 事 委 員 会 事 務 局 ）

区
災
害
対
策
本
部

（区災害対策本部員会議）

区本部長  区長 区本部事務局

区副本部長

第 ３ 協 力 部 （ 監 査 委 員 事 務 局 ）

（市民総合窓口課（区政事務センターを含む）、直近要員）

避 難 所 班 （保健福祉センター(健康課を除く)、直近要員）

保 健 医 療 班 （保健福祉センター健康課、直近要員）

 副区長（総務課長） 事務局長  副区長（総務課長）-本部班長ｰ

本部員

教 育 総 務 班 （ 教 育 総 務 部 ）

学 校 教 育 班

予 防 班 （ 予 防 部 ）

水 道 部
事務局長

補佐
 危機管理課長
 防災対策課長

※水道局

会 計 部 会 計 班 （ 会 計 室 ）

事務局員

 危機管理課職員
 防災対策課職員
 事務局長が指名する職員
　　※事務局に設置する係
　　　・総合調整係
　　　・情報集約係
　　　・被災者・避難所支援係
　　　・受援統括係
　　　・物資供給係
　　　・施設設備係
　　　・報道係
　　　・広報係
　　　・電話受付係

（ 生 涯 学 習 部 ）

（ 学 校 教 育 部 ）

生 涯 学 習 班

議 会 部 （ 議 会 事 務 局 ）

道 路 班 （ 道 路 部 ）

下 水 道 企 画 班 （ 下 水 道 企 画 部 ）

建 築 班 （ 建 築 部 ）

公 園 緑 地 班 （ 公 園 緑 地 部 ）

警 防 班 （ 警 防 部 ）

下 水 道 施 設 班 （ 下 水 道 施 設 部 ）

総 務 班 （ 総 務 部 ）

農 政 班 （ 農 政 部 ）

都 市 班 （ 都 市 部 ）

資 源 循 環 班 （ 資 源 循 環 部 ）

経 済 班 （ 経 済 部 ）

土 木 班 （ 土 木 部 ）

市 民 自 治 推 進 班 （ 市 民 自 治 推 進 部 ）

生 活 文 化 ス ポ ー ツ 班 （ 生 活 文 化 ス ポ ーツ 部 ）

環 境 保 全 班 （ 環 境 保 全 部 ）

高 齢 障 害 班 （ 高 齢 障 害 部 ）

こ ど も 未 来 部 こ ど も 未 来 班 （ こ ど も 未 来 部 ）
幼 児 教 育 ・ 保 育 班 （ 幼 児 教 育 ・ 保 育 部 ）

※こども未来局

環 境 部

資 産 経 営 班 （ 資 産 経 営 部 ）

税 務 班 （ 税 務 部 ）

主管本部員  危機管理監

本部員

 総合政策部長（総合政策局長）

 総務部長（総務局長）

 財政部長（財政局長）

 市民部長（市民局長）

 保健福祉部長（保健福祉局長）

 こども未来部長（こども未来局長）

 環境部長（環境局長）

 経済農政部長（経済農政局長）

 都市部長（都市局長）

 建設部長（建設局長）

 消防部長（消防局長）

 水道部長（水道局長）

 病院部長（病院事業管理者）

 病院副部長（病院局次長）

 会計部長（会計管理者）

 教育部長（教育長）

 教育副部長（教育次長）

 議会部長（議会事務局長）

 第１協力部長（選挙管理委員会事務局長）

 第２協力部長（人事委員会事務局長）

 第３協力部長（監査委員事務局長）

財 政 班 （ 財 政 部 ）財 政 部
※財政局

市 民 部

※市民局

保 健 福 祉 部
※保健福祉局

保 健 福 祉 総 務 班

健 康 福 祉 班 （ 健 康 福 祉 部 ）

医 療 衛 生 班 （ 医 療 衛 生 部 ）

千 葉 市 災 害 対 策 本 部 の 組 織 図

総 合 政 策 部 秘 書 班 （ 市 長 公 室 ）
※総合政策局

総 合 政 策 班 （ 総 合 政 策 部 ）
（災害対策本部員会議）

未 来 都 市 戦 略 班 （ 未 来 都 市 戦 略 部 ）
本部長  市長

総 務 班 （ 総 務 部 ）
副本部長  副市長

総 務 部
※総務局

情 報 経 営 班 （ 情 報 経 営 部 ）

連絡員
 各部・各区が派遣する本部連絡員
 各防災機関が派遣する連絡員

※環境局

経 済 農 政 部
※経済農政局

都 市 部
※都市局

建 設 部

※建設局

本部事務局

事務局長  危機管理部長

消 防 部

※消防局

※会計室

病 院 部
※病院局

教 育 部
※教育委員会

第 １ 協 力 部
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６ 本部及び区本部の運営 

   本部及び区本部の運営については、災害対策本部条例及び同運営要綱の定めるところによる

が、おおよそ次のとおり行う。 

（１）本部員会議の開催 

   本部員会議は、本部長、副本部長、主管本部員及び本部員をもって組織し、本部長は、本

部を設置したときは、速やかに本部員会議を開催する。 

 ア 報告事項 

   本部員は、各部の配備と緊急措置事項を報告する。 

 イ 協議事項 

   本部員会議の協議事項は、そのつど災害の状況に応じて、本部長、副本部長、主管本部員

若しくは本部員の提議によるが、おおむね次のとおりとする。 

 

－ 本部員会議の協議事項 － 

○本部の配備の切替え及び閉鎖に関すること 

○被害発生時の緊急対策に関すること 

○自衛隊、県及び他の市町村への応援派遣要請に関すること 

○災害対策経費の処理に関すること 

○災害救助法の適用の意見に関すること 

○その他災害対策の重要事項に関すること 

 

 ウ 本部員会議には、必要に応じて、自衛隊、千葉県警察（千葉市警察部）、千葉海上保安部

（千葉港長）、ライフライン事業者等関係機関の出席を求める。 

（２）本部の運営上必要な資機材等の確保 

   本部事務局長（総合政策局危機管理部長）は、本部が設置されたときは、次の措置を講じる。 

 ア 本部開設に必要な資機材等の準備 

   ○千葉市災害対策図板（各種被害想定図を含む）の設置 

   ○千葉市災害対応用地図の設置 

   ○住宅地図等その他地図類の確保 

   ○携帯ラジオの確保 

   ○テレビの確保 

   ○自主防災組織代表者名簿その他名簿類の確保 

   ○被害状況連絡票その他の書式類の確保 

   ○CHAINS（千葉市行政情報ネットワークシステム）パソコンの確保 

   ○その他必要資機材の確保 

 イ 通信手段の確保 

   「情報連絡体制」に定める有線及び無線通信施設の被害状況を迅速に把握し、機器の準備及

び応急復旧を行い、通信手段の確保に努める。 

 ウ 自家発電設備の確保 

   停電に備え自家発電設備の再点検を行い、電源の確保を図る。 
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（３）本部の標識等 

   本部及び各区本部が設置されたときは、標識板等を掲げ、設置場所を明示する。 

   また、本部長（市長）、副本部長（副市長）、部長（局長）、班長、班員その他の職員は、災害

応急活動に従事するときは、それぞれ所定の腕章を着用するものとする。 

（４）区本部の運営 

   区本部の運営については、本部に準ずる。 

   なお、区本部長（区長）は、必要に応じ各市民センターに地区連絡所を置き、情報収集及び

広報活動を行う。 

（５）本部及び区本部職員の食料・飲料水等の確保 

   大規模災害時における本部及び区本部職員の食料等を確保するため、本庁の備蓄倉庫及び

区備蓄倉庫等に乾パン、飲料水等の備蓄品の整備を図る。 

   ※千葉市災害対策本部条例（資料 2-7） 

   ※千葉市災害対策本部運営要綱（資料 2-8） 

   ※災害対策本部の標識等（資料 2-21） 

 

７ 第１配備 

配備及び活動体制の基準 

項   目 内           容 

配  備  基  準 

次の条件に該当するとき。 

１ 市域に震度５強の地震が発生したとき。（自動配備） 

２ 気象庁が東京湾内湾に津波警報を発表したとき。（自動配備） 

３ 地震及び津波により局地災害が発生、又は津波により大規模な災害

が発生するおそれがある場合で、市長が必要と認めたとき。 

４ その他の状況により、本部長（市長）が必要と認めたとき。 

配 備 の 内 容 

１ 市・区災害対策本部の設置 

２ 突発的災害等に対する応急措置をとるとともに情報、水防、輸送、医

療、救護等の応急対策活動が円滑に行える体制とし、その所要人員は

所掌業務等を勘案して、あらかじめ各部等において定める。 

３ 事態の推移に伴い速やかに第２配備に移行しうる体制とする。 

勤 務 時 間 外 の 

招  集  方  法 

１ 原則は自主参集であるが、宿日直員（災害対応員）若しくは本庁警備

員は災害情報を収受したときは、直ちに危機管理監に連絡し、以後、

所定の「招集配備」による。 

２ 災害警戒本部が設置されている場合 

危機管理監は、所定の「招集配備」により招集する。 

配  備  人  員 

１ 本部事務局員＝全職員 

２ 総合政策局＝直近要員（避難所担当職員）を除き全職員 

３ 建設局、水道局、各区＝全職員 

４ その他の部局＝直近要員（避難所担当職員）を除き概ね２/３ 

（初動活動に必要な応急活動職員数はあらかじめ各局区で定める。） 

５ 直近要員（区役所担当職員）＝全職員 

※津波警報のみによる配備の場合の人員は、各局区等で所掌業務等 

を勘案した人員とする。 
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項   目 内           容 

活  動  内  容 

１ 災害に関する情報の収集・伝達 

２ 局地的災害に対する応急対策活動 

３ 広報活動 

４ 警戒宣言発令に伴う応急活動体制の確立並びに社会的混乱の防止 

５ 広範囲な災害に備えるための体制づくり 

６ その他本部長（市長）からの特命事項 

高 次 体 制 へ の 

移  行  手  順 
本部長（市長）が本部員会議を開催し、決定する。 

 

８ 第２配備 

配備及び活動体制の基準 

項   目 内             容 

配  備  基  準 

次の条件に該当するとき。 

１ 市域に震度６弱以上の地震が発生したとき。（自動配備） 

２ 気象庁が東京湾内湾に大津波警報を発表したとき。（自動配備） 

３ 市域の広範囲にわたって地震又は津波により、災害が発生したとき。 

４ 市域の広範囲にわたって災害が発生する事態が切迫しているとき。 

５ その他の状況により、本部長（市長）が必要と認めたとき。 

配 備 の 内 容 

１ 市・区災害対策本部の設置 

２ 複数区についての救助救護活動を行い、又その他の地域に災害が拡

大するのを防止するための応急対策活動及び復旧対策活動に対処でき

る体制（情報、水防、輸送、医療、救護等の応急対策活動が円滑に行

える体制）とする。 

３ 全職員をもって対処し、直ちに救護活動及び応急対策を開始できる

体制とする。 

勤 務 時 間 外 の 

招  集  方  法 

１ 全職員はあらゆる手段をもって参集するものとする。 

２ 市・区災害対策本部が設置されている場合 

  危機管理監は、所定の「招集配備」により招集する。 

配  備  人  員 全職員をもって配備する。 

活  動  内  容 

１ 災害に関する情報の収集・伝達 

２ 救出・救護活動 

３ 甚大な被害の発生に対する応急対策活動 

４ 避難対策 

５ 広報活動 

６ 警戒宣言発令に伴う応急活動体制の確立並びに社会的混乱の 

 防止 

７ 広範囲な災害に備えるための体制づくり 

８ その他本部長（市長）からの特命事項 
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第５ 津波体制 

 

  地震の発生に伴い東京湾内湾に津波注意報等が発表された場合（千葉市域に震度が観測され

なかった場合を含む）の配備体制、情報の受伝達、避難指示等に係る対策は次のとおりとす

る。 

 

１ 津波に関する情報の発表 

（１）大津波警報・津波警報・津波注意報 

   気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を即時に推定し、これらをもとに沿岸で 

予想される津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生して

から約 3分を目標に大津波警報、津波警報または津波注意報（以下、これらを「津波注意報等」

という。）を発表する。なお、大津波警報については、津波特別警報に位置づけられる。 

   津波注意報等とともに発表する、予想される津波の高さは、通常は数値で発表する。 

ただし、地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震は地震の規模を数分

内に精度よく推定することは困難であることから、推定した地震の規模が過小に見積も

られているおそれがある場合は、予想される津波の高さを定性的表現で発表する。予想

される津波の高さを定性的表現で発表した場合は、地震の規模が精度よく求められた時

点で津波注意報等を更新し、予想される津波の高さも数値で発表する。 

 

津波注意報等の種類と発表される津波の高さ等 

(注) 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がなか

ったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

 

 

津波注
意報等
の種類 

発表基準 
津波の高さ予想の 

区分 

発表される津波の高さ 
津波注意報等を見聞きし
た場合にとるべき行動 

数 値 で 
の 発 表 

巨大地震の 
場合の発表 

大津波
警報 

予想される津波
の高さが高いとこ
ろで３ｍを超える
場合 

10ｍ＜高さ 10ｍ超 

巨大 

陸域に津波が襲い浸水す
るおそれがあるため、沿
岸部や川沿いにいる人
は、ただちに高台や避難
ビル等、安全な場所へ避
難する。 
警報が解除されるまで安
全な場所から離れない。 

5ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ 

3ｍ＜高さ≦5ｍ 5ｍ 

津 波 
警 報 

予想される津波
の高さが高いとこ
ろで１ｍを超え、
３ｍ以下の場合 

1ｍ＜高さ≦3ｍ 3ｍ 高い 

津波 
注意報 

予想される津波
の高さが高いとこ
ろで 0.2ｍ以上、１
ｍ以下の場合であ
って、津波による
災害のおそれがあ
る場合 

0.2ｍ≦高さ≦1ｍ 1ｍ 
(表記しな
い) 

陸域では避難の必要はな
い。海の中にいる人はた
だちに海から上がって、
海岸から離れる。 
海水浴や磯釣りは危険な
ので行わない。 
注意報が解除されるまで
海に入ったり海岸に近付
いたりしない。 
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（２）津波情報 

   津波注意報等を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ等を津波 

情報で発表する。 

津波情報の種類と発表内容 

※ 津波観測に関する情報の発表内容について 

 ・沿岸で観測された津波の第一波の到達時刻と押し引き、及びその時点における最大波の観測時刻と高さ

を発表する。 

 ・最大波の観測値については、観測された津波の高さが低い段階で数値を発表することにより避難を鈍ら

せるおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報または津波警報が発表中であり観測された

津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

 

（３）津波予報 

   地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で発表

する。 

津波予報の発表基準と発表内容 

発表基準 発表内容 

津
波
予
報 

津波が予想されないとき 

（地震情報に含めて発表） 
津波の心配なしの旨を発表 

0.2m 未満の海面変動が予想されたとき 

高いところでも 0.2m 未満の海面変動のため被害

の心配はなく、特段の防災対応の必要がない旨を

発表 

津波注意報等の解除後も海面変動が継続する

とき 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継

続する可能性が高いため、海に入っての作業や釣

り、海水浴等に際しては十分な留意が必要である

旨を発表 

 

２ 対象地域及び防災体制 

（１）対象地域 

   本市の津波対象地域を、原則として次のとおり定める。 

   ・中央区、花見川区、美浜区の沿岸地域及び河川流域・周辺地域 

 情報の種類 発表内容 

津
波
情
報 

津波到達予想時刻・予想される津

波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さを５段

階の数値（メートル単位）または２種類の定性的表現で発表 

（発表される津波の高さの値は、「津波注意報等の種類と発表される

津波の高さ等」を参照） 

各地の満潮時刻・津波到達予想時

刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※） 

沖合の津波観測に関する情報 沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定される

沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表 
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（２）防災体制 

 ア 津波注意報、津波警報及び大津波警報発表に伴う配備体制は次のとおりとする。 

   なお、市域に震度４以上の地震が発生している場合は、それに応じた体制とする。 

   ※本節第１「応急活動体制の区分」参照 

予報の種類 市 区 

津 波 注 意 報 災害警戒本部  警戒配備 災害警戒本部  警戒配備 

津 波 警 報 市災害対策本部 第１配備 区災害対策本部 第１配備 

大 津 波 警 報 市災害対策本部 第２配備 区災害対策本部 第２配備 

 イ 津波注意報発表時の配備体制は、下記の構成によることとし、各局区等の事前に指定された

職員が自主的に参集する。また、危機管理監は被害状況等に応じて必要な対応を指示する。 

 

局 総合政策局、都市局、建設局、消防局、教育委員会 

区 中央区、花見川区、美浜区 

 

 ウ 第２配備については、地震時の対応に準ずる。 

 エ 配備体制は次の場合に解除する。 

 （ア）津波注意報、津波警報及び大津波警報の解除が発表された場合 

 （イ）津波による被害の応急対策がほぼ完了した場合 
 

３ 排水機場・水門・陸閘
りっこう

(注 1)の操作 

   排水機場・水門・陸閘
りっこう

の運転操作については、「水防（高潮・津波）実施要領：県千葉港湾 

事務所」によるものとする。 

   ※千葉県管理の海岸・河川にある排水機場・水門・閘門
こうもん

(注 2)一覧（資料 2-18） 

   (注 1)河川等の堤防を普段は生活交通の為、通行できるよう途切れさせてあり、増水時には

ゲート等により塞いで暫定的に堤防の役割を果たす施設。 

   (注 2)水位が異なる河川や運河、水路の間で船を上下させるための装置。 
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第２節 情報の収集・伝達 

 【総合政策局危機管理部、全局区等】 

 

第１ 情報連絡体制 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

災害発生時の情報連絡体制は、最優先で確立される必要がある。 

そのため、市及び防災関係機関は、あらかじめ連絡責任者を定め、各所属及び関係機関相互の

通信連絡を統轄させるとともに、受信専用電話を確保し通信従事者を配置するなど、迅速かつ円

滑な通信連絡を確保する。 

災害時の本部と区本部、各部出先機関及び防災関係機関との情報連絡はあらゆる通信手段を活

用する。 

○有線通信 

（１）電話の利用 

（２）ＦＡＸ等の利用 

（３）消防通信の利用 

○無線通信 

（１）市地域防災無線 

（２）消防・救急無線設備、防災用映像情報システム等により通信連絡を確保する。 

（３）県防災行政無線、携帯電話等 

○総合防災情報システム 

○その他 使者（伝令） 

なお、市地域防災無線については、必要に応じて、「千葉市防災行政用無線局管理運用規程」

及び「同移動系運用細則」に基づき無線通信の統制を行う。 

 

１ 指定電話・連絡責任者の指定等 

（１）指定電話 

   市及び防災関係機関は、災害情報通信に使用する指定電話を定め、窓口の統一を図る。災

害時においては、指定電話を平常業務に使用することを制限するとともに、指定電話に通信

事務従事者を配置し、迅速かつ円滑な通信連絡を確保する。 

   なお、原則として、指定電話は、「災害時優先電話」をあてる。 

   市においては、本部事務局に通信事務従事者として、総合政策局危機管理部長があらかじ

め 指名した職員を配置する。 

 

（２）災害電話等の事前承認、確保 

 ア 災害時優先電話 

   災害時における迅速な通信連絡を確保するため、あらかじめ通信回線契約業者に対し、電話

番号を指定し届出て災害時優先電話としての承認を受けておくものとする。 

 イ 非常・緊急電報 

   非常電報又は緊急電報を発信するときは、ＮＴＴ東日本㈱に依頼することとし、非常扱い 

電報（緊急扱い電報）である旨を告げるものとする。 

 

（３）連絡責任者 

   市及び防災関係機関は、災害時の防災関係機関相互の迅速かつ円滑な通信連絡を確保するた
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め、連絡責任者を定める。 

   連絡責任者は、各所属及び関係機関相互の通信連絡を統轄する。 

 

２ 本部連絡員の派遣 

（１）市の各部及び各区 

   市の各部長（各局長）及び各区本部長（各区長）は、情報収集員として１名以上を本部 

事務局に派遣し、各部に必要な情報収集に努める。 

   また、本部と各部又は区本部との連絡を強化するため、本部連絡員（情報収集員として 

派遣された者が兼務することができる）を本部事務局に派遣する。 

   なお、本部事務局に派遣された連絡員は、それ以降本部事務局長（総合政策局危機管理部

長）の指揮のもと情報収集・連絡調整を行う。 

 

（２）防災関係機関 

   防災関係機関は、本部との連絡のため、必要に応じ本部連絡員を本部事務局に派遣する。 

   なお、本部連絡員は、連絡用無線機等を可能な限り携行し、所属の機関との連絡にあた

る。 

 

３ 一般加入電話の調整 

   災害時における一般加入電話の円滑な運用を期するために、本部長（市長）は出先機関の長

と協議して通信系統の調整を図るものとする。 

 

４ 有線通信網・携帯電話の利用方法 

（１）電話等の利用 

   通信回線契約業者の加入電話をはじめ、各電気通信事業者の携帯電話・携帯メールや電報を

利用する。 

 

（２）総合防災情報システム、ＦＡＸ・ＣＨＡＩＮＳ等の利用 

   本部・区本部・市各部出先機関・防災関係機関間の指令の授受伝達及び報告等の通信連絡に

ついては、総合防災情報システム、ＦＡＸ・ＣＨＡＩＮＳ等により行う。 

 

（３）警察・消防通信の利用 

 ア 消防通信 

   消防局、消防署、出張所間の消防業務用として、消防専用回線を含む有線電話通信網を利用

する。 

 イ 警察有線電話通信網 

   県警察本部を起点として、各警察署及び各管轄交番・駐在所を結ぶ警察有線電話通信網の

利用については、県警察本部長に要請し行う。 
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５ 有線通信が途絶した場合の措置 

（１）本部と国との連絡 

   千葉県防災行政無線（地域衛星通信ネットワーク)を利用して行う。 

   また、必要に応じて、衛星携帯電話を利用して行う。 

 

（２）本部と県・隣接市町村及び防災関係機関との連絡 

   千葉県防災行政無線又は千葉県防災情報システムを利用して行う。 

   なお、停電に備え非常電源として発動発電機が配置され、常時通信が確保されている。 

   この他、必要に応じ消防無線、警察無線、非常通信、伝令の派遣等による。 

 

（３）本部と区本部及び市各部（出先機関）との連絡 

   区本部、市出先機関及び災害現場等に出動している各部との連絡は、地域防災無線や市各部

が整備・調達したその他の無線設備により行う。 

   この他、必要に応じ消防無線、警察無線、非常無線、伝令の派遣による。 

 

（４）関東地方非常通信協議会の構成機関である次の機関の通信施設の利用 

   非常災害時において各防災関係機関は、それぞれの通信系が被災により不通となった場合、

又は著しく通信が困難となった場合は、次に掲げる機関所属の無線局を利用し災害に関する通

信の確保を図る（災害対策基本法第 57 条、災害救助法第 11条、水防法第 27条、電波法第 52

条）。 

 ア 国土交通省関係通信施設 

 イ 海上保安部通信施設 

 ウ 日本赤十字社通信施設 

 エ ＮＴＴ東日本㈱通信施設 

 オ 東京電力パワーグリッド(株)通信施設 

 カ 日本放送協会千葉放送局通信施設 

 キ 東京ガスネットワーク㈱通信施設 

 

 

６ 非常通信の利用方法 

（１）取扱対象用件 

 ア 人命の救助に関するもの。 

 イ 天災の予報（主要河川の水位を含む。）及び天災その他の災害の状況に関するもの。 

 ウ 緊急を要する気象、地震、火山等の観測資料に関するもの。 

 エ 電波法第７４条第１項の規定に基づく実施の指令に関するもの。 

 オ 非常事態に際しての事態の収拾、復旧、交通制限、その他の秩序の維持又は非常事態に伴う

緊急措置に関するもの。 

 カ 暴動に関する情報連絡及びその緊急措置に関するもの。 
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 キ 非常災害時における緊急措置に関するもの。 

 ク 遭難者救護に関するもの。 

 ケ 非常事態発生の場合における列車運転、鉄道輸送に関するもの。 

 コ 鉄道路線、道路、電力設備、電信電話回路の破壊又は障害の状況及びその修理復旧のための

資材の手配及び運搬、要員の確保その他緊急措置に関するもの。 

 サ 中央防災会議、同事務局、非常災害対策本部、地方防災会議及び災害対策本部相互間に受発

する災害救援その他緊急措置に関すること。 

（２）非常通報の発信資格 

   非常通報は無線局の免許人が自ら発受するほか、次に掲げる者からの依頼に応じて発受する

ものとし、この場合は「非常」の旨を表示して差し出すものとする。 

 ア 官公庁（公共企業体を含む。） 

 イ 中央防災会議及び同事務局並びに非常災害対策本部、地方防災会議及び災害対策本部 

 ウ 日本赤十字社 

 エ 消防長会及び消防協会 

 オ 電力会社 

 カ 地方鉄道会社 

（３）取扱費用 

   非常通報はなるべく無料として取扱う。 

（４）非常通信文 

   電報頼信紙その他適宜の用紙に、下記の順序で電報形式又は文書形式（通常の文書体で記載

するもの）で書き、次の事項を記載すること。 

 ア あて先の住所氏名（又は名称、職名）及び電話番号 

 イ 種類（文書形式のものは「非常」、電報形式のものは「ヒゼウ」と記載すること。） 

 ウ 本文 

   一通の本文の字数は、２００字以内、通常の文書体の場合は、カタカナに換算してなるべく

２００字以内であること。ただし、通数には制限はないものとする。 

 エ 通報文の余白に発信者の住所、氏名及び電話番号を記載すること。 

（５）依頼方法 

   最寄りの無線局（国、県、警察及び民間等の無線局）に非常通報を持参して依頼すること。 

   ただし、急を要する場合は電話で依頼することもできる。なお、非常災害発生のおそれが

ある場合はあらかじめ無線局と緊密な連絡をとっておくこと。
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有線通信又は口頭 

  

無線通信（市・県・各機関） 

市本部を中心とした通信連絡系統図 

県災害対策本部 

市  民・事 業 所 等 

ＮＴＴ東日本
㈱ 

市災害対策本部 

放

送
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テ
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・ 
ラ
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に
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報
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気
象
庁
・
気
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機
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湾
事
務
所
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病
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第２ 地震及び津波に関する情報等 

 

１ 地震及び津波に関する情報等の種類 

   気象庁及び銚子地方気象台から県を通じて発表される地震及び津波情報の種類は、次のとお

りである。 

（１）緊急地震速報 

 ア 緊急地震速報の発表等 

   気象庁は、最大震度５弱以上または 長周期地震動階級３以上の揺れが予想された場合に、 

震度４以上または長周期地震動階級３以上が予想される地域（千葉市は千葉県北西部）に対し、

緊急地震速報（警報）を発表する。 

   日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、ラジオを通じて住民に提供する。 

   なお、震度６弱以上または長周期地震動階級４の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、

地震動特別警報に位置づけられる。 

   ただし、緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を

解析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知ら

せる警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない場合がある。 

 イ 緊急地震速報の伝達 

   気象庁は、緊急地震速報を発表し、日本放送協会（ＮＨＫ）に伝達する。 

   また、テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能を含む）、全国瞬時警報システム（Ｊ

－ＡＬＥＲＴ）経由による市の防災行政無線等を通して住民に伝達する。 

 ウ 緊急地震速報を見聞きした場合にとるべき行動 

   緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、緊急地

震速報を見聞きしたときは、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要がある。 

 

 

入手場所 とるべき行動の具体例 

自宅等屋内 

頭を保護し、大きな家具からは離れ、丈夫な机の下等に隠れる。 
＜注意＞ 
・あわてて外へ飛び出さない。 
・その場で火を消せる場合は火の始末、火元から離れている場合は無理して消火しない。 
・扉等を開けて避難路を確保する。 

駅やデパート
等の集客施設 

館内放送や係員の指示がある場合は、落ち着いてその指示に従い行動する。 
＜注意＞ 
・あわてて出口・階段等に殺到しない。 
・吊り下がっている照明等の下からは退避する。 

街等屋外 
・ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばから離れる。 
・丈夫なビルのそばであればビルの中に避難する。 
・ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそばから離れる。 

車の運転中 

・後続の車が情報を聞いていないおそれがあることを考慮し、あわててスピードを落と
すことはしない。 

・ハザードランプを点灯する等して、まわりの車に注意を促したのち、急ハンドル、急
ブレーキを避ける等、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させる。 
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（２）情報等の種類 

               緊急地震速報（警報） 

               震度速報 

               震源に関する情報 

   地震情報        震源・震度情報 

               長周期地震動に関する観測情報 

               遠地地震に関する情報 

               その他の情報 

               推計震度分布図 

                

            大津波警報・津波警報・津波注意報 

津波関係        津波情報 

            津波予報 

 

（３）気象庁の発表  

地震情報の種類 発表基準 内容 

緊急地震速報

（警報） 

・震度 5 弱 

・長周期地震動階級 3 以上 

 発表対象地域は、震度４又は長周期地

震動階級 3 以上を予想した地域。 

 千葉県の地域名は、北西部、北東部、

南部で発表する。 

震度速報 ・震度３以上 

 地震発生約１分半後に、震度３以上を

観測した地域名（全国を 188 地域に区分）

と地震の揺れの検知時刻を速報。 

震源に関する 

情報 

・震度３以上 

（大津波警報、津波警報又は津波注意報

を発表した場合は発表しない） 

 「津波の心配がない」または「若干の

海面変動があるかもしれないが被害の心

配はない」旨を付加して、地震の発生場

所（震源）やその規模（マグニチュード）

を発表。  

震源・震度情報 

・震度１以上 

・津波警報・注意報発表または若干の海

面変動が予想された時 

・緊急地震速報（警報）発表時 

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度１以上を観測した地

点と観測した震度を発表。 

加えて、震度３以上を観測した地域名

と市町村毎の観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震

度を入手していない地点がある場合は、

その市町村・地点名を発表。 

長周期地震動に

関する観測情報 

震度１以上を観測した地震のうち長周

期地震動階級１以上を観測した場合 

 地域毎の震度の最大値・長周期地震動

階級の最大値のほか、個別の観測点毎に、

長周期地震動階級や長周期地震動の周期

別階級等を発表。（地震発生から 10 分後

程度で 1 回発表） 

遠地地震に関す

る情報 

・マグニチュード 7.0 以上 

・都市部等、著しい被害が発生する可能

性がある地域で規模の大きな地震を観

測した場合 

（国外で発生した大規模噴火を覚知し

た場合にも発表することがある。） 

 国外で発生した地震について、地震の

発生時刻、発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード）を地震発生から概ね

30 分以内に発表。日本や国外への津波の

影響に関しても記述して発表。 

（国外で発生した大規模噴火を覚知した

場合は、噴火発生から１時間半～２時間

程度で発表している。） 
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地震情報の種類 発表基準 内容 

その他の情報 
・顕著な地震の震源要素を更新した場

合や地震が多発した場合等 

 顕著な地震の震源要素更新のお知らせ

や地震が多発した場合の震度 1 以上を観

測した地震回数情報等を発表。 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 

 観測した各地の震度データをもとに、

250m 四方ごとに推計した震度（震度４以

上）を図情報として発表。 

 

２ 地震及び津波に関する情報等の伝達系統 

   情報等の受領伝達は、総合政策局危機管理部が担当する。総合政策局危機管理部は、必要

と認める場合は、所定の伝達系統により速やかに警報及び情報等を伝達する。 
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図 地震及び津波に関する情報等の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 県における地震・津波に関する情報の収集と伝達 

（１）震度情報の収集 

   震度情報の収集地震発生時の初動体制を迅速に確立するため、震度計から震度情報を自動

で収集する、千葉県 震度情報ネットワークシステムを運用している。本システムでは、県内

市 

総合政策局 

危機管理部 

 

 

千葉市警察部 

千葉中央警察署 

千葉東警察署 

千葉西警察署 

千葉南警察署 

千葉北警察署 

市 

民 

・ 

事 

業 

所 

等 

各区地域づくり支援課 

各局主管課 

関係行政委員会 

サイレン・消防車等 

あらゆる 
伝達手段 

あ
ら
ゆ
る
伝
達
手
段 

県
防
災
行
政
無
線  

あ
ら
ゆ
る 

伝
達
手
段 

消防署 
ＮＴＴ東日本（株） 

警 

察 

庁 

国土交通省 

関東地方整備局 

利根川下流河川事務

所 

県

警

察

本

部 

携帯電話事業者 

 

「緊急速報メール」 

県

防

災

対

策

課

 

 

Ｊ－ＡＬＥＲＴ 
消防庁 

総合防災情報 
システム 

「ちばし安全・安心メール」 
委 託 会 社 

あらゆる伝達手段 日本放送協会（緊急警報信号ラジオ・テレビ放送） 

民間放送各社（緊急警報信号ラジオ・テレビ放送） 

船舶 
海事機関等 

あらゆる 
伝達手段 

第三管区海上保安本部 

あらゆる 
伝達手段 

気 

象 

庁 

・ 

銚 

子 

地 

方 

気 

象 

台 

（
※
） 

 

千葉海上保安部 

防

災

行

政

無

線 

広

報

車 

※気象庁・銚子地方気象台から関係機関への連絡は、気象情報伝達処理システム（アデス）等

あらゆる伝達手段を用いて伝達される。 
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全市町村の８４観測点で観測された震度情報が、防災行政無線等の回線を経由して、県庁に

設置されている震度情報ネットワークサーバに自動的に収集される。収集された震度情報

は、県災害対策本部の応急対策における意思決定支援に活用される。 

（２）震度情報の伝達 

   本システムで観測される震度情報については、自動的に気象庁に伝達され、気象庁が発表

する 震度速報等に利用される。また、震度４以上が観測された場合は、消防救急活動の広域

応援のための参考情報として、消防庁にも自動伝送される 

（３）地震被害予測システムによる被害予測 

   震度情報ネットワークシステムで収集した震度情報等を基に、地震発生直後に震度分布や

人的被害、建物被害等を推計し、県災害対策本部において活用するほか、県内市町村へ配信

する。 

（４）津波浸水予測システムによる予測 

   国立研究開発法人防災科学技術研究所が整備した S-net で観測した水圧データ等を基に、

九十九里・外房地域を対象に津波浸水域等を予測し、県災害対策本部において活用するほ

か、気象庁の予報業務許可を取得した地域の市町村へ配信する。 

 

 

第３ 被害状況の収集・伝達 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

災害発生後の的確な応急対策活動や広報活動を実施するためには、被害状況を的確かつ迅速に

把握することが重要となる。 

 その場合の情報の収集・伝達活動に大事なポイントは次の３点である。 

  ○第１に速報性（スピード） 

○第２に簡潔性（ポイントが簡明） 

○第３に情報源（確認、未確認情報の別） 

また、被害のない地区に関する情報については、特に指示しない限り報告されないことになり

がちである。そのため、まず、「被害の有無」に関し、市域の全区全地区について把握するよう配

慮するものとする。 

 以下には、災害原因に関する情報、被害状況、措置状況等の防災情報を各機関の有機的連携の

もとに収集・伝達するための方法及び組織等について定める。 

 なお、被害状況の収集・伝達は、原則、「総合防災情報システム」により行う。 



第１章 地震対策計画 第２節 情報の収集・伝達 

                    地 - 32 - 

被 害 情 報 の 収 集 報 告 系 統 図 
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 電話 

中央区  043-221-2111 

花見川区 043-275-6111 

稲毛区  043-284-6111 

若葉区  043-233-8111 

緑 区  043-292-8111 

美浜区  043-270-3111 

 

 

電話  110 

 

 

電話  119 

 

伝 

 

 

達  

 

 

伝 
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伝 

 

  第２次通報 

達 

 

区    別 情 報 の 総 括 責 任 者 

 

総 括 責 任 者 危 機 管 理 監 

取 扱 責 任 者 総 合 政 策 局 危 機 管 理 部 長 

担    当 
総合政策局危機管理部長  電 話 043-245-5151 

             ＦＡＸ 043-245-5597 

 

千葉県防災情報 

                第３次通報 

システムによる報告 

 

県が災害対策本部を設置する前 県が災害対策本部を設置したとき 

 

県 防 災 対 策 課 県 災 害 対 策 本 部 

 

 

 

第１次通報 
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１ 被害状況の収集 

（１）収集すべき情報の内容 

   災害発生後、直ちに収集すべき情報は、別記報告様式に基づくが、概ね次のとおりとする。 

   ※災害発生後、直ちに収集すべき情報 

 ア 災害の原因 

 イ 災害が発生した日時 

 ウ 災害が発生した場所・区域 

 エ 人的被害 

 オ 物的被害（住家被害及び公共施設被害等） 

 カ 機能的被害（道路・交通機関・ライフライン被害等） 

   ※千葉市報告様式（資料 6-1） 

   ※千葉県報告様式（資料 6-2） 

   ※被害の認定基準（資料 6-4） 

 

（２）収集の実施者 

   被害状況に関する情報の収集は、市災害対策本部事務分掌に定められた各部及び区本部の所

管業務に基づいて、所属の職員があたる。また、本市と災害時応援協定を締結するドローン（無

人航空機）に関連する事業者等を活用する等、被害情報収集の効率化に努める。 

   市及び防災関係機関のそれぞれの分担の一覧は、概ね次の表のとおりである。 

市及び防災関係機関の調査分担の一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 査 実 施 者 収 集 す べ き 被 害 状 況 の 内 容 

市 

区   本   部 ○区域に係る人的・物的・機能的被害 

各施設の管理者 
○所管施設の来所者、入所者、職員等の人的被害 

○所管施設の物的被害及び機能的被害 

職務上の関連部課 

○商業施設・市場・工場、危険物取扱施設等の物的被害 

○避難道路及び 橋 梁
きょうりょう

の被災状況 

○その他所管する施設の人的・物的・機能的被害 

市 消 防 局 

各消防署・所 

○被害の発生状況（火災・人命・建物） 

○要救助者情報及び救急活動情報 

○ヘリコプター活用による広域・局所の被災状況 

○その他消防活動上必要ある事項 

千 葉 市 警 察 部 

千 葉 中 央 警 察 署 

千 葉 東 警 察 署 

千 葉 西 警 察 署 

千 葉 南 警 察 署 

千 葉 北 警 察 署 

○被害の概要（火災、人命、建物、道路、交通機関） 

○避難者の状況 

○交通規制及び緊急交通路確保の要否 

○ライフラインの状況 

○治安状況及び警察関係被害 

○その他災害警備活動上必要な事項 

その他の防災機関 ○市の地域内の所管施設に関する被害状況 
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２ 被害状況のとりまとめ 

（１）各部及び区本部から本部への報告 

   各部及び区本部は、災害が発生してから災害に関する応急対策が完了するまでの間、以下の

表の手順のとおり、本部へ、原則、総合防災情報システムにより被害状況及び災害応急対策の

活動状況を報告する。 

  （主な報告項目） 

   ・人的被害 

   ・住家被害 

   ・非住家被害（公共建物、店舗等） 

   ・その他（がけ崩れ、道路冠水、車両被害、倒木等） 

   ・避難所開設状況 

   ・各局配備人員 

 

（２）被害状況のとりまとめ 

   本部事務局（総合政策局危機管理部）は、各部及び区本部からの情報のとりまとめにあた

っては、以下の点に留意する。 

 

 ア 確認された情報により把握されている災害の全体像の把握 

 イ 至急確認すべき未確認情報の一覧 

 ウ 至急訂正情報の伝達、応急対策要員の派遣等の対応をするべき未確認情報の一覧 

 ※例えば、悪質なデマ・ウワサに類することや確認の手順をふむいとまのない緊急災害発生通報 

 エ 情報の空白地区の把握 

   ※大規模な災害時には、｢情報の空白｣は､被害の甚大なことを意味する場合がある。 

 オ 被害軽微若しくは無被害である地区の把握 

 

報告の区分 報 告 の 時 期 留  意  事  項 

発  生 

（災害概況速報） 

 

覚知後、直ちに報告。 

以後詳細が判明のつど

報告。 

・人的被害及び住家被害を重点に報告すること。 

・現況を把握次第直ちに報告すること。 

・迅速性を第１に報告すること。 

・部分情報、未確認情報も可。ただし、情報の出

所を明記すること。 

・応急対策の実施のつど必要と認める事項を報告

すること。 

経   過 

（被害概況報告及び

応急措置状況報告） 

 

本部長より指示があっ

た事項及びその他必要と

する情報を随時報告。 

その他必要と認める場

合及び本部より指示があ

った場合。 

・災害概況速報として報告した情報を、確認され

た事項を報告すること。 

・全壊、流出半壊、死者及び重傷者が発生した場

合には、その氏名、年齢、住所等をできる限り速

やかに調査し、報告すること。 
・応急対策の実施の間、必要と認める事項を報告

すること。 

確   定 

（災害総括報告等） 

 

被害の全容が判明し被

害状況が確定した場合（県

への報告は応急対策終了

後 10 日以内）。 

・被害世帯人員等については、現地調査だけでな

く、住民登録とも照合して、その正誤を確認する

こと。 
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３ 県（災害対策本部）への報告 

（１）報告の担当者 

   県（災害対策本部）への報告は、本部長（市長）の指示に基づき、本部事務局（総合政策局

危機管理部）が行う。 

（２）報告の手順 

 ア 本部事務局（総合政策局危機管理部）は、各部及び区本部から報告された被害状況及び措置

状況のとりまとめにあたっては、調査漏れや重複のないよう留意し、相違ある被害状況につい

ては、報告前において、調整するものとする。 

 イ 千葉県危機管理情報共有要綱に基づき、次表に従って、県に報告する。 

（３）報告先等 

   本部事務局（総合政策局危機管理部）が、県に行う被害情報の報告先及び報告の区分・様式

は、以下のとおりである。 

   市域に災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、速やかに被害情報を収集し、千

葉県防災情報システム及び電話・ＦＡＸ又は県防災行政無線により県本部事務局（県防災対策

課）に報告する。ただし、県に報告できない場合にあっては、国（総務省消防庁）に報告する

ものとし、事後速やかに県に報告する。「震度５強」以上を記録した地震にあっては「火災・災

害等即報要領（昭和 59年 10月 15 日付消防災第 267 号）」により被害の有無を問わず、第１報

等について県と併せて国（総務省消防庁）に報告する。 

   また、同時多発火災等により消防機関に通報が殺到したときは、その旨を国（消防庁）及び 

県に通報する。 

 

（本部事務局（総合政策局危機管理部）が県に行う被害情報の報告先） 

区       分 県   報   告   先 

平 常 時 勤務時間内 防災対策課災害対策室 

・防災電話    500-7320、7314 

・防災ＦＡＸ   500-7298 

・ＮＴＴ電話   043-223-2175 

・ＮＴＴＦＡＸ  043-222-1127 

勤務時間外 防災行政無線統制室 

・防災電話    500-7225 

・防災ＦＡＸ   500-7110 

・ＮＴＴ電話   043-223-2178 

・ＮＴＴＦＡＸ  043-222-5219 
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区       分 県   報   告   先 

県配備体制 

 

 

 

 

災害対策本部 

設 置 前 

 

 

 

情報収集作業室 

・県防災情報システム 

・防災電話    500-7308 

・防災ＦＡＸ   500-7298 

・ＮＴＴ電話   043-223-2175 

・ＮＴＴＦＡＸ    043-222-1127 

災害対策本部 

設 置 後 
災害対策本部情報班 

・県防災情報システム 

・防災電話     500-7309、7310、7311 

・防災ＦＡＸ    500-7298 

・ＮＴＴ電話   043-223-3329 

・ＮＴＴＦＡＸ  043-222-1127 

 

 

（本部事務局（総合政策局危機管理部）が県に行う被害情報等報告の区分及び様式） 

千葉県危機管理情報共有要綱（令和４年４月千葉県） 

報 告 の 種 類 報  告  時  期 報 告 方 法 内 容 及 び 様 式 

即時報告 

対応に着手した時

点（時刻・配備体

制・配備人数） 

県防災情報システ

ム（ただし、シス

テムが使用不能な

場合等には、電子

メール、電話また

はＦＡＸ等の代替

手段を使用） 

人的被害に関する情報（様式１） 

 

住家被害に関する情報（様式２） 

 

交通規制・道路被害に関する情報（様式

３） 

 

その他の被害に関する情報（様式４） 

 

避難指示等に関する情報（様式５） 

 

物資資源管理に関する情報（様式６） 

 

避難所・救護所等に関する情報（様式７） 

 

消防庁が指定する災害に関する情報 

（災害即報 4 号様式＝消防庁様式） 

随時報告 

情報を覚知した、

または県から別途

報告の時刻の指定

があった場合 

定時報告 

対応が長期化した

場合等において、

県から定時報告の

指定があった場合

（原則として 10

時・15 時時点での

情報を 30 分以内に

報告） 

平時報告 

事案の有無によら

ず、平時から行う

報告（報告内容及

び日時は県が別途

指定） 
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第３節 災害時の広報 

 【総合政策局、消防局、関係機関】 

 

基
本
的
な
考
え
方 

市（区）及び防災関係機関は、災害発生後、できる限り速やかに市民及び報道機関に対し、公共

施設やライフライン等の被害の有無、当面の応急的な措置、復旧見込み等に関する広報活動を展開

する必要がある。 

そのため、市（区）及び防災関係機関は、役割分担を決め、被災地の市民だけでなく、被害を免

れた地域の市民に対しても広報活動を行う。 

この場合、特に「災害時における広報活動」の果たすべき役割として、次の２点に留意して行う

ことが重要である。 

第１点は、迅速かつ的確な情報の提供それ自体により、市民に対して現実的な状況判断を行うよ

う促すことである。 

第２点は、市（区）域内を巡回したり「機関名」を連呼することを通じて、間接的に市や防災関

係機関が健在であることを市民に対してアピールすることである。 

いずれの側面においても、憶測による人心不安やデマ情報の流布による社会秩序の混乱を最小限

にとどめるとともに、市民ができるだけ早く生活再建のための活動に取り組むよう促す効果を期待

して行う。デマである可能性がある情報については、関係機関への確認を行うなど情報分析を行う

とともに庁内において認識統一を図り、パニック防止のため、市民に対してデマ情報への注意の呼

びかけを行い、災害相談窓口等に対し問い合わせがあった場合、庁内で共有した情報を元に対応す

る。 

なお、ＪＲその他の交通機関に関する広報活動については、各機関が駅等において掲示その他に

より行うほか、市が情報の提供を受け行う。 

 

第１ 実施機関とその分担 

 

１ 市（区）と防災関係機関 

   市は、市長（本部長）の決定に基づき、各防災関係機関と密接な連絡のもとに、次に掲げる

事項を中心に広報活動を実施する。 

 

主  な  広  報  事  項 

（１）地震発生直後の広報 

ア 地震、津波に関する情報 

イ 出火防止及び初期消火の呼びかけ 

ウ パニック防止、デマ情報への注意の呼びかけ 

エ 避難の勧告、指示 

オ 要配慮者等保護及び人命救助の協力呼びかけ 

カ 市内の被害状況の概要 

（ア）延焼火災の発生状況 

（イ）建物破壊の発生状況 

（ウ）道路損壊、がけ崩れ、液状化その他地盤災害の発生状況 

（エ）災害に伴う道路交通規制等の状況 

キ 市の活動体制及び応急対策実施状況に関すること 

（ア）本部の設置 

（イ）区本部の設置 

（ウ）地区連絡所の設置 

（エ）避難所、救護所の設置 

（オ）応急給水の実施状況 

（カ）その他必要な事項 
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主  な  広  報  事  項 

 ク ライフラインの被害状況 

（２）被害の状況が静穏化した段階の広報 

 ア 地震、津波に関する情報 

 イ 被害情報及び応急対策実施状況に関すること 

 （ア）被災地の状況 

 （イ）救護所、避難所の開設状況 

 （ウ）応急給水、応急給食等の実施状況 

 （エ）その他必要な事項 

 ウ 安心情報 

 （ア）「・・・・・・地区は被害なし」 

 （イ）「・・・・・・小学校児童は全員無事に・・・・・・へ避難」 

 （ウ）その他被害のない事実又は軽微な事実を内容とする情報 

 エ 生活関連情報 

 （ア）電気、ガス、水道、下水道の復旧状況 

 （イ）食料品、生活必需品の供給状況 

 オ 通信施設の復旧状況 

 カ 道路交通状況 

 キ バス、電車、モノレール等交通機関の復旧、運行状況 

 ク 医療機関の活動状況 

 ケ その他必要な事項 

 

２ 警察署 

 【千葉中央警察署・千葉東警察署・千葉西警察署・千葉南警察署・千葉北警察署】 

   警察署は、本部及び区本部、消防署その他関係機関と協力して、次の事項に重点を置いて

広報活動を実施する。 

 

主  な  広  報  事  項 

（１）災害の状況及びその見通し 

（２）避難・救援活動に関すること 

（３）治安状況及び犯罪の予防に関すること 

（４）道路交通規制に関すること 

（５）その他必要と認められる事項 

 

３ 県企業局等 

 【千葉水道事務所・千葉水道事務所千葉西支所、水道局及び四街道市上下水道部】 

   県企業局等は、本部及び区本部と協力して、次の事項に重点を置いて広報活動を実施す

る。 

 

主  な  広  報  事  項 

（１）水道施設の被害状況及び復旧見込み 

（２）給水拠点の位置及び応急給水状況 

（３）水質についての注意 

（４）その他震災発生時に必要な事項 
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４ ＮＴＴ東日本㈱ 

   ＮＴＴ東日本㈱は、災害のため通信が途絶したとき、若しくは利用の制限を行ったときは

テレビ、ラジオ、広報車等によって、利用者に対して広報活動を実施する。 

   なお、地震の振動で受話器がはずれた場合、通話中と同じ状態になり、緊急通話の呼び出

しがあってもつながらないため、地震のおさまった後には必ず受話器の確認を行うよう周知

する。 

   主な広報事項は．以下のとおりである。 

 

主  な  広  報  事  項 

（１）通信途絶、利用制限の理由 

（２）通信途絶、利用制限の内容 

（３）災害復旧に対してとられている措置及び復旧見込時期 

（４）通信利用者に協力を要請する事項 

（５）災害用伝言ダイヤルの開設 

（６）その他事項 

 

５ 東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社 

   感電事故及び漏電による出火を防止するため、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて

需要家に対し、次の諸点を十分ＰＲするほか、広報車等により直接当該地域へ周知する。 

   また、停電の状況、復旧予定時間等については、可能な限り広報車等により直接当該地域に

周知するとともに千葉市、千葉県等の関係機関とも必要に応じて連携を図る。 

 

主  な  広  報  事  項 

（１）第１段階（安全、危険防止） 
ア 切れた電線や、たれ下がった電線には絶対に触らないこと。 
イ 使用中の電気器具のコンセントは直ちに抜くこと。 
ウ 外へ避難するときは、安全器又はブレーカーを必ず切ること。 
エ 電柱の倒壊、折損、電線の断線・垂下等を発見した場合は、速やかにカスタマーセ
ンターへ連絡すること。 

オ 建物の倒壊により損傷した屋内配線、電気機器は危険なため使用しないこと。使
用する場合は、絶縁検査を受けてから使用すること。 

（２）第２段階（被害状況） 
ア 停電区域 
イ 停電事故復旧状況 
ウ 停電事故復旧見込み 

 

６ ガス事業各社 

（１）東京ガス㈱千葉支社・東京ガスネットワーク㈱ 

   大地震が発生しガス設備に被害があった場合、当該地域へのガス供給を停止する必要があ

る。その際ガスの供給停止地区を最小限に抑えるために、中圧・低圧導管網をいくつかのブ

ロックに分け、被害を受けたブロック内の供給源のみを停止する方法をとる。 

   広報については、災害発生直後、ガス供給停止時、復旧作業中、その他必要な場合におい

て、その状況に応じた広報活動を行う。テレビ・ラジオ・インターネット・新聞等を通じて
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行うほか、必要に応じ直接当該地域へ周知する。また、千葉市、千葉県等の関係機関とも必

要に応じて連携を図る。 

 

主  な  広  報  事  項 

《供給継続地区》 

１ ガスのにおいがする場合、火は使用せず、ガス栓、メーターガス栓を閉め、すぐ東

京ガスネットワークに連絡すること。 

２ ガスのにおいがしない場合でも、ガス給湯器の換気筒のはずれなど、ガス機器の給 

排気設備に異常がある場合には、ガス機器は使用しないこと。 

３ 地震によってマイコンメーターの安全装置が作動し、ガスが止まっていることがあ

る。この場合、ガスメーター正面の赤いランプが点滅、またはガス止を表示している。

メーターに取り付けてある復帰操作説明書を参考に、自分で復帰操作ができる。復帰

操作をしてもガスが出ない場合は、最寄りの東京ガスネットワークへ連絡すること。 

《供給停止地区》 

１ 安全のため、器具栓、ガス栓、メーターガス栓を全て閉めること。 

２ ガスの供給再開について、ガス会社の係員が各家庭のガス設備の安全を確認するま

ではガスを使用しないこと。 

 

（２）大多喜ガス㈱千葉事業所 

   おおむね東京ガス㈱千葉支社・東京ガスネットワーク㈱に準ずる。 

 

 

第２ 市広報活動の実施手順 

 

基
本
的
な
考
え
方 

市が市民に対して実施する災害時の広報活動については、広報情報の不統一を避ける観点から、

本部事務局長（総合政策局危機管理部長）を経由し、本部長（市長）又は区本部長（区長）の決定

に基づき行うよう広報ルートの一本化を図る。 

また、その果たすべき意義を踏まえるとともに、緊急性の有無や対象地域の限定の有無等によ

り利用する方法（手段）を適切に使い分ける。 

そのため、本部事務局長（総合政策局危機管理部長）、秘書班長（総合政策局市長公室長）若し

くは区被災者支援班長は、本部長又は区本部長から特に指示された場合を除き、状況を判断の上

適切な広報手段を選定し行う。 

 なお、ＮＨＫ千葉放送局、千葉テレビ放送㈱、㈱ジェイコム千葉セントラル、㈱ベイエフエム、

㈱ニッポン放送等に対する緊急警報放送の要請は、秘書班長（総合政策局市長公室長）が本部長

（市長）の指示に基づき要請する。 

 

１ 広報活動の決定 

   広報活動の実施及び広報事項の決定は、本部長（市長）の指示に基づき本部事務局長（総

合政策局危機管理部長）が行う。 

   市民向け広報活動は、本部による広報活動と区本部による広報活動とに大別される。 

   また、災害時に本部又は区本部が行う広報活動については、次の２つの場合が想定され

る。 

（１）本部長（市長）又は区本部長（区長）の自主的な判断による場合 

（２）各担当部（班）、防災関係機関からの広報依頼による場合 
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   いずれの場合についても情報の不統一を避ける観点から、指揮命令系統を次の図のとおり

行うものとし、広報ルートの一本化を図る。 

   本部事務局長（総合政策局危機管理部長）は、本部各部長に対して、各部・班から直接区

本部被災者支援班へ広報活動の実施を依頼することのないよう、あらかじめ周知徹底してお

く。 

   なお、区本部長（区長）は、必要と認める場合は、その所轄する区の地域における広報活

動を行うことを決定できるものとする。ただし、その場合は、事後速やかに必要な事項につ

いて、本部事務局長（危機管理部長）を通じて、本部長（市長）に報告するものとする。 

 

広報活動の決定から実施までの流れ 

 

 

 

 

 

  

各部・各班 防災関係機関 

 

災 害 対 策 本 部 

（事 務 局） 

 

区 災 害 対 策 本 部 

広 報 車 等 

 

市       民 

警 察 署・ 

消 防 署 等 

現場指示 

広 報 車 

 

ラ 

ジ 

オ 

・ 

テ 

レ 

ビ
等 

防
災
行
政
無
線
（
同
報
系
）・
メ
ー
ル
等 

 

（広報依頼） 

 

区被災者支援班 

（広報依頼） 

 

（広報依頼） 

 

（広報依頼） 

 

防災行政無線 

 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
Ⅹ
（
旧
：
ツ
イ
ッ
タ
ー
）
等 

 

市民自治

推進班 
秘書班 

ﾁﾗｼ・ﾋﾞﾗの 

配布・掲示 
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２ 広報活動の方法（手段） 

（１）防災行政無線の利用 

   本部は、防災行政無線により、市内に設置した屋外受信機を通じて、ほぼ全域に必要な情

報を同時に伝達する。 

   また、各区本部からも防災行政無線により、市民に伝達する事ができる。 

 

利 用 す る 場 合 （ 事 例 ） 実施にあたり注意すべき事項 

緊 急 伝 達 

ア 避難の指示 

イ 津波に関する情報 

ウ その他 

○屋外受信機は、聞き取りにくいため、 

次の配慮をする。 
●音量・音質・響鳴を考慮する。 

●ゆっくり正確に伝える。 

●３回以上繰り返す。 
い っ せ い 伝 達 

 

（いっせい伝達・ 

地域を限定した伝達） 

ア 地震発生直後の地震情報 

イ 地震発生直後の出火防止、初

期消火の呼びかけ 

ウ 地震発生直後の要配慮者等

保護、人命救助の協力呼びか

け、その他注意事項 

エ 安心情報 

オ 市本部、区本部、救護所の設

置等応急対策の実施状況 

 

（２）車両の利用 

   車両による広報活動は、区本部・消防部が行う。 

   区本部被災者支援班長は、必要に応じ他の部の車両も動員して必要地域へ広報車を出動さ

せ広報活動を実施する。 

   なお、車両による広報は、音声のみによらず、ビラ・チラシなど印刷物の配布に努める。 

   また、他の部の車両の動員については、資産経営班（財政局資産経営部）に要請する。 

 

利 用 す る 場 合 （ 事 例 ） 実施にあたり注意すべき事項 

緊急伝達 
ア 避難の指示 

イ 津波に関する情報 

○屋内にいる場合、聞き取りにくい

ため次の配慮をする。 

 ●音量・音質・響鳴を考慮する。 

 ●ゆっくり正確に伝える。 

 ●３回以上繰り返す。 

 ●車両をゆっくり運行させる。 

時期又は地域を 

限定した伝達 

ア 地震、津波に関する情報 

イ 防疫・清掃、給水活動等

の応急対策実施状況 

ウ 安心情報 

エ 生活関連情報 

オ 通信施設の復旧状況 

カ 道路交通状況 

キ 医療機関の活動状況 
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（３）ヘリコプターの活用 

   ヘリコプターによる広報活動は、消防部が行う。 

   消防部警防班長（消防局警防部長）は、必要に応じ災害時における広報活動を実施する。 

 

利 用 す る 場 合 （ 事 例 ） 実施にあたり注意すべき事項 

緊急伝達 

ア 避難の指示 

イ 津波に関する情報 

ウ その他必要な情報 

○屋内にいる場合、聞き取りにくいため 

次の配慮をする。 

●音量・音質・響鳴を考慮する。 

●ゆっくり正確に伝える。 

●３回以上繰り返す。 

時期又は地域を 

限定した伝達 

ア 地震、津波に関する情報 

イ その他必要な情報 

 

（４）市職員の口頭等での伝達 

   区本部被災者支援班長は、広報車の活動が不可能な地域、若しくは特に必要と認められる地

域に対しては、区本部被災者支援班職員及び本部からの応援職員を派遣し広報活動を実施する。 

   本部からの職員の応援については、総務班長（総務局総務部長）を通じて要請する。 

   また、必要な場合は、併せて消防部、警察署その他の防災関係機関の協力を要請する。 

   なお、職員を派遣する場合は、原則として、携帯電話又は無線機を携帯させるとともに、区

本部と密接な連絡をとりながら広報活動を実施するよう努める。 

 

利 用 す る 場 合 （ 事 例 ） 実施にあたり注意すべき事項 

緊急伝達 

ア 避難の指示 

イ 津波に関する情報 

ウ その他 

○屋内にいる場合、聞き取りにくいため 

次の配慮をする。 

 ●音量・音質・響鳴を考慮する。 

 ●ゆっくり正確に伝える。 

 ●３回以上繰り返す。 

 ●不確実なことは言わない。 

避場所での 

情報伝達 

ア 地震、津波に関する情報 

イ 防疫・清掃、給水活動等の

応急対策実施状況 

ウ 安心情報 

エ 生活関連情報 

オ 通信施設の復旧状況 

カ 道路交通状況 

キ 医療機関の活動状況 

○被災者が精神的に不安定な状態にある 

ことを踏まえ、上記以外に次の配慮をする。 

 ●ビラ・チラシなどの印刷物を併せて 

配布するよう努めること。 
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（５）本庁舎、区庁舎、市出先機関等での掲示等 

総合政策部長（総合政策局長）は、「災害対策広報」等を適宜発行するよう努める。これによ

り情報の空白時間帯や空白地域の発生による無用な混乱を防止するための重要な手段とする。 

なお、発行された「災害対策広報」は、本庁舎においては秘書班（総合政策局市長公室）が、

区本部・出先機関及び地区連絡所においては、各担当職員が掲示又は配布を行う。 

また、本庁舎、区庁舎、市出先機関等の各公共施設の管理者は、ホームページ等の情報につ

いても掲示を行う。 

（６）隣接市の防災行政無線の利用 

   隣接市との境界部にあたる地域の市民への広報活動で、上記の手段によることが適切でない

と判断される場合については、本部事務局長（危機管理部長）が本部長（市長）の指示に基づ

き隣接市に対して、緊急無線放送を要請する。 

（７）インターネット等多様なメディアを使用した重層的な広報 

   市のホームページ、ちばし災害緊急速報メール、ちばし安全・安心メール、SNS（ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス）等を使った広報を行う。 

（８）町内自治会への回覧・掲示要請 

   インターネット等を利用できない人や要配慮者などへの広報手段として町内自治会への回

覧・掲示要請を行う。 

（９）緊急警報放送の要請 

   避難の勧告又は指示、その他予想される災害の事態及び市のとるべき措置のうち緊急に伝達

する必要のある事項について、その必要があると認める場合は、本部長（市長）の指示に基づ

き秘書班長（総合政策局市長公室長）がＮＨＫ千葉放送局、千葉テレビ放送㈱、㈱ジェイコム

千葉セントラル、㈱ベイエフエム、㈱ニッポン放送等に対して、緊急警報放送の要請を行う。 

（10）デマ等への対策 

   災害時の推測による人心不安や風説の流布による社会秩序の混乱を最小限に留めるため、誤

報の可能性がある情報については、関係機関への確認を行うなど情報分析を行うとともに、庁

内の認識統一を行い、ＳＮＳ等を活用した広報活動を実施する。 

 

３ 広報文例集（防災行政無線） （資料 5-1） 

（１）津波 

   ・高齢者等避難（遠地地震） 

   ・避難指示（津波注意報） 

   ・避難指示（津波警報・大津波警報） 

   ・津波注意報（警報・大津波警報）解除 

（２）高潮 

   ・避難指示 
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第３ 報道機関への発表・協力要請 

 

基
本
的
な
考
え
方 

 平成元年アメリカのサンフランシスコで発生したロマ・プリータ地震では、その被害の大きさ

に比較して、社会的混乱がほとんどなかったと報告されている。その理由にはいくつかの要因が

あげられるが、報道機関、特にラジオ・テレビ局の活発な災害時特別報道が非常に大きく貢献し

たことが注目される。 

 平成７年１月神戸をはじめ兵庫県南部地域を襲った「阪神・淡路大震災」は、日本で初めての近

代的な大都市における直下型地震であり、未曾有の被害をもたらし、電話等の通信が不通の状況

の中で、放送局が市民と防災関係機関相互の貴重な情報手段となるなど、災害時における報道機

関の役割の重要性をあらためて認識させる事例が増えている。 

 そこで、報道機関については、災害時報道が災害対策本部の活動の支障にならないよう、取材

活動上のルールを定めるとともに、大規模災害時における市民への情報連絡手段のひとつとして

位置付ける。 

 

１ 市の発表 

（１）災害警戒本部 

   市長若しくは警戒本部長（危機管理監）の指示により、総合政策局市長公室長が記者クラブ

を通じて報道機関に対して、災害に関する情報の発表・協力の要請を行うとともにテレビ、ラ

ジオ、新聞等の報道機関に対し、情報及び必要な資料を提供する。さらに、報道機関が迅速か

つ正確に広報できるようにするため、情報の提供方法について、インターネットやメール等を

活用する。 

（２）災害対策本部設置後 

   本部設置後については、秘書班長（総合政策局市長公室長）を担当窓口として、報道機関に

対して災害に関する情報の発表・協力の要請を行う。 

   また、秘書班長（総合政策局市長公室長）は、本部が設置された場合は、直ちに臨時記者詰

め所及び共同会見所を設置する。 

   発表は、原則として、市長（本部長）の決定に基づき、主管本部員（危機管理監）が共同記

者会見方式で行うが、本部事務局長 (総合政策局危機管理部長)は、その内容の相違を避ける

ため、関係機関とあらかじめ連絡協議して、被害状況の統一に努めるものとする。 

   また、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関に対し、情報及び必要な資料を提供する。さらに、

報道機関が迅速かつ正確に広報できるようにするため、情報の提供方法についてインターネッ

トやメール等も活用する。 

 

２ 緊急警報放送等の要請 

   市は、緊急時における情報連絡手段としてラジオ、テレビの放送機能を有効に活用する。

なお、ラジオ、テレビ局等に対する緊急放送の要請については、次のとおり各放送機関に要

請するものとする。 

（１）要請方法 

   放送要請は、本部事務局長（危機管理部長）が本部長（市長）の指示に基づき行うものとする。 

（２）放送要請の範囲 

 ア 災害時等における避難指示 
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 イ 本部長（市長）が発令する動員命令 

 ウ 予想される災害及び災害時において市民に緊急に伝達する必要のある事項 

 エ その他、本部長（市長）が特に必要と認める事項 

（３）要請手続 

 ア 要請は、緊急警報放送要請発信用紙により行うものとする。 

 イ 要請は次の方法により行うものとする。 

 

   ○ＮＨＫ千葉放送局（放送部ニュース）への要請 

常                     時 

・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

０４３－２０３－０３９６ 

・ 県防災行政無線（電話） ５００－７３９３（技術局技術部） 

・ 県防災行政無線（ＦＡＸ）５００－７３９４（技術局技術部） 

・ 一般加入電話      ０４３－２０３－０５９３ 

※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 災害応急復旧用無線電話 ０１４０１－２６１０ 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 

 

   ○千葉テレビ放送㈱報道情報局報道部への要請 

常                     時 
・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

              ０４３－２３１－４９９９ 

・ 県防災行政無線（電話） ５００－９７０３（報道情報局報道部） 

・ 県防災行政無線（ＦＡＸ）５００－９７０２（報道情報局技術部） 

・ 一般加入電話      ０４３－２３３－６６８１ 

※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 

 

   ○㈱ジェイコム千葉セントラルへの要請 

常                     時 

・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

            ０４３－２４８－７９５２ 

・ 一般加入電話      ０４３－３７５－６８１０ 
※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 

 

   ○㈱ベイエフエム編成局への要請 

常                    時 

・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

              ０４３－３５１－７８６２ 

・ 県防災行政無線（電話）     ５００－９７１１（技術部） 

・ 県防災行政無線（ＦＡＸ）    ５００－９７１２（技術部） 

・ 一般加入電話      ０４３－３５１－７８６３ 

※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 
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   ○㈱ニッポン放送編成局報道部への要請 

常                     時 

・ 一般加入電話ファックスを最優先に利用する。 

              ０３－３２８７－７６９６ 

・ 一般加入電話      ０３－３２８７－７６２２ 

※ 一般加入電話による場合は要請先を確認する。 

・ 本計画に定めるその他の通信手段 

 

   ※緊急警報放送要請発信用紙（資料 5-2） 
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第４節 広域連携体制 

 【総合政策局危機管理部】 

 

 
基
本
的
な
考
え
方 

大規模地震時には、被害拡大し本市が単独でこれに対処することが困難な事態が想定される。 

このために、各機関は、あらかじめ関係機関と十分に協議の上、相互応援の体制を整えるとと

もに、災害時においては相互に協力し緊密な連携のもと、円滑な応急対策活動を実施する。 

また、海外からの支援の受け入れについては、国の指導のもと体制整備に努めるものとする。 

災害時において、市の職員のみをもってしては対処しえないと判断された場合は、速やかに県、

近隣都県市町村・消防機関、その他の行政機関、公共機関、自衛隊及び市内民間団体等への応援・

協力の要請を行う必要がある。 

県をはじめとする各機関等への応援要請は、本部長（市長）の指示に基づき本部事務局長（危機

管理部長）及び消防部長（消防局長）が行う。 

なお、受援の手順や役割分担の詳細については、「災害時受援計画」による。 

 

 

第１ 国・県に対する要請等 

【総合政策局危機管理部】 

 

１ 要請の手続 

   本部長（市長）は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、指定地方行政機関

の長や県知事に対し、当該機関の職員の派遣を要請し、又は県知事に対し、指定地方行政機関

の職員の派遣についてあっせんを求める。 

   県知事に応援要請又は応急措置の実施を要請する場合は、県（防災対策課）に対し、県防災

行政無線又は電話等をもって行い、後日、速やかに文書を送付することとする。 

 

連 絡 先 電   話 県防災行政無線 

県防災対策課 ０４３－２２３－２１７５ ５００－７３２０ 

休日・夜間用 ０４３－２２３一２１７８ ５００－７２２５ 

 

２ 要請の事項 

   要請は、次の表に掲げる事項を明らかにして行う。 

 

要請の内容 事         項 根 拠 法 令 

県 へ の 応 援 要 請 

又 は 応 急 措 置 の 

実 施 の 要 請 

ア 災害の状況及び応援（応急措置の実施）を要請する

理由 

イ 応援を必要とする期間 

ウ 応援を希望する職種別人員並びに物資、資材、機

械、器具等の品名及び数量 

エ 応援を必要とする場所 

オ 応援を必要とする活動内容 

 （必要とする応急措置内容） 

カ その他必要な事項 

災害対策基本法

第 68 条 
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３ 県広域防災拠点開設等への協力 

   県は、「千葉県大規模災害時応援受援計画」（平成 31年３月）に基づき、「昭和の森」を県広

域防災拠点として指定している。 

   県が、同計画に基づき、広域防災拠点を開設した場合、施設の開錠等、施設の利用について

必要な協力を行う。 

 

拠点名称 所在地 使途 

昭和の森【太陽の広場】 緑区土気町 自衛隊 

 

 

第２ 他都県市町村・指定地方公共機関等への要請 

 【総合政策局危機管理部】 

 

１ 協定締結都県市町村への要請 

（１）首都圏６市（県都）への要請 

   首都圏県都市長懇話会を構成する６市（水戸市、前橋市、宇都宮市、さいたま市、甲府

市、横浜市）への要請については、「災害時における相互援助に関する協定」（平成８年１０

月２３日）に基づいて、次の事項を明らかにして、各市へ電話等により要請を行い、後日速

やかに文書を提出するものとする。 

 

応 援 要 請 の 内 容 要請時に明らかにすべき事項 

ア 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給 

に必要な資器材の提供 

イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧 

に必要な資器材及び物資の提供 

ウ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

エ 被災者の一時収容のための施設の提供 

オ 救助及び応急復旧に必要な技術職、技能職等 

の職員の派遣 

カ 前各号に定めるもののほか、被災県都が特に 

必要があると認めるもの 

ア 被害状況 

イ 左記ア～エまでに掲げるものの品名、規格、 

数量等 

ウ 左記オに掲げる職員の職種別人員 

エ 援助を受ける場所及びその経路 

オ 援助を受ける期間 

カ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

都市名 担当部 電話番号 

横浜市 総務局危機管理課 ０４５－６７１－２１７１ 

甲府市 危機管理室防災企画課 ０５５－２３７－５３３１ 

さいたま市 総務局危機管理部防災課 ０４８－８２９－１１２６ 

水戸市 市民協働部防災・危機管理課 ０２９－２３２－９１５２ 

前橋市 総務部防災危機管理課 ０２７－８９８－５９３５ 

宇都宮市 行政経営部危機管理課 ０２８－６３２－２０５２ 
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（２）８都県市への要請 

   「九都県市災害時相互応援に関する協定」（平成２２年４月１日）に基づく８都県市への要

請については、次の事項を明らかにして別に定める応援調整都県市を通じて行う。 

   また、首都圏の複数の都県市で震度６弱以上の地震が発生した場合には、「九都県市広域防

災プラン」に基づき、九都県市間の応援調整を行う。 

 

応 援 要 請 の 内 容 要請時に明らかにすべき事項 

ア 物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣 

（ア）食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要

な資器材の提供並びにあっせん 

（イ）被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧

等に必要な資器材及び物資の提供並びにあっせん 

（ウ）情報収集及び救援・救助活動に必要な車両、ヘリ

コプター、舟艇等の提供並びにあっせん 

（エ）救助、応急復旧等に必要な人員の派遣 

イ 医療機関への被災傷病者等の受入れ及びあっせん 

ウ 被災者を一時的に受入れるための施設のあっせん 

エ 被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあっせん 

オ 救援物資等の荷さばき場、仮設住宅用地、火葬場及

びごみ、し尿等の処理施設の提供並びにあっせん 

カ 避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓開等都

県市境付近における必要な措置 

キ 前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる

事項 

 

ア 被害の概要 

イ 物資等の提供及びあっせんに関する

応援を要請するときは、物資等の品目、

数量、受領場所等 

ウ 人員の派遣に関する応援を要請する

ときは、活動内容、要請人数・場所・期

間等 

エ その他の応援を要請するときは、要請

の内容、場所・期間等 

オ 前各号に掲げるもののほか、必要な事

項 
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応援調整都県市は、次のとおりとする。 

被災都県市 
応 援 調 整 都 県 市 

第１順位 第２順位 第３順位 

埼 玉 県 

さいたま市 

千 葉 県 

千 葉 市 

神奈川県 

横 浜 市 

川 崎 市 

相模原市 

東 京 都 

千 葉 県 

千 葉 市 

神奈川県 

横 浜 市 

川 崎 市 

相模原市 

東 京 都 
埼 玉 県 

さいたま市 

東 京 都 
埼 玉 県 

さいたま市 

千 葉 県 

千 葉 市 

神奈川県 

横 浜 市 

川 崎 市 

相模原市 

神奈川県 

横 浜 市 

川 崎 市 

相模原市 

東 京 都 
埼 玉 県 

さいたま市 

千 葉 県 

千 葉 市 

九都県市域内の複数の都県市 「地震防災・危機管理対策部会に関する申合せ事項」による同

部会座長（事務局）都県市又は同部会座長（事務局）都県市が

指定する都県市 

九都県市全域 

九都県市域外の自治体 

※ 応援調整都県市の決定にあたっては、「地震防災・危機管理対策部会に関する申合せ事項」による同部

会座長（事務局）都県市が、表で示された都県市と協議の上で決定する。 

※ 応援調整都県市で、「神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市」「千葉県・千葉市」「埼玉県・さいたま市」

の順位は、それぞれ上に記載してある県市を優先とする。 

※ 被災地域が、「千葉市以外の千葉県」の場合は、応援調整都県市として千葉市を優先し、同じく「横浜

市、川崎市及び相模原市以外の神奈川県」の場合は、横浜市、川崎市及び相模原市を優先し、「さいたま

市以外の埼玉県」の場合は、さいたま市を優先する 

 

（３）２０大都市への要請・２１大都市相互応援 

   災害時における円滑な協力が得られるよう、２０大都市への要請については、「２１大都市

相互応援に関する協定」（平成 24年 10月１日）に基づいて、次の事項を明らかにして、連絡

担当部局を通じて行う。 

 

  

札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 東京都 川崎市 横浜市 

相模原市 新潟市 静岡市 浜松市 名古屋市 京都市 大阪市 

堺市 神戸市 岡山市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市 
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（４）県内市町村への要請及び応援 

   県内市町村間で締結した「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協

定」（平成 8年 2月 23日）に基づき、県内市町村長に応援要請を行う。なお、本部長（市

長）は、被災市町村からの応援要請又は知事からの応援要請がない場合においても、被害の

状況等に応じ、自主的に応援を行う。 

応 援 要 請 の 内 容 要請時に明らかにすべき事項 

ア 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必

要な資器材の提供 

イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必

要な資器材及び物資の提供 

ウ 救援及び救助活動に必要な車両、船艇等の提供 

エ 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職

等の職員の派遣 

オ 被災者の一時収容のための施設の提供 

カ 被災傷病者の受入れ 

キ 死体の火葬のための施設の提供 

ク ゴミ・し尿等の処理のための施設の提供 

ケ ボランティアの受付及び活動調整 

コ 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

ア 被害の状況 

イ 応援の種類 

ウ 応援の具体的な内容及び必要量 

エ 応援を希望する期間 

オ 応援場所及び応援場所への経路 

カ 前各号に掲げるもののほか、必要な 

事項 

 

２ 他の地方公共団体・指定公共機関等への要請 

   他の地方公共団体・指定地方公共機関等に応援又は応援のあっせんを求める場合は、それ

ぞれの機関に対し、緊急対応として無線又は電話等をもって処理し、後日速やかに文書を送

付することとする。 

   なお、要請は、次の表に掲げる事項を明らかにして行う。 

 

他の地方公共団体・指定地方公共機関等への協力要請一覧 

要請の内容 事         項 根 拠 法 令 

応 援 の 要 請 

ア 災害の状況及び応援のあっせんを求める理由 
イ 応援を希望する機関名 
ウ 応援を必要とする期間 
エ 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及

び数量 
オ 応援を必要とする場所 
カ 応援を必要とする活動内容 
キ その他必要な事項 

災害対策基本法 
第 68 条、第 74 条 

応 援 要 請 の 内 容 要請時に明らかにすべき事項 

ア 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要

な資器材の提供 

イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要

な資器材及び物資の提供 

ウ 救援及び救助活動に必要な車両並びに舟艇等の提供 

エ 救助及び応急復旧等に必要な医療系職、技術系職、技

能系職等職員の派遣 

オ 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

ア 被害の状況 

イ 左記アからウまでに掲げる応援を要請す

る場合にあっては、物資等の品名、数量等 

ウ 左記エに掲げる応援を要請する場合にあ

っては、職員の職種及び人員 

エ 応援場所及び応援場所への経路 

オ 応援の期間 

カ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 
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要請の内容 事         項 根 拠 法 令 

職員の派遣の要請 

ア 派遣のあっせんを求める理由 
イ 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 
ウ 派遣を必要とする期間 
エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 
オ その他参考となるべき事項 

災害対策基本法 
第 29 条、第 30 条、 
第 31 条 
地方自治法 
第 252 条の 17 

緊 急 放 送 の 要 請 

ア 放送要請の理由 
イ 放送事項 
ウ 希望する放送日時 
エ その他必要な事項 
※ＮＨＫ千葉放送局、千葉テレビ放送㈱、㈱ベイエフエ
ム、㈱ニッポン放送、㈱ジェイコム千葉セントラル 

災害対策基本法第
57 条 

 

 

第３ 消防機関への要請及び応援 

 【総合政策局危機管理部、消防局】 

 

１ 本部長（市長）は、県内消防機関による広域的な応援を必要と認めるときは、「千葉県広域消防

相互応援協定」及びその具体的な活動マニュアルである「千葉県消防広域応援基本計画」に基づ

き、他市町村に消防機関による応援を要請する。 

 

２ 地震による同時火災等が発生し、現有消防力を結集しても消防力に不足の生じることが見込ま

れる場合、本部長（市長）は、県知事を通して消防庁長官に緊急消防援助隊をはじめとする他の

消防機関の派遣を要請する。なお、受援については「千葉県緊急消防援助隊受援計画」「千葉県緊

急消防援助隊航空中隊受援計画」及び「千葉市緊急消防援助隊受援計画」により受入措置を行う。 

 

３ 市が被災しておらずかつ、他の被災市町村からの応援要請を受けたとき及び千葉県消防広域応

援隊の出動に関して知事の指示があったときは、「千葉県広域消防相互応援協定」及びその具体

的な活動マニュアルである「千葉県消防広域応援基本計画」並びに「消防組織法第４３条に基づ

く知事の指示による千葉県消防広域応援隊運用要綱」に基づき、消防機関による応援の迅速かつ

円滑な実施に努める。 

消 防 応 援 協 定 の 状 況 

協定・計画 内          容 

千葉県広域消防 

相互応援協定 

 千葉県下の全市町村及び一部の事務組合が、大規模災害及び産業災害等の予

防、鎮圧に万全を期し、併せて民心の安定を図るため相互応援体制を確立し、

不測の事態に対処する協定（消防組織法第 39 条） 

千葉県消防 

広域応援基本計画 

 千葉県内市町村の地域において、大規模災害等の発生に対し地方公共団体の

地域を越えて広域的な消防部隊の応援要請、応援部隊の派遣により、広域消防

応援体制の確立を図る。 

緊 急 消 防 

援 助 隊 基 本 計 画 

総務省消防庁において、緊急消防援助隊の出動に関する措置を的確かつ迅速

に行うため、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項を定

めている（消防組織法第 45 条）。 
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「千葉県緊急消防援助隊受援計画」に定める宿営予定地 

名  称 所在地 

千葉ポートパーク駐車場 中央区中央港１丁目 

青葉の森公園南口駐車場 中央区青葉町 

千葉工業大学グランド 花見川区千種町 

千葉県総合スポーツセンター大駐車場 稲毛区天台町 

泉自然公園駐車場 若葉区野呂町 

千葉市消防学校 緑区平川町 

稲毛海浜公園第１駐車場 美浜区高浜７丁目 

 

 

第４ 自衛隊への災害派遣要請 

 【総合政策局危機管理部】 

 

１ 派遣要請の手続等 

（１）災害派遣の実施 

 ア 災害が発生し、又はまさに発生するおそれがある場合で、市長が応急措置を実施する必要

があると認め、知事に対し災害派遣を要請するように求めた場合、これを受けて知事が自衛

隊に災害派遣を要請し、必要と判断される場合に実施される。 

 イ 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能で、本部長（市長）から自衛隊が

通報を受け、直ちに救援の措置をとる必要が認められる場合、災害派遣が実施される。 

（２）要請手続 

 ア 本部長（市長）は、災害派遣となる事態が発生し、自衛隊の災害派遣の要請を依頼しよう

とする場合は、本部事務局長（総合政策局危機管理部長）に命じて、県（防災対策課）に次

の事項を明記した文書をもって行うものとする（１部提出）。ただし、緊急を要する場合にあ

っては、口頭、電信又は電話で要請し、事後速やかに文書を送達する。 

○災害の状況及び派遣を要請する事由 

○派遣を希望する期間 

○派遣を希望する区域及び活動内容 

○連絡場所、連絡責任者及び宿泊施設の状況等参考となるべき事項 

 

 イ 緊急避難、人命救助等の場合で、事態が急迫し、県知事に要請するいとまがないとき、若

しくは、通信の途絶等により知事への要請ができないときは、直接次表により通報する。た

だし、事後速やかに所定の手続きを行う。 

   ※自衛隊派遣要請（部隊撤収）に係る県知事への依頼文（資料 9-4）
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自衛隊災害派遣要請 

 

 

（３）自衛隊の自主派遣 

 ア 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能で、自衛隊自ら収集した情報及び

その他の情報から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合、自衛隊が自主的

に派遣する。 

 イ 災害に際し、関係機関に対して当該災害に関する情報を提供するため、自衛隊が情報収集

を行う必要があると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣する。 

 ウ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確で、当該救援活動が人命救助に関するも

のであると認められる場合、自衛隊が自主的に派遣する。 

 エ 庁舎・営舎その他の防衛省の施設またはこれらの近傍に災害が発生した場合、自衛隊が自

主的に派遣する。 

 

市災害対策本部長 

（市 長） 

本部事務局（総合政策局危機管理部長） 

０４３－２４５－５１５１ 

 

 

県     知     事 

千葉県災害対策本部事務局 

・防 災 電 話 ５００－７３１９、７３２０ 

・防 災 Ｆ Ａ Ｘ ５００－７２９８ 

・Ｎ Ｔ Ｔ 電 話 ０４３－２２３－２１５０、２１９１ 

・ＮＴＴＦＡＸ ０４３－２２２－１１２７ 

           

部隊名等 

（駐屯地名等） 

連絡責任者 （電話番号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

部隊名等 

（駐屯地名等） 

連絡責任者 （電話番号） 

 
時 間 内 

(平日)～17:00 
時 間 外 

時 間 内 

(平日)～17:00 
時 間 外 

陸上自衛隊 

第一空挺団 

 

船橋市薬円台 

3-20-1 

(習志野駐屯地) 

第３科防衛班長 

047-466-2141 

内線 235,236 

駐屯地当直司令

047-466-2141 

内線 302 陸上自衛隊 

高射学校 

 

若葉区若松町 

902 

(下志津駐屯地) 

企画副室長 

043-422-0221 

内線 313,314 

駐屯地当直司令 

043-422-0221 

内線 302 

 
県防災行政無線 

632-721、FAX632-

722 

県防災行政無線 

632-725 

市防災行政無線 935 

県防災行政無線 

500-9631、

FAX500-9632 

500-9633 

 

※海上自衛隊、航空自衛隊への通知も含む。 
アの場合 

イの場合 
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 オ 大規模な災害が発生した際には、被災直後の地方公共団体は混乱していることを前提に、

防衛省・自衛隊は災害時の自衛隊による活動が円滑に進むよう、活動内容について「提案

型」の支援を自発的に行い、関係省庁の協力も得て、自衛隊に対する支援ニーズを早期に把

握・整理するものとする。 

 

（４）災害派遣部隊の受入体制 

 ア 他の災害救助・復旧機関との競合又は重複の排除 

   本部長（市長）は、自衛隊の活動が他の災害救助・復旧機関等と競合又は重複することの

ないよう、重点的かつ効率的に活動を分担するよう配慮する。 

 イ 作業計画及び資材等の準備 

   本部長（市長）は、自衛隊に対する救援活動の要請に当たっては、どのような分野（捜索

救助、救急、緊急輸送等）についてどの程度要請するのか、具体的に実効性のある計画を作

成するとともに、必要な資器材を準備する。また、施設土地等の使用に関して管理者の了解

を得るとともに、活動間を含め市民との連絡調整を実施する。 

 ウ 活動拠点及びヘリポート等使用の通報 

   本部長（市長）は、派遣された部隊が効率的かつ円滑に活動が実施できるように自衛隊の

活動拠点、ヘリポート及び宿舎等必要な設備について、関係機関等と協議のうえ、使用調整

を実施し部隊に通報する。 

 

（５）災害派遣部隊の受入措置等 

   本部長（市長）は、知事から自衛隊の災害派遣の通知を受けたとき、又は、自衛隊が自主派

遣されたときは、本部事務局長（総合政策局危機管理部長）に命じて、次のとおり部隊の受入

措置を行う。 

 

災害派遣部隊の受入措置 

項    目 活     動     内     容 

準     備 

 応援を求める作業内容、所要人員その他について、派遣部隊の到着と同時に作業

できるよう作業計画をたてるとともに、必要な資器材等の確保・調達を行う。 

 派遣部隊の宿泊所、車両、器材等の保管場所及びその他受入れのために必要な措

置及び準備を行う。 

受  入  れ 

 派遣部隊が到着した場合は、職員を派遣し部隊を目的地へ誘導する。作業実施期

間中は、現場に責任者を置き派遣部隊指揮官と応援作業計画等について協議し調整

の上、作業の推進を図る。 

 なお、派遣部隊の活動拠点は、蘇我スポーツ公園、被災地近くの公共空地等とする。 

県 へ の 報 告 
本部事務局は、派遣部隊の到着後及び必要に応じて、所定の事項について 県防

災対策課に報告する｡ 

派 遣 部 隊 の 

撤 収 要 請 

 派遣部隊の撤収要請は、知事が市長及び派遣部隊の長と協議して行う。 

本部長（市長）は、災害派遣の目的を達成したとき、又はその必要がなくなったと

きは、速やかに文書をもって知事に対しその旨報告する。 

 ただし、文書による報告に日時を要するときは、口頭又は電話等をもって連絡し、

その後文書を提出する。 
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２ 災害派遣時に実施する自衛隊の救援活動内容 

   自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、原則として人命及び財産の保護のため必要であ

り、かつ緊急やむを得ないと認められるもので、他に実施する組織等がない場合とし、次表

のとおりとする。 

自衛隊の災害派遣を要請できる範囲 

項     目 活   動   内   容 

被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段によって、情報収集活動を行い、被害の

状況を把握する。 

避難の援助 

避難命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要があると

きは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。また、地方公共団

体等から避難者等の駐屯地等への受入れを求められた場合、駐屯地司令等

は、受入可能な範囲で避難者等を受け入れ、避難者等に対して、所要の支

援を実施するものとする。なお、避難者等については、原則として地方公

共団体等からの要請に基づき受け入れるものとし、避難者等を受け入れる

場合、駐屯地司令等は、地方公共団体等と同職員の駐屯地等への配置、避

難所等への早期移管等を調整する。 

遭難者等の捜索救助 
行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優先し

て、捜索救助を行う。 

水防活動 
堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動

を行う。 

消防活動 

火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必要な

場合は航空機）をもって、消防機関に協力して消火に当たるが、消火薬剤

等は、通常県または市町村等が提供するものを使用する。 

道路又は水路の啓開 
道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又

は除去に当たる。 

応急医療、救護及び防疫 
被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は、通常県又は

市町村等の提供するものを使用するものとする。 

人員及び物資の緊急輸送 

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実

施する。この場合において航空機等による輸送は、特に緊急を要すると認

められるものについて行う。 

炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

物資の無償貸付又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する省令」（昭和 33

年総理府令第 1 号）に基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸与し、

又は救じゅつ品を譲与する。 

危険物の保安及び除去 
能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去

を実施する。 

その他 
その他の臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、

所要の措置をとる。 
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第５ 民間団体等への要請 

 【全局区等】 

 

１ 協力を要請する業務 

   災害時に業種別団体組織、町内自治会、自主防災組織、日赤奉仕団、大学・高等学校奉 

仕団、女性団体等の民間団体等へ協力を要請する業務は、主に次のような業務とする。 

（１）異常現象、危険箇所等を発見したときの災害対策本部への通報 

（２）避難誘導、負傷者の救出・搬送等市民に対する救助・救護活動 

（３）被災者に対する炊き出し、救援物資の配分及び輸送等の業務 

（４）被害状況の調査補助業務 

（５）被災地域内の秩序維持活動 

（６）道路啓開活動、公共施設等の応急復旧作業活動 

（７）応急仮設住宅の建設業務 

（８）生活必需品の調達業務 

（９）その他市が行う災害応急対策業務への応援協力 

 

２ 協力要請の方法 

   災害時に民間団体等へ協力を要請する方法については、主に次のとおりとする。なお、要請

にあたっては、以下の事項を明らかにして行う。 

○活動の内容 

○協力を希望する人数 

○調達を要する資器材等 

○協力を希望する地域及び期間 

○その他参考となるべき事項 

   各対策部が作業を行うため民間団体等の協力を必要とするときで、この計画に定めのない

場合については、本部長（市長）の指示に基づき、各対策部がその責任者に対して要請し、

その要請内容を速やかに本部事務局（総合政策局危機管理部）へ報告するものとする。 

 

３ 協定締結団体等 

   現在、災害時の協力に関する協定を締結している団体等は、以下のとおりである。 

   ※協定一覧（資料 2-11） 

 

 

第６ 海外支援の受入れ 

 【総合政策局危機管理部】 

 

１ 国の緊急災害対策本部等が海外からの支援の受入れを決定した場合、県及び消防機関との調整

を行い、本部員会議で協議し、本部長（市長）が決定する。 
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２ 海外のＮＧＯ（非政府組織）団体等から直接支援の申し出があった場合、次のことを確認した

うえで、本部員会議で協議し、本部長（市長）が決定する。 

（１）協力の内容、期間、人員 

（２）入国上の問題点 

（３）消防機関の意向 

 

 

第７ 他都市に対する応援 

 

  他都市において大規模災害が発生した場合に備え、応援体制の整備を行う。 

  また、応援の実施にあたっては、被災自治体の状況に配慮しつつ、積極的な応援を行う。 

 

１ 応援の検討及び決定 

   大規模災害の発生により他都市に甚大な被害が発生し、または、被害の発生が予測される

場合には、必要に応じて現地の被災状況及び応援のニーズを把握するとともに、被災自治体

のニーズに合った応援内容を検討し、速やかに決定を行うものとする。 

 

２ 応援の内容 

（１）救援物資の輸送 

   被災自治体への物資の提供にあたっては、被災自治体のニーズ及び現地の状況に応じて、本

市の備蓄物資等を輸送する。 

（２）職員の派遣 

   被災自治体への職員の派遣にあたっては、被災自治体のニーズに応じて、関係する各局区等

により応援部隊を編成し派遣する。 

 

３ 応援の枠組み 

（１）応急対策職員確保制度 

 ア 避難所の運営、罹災証明書の交付等の災害対応業務の支援 

   被災市区町村が被災都道府県に対し、応援職員が必要である旨連絡し、さらに、被災都道府

県が被災地域ブロック幹事都道府県（※１）及び総務省に対し、被災都道府県内の地方公共団

体による応援職員の派遣だけでは対応が困難である旨連絡した場合、被災地域ブロック内を中

心とした地方公共団体による応援職員の派遣が、被災市区町村応援職員確保現地調整会議（※

２）にて検討されることになる。 

   同会議が、被災市区町村応援職員確保調整本部（※３）に対し、被災市区町村に関する収集

した情報を報告し、同調整本部にて、対口支援団体を決定する（第１段階支援）。 

   対口支援団体は、都道府県又は指定都市を、原則として１対１で被災市区町村に割り当てる

ものである。 

   被災地域ブロック内の支援だけでは対応が困難な場合、全国の地方公共団体による追加の応
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援職員の派遣を検討し、必要であれば、実施することになる（第２段階支援）。 

   ※１ 地域ブロック幹事都道府県 

    ・地域ブロックとは、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」第１条に

定めるブロックをいう。 

    千葉県は、関東ブロック（東京都、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県 

山梨県）に属している。 

    ・地域ブロック幹事都道府県は、地域ブロック内の都道府県において年度ごとに輪番制で

決められている。 

   ※２ 被災市区町村応援職員確保現地調整会議 

    同会議は、被災都道府県、被災地域ブロック幹事都道府県、総務省、全国知事会、全国市

長会、全国町村会及び指定都市市長会により基本的に構成され、第１段階支援に関する調整、

現地における情報収集、調整・収集した事項を被災市区町村応援職員確保調整本部に報告す

ることを役割とする。 

   ※３ 被災市区町村応援職員確保調整本部 

    同本部は、総務省、全国知事会、全国市長会、全国町村会及び指定都市市長会により構成

され、応援職員の派遣に関する情報の収集・共有、総括支援チーム（イ参照）派遣団体の調

整・決定、対口支援団体の調整・決定を役割とする。 

 イ 災害マネジメントの支援（「総括支援チーム」の派遣） 

   総括支援チームとは、地方公共団体が災害マネジメント総括支援員及び災害マネジメント 

支援員等で編成し、被災市区町村に派遣するチームをいう。 

   災害マネジメント総括支援員とは、被災市区町村の長への助言、幹部職員との調整、被災市

区町村における応援職員のニーズ等の把握、関係機関及び総務省との連携等を通じて、被災市

区町村が行う災害マネジメントについて総括的に支援するために、地方公共団体が応援職員と

して派遣する者であり、災害マネジメント支援員は、それを補佐する者である。 

   被災市区町村応援職員確保調整本部からの派遣の依頼を受けた場合は、総括支援チーム派遣

のための調整が完了次第、速やかに派遣することになる。 

（２）自治体間等相互応援協定に基づく応援 

   自治体間等相互応援協定に基づき応援を行う場合は、他の協定締結自治体の状況を勘案し、

必要に応じて連携を図りながら、迅速かつ的確に被災自治体の応援を行う。 

   ※協定一覧（資料 2-11） 

（３）広域避難者の受入れ 

   県は、市町村や都道府県の区域を越える被災者の広域避難に関する支援要請又は受入れに

係る手続を円滑に行う。 

 ア 広域避難の調整手続等 

 （ア）県内市町村間における広域避難者の受入れ等 

    市町村の区域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合、当該広域避難を要す

る被災者の受入れについて、他の市町村からの要請について協議し、同時被災など受入れ

を行うことが困難な場合を除き、当該被災者を受入れる。 



第１章 地震対策計画 第４節 広域連携体制 

                    地 - 61 - 

 （イ）都道府県域を越える広域避難者の受入れ等 

    県域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合には、市は県へ他の都道府県に

対して受入れを要請するなどの協議を行い、県からの支援を得る。 

    なお、他の被災都道府県から県を通して広域避難者の受入れの協議等があった場合に

は、県との調整を行い、広域避難者の受入れを行う。 

 イ 広域避難者への支援 

   市は、広域避難者に対し、公共施設、公営住宅又は民間賃貸住宅の借上げ等により、滞在

施設の提供に努める。 
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第５節 災害救助法の適用 

 【総合政策局危機管理部】 

 

 災害救助法（昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）は災害に際して応急的に必要な救助を行い、

被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的としている。 

 

基
本
的
な
考
え
方 

市長は、本市域の被害が「災害救助法の適用基準」に該当する場合は、救助実施市

の長として、同法の適用を決定し、同法に基づき必要な救助を実施する。 

これにより、罹災者の生命・生活の保護と社会秩序の迅速な安定を図るための対策

の実施に伴う財政的・制度的根拠が担保される。 

また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法の適用があった場合は、県域にお

ける公平な供給を確保するため、「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、県の連

絡調整の下、資源の配分が行われる。 

なお、災害救助法に基づく救助活動の事務については、危機管理監及び区本部長（区

長）が所管し、この計画に定める体制により救助活動を行う。 

 

第１ 救助の実施機関 

  本市は、災害救助法第２条の２に基づく救助実施市として、その権限と責任を踏まえ、 国及

び県との連携を図り、円滑かつ迅速に同法による救助を実施する。 

 

第２ 救助の実施者 

  災害救助法の適用後は、法定受託事務として、本部長（市長）が救助を実施する。 

  なお、この法律の適用以外の災害については、災害対策基本法第５条に基づき、本部長（市

長）が応急措置を実施する。 

 

第３ 救助の種類 

  災害救助法に定める救助の種類は、次のとおりである。 

１ 災害が発生した段階の救助 

（１）避難所の設置 

（２）応急仮設住宅の供与 

（３）炊き出しその他による食品の給与 

（４）飲料水の供給 

（５）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（６）医療及び助産 

（７）被災者の救出 

（８）被災した住宅の応急修理 

（９）学用品の給与 

（10）埋葬 

（11）死体の捜索及び処理 

（12）障害物の除去 
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２ 災害が発生するおそれがある段階の救助 

 避難所の設置（避難行動が困難な要配慮者を避難所に避難させるための輸送を含む。） 

 

第４ 災害救助法の適用基準 

  本市における災害救助法の適用基準は次のとおりである。 

１ 災害が発生した段階の適用（法第２条第１項） 

（１）住家が滅失した世帯の数が、当該市町村の区域内の人口に応じ、別表の基準１号以上である

こと。（法施行令第 1 条第 1項第 1号） 

（２）住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で２，５００世帯以上であって、当該市町

村の区域内の人口に応じ、別表の基準第２号以上であること。（法施行令第 1条第 1項第 2号） 

（３）住家が滅失した世帯の数が、県内市町村の合計で１２，０００世帯以上であること、又は災

害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別

の事情がある場合であって、かつ多数の世帯の住家が滅失したものであること。（法施行令第

１条第１項第３号） 

（４）多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたものであること。（法施行

令第１条第１項第４号） 

 

２ 災害が発生するおそれがある段階の適用（災害救助法第２条第２項） 

   災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、本市がその所管区域とな

り、市域において当該災害により被害を受けるおそれがあること。 

 

災害救助法の適用基準 

市・区 

人   口 

令和２年 

国勢調査 

１ 号 適 用 

(区又は市内 

の被害世帯） 

２ 号 適 用 
（県下の被害 
世帯 2500 世帯 
以上の時） 

中 央 区 211,736 100 50 

花見川区 177,328 100 50 

稲 毛 区 160,582 100 50 

若 葉 区 146,940 100 50 

緑  区 129,421 100 50 

美 浜 区 148,944 100 50 

千 葉 市 974,951 150 75 

 

※１ １号とは災害救助法施行令第１条第１項第１号の災害（当該市町村の被災世帯数のみで判断）をいい、

２号とは同令同条同項第２号の災害（都道府県－本県は 2,500 世帯－と市町村の被災世帯数で判断）

をいう。 

 ※２ 被害世帯数は全壊世帯数をいい、半壊（焼）世帯、床上浸水世帯は、それぞれ２世帯、３世帯をも

って、全壊世帯１世帯と換算する。 
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第５ 被害世帯の算定基準 

 

１ 被害世帯の算定 

   住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準とする。 

   そこまで至らない半壊等については、災害救助法施行令第１条第２項の規定により以下の

とおり、みなし換算を行う。 

 
滅失住家 １世帯 ＝ 全壊（全焼・流失）住家    １世帯 
滅失住家 １世帯 ＝ 半壊（半焼）住家       ２世帯 
滅失住家 １世帯 ＝ 床上浸水、土砂の堆積により一時的に居住で 

きない状態になった住家     ３世帯 
（注）床下浸水、一部破損は換算しない。 

 

２ 住宅の滅失等の認定 

   滅失、半壊等の認定は、「被害の認定基準」によるが、住家被害については、以下の表のと

おりである。 

   ※被害の認定基準（資料 6-4） 

 

被害の区分 認  定  の  基  準 

住 家 の 全 壊 

全 焼 

流 失 

 居住のための基本的機能を喪失したもので、住家の損壊、焼失若しくは流失した

部分の床面積がその住家の延面積の７０％以上に達した程度のもの、又は住家の主

要な構成要素の経済的被害の割合が、住家全体の５０％以上に達した程度のもの 

住 家 の 半 壊 

半 焼 

 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、住

家の損壊又は焼失した部分の床面積が、その住家の延面積の２０％以上７０％未満

のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害の割合が住家全体の２０％以上５

０％未満のもの 

住家の床上浸水 

土砂の堆積等 

 上記２項目に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達した程度のも

の、又は土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの 

※「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいう。 

ただし、耐火構造のアパート等で居住の用に供している部屋が遮断、独立しており、日常生

活に必要な設備を有しているもの等については、それぞれをもって１住家として取り扱う。 

※「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活の単位をいう。 

 

 

第６ 災害救助法の適用手続き 

 

１ 本部長（市長）は、災害に際し、被害状況の調査、把握に努め、随時内閣府及び県へ情報提供

する。また、内閣府及び県への被害状況等の情報提供は、次に掲げる事項について、まずは、口

頭又は電話をもって実施し、後日文書により改めて処理する。 

（１）災害が発生した段階の情報提供 

 ア 災害発生の日時及び場所 

 イ 災害の原因及び被害の状況 
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 ウ 適用を要請する理由 

 エ 適用を必要とする期間 

 オ 既にとった救助措置及びとろうとする救助措置 

 カ その他必要な事項 

（２）災害が発生するおそれがある段階の情報提供 

 ア 避難指示等の発令状況 

 イ 事前避難に係る避難先の市町村名（広域避難の場合に限る）、避難所数、避難者数（うち、

要配慮者の避難者数） 

 ウ 災害救助法による救助実施（見込含む）区域名及び実施年月日 

 エ 救助実施に係る避難先の市町村名（広域避難の場合に限る）、避難所数、避難者数（うち、

要配慮者の避難者数） 

 オ その他必要事項 

 

２ 市域内の被害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるとき

は、直ちに災害救助法の適用を決定し、災害救助法に基づく救助の実施について、各部局へ指

示するとともに、内閣府及び県へ通知又は報告するものとする。 

 

３ 災害救助法を適用及び適用を終了したときは、速やかに公示するとともに、市ホームページ

等により広報を行うものとする。 

 

第７ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間等 

  本部員及び区本部長は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方法及び期間

（一般基準）の範囲において救助を実施する。 

  なお、一般基準では、救助の適切な実施が困難な場合には、本部長（市長）は、適時、内閣

総理大臣に協議し、その同意を得た上で、特別基準を定める。 

 

 

第８ 災害救助法適用後の救助の実施 

  関係各局・区は、災害救助法に基づく救助を実施するとともに、その実施状況を本部事務局

に逐次報告する。 

  本部事務局は、関係各局・区の協力を得て、災害救助法に関する運用（報告書類の作成等）

を行う。 
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第６節 消防・救急救助活動等 

 

基
本
的
な
考
え
方 

大規模地震や大規模な市街地火災が発生したときには、災害活動のための常備組織である市の

消防局が、関係機関と連携しながら、その全機能をあげて、消防・救急救助活動及び市民等の避難

の安全確保にあたる。 

消防局の非常災害時における組織体制の確立、消防隊及び救急隊、救助隊等の運用方法等につ

いては、別に定める「大規模地震消防対応計画」により万全を期する。 

なお、石油コンビナート等特別防災区域として、政令指定された京葉臨海中部地区の特定事業

所における災害の発生及び拡大防止等については、「千葉県石油コンビナート等防災計画」に基づ

き行う。 

 

 

第１ 消防活動 

 【消防局】 

 

１ 組織 

（１）活動体制 

   消防局長が必要と認めた場合は、消防局に「消防対策本部」を設置し消防局長が本部長とな

り、消防が行う災害応急活動の全般を指揮統括する。 

   また、各消防署に「方面指揮本部」を設置する。 

（２）活動方針 

   震災時には、市民の生命、身体の安全確保を基本とし出火防止と地震により発生した火災の

早期鎮圧、人命の救出、救助及び避難路の安全確保を原則とした活動を実施する。 

   なお、消防団を含め消防機関においては、消防活動の実施に当たり常に安全に対する配慮と

確認を行いながら任務を遂行しなければならない。 

（３）動員体制 

   市域に震度４以上の地震が発生した場合は、別に定める計画に基づき、消防力の増強を行う。 

 

２ 初期活動 

   震度５弱以上の地震が発生した場合、消防局及び各消防署、出張所は直ちに次の初期活動

を実施する。 

－初期活動のあらまし－ 

（１）消防対策本部及び方面指揮本部の設置 

（２）防災用映像情報システムによる市内監視 

（３）ヘリコプターによる上空監視 

（４）車両、資機材等の安全確保 

（５）出動中の部隊の安否確認 

（６）有線電話の通信統制及び機能確保 

（７）全無線局の開局、通信機器の点検及び機能確保 

（８）巡回警戒の実施 
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（９）地震情報の把握 

（10）災害発生状況の把握 

（11）被害状況の把握 

（12）消防水利の状況把握 

（13）活動隊及び資機材の増強編成 

（14）重要防ぎょ地域の状況把握 

（15）防災関係機関への職員の派遣（市災害対策本部等） 

（16）庁舎の電気、ガス、水道等の確認及び出火防止措置 

（17）自家用給油施設の安全確認 

 

３ 消火活動 

   部隊運用は、大規模な火災等が発生した場合を除き、分散防ぎょを原則とする。以下の基

本原則に基づき、消火活動を行う。 

－ 地震時消防活動の基本原則 － 

（１）攻勢防ぎょ 

   火災発生件数が少なく消防力が優勢で初期において鎮圧できると判断される場合は、積極的な攻

勢防ぎょ活動を展開して一挙に鎮圧する。 

（２）重点防ぎょ 

   火災発生件数が多く消防力が劣勢であると判断される場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先

に消火活動を行う。 

   なお、重要かつ危険度の同程度の場合は、消火可能地域を優先して消防活動を行う。 

 ア 市街地優先防ぎょ 

   大規模工場及び大量危険物貯蔵施設等から出火し、多くの消防力を必要とする場合は、市街地に

面する部分及び人命危険の高い地域の延焼火災防ぎょを優先とし、それらを鎮圧させた後に消防力

を集中して防ぎょ活動を行う。ただし、不特定多数の者を収容する高層建物等から出火した場合

は、ヘリコプター、特殊車両を活用し、人命救助を優先とした防ぎょ活動にあたる。 

 イ 危険地域及び重要対象物優先防ぎょ 

   同時多発の延焼拡大火災が発生した場合は、重要かつ危険度の高い地域及び重要対象物の防ぎ

ょを優先する。 

 ウ 避難場所及び避難路確保優先防ぎょ 

   火災が多発し、早期に住民の生命の危険をおよぼすことが予想される場合は、避難者の安全確

保を目的とした防ぎょを優先する。 

 エ 消火可能地域優先防ぎょ 

   重要度の同じ地域に複数の火災が発生した場合は、消火可能地域の防ぎょを優先する。 

（３）集中防ぎょ 

   火災発生件数が消防力をはるかに上回り消防隊個々の火災防ぎょでは効果がないと判断される

場合は、防ぎょ線を設定して集中的な防ぎょ活動を行う。 

（４）避難地・避難路の優先確保 

   延焼火災が多発し、拡大し、他の原則による防ぎょ作戦の効果が全くないと判断される場合は、

人命の安全を優先とした避難地・避難路確保の消防活動を避難完了の時期まで行う。 

（５）市民の優先防ぎょ 

   事業所等の火災に対しては、市街地に延焼拡大のおそれがある場合に限り局部的に防ぎょし、一

般市街地の火災防ぎょ活動を優先する。 

   ただし、高層建築物で不特定多数を収容する対象物及び地下街等から出火した場合は、特殊車両

を活用し、人命の救助を目的とした消防活動を行う。 

（６）重要対象物の優先 

   重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重要対象物の防護上に必要な消防

活動を優先する。 
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４ 消防団の活動 

（１）組織 

 ア 活動体制 

   消防局に対策本部が設置された場合は、消防団の機能を効果的に発揮させるため、消防局に

「消防団対策本部」を設置し、消防団長が消防団対策本部長となり、常備消防と連携して震災

時における消防団活動の全般を指揮統制する。 

   また、各消防署内に「消防団対策方面本部」を設置する。 

 イ 活動方針 

   消防団は地域防災の中核として常備消防との連携体制を確保し、安全に対する配慮と確認を

行いながら、地域住民の安全確保を最優先に活動を実施する。 

 ウ 動員体制 

   市域に震度５弱以上の地震が発生した場合は、消防団員は参集計画に基づき直ちに所定の場

所に参集する。 

（２）活動 

 ア 初期活動 

   活動体制は分団単位の活動を原則とし、地域密着性・動員力及び即時対応力の機能を最大限

に発揮し、被害状況の把握と出火防止広報を行うとともに、初期消火活動にあたる。 

   各分団は、消防団対策本部長からの命ある場合を除き、管轄区域内の活動を原則とする。 

 イ 情報収集及び伝達 

   全無線を開局し通信機器の機能点検を行い、通信体制を確保する。 

   情報の収集・伝達は、火災の発生や規模及び延焼拡大等、住民の安全確保を脅かす事案を最

優先に即時報告の措置を行う。 

 ウ 消火、救急救助活動 

   消火活動は、「地震時消防活動の基本原則」に基づき、単独若しくは消防隊と協力して行う。 

   救急救助活動は、火災の緩急度合を考慮して、自主防災組織等の地域コミュニティ連携によ

る迅速かつ効果的な救出救護体制の確立を図るものとする。 

（３）情報の収集 

   火災発見が困難な地区の出火の発見通報、道路障害の状況、特異救助事象の収集と報告及

び消防団本部あるいは分団からの指示命令の伝達を行う。 

（４）救急救助 

   要救助者の救助救出と負傷者に対する応急措置及び安全な場所への搬送を行う。その他

「第２救急救助活動」による。 

（５）避難誘導 

   避難の指示・勧告がなされた場合は、これを市民に伝達するとともに、関係機関と連絡を

とりながら市民を安全に避難させる。 
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第２ 救急救助活動 

 【保健福祉局、消防局、消防団】 

 

基
本
的
な
考
え
方 

地震災害時の救急救助活動は、火災の緩急度合いを考慮して、消防局が現有資機（器）材を有

効に活用し行う。 

ただし、同時多発的に多数の要救急救助者が発生した場合には、全市的に救急隊、救助隊の統

括運用を行い、必要に応じて、警察署その他の関係防災機関と連携して、迅速かつ効果的な救急

救助対策を実施する。 

なお、消防局及び警察署は、それぞれの消防活動、警備活動方針により、傷病者の救助活動から

搬送業務完了まで一貫した救助・救急体制をとる。 

 

１ 消防部の救急救助活動 

（１）活動体制 

   救急救助活動は、傷病者の迅速な救出救護に向け、保有資機材を有効に活用し総力をもっ

てこれにあたるものとする。 

   多数傷病者発生時においては、緊急消防援助隊の応援部隊及び自衛隊、警察及び防災関係

機関と連携し、救出救護体制の確立を図るものとする。 

（２）活動及び出動の原則 

   救急救助活動は、消防局救急業務規程等関係規程に基づき行うが、そのほか次による。 

 ア 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を施した後、適切な医療機

関に搬送する。 

 イ 救助活動は、生存者救出を最優先とし、消防団、事業所防災組織・自主防災組織等に協力を

求めて救出を行う。 

 ウ 救助事象が火災現場付近とそれ以外の場所にあった場合は、火災現場付近の救出を優先して

実施する。 

 エ 傷病者の救急搬送は、救命を必要とする者を最優先とするとともに、CWAP
  ※

の原則に基づく医

療提供を行えるよう保健福祉部・医療チームと連携を図り医療機関に搬送する。 

   ※CWAP 大規模・広域災害時の搬送順位を示す目安。 

   children, women, aged people,patients/poor を示している。 

 オ 傷病者の救急搬送にあたっては、軽症群の傷病者の割り込みにより救急車が占有されること

のないよう毅然たる態度で活動する。 

   なお、このような気配がある場合は、現場の警察官等に協力を依頼し、混乱を避ける。 

 カ 現場救護所は、多数傷病者が発生した場合など、災害の状況等を判断し、公園などの安全か

つ活動容易な場所に設置する。 

 キ 救護所等から後方医療施設への移送については、被災状況の推移を勘案して自衛隊、ＤＭＡ

Ｔ（災害派遣医療チーム）、ドクターヘリ等との協力により、広域的な搬送体制を確立する。 

 ク 救護能力が不足する場合、自主防災組織等に医療機関への自主的な輸送協力を求めるなど、

関係機関との連絡を密にした活動を行う。 
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２ 警察署の任務 

（１）救出、救護班の派遣 

   各警察署長は、被害の程度に応じて、部隊を被災地域に派遣し、倒壊、埋没家屋等からの

救出、救護及び避難に遅れた者の発見、救護に努める。 

（２）措置要領 

 ア 救出・救護活動にあたっては、倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校、興業場、地下街等多

人数の集合する場所等を重点に行う。 

 イ 救出・救護活動にあたっては、保有する装備資器材のほか、あらゆる資材を活用し、迅速

な措置を講じる。 

 ウ 救出・救護活動にあたっては、県、市、消防局（署）、日本赤十字社千葉県支部等関係機関

と積極的に協力し、警察の組織、機能をあげて、負傷者等の救出・救護に万全を期する。 

 エ 救出した負傷者は、応急措置を施したのち、救急隊、救護班等に引継ぐか、又は警察車両

及びヘリコプターを使用し、速やかに医療機関に収容する。 

 

３ 救助救急資機材の調達 

（１）初期活動における装備資機材の運用は、それぞれが保有するものを活用する。 

（２）装備資機材等に不足が生じた場合は、その他の機関が保有するもの又は民間業者から借入等

を図る。 

 

 

第３ 危険物・有毒物対策 

 【消防局、警察署、保健福祉局、環境局、海上保安部、施設責任者】 

 

基
本
的
な
考
え
方 

高圧ガス（可燃性ガス及び毒性ガス）、石油類及び毒物・劇物に関しそれらを保管する事業所

等に災害が発生したとき、又は火災、水災、震災等により危険な状態が生じたとき、これらの危

険を防除するための施設の責任者及び各関係機関の行うべき応急措置について、そのあらましを

以下にあげている。 

なお、石油コンビナート等特別防災区域として政令指定された、京葉臨海中部地区の特定事業

所における災害の発生及び拡大防止等については、「千葉県石油コンビナート等防災計画」に基づ

き行う。 

 

１ 高圧ガス（保管施設） 

―応急対策（施設の責任者）― 

（１）緊急通報 

   高圧ガス施設が発災した場合は、あらかじめ定められた連絡経路により防災関係機関に通報す

る。通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災関係機関と連絡調整を図る。 

（２）災害対策本部等の設置 

   高圧ガスに関する災害が発生した場合は、二次災害の発生を防止するため、速やかに事業所等内

に災害対策本部を設置し、防災関係機関と連携して応急対策を実施する。 

（３）応急措置の実施 

   防災関係機関と連携し、高圧ガスの性質（毒性、可燃性、支燃性等）に基づいた適切な応急措置を講ずる。 

（４）防災資機材の調達 

   防災資機材が不足している又は保有していない場合は、直ちに近隣の事業所等から調達する。 
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（５）被害の拡大防止措置 

   可燃性ガス又は毒性ガスが漏洩した場合は、携帯用のガス検知器等で漏洩したガスの濃度を測定

し拡散状況等の把握に努める。 

 

―応急対策（消防部及び警察）― 

（１）緊急通報 

   通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災関係機関と連絡調整を図る。 

（２）応急措置の実施 

   防災関係機関は事業所等と連携し、高圧ガスの性質（毒性、可燃性、支燃性等）に基づいた適切

な応急措置を講ずる。 

（３）防災資機材の調達 

 ア 消防機関は、事業所等による防災資機材の確保が困難である場合、協力して防災資機材を調達する。 

 イ 消防機関及び海上保安庁は、防災資機材の緊急輸送に協力する。 

（４）被害の拡大防止措置及び避難 

 ア 防災関係機関は、被害が拡大し事業所等の周辺にも影響を及ぼすと予想される場合は、周辺住民

等の避難について協議する。 

 イ 市は、必要に応じ避難の勧告、指示を行う。 

（５）原因の究明 

   消防機関、学識経験者は、災害の発生原因の究明に当たる。 

 

２ 石油類等危険物（保管施設） 

―応急対策（施設の責任者）― 

災害発生と同時に、次の措置をとる。 

（１）通報体制 

 ア 責任者は、災害が発生した場合、直ちに１１９番で消防署に連絡するとともに、必要に応じて付 

近住民並びに近隣企業へ通報する。 

 イ 責任者は、被害の概要を被災段階に応じて早急にとりまとめ、必要に応じて消防機関へ通報する。 

（２）初期活動 

   責任者は、各種防災設備を有効に使用し、迅速な初期活動を行う。特に近隣への延焼防止を最優先

とし、かつ誘発防止に最善の方策をとる。 

（３）避難 

   責任者は、企業自体の計画により、従業員等の避難を実施する。 

 

―応急対策（市関係機関）― 

災害の規模、態様に応じ、県及び市町村の地域防災計画並びに関係機関の災害応急対策計画の定める 

ところにより、関係機関の密接な連携のもとに次の応急対策を実施する。 

（１）災害情報の情報収集及び報告 

   消防局は、被災現地に職員を派遣する等により被災状況を適切に把握するとともに、県、その他関

係機関に災害発生の通報を行い、被害状況に応じて逐次中間報告を行う。 

（２）救急医療 

   当該事業所、消防局、県、医療機関は連携して負傷者等の救出及び救急医療業務を実施する。 

県警察、海上保安庁その他関係機関はこれに協力する。 

（３）消防活動 

   消防機関は、危険物火災の特性に応じた消防活動を速やかに行う。 

（４）避難 

   市は、県警察と協力し、避難のための立ち退きの指示、勧告、避難所の開設並びに避難所への収容を行う。 

（５）交通対策 

   道路管理者、県警察、海上保安庁は、交通の安全、緊急輸送の確保のため、被災地並びに海上に及

ぶ場合はその周辺海域の交通対策に万全を期する。 

（６）原因の究明 

   消防機関は、災害の発生原因の究明に当たる。 
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３ 火薬類（保管施設） 

―応急対策（施設の責任者）― 

（１）緊急通報 

   火薬類施設が発災となった場合は、あらかじめ定められた連絡経路により防災関係機関に通報する。 

（２）災害対策本部等の設置 

   火薬類に関する災害が発生した場合は、速やかに事業所等内に災害対策本部を設置し防災関係機

関と連携して応急対策を実施する。 

（３）応急措置の実施 

   防災関係機関と連携し、火薬類の性質に基づいた適切な応急措置を講ずる。 

 

―応急対策（市関係機関）― 

（１）緊急通報 

   通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災関係機関と調整を図る。 

（２）応急措置の実施 

   防災関係機関は、事業所と連携し、火薬類の性質に基づいた適切な応急措置を講ずる。 

（３）被害の拡大防止措置及び避難 

 ア 防災関係機関は、被害が拡大し事業所等の周辺にも影響を及ぼすと予想される場合は、周辺住民

等の避難について協議する。 

 イ 市は、必要に応じ避難の勧告、指示を行う。 

（４）原因の究明 

   消防局は、災害の発生原因の究明に当たる。 

 

４ 毒物・劇物（保管施設） 

－ 応急対策（施設の責任者） － 

（１）発火源の除去、毒物・劇物の安全な場所への移動、漏出防止及び除毒措置等の安全措置を講じる

とともに、警察及び消防機関等へ直ちに通報する。 

（２）上記の措置を講じることができないときは、又は必要と認めたときは、従業者及び付近の住民に

避難するよう警告する。 

（３）消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなどして進入を容易にし、かつ災害の状況及び事業

所内の毒物・劇物の保有量並びに保有位置等について報告する。 

 

―応急対策（市関係機関）― 

（１）緊急通報 

   消防局は、毒物劇物製造業者及び輸入業者等から緊急通報があった場合は、状況に応じて他の防

災機関と連絡調整を図る。 

（２）被害の拡大防止 

   消防局は、火災が発生した場合、施設防火管理者と連絡を密にして、延焼防止、汚染区域の拡大防

止に努める。 

（３）救急医療 

   消防局等は、大量流出事故等に際しては、医療機関へ連絡するとともに連携して被災者の救出救

護、避難誘導を実施する。 

（４）水源汚染防止 

   環境局、保健福祉局は、毒物劇物が水道水源を汚染するおそれがあると判断した場合は、関係機関

に通報し、適切な措置を求める。 

（５）避難 

   市は、県及び関係機関等と協議の上、必要であれば、避難の勧告・指示を行う。 
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５ 危険物等輸送車両等 

―応急対策（消防部）― 

（１）事故通報等に基づきその状況を把握のうえ、交通規制等について関係機関と密接な情報連絡を行

う。 

（２）必要に応じ、市民への広報活動や警戒区域に対する規制等を行う。 

（３）危険物輸送車両の関係者に対して、必要に応じ一時使用停止又は使用制限の緊急措置命令を発す

る。 

 

―応急対策（警察署）― 

（１）警察署は、輸送中の車両については、周囲の状況により、あらかじめ安全な場所へ移動させる。 

 

―応急対策（ＪＲ貨物）― 

（１）危険物積載タンク車等の火災、漏えい等の事故が発生した場合は、事故の拡大、併発事故を防止す

るため、ＪＲ貨物における応急措置要領（危険品貨物応急措置便覧）に従い、消火、火気厳禁、立入

禁止等の措置を講じるとともに消防、警察等の関係機関へ通報する。 

 

―応急対策（海上保安部）― 

関係事業所の管理者及び船主、代理店などに対して、災害の実態に応じて、次の措置を講じるよう

命令若しくは勧告を行う。 

（１）危険物専用岸壁における荷役の停止、施設の応急点検と出火等の防止措置 

（２）危険物の海上への流出防止措置と応急対策 

（３）港内における危険物積載船舶には、移動命令又は航行の制限若しくは禁止 
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第７節 警備・交通対策 

 【千葉県警察本部及び警察署、千葉海上保安部、県千葉港湾事務所、道路管理者】 

 

第１ 災害時の警備 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

発災時には、さまざまな社会的混乱及び交通の混乱が予想されるところである。 

 このため、市民の生命、身体、財産の保護を図り、各種犯罪の予防、取締り、交通秩序の維持等

について万全を期するものとする。 

 また、災害時に予想される渋滞等を考慮して、被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対

応するための緊急輸送ネットワークの整備に努める。 

 以下には、県地域防災計画に定められた「千葉県警察災害警備実施計画」に関する計画のあら

ましを示している。 

 

１ 災害警備 

（１）基本方針 

   警察は、地震や津波に伴い災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、他の

防災関係機関との連携のもと、人命の保護を第一に、被災者の救出・救護、避難誘導、交通

の規制、各種犯罪の予防及び取締り、その他社会秩序の維持に当たるものとする。 

（２）警備体制 

   警察署は、地震や津波に伴い災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その規模

に応じ指揮体制を確立し災害警備活動を行う。 

 ア 署連絡室 

   震度４以上の地震が発生した場合、津波注意報が発表された場合、又は東海地震に関連す

る調査情報が発表された場合等 

 イ 署対策室 

   地震に伴う被害程度が小規模の場合、津波警報が発表された場合、及び東海地震注意情報

が発表された場合 

 ウ 署災害警備本部 

   大規模地震が発生した場合、津波警報が発表された場合、又は東海地震予知情報が発表され

た場合等 

（３）災害警備活動要領 

 ア 要員の参集及び招集 

 イ 地震、津波その他災害情報の収集及び伝達 

 ウ 装備資機材の運用 

 エ 通信の確保 

 オ 負傷者の救出及び救護 

 カ 避難誘導及び避難地区の警戒 

 キ 警戒線の設定 

 ク 災害の拡大防止と二次災害の防止 

 ケ 報道発表 
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 コ 行方不明者の捜索及び迷子等の保護 

 サ 死傷者の身元確認、遺体の収容 

 シ 交通対策（現場周辺の交通規制及び緊急交通路の確保） 

 ス 地域安全対策（犯罪の予防・取締り、相談活動） 

 セ 協定に基づく関係機関への協力要請 

 ソ その他必要な応急措置 

 

 

第２ 道路の交通規制 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

道路管理者は必要に応じ交通規制を行う。また、各警察署長は、災害の発生に伴い、交通の混乱

及び交通事故の発生を防止し、並びに緊急交通路を確保する必要があると認める場合は、主要交

差点や自動車専用道路の出入口等に警察官を配備し、必要な交通規制を実施することになってい

る。 

一方、市本部長（市長）又は区本部長（区長）は、避難の勧告又は指示を行うなど、その必要が

あると認める場合は、直ちに各警察署長に連絡し交通規制の実施を要請し安全避難の確保に万全

を期す。 

以下には、県地域防災計画に定められた「交通規制計画」に関する計画のあらましを示してい

る。 

 

１ 道路管理者の交通規制 

   道路管理者は、道路施設の破損等により施設構造の保全又は交通の危険を防止するため必要

があるときは、交通を禁止し又は制限（重量制限を含む）する。 

   市の管理する道路において、道路管理者たる市は、協定を締結するなどして連携体制を構築

した警備会社等に対し、交通規制の対応を要請することを検討する。 

 

２ 交通規制計画 

   警察は、大震災が発生した場合は、交通の混乱及び交通事故の発生を防止し、並びに緊急交

通路を確保するため、次により交通規制を実施する。 

   また、交通規制を実施したときは、公安委員会等は、直ちに交通規制にかかる区域又は区間

等の内容を交通情報板等の活用や日本道路交通情報センター及び報道機関の協力を得て広く

周知に努める。 

（１）公安委員会の交通規制 

 ア 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る等必要がある

と認めるときは、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号）第４条の規定に基づき、道路におけ

る交通の規制を行う。 

 イ 公安委員会は、県内又は隣接・近接都県の地域に係る災害が発生又はまさに発生しようと

している場合において、災害応急対策が円滑に行われるようにするため緊急の必要があると

認めるときは、災害対策基本法第 76条の規定により、緊急通行車両以外の車両の道路におけ

る通行を禁止又は制限するなど、緊急交通路の確保に当たる。 
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（２）警察署長の交通規制 

   警察署長（高速道路交通警察隊長を含む。）は、道路における危険を防止し、その他交通の

安全と円滑を図る等必要があると認めるときは、道路交通法第５条又は第 114 条の３の規定

により、道路における交通の規制を行う。 

（３）警察官の交通規制 

  警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により、道路において交通の危険又

は交通の混雑が生じるおそれがあり、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑

を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度で道路交通法第６条又は第 75条の３の

規定により、交通の規制を行うものとする。この場合、信号機の表示する信号にかかわら

ず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。 

 

３ 交通規制の指針（警察本部） 

（１）交通規制の対象となる道路は、主として「千葉県緊急輸送道路１次路線（交通規制対象道路）」

の中から選定する。 

   ※緊急輸送道路一覧表（資料 9-3） 

（２）前記１（２）イの緊急交通路の確保は、高速自動車国道、自動車専用道路その他の幹線道路

を優先して行う。 

（３）被災地域における交通の混乱の防止及び円滑な災害対応対策活動を図るため、原則として、

被災地方向への通行の禁止又は制限を行う。 

（４）緊急交通路を確保するため、高速自動車国道及び自動車専用道路においてはインターチェン

ジ等からの流入を禁止するとともに、幹線道路においては必要により交通検問を設置する。 

（５）直下型地震に対する交通規制計画 

   京葉東葛地域及び南房総地域における直下型地震が発生した場合の交通規制は、次により行

う。 

   ※千葉県京葉・東葛地域直下型地震発生時の交通規制計画（資料 9-7） 

（６）交通規制を実施するときは、道路法、道路交通法若しくは災害対策基本法に基づく道路標識

等を設置し、又は現場における警察官の指示等により行う。 

 

４ 交通情報の収集及び提供（警察本部） 

（１）交通情報の収集は、航空機、自動二輪車その他の機動力を活用し、専従の収集班を編成し

て行う。 

   なお、県警察本部においては、隣接都県警察及び警察庁（管区警察局を含む。）と連携を密

にし、交通情報の収集を行う。 

（２）交通情報の提供は、交通情報提供装置を活用し、日本道路交通情報センター及び報道機関

の協力を得て行うとともに、ホームページなど、インターネットを通じ広く周知するものと

する。 
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５ 災害発生時における運転者のとるべき措置 

  災害発生時における運転者のとるべき措置については、次の事項の周知を図る。 

（１）走行中の車両の運転者は、次の行動をとること。 

 ア 直ちに、車両を道路の左側に停止させること。 

 イ 停止後は、ラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し行動すること。 

 ウ 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動する。やむを得ず道路上に

置いて避難するときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、通行の障害と

ならない方法により駐車し、エンジンを切り、エンジンキーを付けたままとし、窓を閉め、

ドアはロックしないこと。 

（２）通行禁止区域等においては、次の措置をとること。 

 ア 車両を道路外の場所に置くこと。 

 イ 道路外に置く場所がない車両は、通行禁止区域等の外に移動すること。 

 ウ 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、緊急

通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車すること。 

 

 

第３ 放置車両対策 

 

１ 警察官 

   警察官は、災害対策基本法第 76 条の３の規定により、通行禁止区域等（本節第２「１ 交

通規制計画」（１）イにより通行を禁止又は制限されている道路の区間又は区域をいう。以下同

じ。）において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより、災害応急対

策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の移動、

その他必要な措置を命ずることができる。この場合、警察官の命令に従わなかったり、運転者

等が現場にいないために命ずることができないときは、警察官が自らその措置をとり、やむを

得ない限度において当該車両その他の物件を破損することができる。 

 

２ 自衛官及び消防吏員 

（１）自衛官及び消防吏員（以下「自衛官等」という。）は、災害対策基本法第 76条の３第３項

及び第４項に基づき、警察官がその場にいない場合に限り、前記（１）の職務の執行につい

て行うことができる。 

（２）自衛官等は、前項の命令をし、又は措置をとったときは、直ちにその旨を警察署長に通知

する。 

   ※自衛官及び消防吏員の作成する措置命令・措置通知書（資料 9-5） 

 

３ 道路管理者 

   道路管理者は、災害対策基本法第 76 条の６の規定により、災害が発生した場合において、

道路における車両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通
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行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ緊急

の必要があると認めるときは、その管理する道路についてその区間を指定して、当該車両その

他の物件の占有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動する

ことその他必要な措置を命ずることができる。 

   また、運転者が不在の場合などにおいて、道路管理者は、自ら車両を移動することができる

とともに、当該措置をとるため、やむを得ない限度において、車両その他の物件を破損するこ

とができる（その際、道路管理者は、通常生ずべき損失を補償しなければならない。）。 

 

 

第４ 緊急通行車両の対策 

 

１ 緊急通行車両の確認 

（１）車両の使用者は、知事又は公安委員会に対し、当該車両が緊急通行車両（道路交通法第 39

条第１項の緊急自動車、災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため、その通行を確保するこ

とが特に必要な車両）であることの確認を求めることができる。 

（２）前記（１）により確認したときは、知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、災

害対策基本法施行規則第６条に定める標章及び確認証明書を交付する。 

（３）前記（２）により交付を受けた標章は、当該車両の見やすい箇所に掲出する。また、警察

官等から提示を求められたときは、これを提示する。 

（４）届出に関する手続きは、別に定める。 

 

２ 緊急通行車両の事前届出・確認 

（１）公安委員会は、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執

行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関（以下｢指定行政機関等｣という。）が保有する車

両等で、災害対策基本法第 50条第１項に規定する災害応急対策を実施するために使用するも

のについて、緊急通行車両に該当するかの審査を行う。 

（２）公安委員会は、前記（１）により緊急通行車両に該当すると認められるものについては、

緊急通行車両等事前届出済証（以下「届出済証」という。）を交付する。 

（３）届出済証の交付を受けた車両については、県警察本部、高速道路交通警察隊、警察署又は

交通検問所に当該届出済証を提出して、前記１（１）の確認を受けることができる。この場

合においては、確認審査を省略して前記 1（２）の標章及び確認証明書を交付する。 

（４）事前届出・確認に関する手続きは、別に定める。 

   ※緊急通行車両等及び規制除外車両の確認及び事前届出事務手続き等に関する要綱の要旨

（資料 9-8） 

   ※緊急通行車両等及び規制除外車両の確認及び事務手続き等（資料 9-9） 

 

３ 規制除外車両の確認等 

（１）規制除外車両 
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   緊急通行車両以外の社会生活の維持に不可欠な車両又は公益上通行させることがやむを得

ないと認められる車両を、交通規制の対象から除外する車両（以下「規制除外車両」とい

う。）とし、公安委員会の意思決定に基づき通行禁止の対象から除外することとする。 

（２）規制除外車両の確認 

   規制除外車両の確認は、前記１を準用する。 

（３）規制除外車両の事前届出・確認 

   緊急通行車両とならない車両のうち、以下の車両については、規制除外車両の事前届出制

度の対象とする。なお、事前届出・確認は、前記２を準用する。 

 ア 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両 

 イ 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両 

 ウ 患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る） 

 エ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 

 

４ 緊急輸送（参考） 

   災害発生時の被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対処するため、県では、道路

（緊急輸送道路）、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設を指定し、これら陸海空を連携する緊急

輸送ネットワークを定めている。 

（１）緊急輸送道路 

   機能別に次の３種類に分類される。 

ア 第１次緊急路線 

高速道路、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路であり、市・区庁舎と空港及び千葉港

(千葉中央地区、葛南中央地区、葛南東部地区)、木更津港(木更津南部地区、富津地区)、館

山港へ通じる道路 

イ 第２次緊急路線 

第１次緊急路線と市町村役場、主要な防災拠点を相互に連絡する幹線的な道路 

ウ 第３次緊急路線 

第２次路線と主要な防災拠点除くその他の防災拠点を連絡する道路 

（２）港湾 

   千葉港（千葉中央地区、千葉出洲地区、葛南東部地区） 

   木更津港（富津地区） 

   館山港（宮城地区） 

（３）漁港 

   銚子漁港、大原漁港、勝浦漁港、鴨川漁港 

（４）飛行場等 

 ア 空港 

   成田国際空港 

 イ 自衛隊駐屯地及び基地 

   陸上自衛隊…習志野駐屯地、下志津駐屯地、木更津駐屯地、松戸駐屯地 
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   海上自衛隊…下総航空基地、館山航空基地 

   航空自衛隊…木更津第一補給処 

 ウ 臨時離発着場 

   千葉県西部防災センター、千葉市消防ヘリポート、千葉県スポーツセンター 

   幕張海浜公園、青葉の森公園、行田公園、柏の葉公園、印旛沼公園、蓮沼海浜公園、 

   館山運動公園、富津公園 

（５）江戸川緊急用船着場 

   市川緊急用船着場、松戸緊急用船着場 

   ※緊急用船着場とは、大規模災害時に河川管理施設災害の復旧資機材や救援物資等を江戸川

等の河川を通じて搬入、荷揚げするための施設であり、緊急河川敷道路と連携して機能する。 

    河川敷道路については（平成 23 年 4 月 1 日現在）完成には至ってないが、一部通行可能

である。  
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（５） 

（３） 

地 震 発 生 

 

（避難が必要な状況が発生） （１） 

自主避難（身の安全を

図れる場所）又は、避難

指示の発令 

「避難場所」へ避難 

（小・中・高等学校/公民館/公園） 

（２） （避難行動開始） 

避難場所は安全 避難場所が危険 

自主避難又は避難指示 

「広域避難場所」等へ避難 

（火災延焼・崖崩れ危険等） 

（避難が必要な状況が発生） 

（危険要因解除） （６） （７） 

市営住宅等への一時入居 

（４） 
「避難所」で避難継続 

（焼失・倒壊家屋等の被災者） 

帰 宅 

第８節 避難対策 

 

第１ 避難方法 

 【総合政策局危機管理部】 

 

１ 地震時の避難方法 

   地震発生時の避難方法は、以下の図のとおりとする。 

   なお、避難路は指定せず、安全な避難路を任意に選ぶ避難方法とする。 
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（１）自主避難又は避難指示の発令 

   地震発生後、火災や崖崩れ等の危険が迫り、市民の自主判断で避難（公園・空地等身の安

全を図れる場所）が必要な状況が発生したり、避難指示が発令され、避難行動が開始され

る。避難行動は、町内自治会や、自主防災会ごとに一団となって避難することを原則とす

る。 

（２）「避難場所・避難所」等への避難 

   避難行動を開始した市民は、市立小・中・高等学校や公民館、公園等の避難場所等へ、   

危険回避のために一時避難を行う。 

   なお、市が避難場所等に指定していない公園等についても、市指定の避難場所等へ避難する

前に、一時的に身の安全を図る場所として活用するものとする。 

   また、市民は自らの避難生活に最低限必要な物資（食料、飲料水、常備薬、着替え、携帯電

話の充電器等）や避難をする際に必要な物資（ヘルメット、ヘッドライト、軍手等）、避難所で

の感染症拡大を防止するための物資（マスク、消毒液等）を平時から「非常用持ち出し袋」と

して自宅に備えておき、避難時にはそれらを持って避難する。 

（３）避難者の帰宅 

   一時的に避難した市民のうち、火災の危険が去る等、地域や自宅等の危険が去り、自宅の

被害が免れた、あるいは被害が軽微な市民は、それぞれの自宅に帰宅する。 

（４）「避難所」で被災者収容 

   地震発生後、火災延焼等の危険性がなく安全が確保された場合、焼失や倒壊等により自宅

に帰れなくなった被災者等を「避難所」で収容する。 

（５）「広域避難場所」等へ避難 

   地震発生後、火災延焼等により当該避難場所が危険な状況になり、避難指示が出された場

合、事前に定められている「広域避難場所」へ避難を行うこととなる。 

（６）「広域避難場所」から「避難所」へ移動し避難者を収容 

   広域避難場所は、比較的大きな公園等の屋外空間であることから、危険要因が去った後、

安全性が確保された避難所へ最終避難する。 

（７）市営住宅等への一時入居 

   自宅が被害を受けたことで、自宅での生活が困難な被災者や土砂災害等により避難指示を

受けている地域の住民は、市営住宅や県が借り上げる民間賃貸住宅へ一時入居することが出

来る。 

   供給が不足するおそれがある場合は、本部長（市長）は、県知事へ応急仮設住宅の建設を

要請する。 

 

 

第２ 来訪者・入所者等の避難 

 【施設所管局区等、施設管理者、警察署】 
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対
策
の
あ
ら
ま
し 

本部長（市長）が行う避難指示は、災害の切迫により危険となった地域内に滞在するすべての

人に対して伝達され、安全な地域への迅速な避難行動として実現されてはじめて、その目的が達

成されたことになる。市公共施設やデパート・イベント施設・公営競技場など不特定多数の人が

利用する公共的施設における避難対策については、市長の避難指示を受けた各施設の管理者が所

定の計画に基づき行い、各施設における避難行動に関し、各施設の所管部を通じて、その完了の

有無を確認することで各施設の来訪者・入所者等の安全確保を図るとともに、「災害時の広報活動」

における「安心情報」のデータ源としての活用を図る。 

 

１ 避難計画の策定 

   市の公共施設及び災害対策基本法に基づく「防災上重要な施設」とすべき施設の管理者

は、来訪者・入所者等の安全・避難のための避難計画を策定するものとする。特に、自衛消

防組織を有する施設においては、自衛消防組織の活動内容に来訪者・入所者の避難計画を確

立しておくこととする。 

   また、その他多数の従業員・来訪者が勤務若しくは出入りする主要な商業施設、事務所、

工場等の管理者は施設内における従業員、来訪者の安全な避難対策を講じるように努める。 

 

２ 避難の完了報告 

   大規模な災害が発生し避難指示が発令されたとき、若しくは自主的に各施設において、来

訪者・入所者・職員・従業員等の避難を実施したときは、各施設の管理者は、以下のとお

り、市本部へ避難の完了報告を行う。 

（１）市の施設 

   各施設の管理者は、下図のとおり、所管部（局）又は区本部を通じて、本部へ避難の完了

を報告する。 

   なお、連絡の方法は、総合防災情報システム、一般加入電話、ＦＡＸ、ＰＨＳ、携帯電

話、電子メール、地域防災無線又は伝令による。 

（２）市以外の施設、事業所等 

   市以外の施設、事業所等の管理者は、下図のとおり、市の関係部・課又は区本部へ報告す

る。 

   保健福祉部（保健福祉局）及びこども未来部（こども未来局）は、市立施設とあわせて、

県立、私立の福祉施設分を集約し、本部事務局（総合政策局危機管理部）へ報告する。 

   経済農政部（経済農政局）は、市内の事業所、工場その他の施設の状況を集約し、本部事

務局（総合政策局危機管理部）へ報告する。なお、有線電話が使用できない場合の措置につ

いて、伝令による最寄りの市内防災関係機関への通報等あらかじめ周知徹底しておく。 
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○本部からの避難指示の場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民の自主的な避難の場合 

 

  

【市 の 施 設】 

 
避難の完了 

被害の状況 

措置の概要 

 

避難の状況 

個別被害状況の集約結果 

措置の概要 

 

【市以外の施設】 

 

各施設の管理者 本    部 

 
関係部 

（又は区本部） 

報告 

 
報告 

 

避難対象 

 

避難対象 

 

地区の指示 

 

地区の指示 

 

施設の管理者 

 

本    部 
所管部 

（又は区本部） 

報告 

 

報告 

 

避難対象 避難対象 

 

地区の指示 

 

地区の指示 

 

【市 の 施 設】 

 避難の完了 

被害の状況 

措置の概要 

 

避難の状況 

個別被害状況の集約結果 

措置の概要 

 

施設の管理

者 

 

本  部 

報告 

 

報告 

 

【市以外の施設】 

本  部 各施設の管理

者 

 

報告 

 

報告 

 

所管部 

（又は区本部） 

関係部 

（又は区本部） 
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第３ 警戒区域の設定 

 【総合政策局危機管理部、各区】 

 

１ 市長は、地震災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市民の生命及び身体に

対する危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、災害対策基本法第 63 条に基づき

警戒区域を次の要領で設定する。 

（１）市長は、その職権により警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当

該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる。 

（２）警察官、海上保安官、又は自衛官は、前記の市職員が現場にいない場合又はこれらの者から

要請があった場合は、この職権を行うことができる。 

   この場合、事後直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 

（３）警戒区域の設定に伴う必要な措置は、市・区及び防災関係機関が連携して実施する。 

 

 

第４ 避難指示 

 【総合政策局危機管理部、各区】 

 

１ 実施責任者 

機関の名称 避難指示を行う要件 根拠法規 

市 長 

（本部長） 

市民の生命、身体に危険を及ぼすと認めるとき、避難指示を

行う。 
災害対策基本法第 60 条 

警 察 官 

及 び 

海上保安官 

（１）市長から要請があったとき 

（２）市長が避難指示をできないと認められ、しかも指示が急

を要するとき 

（３）人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大

な損害を及ぼすおそれがあり、避難指示が急を要するとき 

(1)(2) 

災害対策基本法第 61 条 

(3) 

警察官職務執行法(昭和 23

年法律第 136 号)第４条 

県 知 事 

及び 

その命を受

けた職員、 

水防管理者 

（１）知事は、災害の発生により市町村がその全部又は大部分

の事務を行うことができなくなったときは、市町村長が実

施すべき立退きの避難指示に関する措置の全部又は一部を

当該市町村長に代わって実施する。 

（２）洪水・高潮の氾濫・地すべりにより著しい危険が切迫し

ていると認められるとき、必要と認める区域の市民に対し

て避難指示を実施 

災害対策基本法第 60 条 

水防法（昭和 24 年法律第

193 号）第 29 条 

地すべり等防止法（昭和 33

年法律第 30 号）第 25 条 

消 防 吏 員 
消防局長又は消防署長は、火災の拡大又はガスの拡散等が

迅速で、人命危険が著しく切迫していると認めるとき 

消防法（昭和 23 年法律第

186 号）第 23 条の２ 

自 衛 官 
災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官は、災害により危険な

状態が生じた場合で、警察官がその場にいないとき 

自衛隊法（昭和 29 年法律

第 165 号）第 94 条 

 ※ 「避難指示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、居住者等を避難のため立退かせ

るためのものである。 

   なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合は、屋内での待避等の安全確保

措置を講ずべきことにも留意するものとし、避難場所への避難がかえって危険であると判断できる場合は、

必要となる地域の住民に対し、待避・垂直移動の指示を行う。また、避難指示等の発令にあたっては、専門

的・技術的知見を持つ、国（銚子地方気象台等）の機関や県に助言を求めるなど連携を図る。 
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２ 避難指示を行う場合 

   避難指示を発すべき権限のある者は、それぞれの法律により定められているが、災害応急

対策の第一次的な実施責任者である市長（本部長）を中心として、相互に連携を取り実施す

る。 

   また、原則として、避難を必要とする事態の最終的判断は、区長（区本部長）、消防局長及

び警察署長からの要請も踏まえて、市長（本部長）が行う。 

   なお、市民の生命、身体に危険が切迫し、市長（本部長）が行う避難指示等を待ついとま

がない場合、区長（区本部長）が補助機関として避難指示等を行うことができる。 

   この場合、実施後直ちに市長に通知するものとする。 

   災害の状況により様々な場合が想定されるが、避難指示を伝達すべき対象地域の範囲を踏

まえる観点から、局地的な災害による地域を限定した避難を要する場合と同時多発的な火災

発生等で広域的な避難を要する場合の２つを想定する。なお、津波災害に対する避難指示等

の判断基準は本章第９節「津波避難計画」に定めるとおりとする。 

 

（１）局地的な災害による場合 

 

－ 地域を限定した避難指示 － 

ア 河川の上流が地震被害を受け、下流区域に浸水による危険があるとき。 

イ 火災が拡大するおそれがあるとき。 

ウ 爆発のおそれがあるとき。 

エ ガスの流出拡散により、周辺地域の住民に対して危険が及ぶと予測されるとき。 

オ 地すべり、がけ崩れ等の土砂災害により著しく危険が切迫しているとき。 

カ 大規模地震により建物が大きな被害を受け、居住を継続することが危険なとき。 

キ その他市民の生命を守るため必要と認められるとき。 

 

（２）広域的な災害による場合 

 

－ 広域的な避難指示発令 － 

ア 延焼火災が拡大し、又は拡大するおそれがあるとき。 

イ ガスの流出拡散により、広域的に人命の危険が予測されるとき。 

ウ 県本部長から避難についての勧告又は指示の要請があったとき。 

エ その他市民の生命を守るため必要と認められるとき。 

 

３ 避難指示の対象者 

   避難指示の対象者は、居住者、滞在者、通過者等を含め、避難を要すると認められる区域内

にいるすべての人を対象とする。 

 

４ 避難指示の内容 

   避難指示は、次のことを明らかにして行う。 
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－ 避難指示の内容 － 

（１）避難対象地域（町丁名、施設名等） 

（２）避難の理由（避難要因となった危険要素の所在地、避難に要する時間等） 

（３）避難先（安全な方向及び避難場所の名称） 

（４）避難経路 

（５）その他（避難行動時の最少携帯品、避難行動要支援者の優先避難・介助の呼びかけ等） 

 

５ 避難指示の伝達等 

（１）関係地域内住民等への伝達 

   避難指示を行ったときは、防災行政無線、ちばし安全・安心メール、ちばし災害緊急速報  

メール等の多様なメディアのほか、広報車、サイレン等により伝達するとともに、報道機関等

の協力を得るなど関係地域内のすべての人に伝わるよう、あらゆる手段を活用する。 

   なお、状況によっては、消防団員等により関係地域に個別に伝達を行うものとする。 

   その他、第３節「災害時の広報」による。 

   なお、避難措置解除の連絡は、防災行政無線、ちばし安全・安心メール、広報車、報道機関

等への協力要請、職員による看板ポスター等の掲示等により行うものとする。 

（２）隣接市関係機関への通報 

   本部長（市長）が避難指示を行ったとき、又は警察官等から避難指示を行った旨の通報を受

けたとき、本部事務局長（総合政策局危機管理部長）は、次の要領により必要に応じて関係機

関等へ連絡するものとする。 

 ア 隣接市（防災担当） 

   市民が避難のため隣接市内の施設を利用する場合が想定される。 

   また、避難の誘導上、経路により協力を求めなければならない場合もあるので、隣接市に対

しても連絡しておくものとする。 

 イ 国・県の関係機関 

   自衛隊及び海上保安部、各警察署、その他の県関係機関に連絡し、協力を要請する。 

   また、避難の措置を行った場合においては、その内容について相互に通報・連絡する。 

 ウ 学校施設等の管理者 

   教育長を通じて、避難場所として利用する学校施設等の管理者に対し、連絡し協力を要請す

る。 

（３）県への報告 

   本部事務局長（総合政策局危機管理部長）は、避難措置及びその解除について、次の事項を

記録するとともに、速やかにその旨を県に報告する。 

 

 

 

 

 

－ 記録事項及び県等への報告事項 － 

ア 発令者 

イ 発令の理由及び発令日時 

ウ 避難の対象区域 

エ 避難地 

オ その他必要な事項 
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第５ 避難の誘導 

 【各区、消防局、消防団、警察署、施設管理者、町内自治会、自主防災組織等】 

 

１ 避難の誘導を行う者 

（１）一般的な場合 

 ア 避難誘導にあたって、市職員、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者は、市民が安

全かつ迅速に避難できるよう避難場所等への誘導に努める。 

 イ 本部長（市長）は、区本部長（区長）に対して必要と認める避難所等に市職員を派遣し、

避難収容者の整理及び本部からの指示・情報等の収受にあたらせる。 

 ウ 地域内から避難所等までの避難誘導は、市職員、消防団員、町内自治会、自主防災組織及

び現場の警察官等が行い、誘導に当たっては、できるだけ自主防災組織等ごとの集団避難を

行うものとし、避難行動要支援者の避難を優先して行う。 

（２）学校、事業所等の場合 

   学校、幼稚園、保育所（園）、事業所、百貨店等その他多数の人が集まる場所における避難

の誘導は、その施設の責任者、管理者等による自主的な統制を原則とする。 

   ただし、学校、幼稚園、保育所（園）、福祉施設及び夜間多数人が集まっている場所等につ

いては、災害の規模、態様により必要と認められるときは、市職員を派遣し、その施設の責

任者、管理者等に積極的に協力して、安全な場所への避難誘導等の必要な措置を講じるもの

とする。 

（３）交通機関等の場合 

   交通機関等における避難の誘導は、その交通機関があらかじめ定める防災計画、避難計画

に基づき、各交通機関施設の組織体制により必要な措置を講じる。 

 

２ 避難の誘導 

（１）携帯品の制限 

   携帯品は、円滑な避難行動に支障をきたさない最小限度のものとするが、平常時より、 

おおよそ次のようなものを非常用袋に用意しておくよう啓発に努める。 

   なお、自動車による避難及び家財の持出し等は、危険なので中止させる。 

 

ア 家族の名札（住所、氏名、生年月日、血液型等を記載したもの） 

イ １人２食分位の食料と２～３リットルの飲料水、タオル、マスク、消毒液、救急医薬品、

懐中電灯、携帯ラジオ等 

ウ 服装は、軽装とし素足を避け、帽子、頭巾、雨具類及び必要に応じ防寒具 

エ 貴重品以外の荷物は携行しないこと。 

 

（２）避難の誘導方法 

 ア 避難の誘導方法については、災害の規模、態様に応じて、混乱なく迅速に安全な避難場所

に誘導するためにおおよそ次のような方法をとることとする。 
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－ 避難の誘導時に留意する事項 － 

（１）避難の誘導は、病人、高齢者、幼児、心身障害者その他単独で避難することが困難な人を

優先するとともに、できるかぎり早めに避難させるよう努める。 

（２）避難経路は、本部長又は区本部長から特に指示がない時は、避難の誘導にあたる者が指定

するように努める。 

   なお、避難経路の選定にあたっては、火災、落下物、危険物、パニックのおこるおそれ等

のない経路を選定し、また、状況が許す限り指示者があらかじめ経路の実際を確認して行う

ように努める。 

（３）選定した避難路に土砂災害等の重大な障害があり、容易に取り除くことができないとき

は、建設局に対して、避難路の啓
けい

開
かい

（切り開き）等を要請する。 

 

《道路の啓開（切り開き）等の要請の流れ》 

 

 イ 避難行動要支援者等に対する避難支援 

   避難行動要支援者等に対する避難支援については、本章第１４節「要配慮者の対策」「第１

在宅の要配慮者の対策」「２避難支援等の留意事項」に掲げる事項に留意して行うものとす

る。 

 

 

第６ 避難路及び避難場所の安全確保 

 【消防局、警察署】 

 

１ 消防局の任務 

   消防局は、避難指示が出された地域の市民が避難を行う場合には、災害の規模、道路、

橋梁
きょうりょう

の状況、火災拡大の経路及び消防隊の運用等を勘案して、最も安全と思われる避難場

所・避難所及び避難路を本部長（市長）、区本部長（区長）及び警察署に通報する。 

   また、市民の避難が開始された場合には、ヘリコプター、車両、当該地域に出動中の消防

車両車載拡声器等の活用により、円滑な避難誘導に協力するとともに、付近にいる消防団員

に対して市民の誘導・避難指示の伝達の徹底にあたるよう要請する。 

   なお、避難指示の発令時点以降の消火活動は、被災者の移動が完了するまでの間、避難場

所・避難所及び避難路の安全確保に努めるとともに、広域避難場所周辺からの延焼防止及び

飛び火等による広域避難場所内部の火災発生の防止を最優先で行う。 

 

誘 導 実 施 者 

区 本 部 本 部（建設局） 通報 

要請 

通報 

要請 

道路管理者 
通報 

要請 

啓けい 開かい 作 業 班 の 派 遣 
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２ 各警察署の任務 

   各警察署は、避難指示が発令された旨の通報を受けたときは、直ちに避難誘導員を要所に

配置する。避難誘導員は夜間時の照明資材の活用等をはじめとして安全な避難交通の確保に

努めるとともに、活発な広報活動を実施し、避難者の混乱による事故やもめごと等が発生し

ないよう、適切な誘導を期する。 

   また、避難場所、広域避難場所及び避難所には、所要の警戒員を配置し、関係機関の職員

と密接に連絡をとりながら、避難者の保護及び避難場所等の秩序保持に努める。 

   ※避難場所・避難所一覧表（資料 7-1） 

   ※広域避難場所一覧表（資料 7-2） 

 

 

第７ 避難所の開設 

 【各区、施設所管局区等、施設管理者、町内自治会、避難所運営委員会等】 

 

  避難場所に避難した被災者のうち、住居等を喪失する等引き続き救助を要する者及びそのお

それのある者に対して、市職員が開設する場合は、「避難所開設・運営マニュアル例」等に基づ

き、また、地域による「避難所運営委員会」が設立されている避難所は、当該運営委員会が作

成した「避難所開設・運営マニュアル例」等に基づき市民が、開設し収容保護する。なお、避

難所における生活環境が常に良好なものであるよう努めるため、避難所開設当初からパーティ

ションや段ボールベッド等の 簡易ベッドを設置するよう努めるものとする。また、被災者のプ

ライバシー及び安全の確保並びに衛生管理に努めるとともに、高齢者や障害者をはじめとする

要配慮者、女性やＬＧＢＴ等（性的少数者）への配慮及びペット対策等についても適切に対応

するよう努めるものとする。 

  さらに、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程

度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（避難所の設置）を実施し、一般基準での

救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。 

  また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源

配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。 

  ※避難所開設・運営マニュアル例（資料 7-4） 

 

１ 施設管理者による施設の安全確認 

   避難所に指定されている施設の管理者は、震度５強以上の地震が発生した場合は、施設の安

全性（被害程度）について確認し、市（施設所管課）及び区本部長に報告する。安全点検は施

設管理者や最も早く避難所に到着した担当職員、または最初に避難所に入ろうとする者が順次

行う。 

 

２ 避難所の開設 

   避難所の開設場所は、あらかじめ指定する避難所の中から、本部長（市長）又は区本部長（区
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長）が被害の状況に応じて決めるが、必要に応じて、避難所に指定していない公共施設や、公

園等の屋外空間であっても、天幕等の設営によって避難所として開設できるものとする。 

 

３ 開設の担当者 

   開設の実務については、区本部長（区長）がそれぞれの施設に複数の職員を派遣して担当さ

せる。 

   ただし、災害の状況により緊急に開設する必要があるときは、各施設の管理責任者・勤務職

員や避難所担当職員等が実施する。 

 

４ 開設時の留意事項 

（１）開設 

   避難所の開設は、原則として、本部長（市長）又は区本部長（区長）の指示により行う。 

   ただし、夜間等に発生するなど突発的な災害の場合には、本部長（市長）又は区本部長

（区長）からの指示がなくとも避難の必要が生じると自主的に判断されたときは、各施設の

管理責任者・勤務職員や直近要員（自主参集）等が施設入口（門）の開錠をし、門を大きく

開け放ち、避難所開設の準備を行う。 

   特に、既に避難住民が集まっているときは、速やかに上記の作業を行い、体育館や大会議

室など広いスペースに誘導し、避難した市民の不安の緩和を期するとともに、無用の混乱の

防止に努める。 

   また、市は、避難所を設置する必要があるときは、学校、集会所、公民館その他の公共建

物等を避難所として開設するが、これらの施設のみをもっては収容能力に不足が生ずるとき

は、野外に仮設のテント等を設置し対応する。さらに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等

要配慮者の避難状況を速やかに確認し、優先的に避難所を確保するとともに、被災地以外に

あるものも含め、多様な避難所の確保に努めるものとする。なお、避難所の開設が予定され

る施設については、耐震性を確保するとともに、対象地域の被災住民を収容できる規模をも

って適切に配置するよう努める。特に東日本大震災では、指定されていた避難所が被害にあ

った例があることから、耐震性や耐災害性（洪水・津波・土砂災害）には、特に注意する。 

（２）受入れスペースの指定 

   受入れスペースの指定にあたっては、避難した市民による自主的な運営ができるよう配慮する。 

（３）報告 

   避難所開設にあたった職員は、避難住民の収容を終えた後、速やかに区本部長（区長）に対

して、総合防災情報システム、電話、ＦＡＸ、地域防災無線又はＣＨＡＩＮＳ等によりその旨

を報告する。 

   区本部長（区長）は、避難所の開設を確認後、区被災者支援班による広報活動を実施させる

とともに、本部事務局長（総合政策局危機管理部長）に対して、市民に対する避難所開設に関

する広報活動の実施を要請する。 

   本部事務局長（総合政策局危機管理部長）は、消防部長（消防局長）及び県知事並びに警察

署等関係機関に対して、開設の状況を連絡する。 
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   なお、連絡すべき事項は、おおよそ次のとおりとする。 

  － 県等へ連絡すべき事項 － 

ア 避難所開設の日時、場所、施設名 

イ 収容状況及び収容人員 

ウ 開設期間の見込み 

 

（４）所内事務所の開設 

   上記の措置をとった後、避難所内に事務所を速やかに開設し、「事務所」の看板等を掲げ

て、避難した市民に対して、避難所運営の責任者の所在を明らかにする。 

   なお、避難所開設以降は、事務所には要員を常時配置しておく。また、事務所には避難所

の運営に必要な用品（避難者カード、消耗品受け払い簿等の様式、事務用品等）を準備して

おく。 

 

 

第８ 避難所の運営 

 【各区、施設所管局区等、施設管理者、警察署、町内自治会、避難所運営委員会等】 

 

  市職員が開設する場合は、「避難所開設・運営マニュアル例」等に基づき開設し、また、地域

による「避難所運営委員会」が設立されている避難所は、当該運営委員会が作成した「避難所

開設・運営マニュアル例」等に基づき運営委員会が開設し、運営する。 

 

１ 運営の主体等 

（１）運営の主体 

   避難所の運営は、避難所運営委員会が主体となり行う。 

   なお、避難所運営委員会が設立されていない避難所においては、区本部長（区長）が派遣

する職員と施設管理者が、避難者と協力して開設当初の運営を行い、避難所運営が中長期に

及ぶ場合は、避難者を中心として構成する避難所運営委員会を立ち上げるなど、避難者が主

体となり運営を行う。 

（２）避難所の運営方針の決定 

   避難所の設置、統合、閉鎖等の避難所の運営に関わる重要な方針は、市本部（区本部）

が、避難所運営委員会と協議の上、決定する。 

 

２ 運営の手順 

   避難所運営の手順は、おおよそ次のとおりとする。 
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（１）避難者数の把握（安否情報の収集） 

      ↓ 

（２）居住区域の割り振り 

      ↓ 

（３）食料、生活必需品の請求、受取、配給 

      ↓ 

（４）避難所の運営状況の報告（適宜） 

      ↓ 

（５）避難所運営記録の作成 

 

３ 運営上の留意事項 

（１）被災者の移送等 

 ア 被災者の他区・他市町村への移送 

   区本部長（区長）は、被害が甚大なため、区内の避難所に被災者を収容できないと認めら

れる場合には、本部長（市長）にその旨を報告し、他区の避難所への移送を要請する。 

   また、本部長（市長）は、市内に収容余力がない場合は、県知事に対して、非被害地若し

くは小被害地である他市町村又は隣接県地区への移送を要請する。その他県の計画の定める

ところによる。 

 イ 他区・他市町村からの被災者の受入れ協力 

   区本部長（区長）は、本部長（市長）より他区からの被災者を受入れるための避難所の開

設の指示を受けた場合は、速やかに必要な措置を講じる。 

   また、本部長（市長）は、県知事より他市町村からの被災者を受入れるための避難所の開

設の指示を受けた場合は、県の計画の定めるところにより積極的に行う。 

 ウ 入浴施設の確保対策 

   災害時等において避難所の生活が長期に及んだ場合や水道・ガス等の供給停止が長期に及

んだ場合には、必要に応じ一般公衆浴場やシャワー等の設備を備えたスポーツ施設等及び自

衛隊と協力し、関係機関と連携のもと市民の入浴機会を確保するための対策を講じる。 

（２）学校の避難所対応 

 ア 教育長の基本的対応 

   教育部長（教育長）は、学校の開設、施設設備の補修・調達、教育課程の正常な運営等を

第一義とし、避難所の運営等については区本部から派遣された責任者と連絡・調整を図りな

がら行う。 

 イ 児童生徒の在校時の基本的対応 

   児童生徒の在校時の初動体制としては、幼児・児童生徒の安全な避難誘導・掌握、安全確

保、保護者への連絡・引き渡し、人的・物的な被害状況の把握、及び報告等の業務を行う。 

   初動以後においても、学校開設に向けての施設・設備の整備に対する対応、児童生徒の状

況の把握、一日でも早く正常な教育課程を実施するための物的・人的対応及び児童生徒の心

のケア等に関する対応を第一義とする。 
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 ウ 児童生徒が在校していないときの基本的対応 

   児童生徒が在校していない場合（放課後、休日、祝日等）の初動体制としても、児童生徒

及び職員の安否・所在確認、施設・設備の被害状況の把握と報告、また、登校か休校か等の

判断と連絡等に関する業務を行う。 

   初期以後においても、イの項と同じ対応をとることを第一義とする。 

 エ 教職員の避難所対応 

   児童生徒の在校時、在校していないときにかかわらず、学校が避難所として開設される場

合に備え、初動においては、あらかじめ、各学校に初動体制に対応する教職員を決めておき

対応を図る。 

   教職員は、避難所の運営が軌道に乗るまでの期間においては、児童生徒に関する業務等、

本務に支障のない範囲内で避難所の運営業務を行う。 

   なお、市立学校においては、施設管理者（校長・教頭）以外の教職員をあらかじめ当該学

校の避難所担当職員として指定し、避難所開設時には、区本部長（区長）が派遣する職員と

連携して避難所運営業務を行う。 

   ただし、この場合において、授業再開の時期が決定し、児童生徒の受入れ準備が始まる段

階で、教職員（避難所担当職員）は避難所運営から離れるものとする。 

 オ 避難所の運営 

   避難所の運営についての責任は、区本部からあらかじめ指定され、派遣された責任者にあ

るが、施設設備の使用等を含めて、学校の管理責任者である当該学校長と相談・協議等を行

いその運営にあたる。 

   なお、学校においては、避難所の運営に必要な施設・設備の使用範囲などをあらかじめ 

検討・想定する。 

 カ 教育委員会の直近要員者の扱い 

   教育委員会の直近要員者は、できるだけ教育関係施設の避難所対応にあたり、区本部から

派遣された責任者や職員とともにその運営にあたる。 

 キ 地域等との連携 

   町内自治会や地元団体及び学校と区本部が連携を取り、避難所運営委員会や自主防災組織

を育成していく中で、避難所運営訓練等を通して、避難所運営に関わる開鍵の問題（学校、

備蓄倉庫、井戸等）や食料・寝具の配布等を含めた避難住民の掌握、避難所生活に関するこ

と等について、地域住民・施設管理者・市職員の３者が協力していくことにより、区本部か

ら派遣された責任者や職員と協力して、避難所のスムーズな運営がなされるようにする。 

 ク 公民館等教育関係施設の避難所対応 

   公民館等教育関係施設の避難所の開設については、市地域防災計画に準ずるが、飲料水、

食料、生活用品等の配布については、近隣の避難所に指定されている小・中学校と連携を図

り対応する。 

（３）要配慮者への支援 

 ア 避難生活への配慮 

   避難所において、自主防災組織、ボランティアの協力を得て、必要なスペースの確保、視聴



第１章 地震対策計画 第８節 避難対策 

                    地 - 95 - 

覚障害者への対応、外国語での対応等要配慮者の避難所生活に配慮する。また、必要に応じて、

ホームヘルパーの派遣や車椅子等の供給に努める。 

 イ 福祉避難所（福祉避難室及び拠点的福祉避難所）の開設 

   避難生活が長期化し、避難所での生活が困難な要配慮者に対しては、「本章第１４節要配慮

者の対策」「第１ 在宅の要配慮者の対策」「４避難所における要配慮者への対応」にあるとお

り、指定避難所や社会福祉施設等を利用した要配慮者専用の避難所を開設する。 

（４）女性の参画 

   市は、避難所を管理運営する場合、男女双方の要望や意見を反映するため、女性が管理運営

する者に参画できる体制づくりを行うものとする。 

   また、避難所運営における女性への配慮としては、トイレ、更衣室、授乳室等について女性

専用スペースとその安全の確保、性暴力、ＤＶ、セクハラ、ストーカー等の被害防止、女性相

談窓口や女性専用の物資配付方法等が必要である。 

（５）ＬＧＢＴ等（性的少数者）への配慮 

   市は、避難所を管理運営する場合、ＬＧＢＴ等（性的少数者）である被災者、避難所生活に

おいて共同生活が困難と感じないための配慮を行う。 

   避難所内におけるＬＧＢＴ等への配慮としては、男女によらず使用できる多目的トイレの設

置や更衣室内に個室の設置、救援物資（生理用品や女性用下着）の受け取りに性別による制限

を設けない等の取り組みを行う他、避難所内における偏見や差別が起こらないようにする必要

がある。 

（６）被災者の健康管理 

   区本部長（区長）は、被災者の健康状態の把握、栄養指導、衛生状態の保持等の健康管理に

努め、栄養バランスのとれた適温の食事や、入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉

的な支援の実施など、必要な措置を講じるよう努めるとともに、避難所における食物アレルギ

ーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等

に努める。 

（７）車中泊等で生活する被災者の対策 

   車中泊等で生活する被災者については、近隣の指定避難所で被災者の所在地やニーズ等の情

報を受け付けて、必要な物資の配布、正確な情報の伝達、エコノミークラス症候群予防等のた

めの保健師による健康相談等により生活環境の確保が図られるよう努める。 

（８）ペット同行避難への対応 

   大規模災害発生時には、ペットとの同行避難が予想されることから、「飼い主による自主管

理」を原則として、「避難所におけるペット対応の手引き」を活用し、収容場所の指定とルール

作りによる適切な管理を行うとともに、負傷動物の治療、エサや設備の確保など、関係団体へ

の支援要請等避難所として可能な限り対応できるよう、動物救護の具体的な方策について検討

を行う。 

   ※避難所におけるペットの対応の手引き（資料 7-8） 

（９）新型インフルエンザ等感染症等対策を踏まえた避難所開設運営について 

避難所運営を行う者は、新型インフルエンザ等感染症等（指定感染症及び新感染症を含
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む。）対策を踏まえ、令和２年９月に本市が公表した「新型コロナウイルス等感染症を踏まえ

た避難所開設運営方針について」及び「新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設

運営方針の具体例について」に基づき、避難所運営を行う。 

   ※新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針について（資料７-5-1） 

   ※新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針の具体例について（資料 7-

5-2） 

（１０）多様な主体による状況把握の取組について 

保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に応じて実施している状況把握の

取組を円滑に行うことができるよう事前に実施主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要

な対象者や優先順位付け、個人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討するよ

う努めるものとする。 

（１１）地域支援拠点としての機能 

   避難所は、避難所で生活する者だけでなく、周辺地域で在宅において避難生活を送る者、町

内自治会集会所（地域避難施設）への避難者、車中泊避難者などの分散避難者も支援の対象と

し、町内自治会等の地域団体と連携して、情報収集や情報提供、食料・飲料水、物資、サービ

スの提供等を行う。 

※避難所開設・運営マニュアル例（資料 7-4） 
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第９節 津波避難計画 

 

 津波からの避難については、市民自らが津波の規模や津波注意報、津波警報及び大津波警報（以

下、「津波注意報等」という。）の情報を把握し、迅速かつ自主的に避難することが重要である。 

 市は、市民等への津波に関する情報伝達や避難誘導等について、市民等が円滑かつ安全な避難行

動が行えるよう対応するものとする。 

 なお、避難所の開設等については、前節によるものとする。 

 

第１ 津波注意報等の収集 

  「地震及び津波に関する情報等の伝達系統図」（地-29）によるほか、次により津波に関する  

情報の収集を行う。 

 

１ 本市各局区及び防災関係機関は、地震を感じたときは、直ちにテレビ、ラジオ等からの情報に

注意し、的確な情報収集に努める。 

 

２ 施設管理者は、水門等の巡回調査を実施する。 

 

３ 沿岸地域の区（以下、「沿岸区」という。）等の消防署は、津波注意報等が発表されたとき

は、巡回警戒、潮位観測等を実施する。 

 

 

第２ 津波注意報等の伝達 

 

１ 県は、銚子地方気象台から送られた津波注意報等、地震及び津波に関する情報等を一斉受令

端末により県の防災関係者に伝達するとともに、速やかに各市町村及び各消防機関へ伝達を行

うものとする。 

 

２ 市は、本節第３「避難指示等の判断基準」にて定めている基準により、市民等に対して直ち

に避難指示を行うなど、迅速かつ的確な伝達を行うものとする。また、市民等への津波注意

報等の発表・伝達にあたっては、以下に留意して行うものとする。 

（１）市民等の円滑な避難や安全確保の観点から、津波の規模及び避難指示等を対象となる地域に

伝達する。その際、災害を具体的にイメージできるような表現を用いるなど市民等が即座に避

難行動に取り掛かることができるよう工夫するものとする。 

   また、津波の到達時間を勘案して、切迫性が高い場合は、市民等の迅速な避難行動を促すた

め、命令口調で避難指示を伝えるなどの検討を行う。（資料 5-1広報文例集（例文４）） 

（２）市民等が即座に避難行動に取り掛かるため、千葉市はあらゆる広報伝達媒体（防災行政無線、

テレビ、ラジオ、ちばし安全・安心メール、千葉市防災ポータルサイト、ちばし災害緊急速

報メール等）や組織等を活用し、市民等への津波注意報等を迅速かつ的確に伝達する。 
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（３）気象庁等が発表する津波注意報等に更新があった場合等に限らず、津波は、第一波よりも第

二波、第三波などの後続波の方が大きくなる可能性があるなどの津波の特性や、津波注意報

等が発表されている間は災害の危険性が継続していることなど、市民等に対し継続的に情報

伝達を行うものとする。 

（４）走行中の車両、運行中の列車、船舶、釣り人、観光客等にも確実に伝達できるよう、あら

ゆる広報伝達媒体の活用を図り、県及び放送事業者と連携し、避難指示の伝達に努めるもの

とする。 

 

３ 河川・海岸地域では、市、防災関係機関、海岸部の施設管理者等が、相互に協調を図り、強い

地震（震度 4程度以上）を感じたとき、または弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れ

を感じた時には、直ちに安全な場所で津波の河川遡上の監視及び海面監視を実施し、潮位等の異

常な変動の発見と情報連絡に努める。 

 

４ 施設管理者は、海面監視やラジオ聴取などによって、積極的に情報収集し、来場者等に対

し、行政機関と協力して自主的に迅速かつ効果的な情報伝達を行う。 

 

５ 港湾関係機関は、相互に協調を図り、港湾、船舶等への迅速な情報伝達を行う。 

 

６ 沿岸区、総合政策局、都市局及び沿岸区等の消防署は、津波注意報等及び海面監視情報等を

早期に掌握し、広報車、放送施設、サイレン等により、沿岸住民、河川流域周辺住民等に津波

注意報等及び海岸等から離れた高台等への避難を広報する。また、総合政策局危機管理部は、

防災行政無線等により津波注意報等を伝達する。 

 

７ 沿岸区等の消防署は、津波注意報等が発表された場合、気象業務法に定める標識により情報の

伝達を行うとともに、消防隊等を沿岸地域及び河川流域周辺に派遣し、迅速な情報伝達活動を実

施する。 

 

８ 千葉海上保安部は、津波注意報等が発表された場合、関係機関、臨海部の油保管施設等の設置

者又は管理者、船舶代理店、海洋レジャー関係者等に周知する。 

 

 

第３ 避難指示等の判断基準 

 

  津波災害に対する避難指示等の判断基準は、次のとおりとする。 

（１）高齢者等避難 

   気象庁から、「遠地地震に関する情報」や「火山噴火等による津波」等が発表され、大津波警

報、津波警報、津波注意報が 発表される可能性がある場合、高齢者等避難を発令する。 

（２）避難指示 
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 ア 津波注意報、津波警報、大津波警報が発表された場合 

 イ 災害により津波に関する気象庁の警報事項等を適時に受けることができない状況において、

強い揺れ（震度４程度以上）を感じた場合、あるいは、揺れは弱くとも長い時間ゆっくりとし

た揺れを感じた場合 

 

 

第４ 避難指示等に関する対策 

 

１ 沿岸区等は、津波注意報等が発表されたとき又は津波による浸水が発生すると判断した場合

は直ちに沿岸住民、海浜利用者等に対して、広報車、ハンドマイク等により避難指示を行うと

ともに、「ちばし安全・安心メール」による避難指示の伝達を行う。また、津波警報及び大津波

警報の場合は「ちばし災害緊急速報メール」による避難指示の伝達を行う。 

 

２ 避難指示にあたっては、沿岸区等は、津波注意報等の内容、海面の状態、地震による護岸等

の損壊状況等から総合的に判断し、要避難地域を明確にしたうえで実施する。なお、やむを得

ず避難できなかった市民は津波避難ビルに一次退避できる措置を取る。 

 

３ 上記２の実施に当たっては、町内自治会・自主防災組織等の協力を得て組織的に実施する。 

 

４ 県警は、津波注意報等が発表された場合又は津波による浸水が発生すると判断した場合若し

くは危険が切迫していると自ら認める時は、直ちに沿岸住民及び海浜利用者等に避難の措置を

行い、安全かつ効率的な避難誘導を行う。また、この場合において、市長からの要請があった

ときは、避難指示を行う。 

 

５ 千葉海上保安部は、在泊船の船長に対して、港外等の安全な場所へ避難指示をするととも

に、必要に応じて係留強化等の措置を実施するよう指導する他、港内からの移動を命じる等所

要の規制を行う。 

 

６ 避難指示にあたるものは、自らの安全を十分に確保したうえで広報活動を行う。 

 

７ 「遠地地震に関する情報」や「火山噴火等による津波」等が発表され、高齢者等避難を発令

する場合も上記１～６のとおり適切に行うものとする。 

 

 

第５ 市民等の避難行動 

 

１ 市民等は、津波で命を落とさないために、「自らの命は自ら守る」（自助）の基本理念により、

各々が津波注意報等の発表や避難指示等の情報を把握し、迅速かつ自主的に高台等の安全な場所
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へ避難する。また、避難の際には、「自分たちの地域は地域のみんなで守る」（共助）の基本理念

により地域で避難の呼びかけを行うものとする。 

  なお、津波注意報等が解除されるまで避難を継続することとし、自己の判断で自宅や河川・海

岸付近に近寄らないこととする。 

 

２ 地震・津波発生時には、家屋の倒壊、道路の損傷等が発生するおそれがあり、自動車での避難

は交通事故や渋滞による避難の遅れや道路渋滞により陸閘
りっこう

閉鎖に支障が生じるおそれがあるこ

とから、津波避難は徒歩や自転車を原則とするが、避難行動要支援者の避難支援を行う場合は、

地域の実情に応じて自動車での安全かつ確実な避難を行う。 

 

 

第６ 市民等の避難誘導 

 

１ 市は、本計画及び千葉市津波ハザードマップ等に基づき、市民等が円滑に安全な場所へ避難で

きるよう誘導することとする。 

 

２ 市民等の避難誘導にあたっては、「第１４節 要配慮者の対策」「第１ 在宅の要配慮者の対策」

「２ 避難支援等の留意事項」も考慮し行うものとする。 

 

３ 消防職団員、警察官、市職員などは、予測される津波到達時間が短い場合、消防職団員等が率

先避難者となって避難を呼びかけながら地域の市民等と一緒に避難するなど、あらかじめ定める

行動ルール等に従い、予想される津波の規模や到達時間等を考慮し、自らの安全が確保されるこ

とを前提とした上で、市民等の避難誘導を行うものとする。また、町内自治会、自主防災組織等

による避難誘導や、海岸部の施設管理者等による自主的な避難誘導など、市の避難の呼びかけに

応じた自主的な避難誘導についても、自らの安全の確保を前提とする。 
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第１０節 医療救護 

 

 災害により、通常受けられる医療が受けられなくなった市民に対して、地域における診療機能が

一定程度回復するまでの間、救護所の設置や医療チームの派遣等により診療等を行う。 

 医療救護は、市長が行うものとする。 

 また、災害救助法が適用された場合における救助（医療・助産）については、同法に基づき実施

し、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方法及び期間（一般基準）での救助が困難

なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本市を含

む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配分計画」に基づき、

県の連絡調整の下、救助を実施する。 

 さらに、本部長（市長）は、日本赤十字社千葉県支部と締結した委託契約に基づき、救助又はそ

の応援を実施させることがきる。 

 なお、市限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て実施す

るものとする。 

 

 

第１ 初動医療体制 

 【保健福祉局、こども未来局、病院局、消防局、各区（保健福祉センター）】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

 本部長（市長）又は区本部長（区長）は、災害時において、多数の傷病者が発生した場合又は医

療機関の被害等によりその機能が停止した場合、以下のとおり措置を講じる。 

（１）保健福祉部長（保健福祉局長）に対して、医療衛生班長（保健福祉局医療衛生部長）を長と

する市医療対策本部の設置、収容医療機関の受入れ体制の確立、市医療救護班の編成・出

動及び救護所への支援等、必要な措置を講じるよう命令又は要請する。 

（２）保健福祉部長（保健福祉局長）は、災害の状況に応じ必要と認めた場合は、市医師会長等に

対して、医師会対策本部の設置及び収容医療機関の受入れ体制の確立及び医療救護班の編

成・出動を要請する。 

（３）保健福祉部長（保健福祉局長）は、本部長（市長）の指示に基づき災害の状況に応じ県知事

に対して、県医療救護班の出動その他医療救護活動に関し、必要な措置を要請する。 

 

１ 医療対策本部の設置 

   保健福祉部長（保健福祉局長）は、本部長（市長）の指示があった場合又は必要があると認

めた場合は、災害対策本部に医療衛生班長（保健福祉局医療衛生部長）を長とする市医療対策

本部を設置し、市及び各区の地域災害医療コーディネーターとの連携のもと、区保健医療班と

の連絡調整、市医療救護班の編成及び災害派遣医療チーム（DMAT）の受入れ及び各区救護所へ

の派遣など、各区が行う医療・救護活動の支援にあたらせる。 

   また、大規模災害時においては、被害が軽微な区から被害が甚大な区への保健師等の派遣を

行うこととし、その総合調整は健康福祉班長（保健福祉局健康福祉部長）及び医療衛生班長（保

健福祉局医療衛生部長）が行うものとする。 

   各区の保健医療班は、市医療対策本部の支援・指導のもと、区内の医療救護活動に係る救護
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所の設置・運営にあたるものとする。 

   医療対策本部（医療衛生班（保健福祉局医療衛生部））・区保健医療班の編成及び活動内容は、

次のとおりとする。 

 

（１）医療対策本部（医療衛生班（保健福祉局医療衛生部））の役割分担 

担  当  名 活 動 内 容  

総  務  担  当 

ア 医療対策本部の設置・運営 

イ 市災害対策本部及び区災害対策本部との連絡調整 

ウ 医療対策本部の全体統括 

エ 千葉県、三師会、千葉県獣医師会等との連絡調整 

オ 医療機関、避難所の稼働状況等の情報収集 

カ 医療救護班等の派遣要請 

キ ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、医療ボランティア等の受入調整 

救 護 ・ 防 疫 担 当 

ア 医療機関の稼働支援 

イ 県内外の医療機関の広域支援調整 

ウ 医薬品及び衛生資器材等の確保・供給 

エ 市拠点救護所（総合保健医療センター）の設置・運営 

オ 救護防疫に関すること 

環 境 衛 生 担 当 
ア 避難所の衛生確保・飲用水の検査等の環境衛生対策 

イ 公衆浴場確保対策 

ウ 感染症予防等に係る消毒対応 

食 品 衛 生 担 当 

ア 給食施設の確認及び立入り指導 

イ 食中毒予防及び食品営業施設の監視活動等の食品衛生対策 

ウ 避難所等における食品衛生監視 

動 物 救 護 担 当 被災動物（ペット）の保護、飼育管理、治療 

火 葬 ・ 霊 柩 担 当 

ア 千葉市斎場における火葬業務継続に係る連絡調整 

イ 広域火葬に対する代替対策及び支援調整 

ウ 納棺用品、仮葬祭用品の確保及び安置所への配布調整 

エ 検案終了後死体の安置所への輸送支援 

オ 火葬施設への死体の輸送、火葬調整 

 

（２）区保健医療班の役割分担 

担  当  名 活 動 内 容 

連 絡 調 整 担 当 

ア 区災害対策本部との連絡調整 

イ 市医療対策本部との連絡調整 

ウ 区内における医療救護活動の全体統括 

エ 担当区域の被災状況の把握 

救 護 担 当 ア 救護所の開設及び運営 

医 薬 品 担 当 
ア 医薬品の確保、救護所・救護担当への配送 

イ 医療機関等の医薬品等にかかる情報収集 

保 健 担 当 

ア 保健担当の編成及び運営 

イ 避難所・仮設住宅及び地域での健康保持活動・精神保健活動等 

ウ 救護所の活動支援 
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（３）医療対策本部（医療衛生班（保健福祉局医療衛生部））の設置場所 

   医療対策本部（医療衛生班（保健福祉局医療衛生部））は、市役所本庁舎若しくは総合保健医

療センターに設置する。 

   なお、市役所本庁舎若しくは総合保健医療センターに医療対策本部を設置することが不可能

な場合は、保健福祉部長（保健福祉局長）が指定する場所に設置する。 

 

２ 医療救護班の編成 

   本部長（市長）は、必要に応じて救護班に出動を命じ、地区医師会長、地区歯科医師会長、

日赤県支部長にそれぞれ救護班の出動を要請し、知事及び他の市町村長等に応援を求めるほか、

必要な措置を講ずるものとする。 

（１）市の機関による医療救護班 

   保健福祉部長（保健福祉局長）は、市・区災害対策本部が設置された場合、本部長（市長）

又は区本部長（区長）との密接な連絡により、医療・助産の救急救護を必要とすると判断した

場合、市の機関による医療救護班の編成・出動を命ずる。 

（２）医師会・歯科医師会等による医療救護班 

   保健福祉部長（保健福祉局長）は、状況に応じ必要と認めた場合、市医師会・歯科医師会等

に対し、医療救護班の編成・出動を要請する。 

   なお、市医師会長は、自ら必要と認めた場合は、対策本部の設置、収容医療機関の受入れ体

制の確立及び医療救護班の編成・出動を行い、傷病者の医療救護活動にあたる。この場合、市

医師会長は、直ちに本部長（市長）又は区本部長（区長）に通報するとともに、看護要員、事

務・連絡要員等の派遣を要請するものとする。 

   医療救護班の編成については、医師会等が別に定めるところに基づき災害の状況に応じて行

う。 

（３）県により編成される医療救護班 

   市に災害救助法が適用されたときは、県地域防災計画に基づき、知事は、次のとおり医療救

護班を編成し、市長からの要請に応じて、若しくは医療・助産活動が必要と認めた場合に派遣

することになっている。 

 

県医療救護班の編成（１班あたり） 
合   計 

医   師 看 護 師 事 務 員(運転者含む) 

２名 ２名 ２名 ６名 

 

   なお、県救護班等の業務内容は以下のとおりとなっている 

   （ア）傷病者に対する応急措置 

   （イ）後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

   （ウ）軽症患者等に対する医療 

   （エ）避難所等での医療 

   （オ）助産救護 
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（４）班編成の目安 

   救護班は、定点救護班（被災者を大量に収容した避難所において活動する班）及び巡回救

護班（被災者を小規模に収容した避難所を巡回して活動する班）の２種類に区分される。 

   救護班の確保にあたっては、上記の救護班のほか市外からの災害協定に基づく救護班・医

療ボランティア等の協力を得て対応する。 

名  称 配 置 先 配置医療スタッフ等 計 

医療救護班 
定点救護班 医師１ 看護師２ 薬剤師１ その他２ ６ 

巡回救護班 医師１ 看護師１ 薬剤師１ 保健師１ その他１ ５ 

歯科救護班 
定点救護班 歯科医師１ 歯科技工士１ 歯科衛生士１ 看護師１ その他１ ５ 

巡回救護班 歯科医師１ 歯科衛生士１ その他１ ３ 

※「大規模災害時医療救護の活動フロー図」参照（共通編 共-93） 

 

３ 救護所の設置 

（１）設置場所 

   区本部長（区長）は、本部長（市長）又は医療衛生班長（保健福祉局医療衛生部長）と協議

し、医療救護活動を行うにあたり必要と認める場合は、次のとおり消防部（消防局）、市医師会、

市歯科医師会、市薬剤師会、警察署等の協力を得て、救護所を設置する。 

   救護所は、以下のうちから、被災者にとって、最も安全かつ交通便利と思われる場所を選定

する。 

 ア 総合保健医療センター（市拠点救護所） 

 イ 保健福祉センター（区拠点救護所） 

 ウ 避難所 

 エ 避難場所 

 オ 災害現場 

 カ その他本部長（市長）又は区本部長（区長）が必要と認めた場所 

（２）救護所の開設及び運営 

   救護所の設置及び運営実務は、各区の保健医療班が行う。また、救護所の設置にあたっては、

被災の状況及び医薬品等の備蓄・配送等を勘案する。 

   なお、総合保健医療センターへの救護所の設置及び運営実務については、医療衛生班(保健

所)が行う。 

 

４ 医療救護班の活動内容 

（１）活動のあらまし 

   医療救護班の活動内容は、以下のとおりとする。 

－ 医療救護班の活動のあらまし － 

ア 傷病者に対する応急処置及び区分の判別（※） 

イ 病院等への移送順位の決定 
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※傷病者の状態を観察し、重症度と緊急度を判定し、収容医療機関

への緊急連絡事項等を簡単に記したメモ（トリアージタッグ）を

傷病者に装着する。 

 

 

（２）活動の実施期間 

   医療救護・助産活動を実施する期間は、災害の状況に応じ本部長（市長）が定めるが、おお

むね災害発生の日から 14 日以内とする。ただし、災害救助法が適用された場合は、同法に基

づき実施し、一般基準での救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準

の設定について協議する。なお、一般基準における救助期間は、医療救護が災害発生の日から

14 日以内、助産活動が災害発生の日から７日以内である。 

（３）助産について 

 ア 助産の対象者 

ウ 軽傷患者等に対する医療 

エ 避難所等での医療 

オ 助産救護 

カ 死亡の確認 

※ト  リ  ア  ー  ジ  タ  ッ  グ 
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   助産を受けられるのは、災害のため助産の途を失い、災害発生の日の以前又は以後７日以内

に分べんした人とする。なお、被災の有無及び経済力の如何を問わない。 

 イ 助産の範囲 

 （ア）分べんの介助 

 （イ）分べん前後の処置 

 （ウ）脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

（４）経費の負担について 

   災害救助法の適用を受けた場合は、内閣総理大臣が承認する基準額の範囲において、国庫負

担金を請求することができる。 

   ※医療救護活動に関する様式（資料 8-4） 

 

５ こころのケア対策 

（１）被災による避難所生活等は、様々な心身の疲労やストレスの蓄積・不眠等を訴える人が多く

なると予想される。 

   これらの健康問題に対処するため、被災者及び救援従事者のメンタルヘルス支援体制の整備

が必要である。 

（２）精神科救護班及びこころのケア相談窓口の設置 

   保健福祉部長（保健福祉局長）が必要と認めた場合、医師会等の協力を得て精神科救護班を

編成するとともに、電話相談・巡回相談・訪問活動を行い、初動期から長期的なこころのケア

対策を行う。 

精神科救護班編成の目安 

名   称 配   置   医   療   ス   タ   ッ   フ   等 

精 神 科 救 護 班 精神科医師１   精神保健福祉相談員１   看護師１   その他１ 

 

（３）保健福祉部長（保健福祉局長）及びこども未来部長（こども未来局長）は、災害時における

児童の精神的な安定を図るため、保健所、保健福祉センター、市立病院、養護教育センター、

専門ボランティア等と連携し、こころのケアを実施する。 

 

 

第２ 傷病者の搬送体制 

 【保健福祉局、病院局、消防局、各区（保健福祉センター）】 

 

１ 搬送体制 

   原則として、被災現場から救護所までは、警察署、自主防災組織、市民ボランティア等の協

力を得て消防部（消防局）が実施する。 

   また、避難所又は救護所から医療機関への搬送については、消防部（救急隊）、各区避難所班

及び医療衛生班（保健福祉局医療衛生部）が、県その他関係機関の協力を得て行う。 
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２ 医療機関への搬送の方法 

   市は、病院へ収容する必要のある傷病者の医療機関への搬送を次のとおり行う。 

（１）各救護所の職員又は各区避難所班が消防部（消防局）に配車・搬送を要請する。 

（２）市有車又は各救護所及び避難所職員又は避難者が使用している自動車により搬送する。 

（３）消防局職員、その他市職員が避難者等の協力を得て担架で搬送する。 

   ※以下第３「受入れ医療機関」へ 

 

 

第３ 受入れ医療機関 

 【保健福祉局、病院局、消防局、各区（保健福祉センター）、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師

会、日本赤十字社千葉県支部等】 

 

１ 医療機関の受入れ体制の確立 

   医療衛生班長（保健福祉局医療衛生部長）は、市医師会に所属する一般病院等の被災状況

と収容可能ベッド数を速やかに把握し、救護所から搬送される傷病者の受入れ医療機関とし

て確保するとともに、医師・看護師等からなる病院医療救護班の編成、収容スペースの確保

等の受入れ体制の確立を要請する。 

 

２ 受入れ可否施設の把握 

   医療衛生班長（保健福祉局医療衛生部長）は、消防部警防班長（消防局警防部長）と協力

して、医療機関の受入れ状況を常に把握し、区保健医療班（救護所、医療救護班を含む）及

び関係部所に必要な情報を伝達するとともに、可能な限り、広範囲の医療機関に傷病者が振

り分けて受入れられるよう指示するものとする。 

 

３ 後方医療施設への要請 

   多数の重傷者が発生した場合、また、県との協定等に基づいて出動した医療チームの責任

者から、後方医療施設に収容する必要がある者の搬送の要請があった場合、医療衛生班長

（保健福祉局医療衛生部長）は、後方支援病院へ受入れを要請する。また、さらに重篤傷病

者については、県を通して災害拠点病院への受入れを要請する。 

 

後方支援病院 

国立病院機構千葉東病院 

国立病院機構下総精神医療センター 

千葉県がんセンター 

千葉県精神科医療センター 

千葉県こども病院 
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災害拠点病院（地域災害医療センター） 隣接ヘリポート離着陸場 

国 立 病 院 機 構 千 葉 医 療 セ ン タ ー 

千 葉 大 学 医 学 部 附 属 病 院 

千 葉 県 総 合 救 急 災 害 医 療 セ ン タ ー 

千 葉 市 立 青 葉 病 院 

千 葉 市 立 海 浜 病 院 

千 葉 市 立 椿 森 中 学 校 

千葉大学医学部附属病院専用臨時ヘリポート 

千葉県総合救急災害医療センター専用ヘリポート 

千 葉 市 青 葉 看 護 専 門 学 校 

印 旛 沼 下 水 道 事 務 所 

 

 

第４ 医薬品・資器材の確保 

 【保健福祉局、各区（保健福祉センター）、日本赤十字社千葉県支部、千葉県赤十字血液セン 

ター、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会、薬業界等関係業者】 

 

  医薬品等の整備確保に努め、医薬品等の備蓄拡充や品目の見直し及び流通医薬品の確保体制

の整備を検討する。 

 

１ 各医療救護班の対応 

   医療救護及び助産活動に必要な医療資器材等の使用・調達確保については、原則として、次

のとおり行う。 

（１）市医療救護班及び市以外の医療救護班の要員として派遣される医療衛生班（保健福祉局医療

衛生部）職員は、各保管場所において、市の現有医療資器材及び医薬品を確保し、救護所に携

行する。 

（２）市の要請により、出動した市医師会等医療救護班が使用する医薬品、医療用資器材について

は、原則として市の用意した資器材をもって対応するが、必要により自己が携行した医薬品等

を使用した場合の使用消耗資材の費用については、市に請求する。 

（３）県により編成される医療救護班は、原則として、自己が携行した医薬品、医療用資器材を使

用する。 

 

２ 医薬品・資器材等の保管場所 

   市の備蓄する医薬品等の保管については、総合保健医療センター・両市立病院他とし、順次

整備を図っていく。 

 

３ 不足のときの調達方法 

   医療衛生班長（保健福祉局医療衛生部長）は、医療器具及び医療品等が不足したときは、必要

に応じて市薬剤師会、その他医薬品・医療用資器材取扱い業者、県（健康福祉部）、日赤千葉県支

部及び各医療機関等に協力を要請して、補給する。 

   なお、輸血用血液が必要な場合は、千葉県赤十字血液センターに確保されている各種の血液製

剤等の供給を依頼する。 

  また、災害対策本部及び区本部に対して、市民への献血の呼びかけを要請する。  
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千葉県医療救護活動体系図 

 

  

出典：千葉県地域防災計画 
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県の災害拠点病院の図 

 

 

 

（出典：千葉県地域防災計画、一部追加） 

  

本市における 

災害拠点病院 

（5か所） 
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第１１節 緊急輸送体制 

 

第１ 緊急輸送手段の確保 

 【財政局、各局区、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、県トラック協会、県石油商業組合、

鉄道会社、バス会社、その他交通輸送業者、（一社）千葉市建設業協会】 

 

１ 車両等の調達 

（１）市保有車両の把握 

   財政部長（財政局長）は、災害発生後、必要と認めた場合は、輸送活動に使用可能な市保有

車両の状況について把握し、本部長（市長）に報告する。 

（２）借り上げの準備 

   市保有車両では対応が困難な場合や特殊車両については、市内の輸送業者等からの借り上げ

により迅速な対応を図る。 

   財政部長（財政局長）は、災害の状況により必要と認める場合は、あらかじめ以下のとおり、

輸送業者等からの借り上げの準備を行う。 

   また、輸送業者も被災しているおそれもあるので、複数以上の輸送業者と借り上げの準備を

行っておく。 

 ア 借り上げ可能な輸送業者等 

   借り上げ可能な輸送業者等については、あらかじめ協定等によりおおよその調達可能台数を

把握しておくものとする。 

 イ 車両の待機 

   市内の各輸送業者等は、市からの要請があった場合、供給可能台数を各事業所に待機させる。 

 ウ 借り上げ料金 

借り上げに要する費用は、市が千葉県トラック協会等の当該業者等と通常行うところにより

協議して定める。 

（３）燃料の調達 

   財政部長（財政局長）は、各部各班（各局各部）及び区本部の専用管理車両、資産経営班（財

政局資産経営部）管理の市保有車両及び借り上げ車両また啓開作業にあたる重機のすべてに必

要な燃料の調達を行う。 

   通常の手段による調達が困難となった場合は、千葉県石油商業組合千葉支部と締結した石油

類燃料の供給に係る協定に基づき、迅速な調達を行う。なお、調達された燃料は借り上げて公

務を行う民間車両にも供給するものとする。 

   ※市保有車両一覧(資料 3-12) 

 

２ 配車計画 

（１）輸送対象の優先順位 

   輸送は、次の項目について行うが、車両の配車、運用にあたっての基本的な優先順位は、  

おおむね次の順とする。 
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－ 輸送対象の優先順位 － 

ア 罹災者の避難のための対策要員及び罹災者の輸送 

イ 医療・助産における対策要員、資機材及び罹災者の輸送 

ウ 罹災者救出のための対策要員、資機材及び罹災者の輸送 

エ 公共施設の応急復旧のための人員及び資機材の輸送 

オ 飲料水の供給のための輸送 

カ 救助物資の輸送 

キ 緊急輸送車両、応急対策車両の燃料 

ク 死体の捜索及び処理のための輸送 

ケ 埋葬のための輸送 

コ その他災害対策に必要な人員及び物資の輸送 

 

（２）配車手続等 

 ア 財政部長（財政局長）は、本部長（市長）の指示に基づき、各部及び区本部で所有する車両

及び応援派遣された車両について、総合的に調整し配分する。 

 イ 財政部長（財政局長）は、災害の状況に応じて必要とする車両を各部、区本部及び市内の輸

送関係業者等に対し、車両の待機を要請する。 

 ウ 車両の運行に必要な人員は、原則としてその事務を所管する各部及び区本部の要員をもって

あてる。 

 エ 防災関係機関からの要請があったときは、待機車両の活用等により可能な限り協力する。 

 

３ 緊急通行車両の確認 

（１）概要 

 ア 車両の使用者は、知事又は公安委員会に対し、当該車両が緊急通行車両（道路交通法第 39条

第１項の緊急自動車、災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため、その通行を確保することが

特に必要な車両）であることの確認を求めることができる。 

 イ 上記アにより確認したときは、知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、災害対策

基本法施行規則第６条に定める標章及び確認証明書を交付する。 

 ウ 上記イにより交付を受けた標章は、当該車両の見やすい箇所に掲出する。また、警察官等か

ら提示を求められたときは、これを提示する。 

（２）緊急通行車両の範囲 

   緊急通行車両として確認される車両は、災害対策基本法第 50 条第１項に定める災害応急対

策を実施するために使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とする。 

 

－ 緊急通行車両の範囲 － 

ア 警報の発令及び伝達並びに避難指示に関するもの 

イ 消防、水防その他応急措置に関するもの 

ウ 被災者の救難、救助その他の保護に関するもの 

エ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関するもの 

オ 施設及び設備の応急の復旧に関するもの 

カ 清掃、防疫その他の保健衛生に関するもの 
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キ 犯罪の予防、交通の規制、その他災害地における社会秩序の維持に関するもの 

ク 緊急輸送の確保に関するもの 

ケ 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防ぎょ又は拡大の防止のための措置に関するもの 

※県地域防災計画「緊急通行車両等及び規制除外車両の確認及び事前届出事務手続き等に関す

る要綱」による。 

 

（３）確認手続等 

 ア 緊急通行車両の確認 

   市の所有する車両及び災害応急対策に使用するため関係団体から調達した車両は、知事又は

県公安委員会が行う緊急通行車両(道路交通法第 39 条第１項）の確認を求め、災害対策基本法

施行規則第６条に定める標章及び確認証明書の交付を受け運行する。 

   なお、交付を受けた標章は当該車両の助手席側の内側ウインドガラスの上部の前面の見やす

い箇所に貼付する。また、証明書は必ず携行する。 

 イ 緊急通行車両の事前届出・確認 

   市の保有する車両は、あらかじめ県公安委員会に届出をして届出済証の交付を受ける。 

   なお、運行するときは、県警察本部・警察署等に届出済証を提出し、標章及び確認証明書の

交付を受ける。 

   以後は前記アと同様とする。 

 

４ 車両以外の輸送手段 

   道路・橋梁
きょうりょう

等の損壊等により車両によることができない場合若しくは著しく緊急性を要する

場合等には、資産経営班長（財政局資産経営部長）は、被災地域の状況に応じた輸送計画を作

成し、以下のとおり車両以外の輸送手段を確保し行う。 

   なお、各機関への要請については、第４節「広域連携体制」に定めるところにより行う。 

 

 （１）航空機（ヘリコプター等）による輸送 

（２）鉄道（ＪＲ東日本㈱千葉支社・京成電鉄㈱・千葉都市モノレール㈱）による輸送 

（３）船舶等による輸送 

 

 

第２ 集積場所 

 【財政局、市民局、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、千葉県トラック協会、千葉県倉庫

協会、千葉県石油商業組合、鉄道会社、バス会社、その他交通輸送業者、（一社）千葉市建設業

協会】 

 

１ 集積場所 

   災害時において、調達した物資等や他県市町村からの救援物資を受入れ・保管し、さらに各

地域へ配布するための仕分け等を行うための大規模物流施設として、次の５施設を物資の集積

場所とし、そのうち、蘇我スポーツ公園を優先的に使用する集積場所とする。 
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区  分 施 設 の 名 称 所  在  地 

陸上輸送による 

千 葉 市 公 営 事 業 事 務 所 （ TIPSTAR DOME CHIBA） 

ポ ー ト ア リ ー ナ 地 下 駐 車 場 

蘇 我 ス ポ ー ツ 公 園 （ 蘇 我 球 技 場 ） 

中央区弁天 4 丁目 

中 央 区 問 屋 町 

中 央 区 川 崎 町 

海上輸送による 
ポ ー ト パ ー ク 広 場 

蘇 我 ス ポ ー ツ 公 園 （ 蘇 我 球 技 場 ） 

中央区中央港 1 丁目 

中 央 区 川 崎 町 

航空輸送による 

ポ ー ト パ ー ク 広 場 

昭 和 の 森 第 1 駐 車 場 

蘇 我 ス ポ ー ツ 公 園 （ 蘇 我 球 技 場 ） 

中央区中央港 1 丁目 

緑 区 土 気 町 

中 央 区 川 崎 町 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※蘇我スポーツ公園が使用できない場合は、千葉県総合スポーツセンター等を使用する。 

※物資を迅速に被災者に供給するため、原則として、集積場所から避難所に直接輸送する。ただし、

物資の受入れ、一時保管及び市内各区各地域への配布を効率的に行うことができると判断した場

合には、輸送拠点を経由する。 

 

 

各区の輸送拠点 

区  名 施  設  の  名  称 所 在 地 

中  央  区 市役所（裏）駐車場 中央区千葉港 

花 見 川 区 東京大学検見川総合運動場 花見川区朝日ヶ丘町 

稲  毛  区 千葉県総合スポーツセンター 稲毛区天台町 

若  葉  区 若葉区役所駐車場 若葉区桜木北２丁目 

緑     区 緑区役所内敷地 緑区おゆみ野３丁目 

美  浜  区 真砂中央公園 美浜区真砂５丁目 

＊集積場所および輸送拠点は、現場状況、集積状況により、責任者と各関係機関との連絡調整後、追加・

変更することもある。 

輸送拠点 

 

避難所 

 

集積場所 

 

蘇我スポーツ公園全体図 

 
※ 

 

集積場所： 

 （集積場所として、フクダ電子アリーナスタンド 

 下の屋根付き駐車場部分、フクダ電子フィールド 

 

 

 

 

 及び第 2駐車場を使用する。） 

 

 

 

 

 

フクダ電子 

 
アリーナ 

 

フクダ電子 

フィールド 

 

第２駐車場 
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２ 港湾施設の確保 

（１）集積ヤードの確保 

   荷役施設の被災状況を調査し、本部長（市長）に報告するとともに、照明並びに荷役クレ

ーンを港湾荷役関係者等の協力を得て、作業可能な状態に復旧し集積ヤードを確保する。 

（２）接岸施設の応急復旧措置【都市局、千葉運輸支局、千葉海上保安部、県千葉港湾事務所、   

千葉港運協会】 

   都市部長（都市局長）は、海上輸送の拠点となる接岸施設の被災状況を調査し、岸壁等に  

亀裂・陥没等の被害が生じている場合は、本部長（市長）に報告するとともに、県千葉港湾事

務所等関係機関に対して、応急復旧措置を実施するよう要請する。 

   また、同時に港湾内岸壁付近に地震津波被害の破損物が沈んでいないか調査の要請をする。 

（３）船舶に関する措置【都市局、千葉運輸支局、千葉海上保安部、県千葉港湾事務所、千葉港運

協会】 

   千葉港長及び千葉海上保安部に対し、以下のとおり海上交通規制の協力を要請する。 

 ア 接岸スペースを確保するため、岸壁管理者に対して、埠頭に停泊中の船舶の移動を要請する。 

 イ 救援物資輸送等にあたる船舶の活動が速やかに実施できるよう、海上保安部に対し、海上

交通規制の要否について協議する。 

（４）湾内がれきの除去、処理 

   湾内がれきが発生し、県から処理・処分について協力要請があった場合は、他の関係機関

と連携して、対応を検討していく。 

（５）その他 

 ア 救援物資受入れ施設の確保等については、港湾荷役企業等の関係業者に協力を要請する。 

 イ 埠頭構内の荷役作業等に必要な人員・機材の確保については、千葉港運協会に協力を要請

する。 

 ウ 救援物資受入れ施設確保に伴う海上の状況調査並びに情報収集連絡のため関係機関の協力

を得て、通信体制を確立し迅速な情報の収集伝達を行う。 

 

３ 臨時ヘリポートの開設 

【財政局、成田国際空港㈱、県危機管理政策課、警察署、予定施設管理者、（一社）千葉市建設業協会】 

（１）開設の決定 

   臨時ヘリポートの開設の決定は、県からの指示又は本部長（市長）の指示によるものとす

る。 

   資産経営班長（財政局資産経営部長）は、本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の

要請があった場合、若しくは大規模地震の発生を感知した場合は、臨時ヘリポートの開設が

可能な予定地について、被害状況等をあらかじめ把握しておくものとする。 

（２）開設の方法 

   臨時ヘリポートの開設の方法は、「大規模特殊災害における広域航空消防応援に係る事前計

画」に準ずる。 

   ※ヘリポート予定地（資料 3-4） 
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４ 広域物資輸送拠点 

   首都直下地震を想定した、国の定める広域物資輸送拠点（非被災地から被災地への物資の輸

送拠点）は次のとおりである。広域物資輸送拠点から、各区輸送拠点・避難所等への輸送につ

いては、国・県の指示により実施する。 

   被災や施設の使用状況により広域物資輸送拠点の開設が困難な場合には、被災都県は速やか

に代替拠点を選定し、開設するものされている。なお、千葉県においては、あらかじめ、代替

拠点が選定されている。 

「首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画」 

（中央防災会議幹事会）（令和元年５月 27日）に定める広域物資輸送拠点 

名   称 所 在 地 備 考 

幕張メッセ 美浜区中瀬２丁目  

県総合スポーツセンター 稲毛区天台町 代替拠点 

 

５ 物資供給に係る役割分担 

   物資供給に係る関係部の主な役割分担は、次のとおりとする。 

部 役割分担 

財政部 
・輸送拠点の管理及び運営に関すること 

・緊急輸送の実施に関すること 

市民部 
・義援金、救援物資等に関すること 

・集積場所の管理及び運営に関すること 

経済農政部 ・緊急生活必需品物資及び食料品等の調達に関すること 

区本部 
・食料、救援物資等の受入れ及び配布に関すること 

・救援物資の輸送に関すること 

 

６ 集積場所の運営 

 【市民局】 

   市民部長（市民局長）は、物流に関する協定締結団体・企業等と連携して集積場所の運営を

行うとともに、必要に応じて、物流に関する協定締結団体・企業等に対して、物流専門家等の

派遣や荷役資機材の提供を要請するほか、市施設の集積場所が不足する場合は、民間物流倉庫

の使用について依頼する。 

   また、市災害ボランティアセンター等を通じ一般ボランティアの派遣要請を行う。 

 

７ 物資輸送の要請 

   財政部長（財政局長）は、経済農政部長（経済農政局長）の依頼に基づき、輸送ルートや   

輸送する物資の種類及び量を決定し、物流に関する協定締結団体・企業等に、輸送を依頼する。 
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第３ 緊急輸送道路の確保 

 【建設局、千葉国道事務所、千葉運輸支局、自衛隊、県千葉港湾事務所、警察署、（一社）千葉市

建設業協会、東日本高速道路㈱千葉・市原管理事務所】 

 

１ 道路の確保順位 

   建設部長（建設局長）は、地震後の緊急輸送活動を円滑に実施するため、被害を受けた道路

を千葉市道路啓開計画に基づき次により確保する。 

（１）本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に基づき、（一社）千葉市建設業協会の協

力を得て、重要な路線から順次確保する。 

（２）地域によっては指定の路線を確保することが困難な場合若しくは応急対策上重要となる路線

については、必要に応じその他の路線を確保する。 

（３）国・県管理の路線について、市が災害対策実施上の必要から啓開作業をする場合は、各管理

者に対してその旨を通知する。※緊急輸送道路一覧表（資料 9-3） 

 

２ 道路確保作業の内容 

   建設部長（建設局長）は、地震等により道路が破損した場合は、必要な交通の確保のために

道路復旧について、関係機関と情報交換及び必要な資機材の確保等で協力し合うよう努めるも

のとする。 

（１）建設局 

   建設部長（建設局長）は、本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請があった場合

若しくは大規模な地震（震度６弱以上をめどとする。）が発生した場合は、次のとおり、緊急輸

送道路の確保のための作業を実施する。 

 ア 緊急輸送道路の被害状況を確認し、本部長（市長）及び区本部長（区長）に報告する。 

 イ 本部長（市長）又は区本部長（区長）から指示又は要請された応急復旧工事必要区間につい

て、片側２車線以上の場合は、上下各１車線、計２車線の啓開を基本とし、２車線道路の場合

は１車線分の啓開を基本として通行確保を図る。 

   なお、被害の状況により応急修理ができないと判断される場合は、所轄警察署長と協議のう

え、通行止め・う回規制等の必要な措置をとる。なお、やむを得ない事情により独自の判断で

交通規制を行った場合は、速やかに所轄警察署長に通知する。 

 ウ 人員、車両、資機材等に不足があるときは、他部又は第４節「広域連携体制」の定めに基づ

く応援を本部長（市長）に要請する。 

 エ 緊急輸送道路の確保作業が完了した場合及び交通規制を行った場合は、速やかに本部長（市

長）又は区本部長（区長）にその旨を報告する。 

（２）千葉国道事務所・県千葉港湾事務所 

   道路上の障害物の状況を調査し、除去対策をたて、関係機関と協力のうえ、所管する道路の

障害物の除去等を実施する。 

   また、応急復旧は、原則として２車線の通行が確保できるようになることを目途とする。な

お、国道における道路啓開は、上下各１車線用として計２車線の啓開を基本に実施する。 
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（３）東日本高速道路㈱ 

災害が発生した場合においては、速やかに交通を確保し、被害の拡大を防止する観点から応

急復旧を行う。この場合において通行止めを実施しているときは、少なくとも上下車線が分離

されている道路にあっては上下線各１車線又は片側２車線を、分離されていない道路にあって

は１車線を走行可能な状態に速やかに復旧させる。 

本部長は、救助活動等のための道路については、特に重点的に要請するものとする。 

※障害物除去用車両の現況（資料 3-13） 

 

３ 警察署の任務 

  各警察署は、交通確保の観点から交通の障害となっている倒壊樹木、垂れ下がっている電線等

の障害物の除去について、各道路管理者及び関係機関に連絡して、復旧の促進を図るとともに、

これに協力するものとする。 

 

 

第４ 緊急輸送の実施 

 【財政局、千葉海上保安部、自衛隊、千葉港運協会、県トラック協会、県石油商業組合、鉄道会

社、バス会社、その他交通輸送業者、（一社）千葉市建設業協会】 

 

１ 輸送の実施 

   資産経営班長（財政局資産経営部長）は、災害時における災害応急対策の実施にあたり、  

必要な人員及び応急対策用資機材、救援用物資等を輸送するため、市保有の車両等を動員する

とともに、運送関係業者等の保有する車両等を調達して、緊急輸送を実施する。 

   なお、人員に不足のある場合は、本部長（市長）に応援職員の動員を要請する。 

 

２ 輸送の対象 

   輸送の対象としては次の事項が掲げられるが、輸送手段として乗用車、バス、トラック、  

船舶、航空機及び鉄道を実情に合わせて効率的に使用する。 

（１）罹災者の避難のための輸送 

（２）傷病人の収容のための輸送 

（３）医療従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資の輸送 

（４）消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資の輸送 

（５）救援用資機材及び災害応急対策要員のための輸送 

（６）飲料水の供給のための輸送 

（７）食料の供給のための輸送 

（８）緊急輸送車両、応急対策車両用の燃料 

（９）死体の搬送 

（１０）生活必需品の供給のための輸送 

（１１）復旧用資機材及び災害復旧対策要員のための輸送 
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３ 交通情報の収集及び提供 

   緊急輸送実施に当たり、可能な限り道路交通情報を収集し、緊急輸送車両に提供する。 

   交通情報の収集は、県警察本部と密に連携すること。 

   交通情報の提供は、交通情報提供装置を活用し、日本道路交通情報センター及び報道機関の

協力を得て行う。 
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第１２節 ライフライン施設の応急対策 

 

第１ 上水道施設 

 【水道局、県企業局・水道局及び四街道市上下水道部が指定した給水装置工事事業者】 

 

  震災時において、水道事業体は、飲料水及び生活用水の確保を図るとともに、二次災害の防止

に努める。このため、事前に被害を想定し、応急復旧計画を定め、迅速な応急復旧を行う。 

  なお、被災事業体等のみで対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」等に基づき県

内水道事業体等の応援を得て、復旧を行うものとする。 

 

対

策

の

あ

ら

ま

し 

水道局は、災害発生時及び警戒宣言が発令され、災害発生のおそれがある場合には、飲

料水の確保及び被害施設の応急復旧に対処するため、水道局震災対策本部を設置する。 

これにより、応急復旧対策及び応急給水対策の実施に必要な人員、車両並びに資機材

の確保、情報の収集連絡体制等を確立し、被害の規模、態様に即した判断のもとに応急給

水用水源の確保、断水区域を限定したうえでの応急復旧対策を実施する。 

※本部長（市長）又は区本部長（区長）は、市域又は区域に関し施設の被害状況を把握

した場合は、速やかに必要な措置を講じるよう、所管の営業所若しくは水道事業者に要

請する。 

なお、県企業局及び四街道市上下水道部の行う応急復旧対策については、所定の計画に

基づき行われる。 

 

１ 応急体制 

（１）水道部（水道局） 

 ア 震災対策本部 

   災害発生時あるいは発災のおそれがある場合には、水道局に震災対策本部を設置し、本部・

区本部と密接な連絡を保ちながら、応急活動に対処する。 

 イ 情報連絡体制 

   災害時には、災害時優先電話や、地域防災無線を活用して、応急連絡体制の確立を図る。 

 ウ 動員体制 

   発生時における災害応急体制を迅速かつ的確に実施するため、次のとおり動員・配備計画に

基づき、動員・配備体制を確立する。 

 （ア）全職員は、周囲の状況から判断し水道施設に多大の被害が発生し、若しくは発生するおそ

れのある場合は、自主的に水道局に参集する。 

 （イ）第１次及び第２次配備体制における職員は、あらかじめ水道部長（水道局長）が指定する

職員をもって構成し、情報収集等を実施する。 

 エ 応援体制 

   水道局の職員で対応が困難な場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」に基づく県内水道事

業体及び関連会社等に協力を要請し、発災時の応援確保に努める。 
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（２）県企業局 

   被害状況を的確に把握して、早期復旧を図り、発災から最大４週間以内を目途に平常給水が

行えるよう、応急復旧体制を確立する。 

   なお、県営水道のみで対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」及び東京都水

道局等との「災害相互応援に関する協定」等に基づき応援を得て、復旧を行う。 

 

２ 応急復旧対策 

（１）基本方針 

 ア 応急復旧は、原則として各水道事業体の復旧担当職員の監督のもとで施工業者によって行

う。 

 イ 断水区域の早期解消を図るため、取・浄・給水場の応急復旧、導・送・配水管等の管路の

応急復旧及び給水装置の応急復旧は並行して行う。また、施設別の復旧順位は、次のとおり

である。 

 （ア）取水、導水、浄水施設の復旧を優先する。 

 （イ）主要な送・配水管及び応急給水拠点に至るまでの管路の復旧を優先する。 

 ウ 把握した被害状況を基に、所要資機材、復旧工程等を策定した復旧計画を確立する。 

 エ 応急復旧作業は昼夜兼行で行う。 

（２）復旧活動のあらまし 

 ア 復旧計画に基づいて、復旧資材の手配等の出動準備を行う。 

 イ 施工業者に出動要請を行う。ただし、宅地内給水装置の応急復旧は、原則として給水装置

の所有者等から修繕依頼があったものについて、指定工事店等の協力により行う。 

 ウ 応急復旧は、次により行うほか、別に定める復旧要領に基づいて行う。 

 

（ア）復旧体制を整備し、市民への広報、保安対策に万全を期する。 

（イ）応急復旧は本復旧を原則とし、これが困難なときは、仮配管等による仮復旧とする。 

（ウ）施工にあたっては、作業の難易、能力及び復旧資材の有無等を勘案し、最も早期復旧の可能

な方法を選定する。 

（エ）施設の機能に重大な影響を及ぼす被害の復旧を優先して行い、通水に支障のない漏水等の軽

微な被害は二次的に扱う。 

（オ）応急復旧完了後、直ちに充水又は試運転を行い、洗浄及び消毒を行って速やかに通水する。 

 

（３）県企業局の応急復旧 

   県企業局の応急復旧は、以下の通り。 

 ア 被害発生の把握及び緊急措置 

（ア）地震の規模により、千葉県地域防災計画に合わせた応急体制を確立する。 

（イ）浄・給水場施設や管路の点検により、被害情報を迅速に把握するとともに、火災の発生

状況を確認のうえ、漏水箇所の切り離し等の緊急措置を講じて、被害の拡大及び二次災害

の防止を図る。 

   なお、管路パトロールについては、災害時の応援協定を締結している千葉県水道管工事協

同組合と協力して実施する。 
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 イ 応急復旧 

   以下の目標をたて、次の方針に基づく復旧計画を立案し実施する。 

 （ア）被害状況に基づき、速やかに県企業局の復旧体制を確立するとともに、市民への広報、

保安対策に万全を期する。 

 （イ）復旧にあたっては、道路管理者等及び関係するライフライン事業者と工程調整のうえ作

業を行う。 

 （ウ）液状化等により漏水箇所の特定が困難な場合は、速やかに漏水調査機器等を使用し、漏

水箇所を把握する。 

 （エ）応急復旧は、県企業局職員と千葉県水道管工事協同組合等による復旧作業班を編制し実

施する。 

    組合の施行業者に的確に復旧を指示するとともに、復旧資機材の迅速な手配を行う。 

 （オ）施行に当たっては、浄・給水場の配水池を起点として上流側から進める。なお、給水装

置の応急復旧も並行して進め、作業の難易、能力及び復旧資材の有無等を検討し、最も早

期復旧の可能な方法を選定する。 

 （カ）施設の機能に重大な影響を及ぼす被害の復旧を優先して行い、通水に支障のない軽微な

被害は二次的に扱う。 

 （キ）復旧完了後、直ちに充水・洗浄を行い、水質確認のうえ速やかに通水する。 

 ウ 応急復旧資機材の確保 

   県企業局の保有資機材で対処することとするが、不足する場合は、災害時等の応援協定を

締結している製造会社及び水道用資機材供給会社等から調達する。 

   復旧資機材の配管材料等は、県企業局幕張倉庫及び給水場等へ分散して備蓄する。 

（４）記録及び報告 

   応急復旧状況の写真撮影を行うとともに、別に定める復旧調書に復旧内容等の所要事項を

記載して災害対策本部等に提出する。 

 

３ 災害時の広報 

   発災後の広域的な広報は、本部を通じ、報道関係機関の協力を得て実施する。 

   また、広報の時期については、地震発生直後及び応急対策の進捗状況に合わせてそのつど

決定する。 

   市内の一部地域を対象とする広報は、県水道事業体広報班が拡声機付自動車による路上広

報等を行うが、必要に応じて、本部長（市長）に対し防災行政無線その他による広報を要請

し行う。 

 

 

第２ 公共下水道施設・農業集落排水施設 

 【建設局、千葉土木事務所、警察署、（一社）千葉市建設業協会、市指定排水設備工事業者、市下

水管路維持協同組合】 
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対
策
の
あ
ら
ま
し 

施設管理者は、大規模な地震が発生したときは、速やかに管渠・処理場・ポンプ場等の下水道・

農業集落排水施設の被害状況の調査、施設の点検を実施し、下水道・農業集落排水機能の支障及

び二次災害のおそれがあるものについては応急措置を行う。施設の重要度、危険度を考慮し、被

害調査の優先順位を定め、調査を行うとともに、応急復旧対応の内容を決定（専門技術を持つ人

材の活用等）し、復旧工事を実施する。 

  

１ 管渠の応急措置 

   災害が発生した場合、直ちに被害状況の調査、施設の点検を実施し被害状況を把握したのち、

以下の応急措置を行う。 

（１）下水管渠の被害に対しては、とりあえず汚水、雨水の疎通に支障のないように移動式ポン

プを配置し排水に努めるとともに、迅速に管渠の応急復旧措置を講じる。 

（２）幹線及び枝線の被害は、相当広範囲にわたる排水機能の停止を招くおそれがあるので原則

として応急復旧を行い、本復旧の方針をたてる。 

（３）多量の塵芥等により管渠の閉塞又は流下が阻害されないようマンホール、雨水桝等で流入

防止等の応急措置を行い、排水の円滑を図る。 

（４）工事施工中の箇所においては、受注者に対して、被害を最小限にとどめるよう指揮監督する

とともに、状況に応じて、現場要員、資器材の補給を行わせるものとする。 

 

２ 処理場・ポンプ場等の応急措置 

（１）処理場・ポンプ場等が停電した場合は、直ちに自家発電装置に切り替え、処理・排除に万

全を期する。 

（２）下水道施設・農業集落排水施設に浸水をきたした場合には、土のう等により浸水を阻止

し、破損箇所がある場合には応急修理を行い、処理・排除に万全を期する。 

（３）処理場の地震被害に対しては、バイパス、仮設ポンプ、消毒等の応急措置を行い、流下機

能・消毒機能を確保する。 

 

３ 資器材、車両及び人員の確保 

（１）職員の動員・配備は、本章第１節第１「応急活動体制の区分」による。 

（２）下水道施設・農業集落排水施設の応急復旧にあたっては、他の地方公共団体及び関係業者

の協力を得て行う。 

（３）応急復旧は、市が備蓄する資器材及び車両により行う。 

   災害の規模により多くの資器材若しくは車両を必要とする場合には、県や関係会社等から

の調達協力を要請する。 

 

４ 災害時の広報 

   下水道施設・農業集落排水施設の被害状況及び復旧の状況等の市民への広報については、 

第３節「災害時の広報」を参照のこと。 

   また、広報の時期については、地震発生直後及び応急復旧対策の進捗状況に合わせてそのつ

ど決定する。 
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第３ 電気施設 

 【東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

非常災害時においても原則として電力の供給は継続される。 

災害により電気の供給が停止したり、又は停止するおそれのあるときは、千葉市を管轄する千

葉総支社は非常災害対策支部を千葉総支社に設置し、応急対策及び復旧措置を講じる。 

 

１ 震災時の活動体制 

（１）震災時の活動体制 

   地震災害が発生したとき、千葉市を管轄する千葉総支社は、非常災害対策支部を千葉総 

支社に設置する。 

   なお、夜間休日等の緊急呼集並びに交通、通信機関の途絶に対応できるよう要員の選抜、

呼集方法、出動方法等につき検討し、適切な要員構成を行っておく。 

（２）情報連絡ルート 

   東京電力パワーグリッド㈱千葉総支社が災害時に実施する情報連絡ルートは、主に次の２

系統になる。 

 ア 災害に関する情報は給電所、制御所等の社内機関との連絡並びにラジオ、テレビ等による

情報把握 

 イ 市災害対策本部又は区本部、市消防局、警察署等の管内防災機関との情報連絡（連絡調整

員の派遣を含む） 

 

２ 震災時の応急措置 

（１）資機材の調達 

   第一線機関等においては、予備品、貯蔵品等の在庫品を常に把握し、調達を必要とする資

機材は、次のいずれかの方法により可及的速やかに確保する。 

 ア 第一線機関等相互の流用 

 イ 現地調達 

 ウ 千葉総支社非常災害対策本部に対する応急資機材の請求 

   なお、災害地及び当該機関との連絡が全く途絶し、しかも相当の被害が予想される場合

は、千葉総支社非常災害対策本部において復旧資機材所要数を想定し、当該支部あてに緊急

出荷のうえ、復旧工事の迅速化に努める。 

（２）人員の動員、連絡の徹底 

 ア 災害時における動員体制を確立すると同時に連絡方法も明確にしておく。 

 イ 社外者に応援を求める場合の連絡体制を確立する。 

 ウ 市災害対策本部事務局等に対し、必要に応じて連絡調整員の派遣を行う。 

（３）震災時における危険予防措置 

   災害発生時といえども需要家サービス及び治安維持上原則として送電を維持するが、浸水、
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建物倒壊により運転することがかえって危険であり、事故を誘発するおそれがある場合、又は

運転不能の予想される場合は、運転を停止し、関係各機関に連絡するとともに、必要な措置を

講じる。 

 

３ 応急復旧対策 

（１）被害状況の早期把握 

   全般的な災害状況把握の遅速は、復旧計画樹立に大いに影響するので、あらゆる方法を 

もって被害状況の早期把握に努める。 

（２）復旧の順位 

   各設備の復旧順位は原則として下記によるものとするが、災害状況、各設備の被害復旧の

難易等を勘案し、供給上復旧効果の大きいものより行う。 

 ア 送電設備 

 （ア）全回線送電不能の主要線路 

 （イ）全回線送電不能のその他の線路 

 （ウ）一部回線送電不能の主要線路 

 （エ）一部回線送電不能のその他の線路 

 イ 変電設備 

 （ア）主要幹線の復旧に関係する送電用変電所 

 （イ）都心部に送電する系統の送電用変電所 

 （ウ）重要施設に供給する配電用変電所 

 ウ 通信設備 

   病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難所、その他重要施

設への供給回線を優先的に送電する。 

 エ 配電設備 

 （ア）給電指令用回線並びに制御、保護及び監視回線 

 （イ）保守用回線 

 （ウ）業務用回線 

（３）感電事故並びに漏電による出火を防止するため、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関及び

防災行政無線を通じて需要家に対し、次の諸点を十分ＰＲするほか、広報車等により直接当

該地域へ周知する。 

 ア 無断昇柱、無断工事をしないこと 

 イ 電柱の倒壊・折損、電線の断線・垂下等、設備の異常を発見した場合は、速やかにカスタ

マーセンターへ通報すること 

 ウ 断線垂下している電線には絶対に触らないこと 

 エ 建物の倒壊により損傷した屋内配線、電気機器は危険なため使用しないこと。使用する場

合は、絶縁検査を受けてから使用すること 

 オ 屋外へ避難するときは、安全器またはブレーカーを必ず切ること 

 カ 地震発生後は、使用中の電気器具のコンセントは直ちに抜くこと 
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 キ その他事故防止のための留意すべき事項 

（４）災害時における住民の不安を鎮静させるため、電力施設の被害状況、復旧予定についての

的確な広報を行うものとする。 

（５）需要家からの再点検申込み等を迅速適切に処理するため、能率的な受付処理体制を確立し

ておくものとする。 

 

 

第４ ガス施設等 

【東京ガス㈱・東京ガスネットワーク㈱、大多喜ガス㈱千葉事業所、県ＬＰガス協会】 

 

  災害によりガス施設に被害が生じた場合は、二次災害の発生を防止するとともに、速やかに応

急措置を行い、ライフライン施設としての機能を維持することが必要である。 

  このため、災害対策の迅速かつ適切な実施を図り、公共の安全と便益を図るため、以下の防災

対策を実施する。 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

地震等の非常災害が発生した場合、都市ガス事業者は、災害の種類、規模等に応じて非常災害

組織を本社及び千葉市を所管する出先機関内に編成し対応する。 

 また、ＬＰガス販売業者については、千葉支部に災害対策本部を設置し、対策を講じる。 

 これにより二次災害の防止又は軽減を図るための応急措置を迅速かつ的確に講じ得る体制が確

立される。 

 なお、市（消防局）は、都市ガス・ＬＰガスの火災、爆発、漏洩等の事故の発生に際しては、都

市ガス事業者・ＬＰガス販売事業者等と協力して、これを早期に鎮圧し被害を最小限にとどめる。 

 

１ 都市ガス施設 

   ガス施設の災害及び二次災害の発生を防止し、また発生した被害を早期に復旧するため、災

害発生原因の除去と防災環境の整備に常に努力を傾注するとともに、諸施策を重点に防災対策

の推進を図る。 

（１）非常災害体制の確立 

 ア 地震発生時の出動 

 （ア）勤務時間内の場合は、社内連絡により所属事務所に出動する。 

 （イ）勤務時間外の場合は、地震の大きさをテレビ・ラジオ等の情報により判断し、あらかじめ

指定された箇所に、自動発令で出動する。 

 イ 気象庁発表の大津波警報が発表された場合の出動 

 （ア）勤務時間内の場合は、社内連絡により所属事務所に出動する。ただし、津波からの避難を

優先とする。 

 （イ）勤務時間外は、津波の高さ・到達時間をテレビ・ラジオ等の情報より判断し、あらかじめ

指定された箇所に出動する。ただし、津波からの避難を優先とする。 

 ウ 非常災害対策本部、支部の設置 

   地震等の非常災害が発生した場合、または、大津波警報が発令された場合、災害対策の迅速
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かつ適切な実施を図るため、本社に非常災害対策本部を設置するとともに、各事業所に支部を

設置し、全社的な応急活動組織を編成する。 

（２）応急対策 

 ア 震災時の初動措置 

 （ア）官公庁、報道機関及び社内事業所等から、必要に応じて連絡調整員の派遣を行うなどして、  

被害情報等の情報収集を行う。 

 （イ）事業所設備等の点検を行う。 

 （ウ）製造所、整圧所における送出入量の調整又は停止を行う。 

 （エ）ガス導管網の地域ブロック化及び被害状況に応じた減圧措置を講じる。 

 （オ）その他、状況に応じた措置を行う。 

 イ 応急措置 

 （ア）非常災害対策本部の指示に基づき、各事業所は有機的な連携を保ちつつ施設の応急措置に

あたる。 

 （イ）施設を点検し、機能及び安全性を確認するとともに、必要に応じて調整修理する。 

 （ウ）供給停止地域については、供給可能な範囲で供給系統の切り替え等を行い、速やかなガス

供給再開に努める。 

 （エ）その他、現場の状況により適切な措置を講じる。 

 ウ 資機材等の調達 

   復旧用資機材を確認し、調達を必要とする資機材は、次のいずれかの方法により確保する。 

 （ア）取引先、メーカー等からの調達 

 （イ）各支部間の流用 

 （ウ）他ガス事業者からの融通 

 エ 車両の確保 

   本社地区に工作車、広報車を保有しており常時稼働可能な体制にある。 

   また、主要な車両には、無線を搭載している。 

（３）災害時の広報 

   災害時には、供給区域全域の供給停止をすることなく、被害の程度に応じてブロック毎に供

給を停止するが、ガスによる二次災害の防止等のため、テレビ、ラジオ等の報道機関に対し、

広報内容の報道を要請するほか、市へ広報を要請するなど、あらゆる手段をつくして、被害地

区におけるガス機器の使用上の注意事項、ガス供給状況、供給停止地区の復旧の見通しについ

て広報する。 

 ア 地震発生時には 

 （ア）ガス栓を全部閉めること 

 （イ）ガスメーターのそばにあるメーターコックを閉めること 

 （ウ）ガスの臭いがする場合、火気使用は厳禁であること 

   この場合には、ガス栓・メーターコックを閉め、直ちにガス会社に連絡すること 

 （エ）換気扇の使用は、スイッチの火花によって爆発の原因となるので避けること 

 イ マイコンメーター（前面にランプがあるメータ）が作動してガスが出ない場合 
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 （ア）グレーのメーターの場合は、マイナスドライバーで左上の蓋を開け、内部の軸をドライバ

ーで反時計回りにしっかりと回し、ランプの点灯を確認する。 

 （イ）クリームのメーターの場合は、左上の丸い蓋を外し（蓋がないタイプもある）、中のボタン

をしっかり押し、ランプの点灯を確認する。 

 （ウ）操作終了後３分間マイコンによる漏洩検査のためガスの使用はしないこと 

 ウ 供給を停止した場合 

 （ア）ガス栓を開いてもガスがでない場合は、供給を停止しているので、ガス栓、メーターコッ

クを閉め、ガス会社から連絡があるまで待つこと 

 （イ）ガスの供給が再開される時には、必ず、あらかじめガス会社が各家庭のガス設備を点検し、

安全を確認するので、それまでガスを使用しないこと 

（４）復旧活動拠点の確保 

   復旧要員の集合場所、宿泊場所、車輌の駐車スペース、資機材置場等の候補地のリストアッ

プ、連絡先の確認等をあらかじめ実施し、これらを確保しておく。また、残土、廃材、資機材

等の仮置きについて、県、市町村等が指定する臨時場所がある場合、その使用についてあらか

じめ協議し、用地等の確保に努める。 

（５）事業継続計画の策定・発動（東京ガス㈱・東京ガスネットワーク㈱） 

   事故・災害について、必要によりあらかじめ事業継続計画を策定する。また、策定にあたっ

ては、関係者の生命・身体の安全及び被害拡大の防止を前提とした上で、最低限維持しなけれ

ばならない以下の業務を最優先する。 

 ア ガスの製造・供給の維持、保安の確保に関する業務 

 イ ガスの供給が停止した場合には、その復旧作業に関する業務 

 ウ 供給制限が必要となった場合の需要家対応に関する業務 

 エ その他企業として事業を継続する上で最低限必要な通常業務 

   事業継続計画の発動が必要な場合は、事務局が本部長に具申し、発動は本部長が命ずる。 

 

２ ＬＰガス施設 

   ＬＰガス販売事業者は、災害の種類、規模等に応じて被災設備の緊急措置並びに安全を確認

後、直ちに状況をＬＰガス災害対策本部（千葉支部）に報告するとともに、本部防災組織の編

成に入り、二次災害の防止並びに応急措置を迅速かつ的確に講じうる体制を確立する。 

（１）災害時の活動体制 

 ア 災害対策本部の設置 

   地震等の非常災害が発生した場合、その状況により千葉支部に災害対策本部、各分会に連絡

所を設置し、情報の収集、伝達及び応急対策が実施できる体制をとる。 

 この場合、協会本部、県市及び各防災機関と緊密な連絡を図り、必要に応じて連絡調整員の

派遣を行う。 

 イ 情報連絡体制 

   災害の発生に伴い本部及び分会連絡所による情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達に

あたる。 
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（２）災害時の応急措置 

 ア 供給設備の点検 

   災害の発生とともに、次のとおり供給設備の点検を行う。 

 （ア）ＬＰガス容器バルブの閉止確認及び転倒容器の修復 

 （イ）ＬＰガス容器及び供給設備の損傷点検並びに漏えい検査 

 イ 消費設備の調査 

 （ア）消費設備（配管、燃焼器具等）の損傷点検並びに漏えい検査 

 （イ）末端閉止弁、器具栓の閉止 

 ウ 二次災害の防止 

 （ア）危険箇所（倒壊家屋、焼失家屋等）からの容器の撤収 

 （イ）放置容器等の回収 

（３）応急復旧対策 

 ア 災害対策本部の指示に基づき、各分会（各班）は、有機的な連携を保ちつつＬＰガス供給、

消費設備の応急復旧にあたる。 

 イ ＬＰガス消費設備の安全総点検の実施及び早期安全供給の実施。 

 ウ その他、現場の状況により適切な措置を行う。 

 

 

第５ 電話施設 

 【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

地震等の非常災害時における通信の途絶を防止するための各種通信施設の確保、復旧等に関す

る応急対策については、災害対策本部や現地災害対策本部を設置し、対応する。 

 これにより、災害時においても通信機能を十分に発揮し得るための応急措置を迅速かつ的確に

講じ得る体制が確立される。 

 

１ ＮＴＴ東日本㈱ 

（１）震災時の活動体制 

 ア 災害対策本部の設置 

   震災が発生した場合は、その状況により、千葉事業部に災害対策本部を設置し、情報の収集

伝達及び応急対策が実施できる体制をとる。この場合、県、市及び各防災機関と緊密な連絡を

図り、必要に応じて連絡調整員の派遣を行う。 

 イ 情報連絡体制 

   震災の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。 

（２）発災時の応急措置 

 ア 設備、資機材の点検及び発動準備 

   災害時には、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

 （ア）電源の確保 
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 （イ）災害対策用無線機装置類の発動準備 

 （ウ）非常用電話局装置等の発動準備 

 （エ）予備電源設備、移動電源車等の発動準備 

 （オ）局舎建築物の防災設備の点検 

 （カ）工事用車両、工具等の点検 

 （キ）保有資材、物資の点検 

 （ク）局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

 イ 応急措置 

   震災により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等の事態の発生により、通信の疎

通が困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するた

め、次のとおり応急措置を行う。 

 （ア）通信の利用制限 

 （イ）災害時優先電話、警察・消防緊急通報回線の確保 

 （ウ）無線設備の使用 

 （エ）特設公衆電話の設置 

 （オ）非常用可搬型電話局装置の設置 

 （カ）臨時電報、電話受付所の開設 

 （キ）回線の応急復旧 

 （ク）災害用伝言ダイヤル「１７１」、災害用伝言板「ｗｅｂ１７１」の運用 

 ウ 震災時の広報 

   震災のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ等

によって次の事項を利用者に周知する。 

 （ア）通信途絶、利用制限の理由と内容 

 （イ）災害復旧措置と復旧見込時期 

 （ウ）通信利用者に協力を要請する事項 

 （エ）災害用伝言ダイヤル「１７１」、災害用伝言板「ｗｅｂ１７１」の提供開始 

（３）応急復旧対策 

   震災により被災した通信回線の復旧にあたっては、あらかじめ定められた復旧順位にした

がって実施する。災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

 ア 電気通信設備等を応急的に復旧する工事 

 イ 現状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

 

２ ㈱ＮＴＴドコモ 

（１）震災時の活動体制 

 ア 災害対策本部の設置 

   震災が発生した場合はその状況により千葉支店に災害対策本部を設置し、情報の収集伝達

及び応急対策が実施できる体制をとる。 

   この場合、県、市等の防災機関と緊密な連絡を図り、必要に応じて連絡調整員の派遣を行う。 

 イ 情報連絡体制 

   震災の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。 
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（２）発災時の応急措置 

 ア 設備、資機材の点検及び発動準備 

   震災の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

 （ア）可搬型無線基地局装置の発動準備 

 （イ）移動電源車等の発動準備 

 （ウ）局舎建築物の防災設備等の点検 

 （エ）工事用車両、工具等の点検 

 （オ）保有資材、物資の点検 

 （カ）局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

 イ 応急措置 

   震災により通信設備に被害が生じた場合、または異常輻輳等の事態の発生により通信の疎

通が困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するた

め、次のとおり応急措置を行う。 

 （ア）通信の利用制限 

 （イ）非常通話、緊急通話の優先、確保 

 （ウ）可搬型無線基地局装置の設置 

 （エ）携帯電話、衛星携帯電話による臨時電話の運用 

 （オ）回線の応急復旧 

 ウ 災害時の広報 

   震災のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレビ、

インターネット等によって次の事項を利用者に通知する。 

 （ア）通信途絶、利用制限の理由と内容 

 （イ）災害復旧措置と復旧見込時期 

 （ウ）通信利用者に協力を要請する事項 

 （エ）「災害用伝言板」及び「音声お届けサービス」の提供開始 

（３）応急復旧対策 

   震災により被災した通信設備の復旧にあたっては、あらかじめ定められた復旧順位にした

がって実施する。 

   災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

 ア 電気通信設備等を応急的に復旧する工事 

 イ 現状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

 

３ ＫＤＤＩ㈱ 

   ＫＤＤＩ㈱では、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には東京本社に災害対策

本部及び対策室等を設置し、現地と緊密に連絡を取りながら各組織の機能を最大限に発揮し

て通信の疎通確保と施設の早期復旧に努める。この場合、県、市等の防災機関と緊密な連絡

を図り、必要に応じて連絡調整員の派遣を行う。 

   災害の発生時には、局舎の点検を実施するとともに、基地局の停電対策のため、移動電源

車の出動準備をする。 

   通信に輻輳が発生した場合は輻輳制御を行い、必要な通信を確保するとともに、市民を対
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象に「災害伝言板サービス」等による安否情報の伝達に協力する。 

 

４ ソフトバンク㈱ 

   ソフトバンク㈱では、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その状況に応

じた対策組織を設置し、各対策組織が緊密に連絡を取りながら機能を最大限に発揮して通信

の確保と設備の早期復旧に努める。この場合、県、市等の防災機関と緊密な連絡を図り、必

要に応じて連絡調整員の派遣を行う。 

   また、災害発生時には、通信設備の点検をするとともに、通信の確保と早期復旧に必要と

なる緊急保全車両の出動準備を行い、通信に輻輳が発生した場合には通信の利用制限を行い

通信を確保するとともに、市民を対象に災害用伝言板、災害用音声お届けサービス等による

安否情報の伝達に努める。 

 

５ 楽天モバイル㈱ 

   楽天モバイル㈱では、災害が発生した場合は、防災業務計画に基づく対策組織を設置して被

災の回復措置を講じ、基地局の損傷等が生じた場合は、移動基地局車や可搬型基地局を出動さ

せ、被災地域での携帯電話やメールなどの通信手段を確保する。 

   また、携帯電話の通信・通話が集中し、輻輳が発生した場合は、電気通信サービスを一時的

に規制することで一定の電気通信サービスを維持・確保するとともに、一般県民を対象に災害

用伝言板による安否情報の伝達に努める。 

 

 

第６ 鉄道施設等 

 【ＪＲ東日本㈱千葉支社、京成電鉄㈱、千葉都市モノレール㈱】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

多数の乗客を輸送する鉄道において、大規模な地震が発生したときには、直接人命にかかわる

被害が発生するおそれがある。 

各鉄道機関は、地震発生時の安全確保と、万一の場合の被害を最小限にとどめ、迅速かつ適切

な応急措置を講じるための計画を策定している。 

 

１ 災害時の活動体制 

（１）災害対策本部等の設置 

   震災が発生した場合、各交通機関は全機能をあげて、旅客及び施設の安全確保と緊急輸送を

行うため、災害対策本部等を設置する。 

 

（２）通信連絡体制 

   災害情報及び応急措置の連絡指示並びに被害状況の収集等の通信連絡は、列車無線、指令電

話、鉄道電話等を利用するとともに、必要に応じて無線車等も利用する。 
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２ 発災時の初動措置 

（１）運転規制 

機  関  名 運  転  規  制  の  内  容 

Ｊ Ｒ 東 日 本 ㈱ 

千 葉 支 社 

 地震が発生した場合の列車の運転取扱いは、次による。 

ア 地震発生時の運転規制は、地震計のスペクトル強度ＳＩ値（カイン）による。 

イ 運転規制区間は、一般区間と落石区間に分ける。 

ウ ＳＩ値が一般区間で 12 以上、落石区間で６以上の場合、全列車を停止させ、保守

係員による規制区間全線の点検後、運転規制を解除する。 

エ ＳＩ値が一般区間で６以上 12 未満、落石区間で３以上６未満の場合、35km/h 以下

の速度規制を実施し、乗務員からの異常動揺等の有無を確認後、速度規制を解除する。 

京 成 電 鉄 ㈱ 

強い地震を感知した場合の運転の取扱いは、次による。 

ア 自社の震度計が震度４（４０～９９ガル）の場合、直ちに列車停止手配をとる。指

定点検箇所の異常の有無を確認の上、時速 25km/h 以下の速度で注意運転を行う。安

全を確認した区間から規制解除し、通常運転に復する。 

イ 地震計が震度５弱以上（１００ガル）の場合、直ちに列車停止手配をとり当該区間

内の鉄道施設の点検を実施する。安全を確認した区間から運転を再開する。 

千 葉 都 市 

モ ノ レ ー ル ㈱ 

地震が発生し、警報の表示があった場合は、次の取扱いを行う。 

ア 震度４以上の場合 

  直ちに無線により全列車を一旦停止させたのち、速度 30km/h 以下の注意運転を指

示するとともに駅及び関係箇所に通報するものとする。解除は運転士から異常がない

旨の報告を受けた時。 

 ※ 注意運転は当該区間を運転する最初の列車による安全確認とする。 

イ 震度５弱以上の場合 

  直ちに無線により全列車に停止を指示し、関係箇所に通報するものとする。解除は

保守担当課長から点検結果の報告を受け、安全の確認がなされた時。 

 

（２）乗務員の対応 

機関名  乗  務  員  の  対  応 

ＪＲ東日本㈱ 

千 葉 支 社 

ア 運転中に地震を感知して、列車の運転が危険と認めた場合は、直ちに列車を停止させる。 

イ 列車を停止させる場合、その停止位置が築堤、切取り、 橋
きょう

梁
りょう

上あるいは陸橋下のよ

うな場合は進路の安全を確認の上、安全と認められる場所に列車を移動させる。 

ウ 列車を停止させた場合、最寄りの停車場の駅長等と連絡を取り、その指示を受ける。 

そ の 他 

民 鉄 各 社 

ア 運転中に地震を認知して、列車の運転が危険と認めた場合は、直ちに列車を停止させる。 

イ 列車を停止させる場合、その停止位置が築堤、切取り、 橋
きょう

梁
りょう

上あるいは陸橋下のよ

うな場合は進路の安全を確認の上、安全と認められる箇所に列車を移動させる。 

ウ 列車を停車させた場合は、指令所又は最寄りの駅に連絡をとり、その指示を受ける。 

 

（３）その他の措置 

機  関  名 そ  の  他  の  措  置 

ＪＲ東日本㈱千葉支社 

そ の 他 民 鉄 各 社 

ア 旅客誘導のための案内放送 

イ 駅員の配置手配 

ウ 救出、救護手配 

エ 出火防止 

オ 防災機器の操作 

カ 情報の収集 
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３ 乗客の避難誘導 

機関名  避  難  誘  導  方  法 

ＪＲ東日本㈱ 

千葉支社 

 

その他 

民鉄各社 

 

（１）駅における避難誘導 

ア 駅長は、係員を指揮してあらかじめ定めた臨時避難場所に混乱の生じないよう誘

導し避難させる。 

イ 旅客を臨時避難場所に誘導した後、さらに市又は県があらかじめ定めた一時滞在

施設の位置、災害に関する情報等を旅客に伝達し、秩序維持に協力する。 

（２）列車乗務員が行う旅客の避難誘導 

ア 列車が駅に停止している場合は、駅長の指示による。 

イ 列車が駅間の途中に停止した場合は、原則として乗客は降車させない。ただし、

火災その他によりやむを得ず旅客を降車させる場合は次による。 

(ア)地形その他を考慮し、適切な誘導案内を行い旅客を降車させる。 

(イ)特に高齢者や子供、妊婦等については、他の旅客に協力を要請して安全に降車さ

せる。 

(ウ)隣接線路を歩行することは危険であることを放送等により徹底し、併発事故の防

止を図る。 

 

４ 事故発生時の救護活動 

機関名 救  護  活  動  の  内  容 

ＪＲ東日本㈱ 

千葉支社 

その他 

民鉄各社 

災害発生時には、駅従業員、乗務員が救急救護活動にあたるとともに、非常災害対

策規則に基づき、対策本部、復旧対策部に救護班を編成し、救護活動にあたる。 

 

５ 災害時の広報活動 

機関名 災  害  時  の  広  報  活  動 

ＪＲ東日本㈱ 

千葉支社 

その他 

民鉄各社 

（１）駅では、地震災害の状況を考慮して、旅客及び公衆に動揺、混乱をまねかぬよ

う注意するとともに、地震の規模、建造物の状態、落下物への注意、列車の運行

状況、駅周辺の被害状況等について、放送案内を行う。 

（２）乗務員は、相互に連絡、情報を交換し、運輸指令からの指示、伝達等について、

旅客に案内するとともに、停止の地点、理由、被害の状況、運行の見通し、今後

とるべき措置等について、放送案内し、旅客の動揺、混乱を防止するよう努める。 

 

６ 保有する設備を活用した支援活動 

機  関  名 活  動  内  容 

千葉都市モノレール㈱ 
（１）駅周辺の避難施設への電力供給 

（２）帰宅困難者への充電設備の貸し出し調整 
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第１３節 生活救援対策 

 【総合政策局、総務局、経済農政局、市民局、水道局、各区、県企業局（千葉水道事務所、千葉水

道事務所千葉西支所）、千葉鉄工業団地、市工業センター（※共同水道水源地）、四街道市上下

水道部、千葉海上保安部】 

 

第１ 飲料水の供給 

 【総合政策局危機管理部、経済農政局、水道局、千葉海上保安部】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

千葉市の上水道供給区域は、ほぼ全域が県企業局の供給区域となっているほか、御成台地区に

ついては四街道市上下水道部により供給されている。 

水道部（水道局）は、緑区と若葉区の各一部を給水区域としている。 

そのため、市域（市営水道給水区域を除く）における市民等に対する給水活動は、水道部長（水

道局長）が、県企業局及び四街道市上下水道部と連携し実施する。 

県企業局と市で確認した「給水区域内における応急給水等連絡調整会議に係る確認事項」

（H24.4.1～適用）により、応急給水を行う。 

 この項では、災害により飲料水を確保できない市民に対し、被害の状況に応じ、最小限度必要

な量の飲料水を供給するための役割分担、手順等について、そのあらましをあげる。 

 

１ 供給水源の確保 

（１）県企業局給水場（応急給水実施場所及び注水指定場所） 

   大規模地震が発生した場合、県企業局は、速やかに浄水場及び給水場の配水池等に貯留を

図るほか、地下水を活用し応急給水用の水を確保する。 

 
県企業局給水場（応急給水実施場所及び注水指定場所） 

施   設   名 所  在  地 有効貯水量 備   考 

柏 井 浄 水 場 花 見 川 区 柏 井 町  122,000 m3 表流水 

園 生 給 水 場 稲 毛 区 園 生 町  25,700 m3 表流水 

誉 田 給 水 場 緑区おゆみ野６丁目  44,000 m3 表流水 

幕 張 給 水 場 美 浜 区 若 葉 ３ 丁 目  90,000 m3 表流水 

千 葉 分 場 中 央 区 都 町 ３ 丁 目  4,040 m3 地下水 

大 宮 分 場 若 葉 区 大 宮 町  4,400 m3 表流水 

計  290,140 m3  

 

（２）水道部（水道局）施設 

   大規模地震が発生した場合、水道部（水道局）は、県企業局と情報連絡を密にして速やかに

浄水場等の配水池に貯留を図るほか、地下水その他の市自主水源を活用し応急給水用の水を確

保する。 
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水道部（水道局）給水場 

施  設  名 所  在  地 有効貯水量 備    考 

平川浄水場 緑区平川町   3,400 m3 
県企業局浄水受水 

緊急用井戸１井（1,000 m3/日） 

土気浄水場 緑区土気町    740 m3 地下水 

大木戸浄水場 緑区大木戸町 10,712 m3 
県企業局浄水受水 

緊急用井戸１井（1,000 m3/日) 

更科浄水場 若葉区更科町    667 m3 地下水 

ちばリサーチパーク浄水場 若葉区上泉町    632 m3 地下水 

大野台送水ポンプ場 緑区大野台１丁目  1,140 m3 県企業局浄水受水 

高根給水場 若葉区高根町  1,700 m3 県企業局浄水受水 

計  18,991 m3  

 

（３）市有井戸付耐震性貯水槽 

   市の保有する井戸付耐震性貯水槽は、現在、市内 13か所（５公園６か所、１高等学校、２

区庁舎、４消防署）整備している。 

               貯水槽 40t 

井戸付耐震性貯水槽      非常用発電装置及び滅菌装置付き 

（揚水能力 11t/時、ろ過能力 5t/時） 

（４）市有非常用井戸 

   58基（揚水能力 4.5ｔ／時、非常用発電装置及び滅菌装置付き） 

（５）受水槽・プール等 

   その他状況により関係各部・機関に協力を要請し、小中学校プール、受水槽、千葉鉄工業

団地及び千葉市工業センター共同水道水源地等を補給給水源として使用する。 

この場合、ろ過浄水機、薬剤投入、煮沸消毒等を施すなど安全性に特に留意する。 

（６）協定による確保 

   本市においては飲料水に関しても、応援協定を締結しているため、必要に応じて応援を要請

する。なお、災害救助法上、水の購入費については真にやむを得ない場合に限られている。 

 

 

 

 

 

２ 需要の把握（被害状況の把握） 

   災害発生時においては、水道部長（水道局長）は、市域全体の水道施設について給水機能の

状況把握に努め、本部事務局長（総合政策局危機管理部長）及び区本部長（区長）と情報共有

を図る。また、本部事務局長（総合政策局危機管理部長）及び区本部長（区長）は、速やかに

被害状況の把握に努め、応急給水の実施が必要な地域、給水活動体制の規模等に係る情報を水

道部長（水道局長）と共有する。 

－ 応援協定による確保先 － 

１ 相互応援協定を締結している自治体 

２ 千葉県公衆浴場業環境衛生同業組合千葉支部 

３ 土地改良区、水利組合（農業用井戸水） 

４ 応援協定を締結している飲料水メーカー、小売業 
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   なお、被害状況把握の方法は、次によることとする。 

 

 

 

 

 
 

 

３ 応急給水 

（１）応急給水方針 

   水道部長（水道局長）及び県企業局は、給水需要（被害状況）に基づき、応急給水の方針

を定め、次の事項について、本部長（市長）及び区本部長（区長）へ報告するものとする。

さらに、本部事務局長（総合政策局危機管理部長）は、県災害対策本部に対し報告するとと

もに、全体状況について綿密な連絡を取る。 

   また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程

度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（応急給水等）を実施し、一般基準での

救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議す

る。また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助

資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。 

－ 本部長（市長）及び区本部長（区長）への報告事項 － 

（１）給水機能停止区域、世帯、人口 

（２）復旧の見込み 

（３）給水班編成状況及び必要見込み 

（４）応急給水開始時期 

（５）給水所（拠点）の設置（予定）場所 

 

（２）給水所（拠点）の設定 

   給水は、原則として、給水所を設定し、給水車等による浄水の供給による拠点給水方式で

行うものとする。 

   ただし、被災状況の把握、被災者（特に要配慮者）の健康支援等の他の目的を踏まえて、

必要に応じて、プッシュ型による各家庭への個別給水をすることを検討するものとする。 

   また、拠点給水方式・プッシュ型給水支援のいずれにおいても、給水時に被災者からの 

聞き取り等により、断水箇所の情報収集に努めるものとする。 

   給水所（拠点）の設定は、水道部長（水道局長）が区本部長（区長）の意見を聞いて行う

が、原則として、避難場所、避難所を単位として行う。 

   なお、供給停止区域が一部の区域の場合には、状況に応じて、被災地等に給水所を設定する。 

（３）周知・広報 

   給水所を設置するときは、設定する地域及びその周辺に「給水所」と大きく書いた掲示板

等を表示するとともに、発災直後から復旧の進捗状況に合わせた広報活動を実施する。 

－ 被害状況把握の方法 － 

（１）水道部（水道局） 

・県企業局及び四街道市上下水道部に被害状況への確認 

（２）本部事務局 

・各部が把握した被害情報の集約 

・防災関係機関等からの情報提供 

（３）区本部 

・通報・パトロール等 
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   また、給水所に被災地の自主防災組織若しくは代表となる市民を指定するよう要請し、給

水に関する市民からの問い合せ、要望等については、できる限り代表者に取りまとめを依頼

するものとする。 

（４）応急給水用資機材の確保 

   応急給水活動に使用する車両及び資機材を確保するとともに、不足が生じる場合は、水道

局関係業者、四街道市上下水道部その他の地方公共団体、自衛隊等の応援を求める。 

   ※ろ過浄水機等給水用資機材の配備の現況（資料 3-7） 

（５）応急給水の実施 

 ア 給水基準 

   給水の量は、１人１日最低水量 3㍑とする。以後、復旧工事の進捗等により順次増量する。 

   なお、必要以上の容器を持参し、規定を上回る給水を求める市民に対しては、一般にこれが

飲料水及び炊事のための水を合計したものである旨を充分説明し、協力を求めるものとする。 

 イ 車両輸送による給水 

 （ア）給水所（拠点）への搬送 

   飲料水等の給水所（拠点）への搬送は、県企業局、四街道市上下水道部との連携のもと

に、水道部（水道局）、区本部避難所班が共同して行う。 

   必要な車両・機材は、市が備蓄する給水車、給水タンク及びポリ容器等や他部からの応援

流用したものを使用するほか、県企業局に給水車及び給水タンクの使用を要請して行う。 

 （イ）給水所（拠点）での給水 

    給水所（拠点）での給水は、各家庭において、自ら持参した容器をもって、給水所とな

った施設の各部担当職員、地区の消防団、自主防災組織等の協力を得て行う。 

    なお、自ら容器を持参できない場合は、まず近隣、自主防災組織等に対して、援助・相

互融通を要請し、市による給水活動全体に支障が生じないように留意する。 

 （ウ）医療機関・福祉施設等への給水 

    病院、診療所及び腎人工透析医療施設並びに入院施設を有する助産所、重症心身障害児

施設及び特別養護老人ホーム等の福祉施設及び救護所等への給水は、緊急な要請があった

場合、他に優先して車両等により給水を行う。 

 ウ 仮設給水栓設置による給水 

   断水地域の状況や水道施設の復旧状況によって、消火栓や応急仮配管の活用による応急給

水が可能な場合は、水道部（水道局）、県企業局及び四街道市上下水道部が協力して、次のと

おり応急給水を実施する。 

 （ア）消火栓及び排水栓を活用した応急給水 

    災害のため飲料に適した水が得られず、応急給水の必要がある地域の給水拠点の周辺

で、活用できる消火栓及び排水栓がある場合は仮設給水栓を接続して、応急給水を行う。 

 （イ）応急仮配管による応急給水 

    復旧が長時間を要すると予想される断水地域や、多量の水を必要とする大規模な医療機

関等の断水に対しては、状況に応じて、仮配管を行い、仮設給水栓を設置して、給水を行

う。 
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    仮設給水栓の設置場所は、水道部長（水道局長）が区本部長（区長）及び関係機関と協

議し、最も有効に活用できる地点を選定するよう努める。 

 エ その他 

   断水の被害状況に応じ、官公庁保有の船艇による港湾での給水支援の要請を検討する。 

 

 

第２ 食品の供給 

 【調達-市民局、経済農政局供給-各区、関東農政局（農林水産省農産局長）、市薬剤師会、協定

締結事業者、農協、その他米穀・食品関連業者、交通輸送業者】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

この項では、災害により自宅で炊飯等が不可能になった市民に応急的な炊き出しを行

ったり、あるいは住家の被害を受けたため一時縁故先等へ避難する市民に対して、食品

の供給を実施するための役割分担、手順等について、そのあらましをあげる。 

 なお、災害により食品の配給・販売機構等がマヒし、応急的な食品の供給活動を行う必

要があると認めた場合についても、この計画により行う。 

 

１ 食品の供給実施の決定 

（１）供給実施の決定者 

   本部長（市長）又はその補助執行機関としての区本部長（区長）は、災害により、避難所に

収容され、又は食品や調理のための手段を失い、近隣の援助だけでは対応できない市民が、あ

る程度の人数の規模で発生し、相当程度の期間、その状態が継続すると判断された場合に食品

の供給の実施を決定する。 

   市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、方法

及び期間（一般基準）の範囲において救助（食品の給与等）を実施し、一般基準での救助が困

難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。また、本

市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配分計画」

に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。なお、災害救助法による「食品の給与」の実

施期間は、災害発生の日から７日以内となるが、内閣総理大臣の承認により期限を延長するこ

とができる。 

   なお、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応援を得て

実施する。 

（２）供給対象者 

   応急食品の実施の対象者は、次のとおりとする。 

 ア 避難所に収容された者 

 イ 住家の被害が全焼、全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸水等であって炊事のできない者 

 ウ 住家に被害を受け、一時縁故先等へ避難する者（※1） 

 エ 旅行者・滞在者・通勤通学者で他に食品を得る手段のない者 

 オ 災害応急対策活動従事者（※2） 

   なお、米穀の供給機構が混乱し、通常の供給が不可能になった場合には、知事の指定を受け
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て、被害を受けない市民に対しても米穀等の応急供給を実施する。（※3） 

   （※１）一時縁故先等へ避難する者は、３日分を支給 

   （※２）災害応急対策活動従事者は、災害救助法の実費弁償の対象外 

   （※３）米穀の応急供給は、原則として自主防災組織（又は町内自治会等の市民組織）を   

単位として、代金と引き替えで行う。 

（３）食品供給の内容 

   応急的に供給する食品は、市が備蓄する保存食（クラッカー・アルファ米）及び他市からの

救援物資又は調達による米穀、食パン、弁当等の主食のほか、必要に応じて、協定締結事業者、

百貨店、スーパー等から梅干し、佃煮等の副食を調達する。 

   また、乳児に対しては、原則として、市が備蓄する粉ミルク及び販売業者等からの調達によ

る粉ミルク（調整粉乳）とする。 

 

２ 需要の把握（被害状況の把握） 

   応急食品の必要数の把握は、経済農政部長（経済農政局長）が、区本部及び関係各部がそれ

ぞれ次により実施したものを総括して行う。 

   なお、把握した食品の必要数（食数）は、直ちに本部事務局長（総合政策局危機管理部長）

を通じて、本部長（市長）に報告し、本部長（市長）の供給数の決定により、必要数の調達・

輸送を実施する。 

－ 必要数の把握の分担 － 

（１）避難所については、区本部（避難所班）がそれぞれ担当の避難所において実

施したものを集計のうえ報告する。 

（２）住宅残留者については、区本部（被災者支援班）が消防部（消防局）その他

の関係各部、関係機関、町会長及び自主防災組織等の市民組織の協力を得て、

実施する。 

（３）災害応急対策活動従事者については、各部及び区本部の協力を得て、総務部

総務班（総務局総務部）が実施する。 

 

３ 食品の確保 

（１）市の食品確保体制 

   食品の確保は、経済農政部長（経済農政局長）が、本部長（市長）の指示又は区本部長（区

長）の要請に基づき、以下のとおり行う。 

 ア クラッカー及びアルファ米については、市の備蓄品を使用する。 

 イ 梅干し、佃煮等の副食については、協定締結事業者から、調整粉乳については、協定締結業

者及び市薬剤師会、薬局等の粉ミルク販売取り扱い業者からそれぞれ緊急調達するものとする。 

（２）県からの米穀等調達 

   米穀の調達は、県知事に対し割当申請を行い、その指示を受けて、市内卸売業者若しくは

小売販売業者から調達する。 

（３）救援物資の受入れ 

   市民部長（市民局長）は、他市町村等からの救援物資を集積場所に保管する。 
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（４）農林水産省への要請 

   政府所有米穀の調達については、必要があるときは、県を通じて（連絡がとれないときに

は直接）、農林水産省農産局長に必要な措置を講じることを要請する。 

  

ア 県に要請する場合 

   県の農林水産部から農林水産省農産局長に要請し、売買契約を締結後、受託事業体から引

き渡される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 農林水産省に直接要請する場合 

   農林水産省農産局長に直接要請した場合、必ず県に報告する。県はこれを受けて農林水産

省農産局長と売買契約をする。 

 

 

 

 

 

 

 

  

罹災者 千葉市 農林水産部

（県） 

⑦支給 

委託事業体 
農林水産省 

農産局長 

②連絡 
③災害救助用米穀
の引渡要請書提出 

④売買契約 

①要請 

⑥引渡し 
（知事又は知事が指定する引取人） 

 

⑤引渡指示 

罹災者 千葉市 

②報告 

農林水産部

（県） 
⑦引渡し 

（知事又は知事が
指定する引取人） 

 

委託事業体 
⑥引渡指示 

農林水産省 
農産局長 

③連絡 
④災害救助用 
米穀の引渡 
要請書提出 

⑤売買契約 
①直接 

要請 

⑧支給 
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４ 食品供給活動の実施 

（１）食品等の供給システム 

 

 

（２）食品の輸送 

食品供給に関する輸送業務は本章第１１節「緊急輸送体制」による。 

（３）食品等の集積場所 

 ア 食品等の集積場所（保管場所）は、本章第１１節「緊急輸送体制」第２「集積場所」によ

る。 

輸   送（財政部） 

必
要
物
資
要
請 

他市町村等 

救援物資 

集積場所 

（市民部） 

受入れ 

事業者等 

調達物資 

（経済農政部） 

調

達 

備蓄物資 

（区本部等） 

配  分 

輸  送 

（財政部） 

避 難 所 等 

供給 

 

被 災 者 住 民 等 

調   整 

（経済農政部） 

物の流れ 

 

情報の流れ（物資の要請等） 
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 イ 市民部長（市民局長）は、集積場所における食品等救援物資の受入れ･区分け･在庫管理・

積み込み等を行う。 

（４）食品の供給活動の実施 

 ア 供給食品 

   供給する食品は、災害発生第１～３日目は、１日あたりクラッカー１食及びアルファ米１食

の計２食を基本とする。ただし、第２日目以降は、他市からの救援物資又は調達物資の状況に

応じ、米飯の炊き出し又は弁当・食パン等による供給も行う。また、乳幼児に対しては、調整

粉乳又は大人と同等とし、特に栄養支援の配慮に努める。 

 イ 供給基準 

 （ア）クラッカー    １食あたり 100 ｇ以内 

 （イ）アルファ米    １食あたり 100 ｇ 

 （ウ）米穀       １食あたり精米 200ｇ以内 （※1、※2） 

 （エ）食パン      １日あたり 200ｇ（約半斤）以内 

 （オ）調整粉乳     乳児１日あたり 115ｇ以内（１回 23ｇ 5回分） 

             幼児１日あたり 78ｇ以内（１回 23ｇ 3回分） 

 （※１）ただし、通常の配給ができない場合の配給については、１日あたり米穀（精米換算）  

400g以内とする。 

 （※２）ただし、救助作業に従事する場合にあっては、米穀（精米換算）１食あたり 300ｇ以内

とする。 

 ウ 炊き出しの実施 

   炊き出しは、市内小学校の調理室・家庭科室等を利用し区本部避難所班が行うが、必要に応

じて、日赤奉仕団、町内自治会、自主防災組織及び民間業者等に協力を依頼する。 

 エ 供給活動を実施する範囲 

   供給活動を実施する範囲は、各小学校の学区内を基準とするが、災害の実情により区本部長

（区長）が調整する。 

 オ 供給への配慮 

 （ア）食品を配布する際は避難者数を正確に把握して、不足や重複がないよう公平な供給に努め

る。 

    なお、要配慮者に対しては優先的に供給する。 

 （イ）避難者に対して、公平に供給されるよう相互に協力を求める。 

 （ウ）アレルギー疾患者（児）への対応として、アレルゲンが除去された食品を確保し、他の食

品とは分けて供給する。 

 カ 在宅避難者等への供給 

   住居の被害で炊事ができない在宅避難者、またはやむを得ず指定避難所に滞在することがで

きない車中泊等の被災者への食品の供給は、開設された避難所にて名簿の登録を行い、登録を

した避難所にて供給を行うことを基本とする。 

   なお、在宅の要配慮者で、避難所へ行くことが困難な者については、町内自治会、自主防災

組織等の協力を得ながら、巡回供給に努める。 
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（５）局所的災害の場合の対応 

   被災地域・規模が限定され、単独区のみ災害対策本部が設置された場合等において、当該区

内の備蓄食料のみで対応可能なときは、前記「食品等の供給システム」によらず、区本部長の

判断により、直接、自区内の備蓄食料を避難所等へ供給できるものとする。 

 

 

第３ 生活必需品の供給 

 【調達-市民局、経済農政局供給-各区、日本赤十字社千葉県支部、協定締結事業者、デパート・

スーパー等卸小売業者、交通輸送業者】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

この項では、災害により被服、寝具その他の衣料品及び生活必需品を喪失又はき損し、

日常生活を営むことが困難である市民に対し、一時の急場をしのぐ程度の被服、寝具そ

の他の衣料品及び生活必需品を供給又は貸与するための役割分担、手順等について、そ

のあらましをあげる。 

 

１ 供給実施の決定 

（１）供給実施の決定者 

   災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）又はその補助執行機関としての区本

部長（区長）は、必要と認めた場合、生活必需品供給の実施を決定する。 

   ただし、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応援を得

て実施する。 

   なお、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、

方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（生活必需品の給与等）を実施し、一般基準で

の救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。

また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源

配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。 

（２）供給対象者 

   災害対策活動従事者を除き、「食品」の規定に準ずる。 

（３）応急給付の内容 

 

○寝具   … 毛布・布団等 

○外衣   … 普通着・作業衣・婦人服・子供服等 

○肌着   … シャツ・ズボン下・パンツ等 

○身回り品 … タオル・手拭い等 

○炊事用具 … 鍋・釜・包丁・バケツ等 

○食器   … 茶わん・汁わん・皿・はし・スプーン等 

○日用品  … 石けん・ちり紙・歯ブラシ・歯磨粉等 

○光熱材料 … マッチ・ローソク・プロパンガス等 
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２ 需要の把握（被害状況の把握） 

   災害対策活動従事者を除き、「食品」の規定に準ずる。 

 

３ 生活必需品の確保 

（１）経済農政部長（経済農政局長）は、本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に

基づき、迅速に市内又は市外の業者から調達するが、市の調達量に不足が生じたとき、又は

調達が困難な時は県に備蓄物資の融通等を要請するものとする。 

（２）市民部長（市民局長）は、他市町村等からの救援物資を集積場所に保管する。 

 

４ 供給活動の実施 

（１）生活必需品の供給システム 

   生活必需品の供給は「食品」の規定に準ずる。 

（２）生活必需品の集積場所（保管場所）及び輸送業務の分担 

   災害対策活動従事者を除き、「食品」の規定に準ずる。 

（３）生活必需品の供給 

 ア 給与（貸与）基準 

   生活必需品の給与（貸与）基準は、災害救助法の範囲内で行う。 

 イ 供給への配慮 

 （ア）生活必需品を配布する際は避難者数を正確に把握して、不足や重複がないよう公平な供

給に努める。なお、要配慮者に対しては優先的に供給する。 

 （イ）避難者に対して、公平に供給されるよう相互に協力を求める。 

 （ウ）生活必需品の品目に応じて、同性の者による対応又は他者へ見えないよう覆いをして供

給するよう配慮に努める。 

 ウ 在宅避難者等への供給 

   住居の被害で生活必需品を喪失又はき損した在宅避難者、またはやむを得ず指定避難所に

滞在することができない車中泊等の被災者への供給は、開設された避難所にて名簿の登録を

行い、登録をした避難所にて供給を行うことを基本とする。なお、在宅の要配慮者で、避難

所へ行くことが困難な者については、町内自治会、自主防災組織等の協力を得ながら、巡回

供給に努める。 

（４）局所的災害の場合の対応 

   「食品」の規定に準ずる。 

 

 

第４ 救援（支援）物資の対応 

 【総合政策局危機管理部、市民局、経済農政局】 

  東日本大震災や新潟中越地震では、救援物資が短期間の間に大量に搬入され、集積場所に滞留

して、物資を必要としている被災者の手元に届くまでに時間がかかる等問題が生じている。その

ため、迅速かつ的確に物資が供給できるよう必要な対策を実施する。 
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１ 救援物資の要請 

   経済農政部長（経済農政局長）は、備蓄・調達による物資供給対応のみでは、物資の不足が

生じると判断した場合、テレビ、ラジオ、新聞等報道機関の協力やホームページを活用して要

請を行う。 

 

２ 要請事項 

（１）必要な救援物資の品目 

（２）救援物資は、原則として、都道府県、市町村単位及び団体からの受入れとし、その形態は、

単品こん包又は類似品種のこん包で、内容・数量が把握できるよう、ラベル表示させる。 

（３）運搬手段は提供側で確保し、原則として指定する物資集配拠点まで輸送する。 

なお、物資の充足による要請の打切り又は品目の変更があれば、その都度情報提供を行う。 

 

３ 救援物資の受入れ 

   市民部長（市民局長）は、救援物資の提供があった場合、集積場所で受け入れる。 

   ※集積場所、物資供給に係る役割分担、集積場所の運営及び物資輸送の要請については、  

第１１節「緊急輸送体制」のとおり 

 

４ 救援物資に対する留意事項 

（１）個人からの支援 

   個人からの物資については、災害発生直後は、原則として受け取らない。 

   個人レベルでの救援物資は量・質ともに不揃いであり、過去の災害では、中古製品、着古し

た着衣や賞味期限が切れてしまった食品などが届いた事例が見受けられた。 

   災害発生直後にこのような物資に対して、多くの人員を割くことは災害対策全体の質を低下

させてしまい、また、最終的に行き場を失い、保管費用や処分費用がかかり逆に復興の妨げに

なってしまうことから「第二の災害」と呼ばれている。 

   しかしながら、救援物資自体は被災者に対する善意の表れであり、市としては感謝する必要

がある。そのため、市としては状況を説明したうえで、個人からは義援金での支援に理解を求

める。 

（２）救援物資要請の終了 

   発災直後の混乱期を過ぎ、ライフラインの回復、道路復旧、仮設住宅への入居等、徐々に都

市機能が回復し、商業ベースの流通が安定したと判断した段階で、要請を終了する。救援物資

は無償の支援であるが、通常の経済活動の回復が最終的に早期の復興に資することに留意しな

ければならない。 

（３）プッシュ型支援への対応 

県は、情報の寸断等により、ニーズの把握が困難な状況となる被災地に対して、要請を待た

ずに物資の供給を行う、いわゆる「プッシュ型」支援を想定している。 

（４）物資調達・輸送調整等支援システムの活用 

   平成３０年７月豪雨災害における政府の物資支援において、避難所への物資到着状況の把握
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や避難所ニーズの集約が困難であったことなどが課題とされ、国・自治体・避難所の担当者が、

これらの情報を一元的に管理・共有できるシステムとして構築・運用されている。大規模な災

害発生のおそれがある場合、事前に物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続きを関係者間

で共有し、備蓄物資の提供を含め速やかな物資支援に努める。 

 

 

第５ 災害時保育の実施 

 【こども未来局、民間保育施設】 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

災害発生時、保育所（園）・認定こども園等（以下「保育所（園）」という）は、児童の安全の確

保に最大限努めるとともに、一刻も早い災害復旧と社会経済活動の継続のため、段階的に災害時

保育を実施し、全所（園）での早期再開を目指す。 

あわせて、地域の子育て支援拠点として、地域の保護者等への子育て支援に積極的に努めると

ともに、一時的に保育が必要となった児童について、可能な限り受入れに努める。 

 

１ 事前措置 

（１）こども未来局長は、日頃から、本計画の内容を公立保育所（園）職員に周知・徹底するとと

もに、民間事業者に対しても、本計画に基づき同様の対応をとるよう要請する。 

（２）保育所（園）長は、災害の発生に備え、予め次のような措置を講じる。 

 ア 施設の立地条件等を考慮し、避難計画を策定するとともに、定期的に避難訓練を実施する。 

 イ 災害時の保護者との連絡方法や児童の受け渡し方法等を定め、保護者に周知するとともに、

市、警察署、消防署等関係機関との連絡体制を確立する。 

 ウ 勤務時間外における職員の所在確認や非常招集の方法、災害の状況に応じた参集体制等を 

定め、職員に周知する。 

 エ 保護者のすぐの引き取りが困難な場合を想定し、一定期間、児童を預かるために必要な、  

非常食、飲料水等非常用物資を確保する。 

 

２ 災害発生時の対応 

（１）こども未来部長（こども未来局長）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、保

育所（園）長に対し、災害に関する情報を迅速かつ的確に伝達する。 

（２）保育所（園）長は、災害の状況に応じ、適切な緊急避難の措置を講じる。 

（３）保育所（園）長は、児童及び職員、施設設備等の被害状況を速やかに確認し、こども未来部

長（こども未来局長）に報告する。 

（４）勤務時間外に災害が発生した場合、予め定められた職員は所属保育所（園）に参集し、施設

設備の被害状況や児童及び職員の安否情報の確認・報告など必要な対応を行う。 

（５）保育所（園）長は、災害の状況に応じて臨時の職員編成を行うなど、速やかに保育実施のた

めの体制を整えるとともに、職員の確保状況、児童の受入れ可能人数等について、こども未来

部長（こども未来局長）に報告する。 

（６）こども未来部長（こども未来局長）は、保育所（園）長に対し、緊急対策に関する情報・指

示を迅速かつ的確に伝達する。 



第１章 地震対策計画 第１３節 生活救援対策 

                    地 - 148 - 

３ 災害時保育の実施 

（１）こども未来部長（こども未来局長）は、各園における被害状況や児童の受入れ可能人数等の

情報に基づき、下記を検討の上、災害時保育の実施方法を決定する。 

 ア ①継続して実施が可能な保育所（園）、②速やかに再開が可能な保育所（園）、③当面の間、

休止する保育所（園）の選定 

 イ 受入れに余裕がある保育所（園）での合同保育の実施 

 ウ 他の公共施設等を使用した保育の実施 

（２）保育所（園）の実施状況、再開見込み等について、市ホームページ等で、随時、周知する。 

（３）災害発生直後、保育ニーズは一時的に減少するものの、すぐに従前の水準に戻ることが予想

されることから、実施保育所（園）を段階的に増やすとともに、東日本大震災や熊本地震の事

例を踏まえ、概ね１か月以内の全所（園）での保育再開を目指し、被災した施設設備の早期復

旧や職員の確保に努める。 

（４）保育の実施にあたり、民間も含め必要な物資が不足する場合、こども未来部長（こども未来

局長）は、関係部長（関係局長）等に対し、物資の確保・調整を要請する。 

（５）保育の実施にあたり、保育士等必要な職員が不足する場合、こども未来部長（こども未来局

長）は、本部長（市長）、区本部長（区長）等に対し、直近要員職員の保育所への復帰等の調整

を要請するとともに、更に、民間園を含め大幅に人員が不足する場合は、災害時受援計画に基

づき、本部事務局を通して、他自治体へ応援を要請する。 

 

４ 地域の子育て支援の実施 

（１）保育所（園）は、平常時から、地域の子育て支援の拠点としての役割も担っており、災害時

においても、地域の保護者等に対して、保育の専門性を活かした子育て支援を積極的に行う。 

（２）在籍児童ではないが、保護者が災害復旧に従事する等の理由で一時的に保育が必要となった

児童について、可能な範囲で受入れに努める。なお、こども未来部長（こども未来局長）は、

受入れが可能な保育所（園）について調整を行い、市ホームページ等で周知する。 

 

５ その他の留意事項 

（１）保育所（園）内における児童の救護は、原則として、看護師等の職員がこれにあたるが、必

要に応じて医療対策本部に対応を要請する。 

（２）給食は、原則、実施するよう努めるものとするが、ライフラインの途絶や食材の不足等で実

施が困難な場合は、保護者に対し弁当持参等の協力を依頼する。 

（３）本部長（市長）、関係部長（関係局長）等から、被災者への炊き出しについて協力要請があっ

た場合は、児童の保育に支障の無い範囲で可能な限り対応する。 

 

 

第６ 災害相談の実施 

 【総合政策局、各区、市役所コールセンター、県、警察署、その他ライフライン関係機関】 
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対
策
の
あ
ら
ま
し 

災害相談は、災害による精神的・物質的打撃から立ち直るための支援の窓口を広く開放するこ

とにより、迅速な応急対策の実施のための情報の流れを円滑にすることを第１のねらいとする。 

また、第２のねらいとして、社会システムの混乱や情報の不足によるパニックの発生を防止し、

社会秩序への信頼を回復し生活再建への着手を促すために行われる。 

この項では、市（区）、県及びその他防災関係機関が行う災害相談について、それぞれの役割分

担、手順等のあらましをあげる。 

 

１ 災害相談窓口の開設 

   総合政策部長（総合政策局長）及び区本部長（区長）は、大規模な地震が発生した場合若

しくは本部長（市長）の指示があった場合は、直ちに市役所及び区庁舎１階ロビー等に被災

者又はその関係者からの医療救護、交通事情、住宅支援等に関する問い合せの相談に応ずる

ための、災害相談窓口を開設し、相談・問合せ受付業務を実施する。 

 

２ 臨時市民相談所の開設 

   総合政策部長（総合政策局長）及び区本部長（区長）は、災害発生による避難が終了した

後は、本部長（市長）の指示又は自らの判断に基づき、避難所又は被災地の交通に便利な地

点に市臨時市民相談所を開設し、被災した市民の相談、要望、苦情などの積極的な聴き取り

に努める。 

   開設の実施にあたっては、相談事項の速やかな解決を図るため、関係各部及び関係機関の

協力を得るものとする。 

 

３ 県による災害相談 

（１）県庁内に被災者総合相談窓口を設置するとともに、税務、福祉・医療、商工、農林・水

産、土木・都市、教育等の個別相談窓口を設置する。 

（２）被災者への相談事業等の展開 

   災害によるショック及び避難生活の長期化へ対応するため被災地及び避難所において専門

家等による相談等の事業を行う。 

 ア 要介護者への巡回相談事業の実施 

 イ 被災児童生徒及び保護者への相談事業の実施 

（３）被災者への迅速かつ適切な相談業務を行うため、県各部局及び市町村と緊密な連携を図

る。 

 

４ 防災機関等による災害相談 

（１）各警察署 

   各警察署長は、警察署又は交番その他必要な場所に相談所を開設し、警察関係の相談業務

にあたる。 

 ア 警察署又は交番その他必要な場所に臨時相談所を設置する。 

 イ 相談活動を通じて把握した問題については、組織的対応により迅速な処理をするととも

に、必要により関係機関に連絡して、その活動を促す。 
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（２）その他防災関係機関 

   本部長（市長）又は区本部長（区長）は、必要に応じて、電気、ガス、水道その他の防災

関係機関に対して、市の災害相談への担当係員の派遣、営業所等における災害相談業務の実

施等について協力を要請する。 

   また、県弁護士会、県行政書士会等関係機関の災害相談受付体制に関する情報の収集・広

報活動に努める。 
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第１４節 要配慮者の対策 

 

第１ 在宅の要配慮者の対策 

 【総合政策局、保健福祉局、こども未来局、消防局、教育委員会、各区、市社会福祉協議 

会、民生委員・児童委員、町内自治会、自主防災組織、社会福祉施設】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

大規模災害発生時の在宅の高齢者、障害者等については、平常時より在宅福祉サービス等の援

護を受けている者に加え、災害により家族や近隣の援護を失って自宅に取り残されたり、あるい

は生活に支障が生じることなどにより、新たな要配慮者が発生する。これら在宅の要配慮者の対

策を、発災直後より、各段階におけるニーズにあわせ的確に講じる。 

 

１ 避難行動要支援者の避難支援等 

   避難行動要支援者は、災害発生時に必要な情報を素早く的確に把握して、自らを守るために

安全な場所に避難するなどの一連の行動をとることが難しく、避難支援等を必要とする。 

   避難支援等は、大きく情報伝達、安否確認、避難支援の３つの類型に分類できる。 

   ・情報伝達…災害情報の把握に支援が必要な方に対し、高齢者等避難などの情報提供を行

う。 

   ・安否確認…災害時に安否の確認がとれない方に対し、直接本人を訪ねて安否確認を行

う。 

   ・避難支援…自分ひとりや家族の支援のみでは避難が困難な方に対し、避難所までの移動

を支援する。 

   総合政策部長（総合政策局長）、保健福祉部長（保健福祉局長）、こども未来部長（こども未

来局長）及び区本部長（区長）は連携を図り、災害が発生し、または災害が発生するおそれが

ある場合において、避難行動要支援者名簿の活用や、市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、

町内自治会、自主防災組織、消防局、消防団や、千葉県警察等と連携して、居宅に取り残され

た避難行動要支援者の避難支援等にあたる。 

   避難支援等については、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計画である「千葉市災害時

要配慮者支援計画」による。 

 

２ 避難支援等の留意事項 

   避難支援等は町内自治会や自主防災組織等によって、以下の事項に留意して行う。 

（１）避難経路は、できる限り危険な橋、堤防、その他新たに災害発生（二次災害）のおそれの

ある場所を避け、安全な経路を選定すること。この場合、なるべく身体壮健者、その他適当

な者に依頼して避難者の誘導措置を講ずること。 

（２）危険な場所には、表示、なわ張りを行うほか、状況により誘導員を配置すること。 

（３）状況により、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等は適当な場所に集合させ、車両による輸

送を行うこと。この場合、ロープ等の資材を利用して輸送途中の安全を期すること。 
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（４）避難誘導は、収容先での救助物資の配給等を考慮し、できれば町内自治会等の単位で行う

こと。 

（５）高齢者、障害者等の避難行動要支援者については、その状態や特性に応じた適切な避難誘

導を行うこと。 

（６）避難支援等関係者の避難支援等にあたっては、避難支援等関係者本人又はその家族等の生

命及び身体の安全を守ることを大前提とすること。 

 

３ 避難所における要配慮者への対応 

   市は、指定避難所等での生活が困難な要配慮者に対する支援として「千葉市災害時要配慮者

支援計画」に定めるとおり、福祉避難所（福祉避難室及び拠点的福祉避難所）を開設する。福

祉避難所開設後は、関係機関及び各避難所に開設済の福祉避難所を周知する。 

   市は、要配慮者対策を重点的に具体化した個別計画である「千葉市災害時要配慮者支援計

画」により対応する。また、千葉県災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）の受入れ等も検討し、

必要に応じて千葉県へ要請を行う。 

   また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程

度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（福祉避難所の設置）を実施し、一般基

準での救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協

議する。また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害

救助資源配分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。 

 

福祉避難所の概要 

種別 対象者 場所 

福
祉
避
難
所 

福祉避難室 

専門性の高いサービスは必要と

しないものの、通常の避難所では

避難生活に困難が生じる避難者 

避難所が学校の場合は保健室以

外の部屋、その他の施設の場合は

避難所事務所の近くにある部屋 

拠点的福祉避難所 

緊急の入院加療等を必要としな

いものの、より専門性の高いサー

ビスを必要とする避難者 

高齢者施設や障害者施設のう

ち、その施設管理者から同意を得

られ、市と協定を結んだ施設をあ

らかじめ指定 

※拠点的福祉避難所への移送は、

親族及び保護者などが避難所従事

者の協力を得て行う。 
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第２ 社会福祉施設の対策 

 【保健福祉局、こども未来局、各区、施設所管局、市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、    

町内自治会】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

社会福祉施設には自宅での介護が困難な人が入所又は通所していることから、災害発生時にお

いても、継続した施設援護サービスが提供できるよう、当該施設はもとより他の施設への移送等

も含め適切な対策を講じるものとする。 

比較的に被害が少なかった施設等においては、他の施設での援護が困難となった者や災害によ

り新たに援護が必要となった者の受入れを積極的に行う。 

 また、施設の持つ機能を最大限に発揮し、「千葉市災害時要配慮者支援計画」に基づく拠点的福

祉避難所として協力するなど、近隣地域における要配慮者に対しても適切な支援を講じる。 

 

１ 施設における初動対策 

   各施設の長は、施設ごとに定められている「防災計画」に基づき、保健福祉部長（保健福

祉局長）等と調整を図りながら、当該施設並びにその入所者及び通所者について、次のよう

な対策を講じるものとする。 

（１）建物、設備、備品等に関わる被害状況の把握と保健福祉部長（保健福祉局長）への報告 

（２）入所者及び通所者の安全確保と他施設への受入れ要請 

（３）応援職員及びボランティアの派遣要請 

 

２ 緊急受入れ対策 

   各施設の長は、当該施設の入所者及び通所者の処遇の継続を確保した後、さらに施設とし

て要配慮者の受入れが可能な場合は、保健福祉部長（保健福祉局長）等と調整を図りなが

ら、拠点的福祉避難所として協力するため、次のような対策を講じるものとする。 

（１）当該施設における受入れ可能人員の把握と保健福祉部長（保健福祉局長）への報告 

（２）受入れのための体制整備 

 ア 設備、備品等の確保 

 イ 生活必需物資等の確保 

 ウ 応援職員及びボランティアの派遣要請 

   また、拠点的福祉避難所として市と協定を結んでない施設とは、今後とも協定締結に努め

ていく。 

 

３ 近隣地域での支援対策 

   各施設の長は、施設内での援護活動を実施するほか、近隣地域との協力のもとに、保健福

祉部長（保健福祉局長）等と調整を図りながら、施設の持つ設備、備品、人材等を活用し、

可能な限り地域における被災者の支援を行う。 
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第３ 日本語の理解が十分ではない外国人等への対応 

 【市民局、保健福祉局、市国際交流協会】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

日本語の理解が十分ではない外国人等は、災害時において、日本語の情報を理解できないほか、

地理的不案内、生活習慣の違いなどのため適切な行動を取ることが困難な場合がある。 

そのため、災害時には、千葉市国際交流協会やボランティア等の協力を得て外国語による情報

提供等を行い、外国人等の安全を図る必要がある。 

 

１ 千葉市災害時多言語支援センターの設置・運営 

   市民部長（市民局長）は、災害時における外国人の支援を円滑に行うため、千葉市国際交

流協会に、千葉市災害時多言語支援センターの設置・運営を要請する。 

 

２ 通訳の確保 

   市民部長（市民局長）は、日本語の理解が十分ではない外国人等の安全を期するため、保

健福祉部長（保健福祉局長）と協力し、ボランティアを含む通訳者の確保を図る。 

 

３ 情報の提供 

   市民部長（市民局長）は、千葉市国際交流協会等の外国人等に関するコミュニティ団体等

に対し情報の提供を行い、外国語版の広報資料の発行等を行う。 

 

４ 語学ボランティアの派遣 

   援助を必要としている避難所等へ千葉市国際交流協会に登録されている語学ボランティア

を派遣する。 
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第１５節 住宅対策 

 【都市局、各区、県、（一社）千葉市建設業協会、プレハブ建築協会、千葉県建設業協会、全

国木造建設事業協会、日本ムービングハウス協会、日本ログハウス協会、千葉県宅地建物取

引業協会、全日本不動産協会、全国賃貸住宅経営者協会連合会、全国賃貸住宅経営者協会連

合会千葉県支部】 

 

第１ 応急仮設住宅の供給 

  災害により住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保出来ない者に対し応急

に住宅を提供し一時的な居住の安定を図る。 

  市営住宅や借上げ型の応急仮設住宅への一時入居を行っても供給が不足する場合、建設型の

応急仮設住宅により対応する。 

  また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程度、

方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（応急仮設住宅の供与）を実施し、一般基準で

の救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議する。

また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助資源配

分計画」に基づき、県の連絡調整の下、救助を実施する。 

 

１ 市営住宅等の活用 

   空家の数や設備を調査し、応急仮設住宅として活用できる住宅を提供する。 

   協定締結先（県内市町村）の提供可能戸数についても調査を行う。 

 

２ 借上げによる応急仮設住宅 

   災害救助法が適用された後に協力団体への協力要請を行い、協力団体の受諾後、入居募集を

開始する。入居を希望する被災者から申込に必要な書類を受け付け、民間賃貸住宅の借上げを

行う。 

 

３ 建設による応急仮設住宅 

   建設による応急仮設住宅の戸数は、区本部長（区長）の意見を聞いて本部長（市長）が決定

する。 

（１）大規模地震発災直後の戸数 

   全壊・大規模半壊住宅数の 10％を目安とする。 

（２）大規模地震発災から２週間目以降の戸数 

   避難所にいる被災者へのヒアリング調査や市営住宅、借上げによる応急仮設住宅の受付 

状況などにより、戸数を算定する。 

（３）建設地の選定 

   応急仮設住宅の建設地は、あらかじめ選定された建設予定候補地の中から以下の項目を考

慮し、現況を調査したうえで選定する。 

 



第１章 地震対策計画 第１５節 住宅対策 

                    地 - 156 - 

－ 建設地の留意事項 － 

（１）浸水、がけ崩れ等の危険がないこと 

（２）飲料水等が得やすく、保健衛生上良好なこと 

（３）罹災者の従前居住地に近いこと 

（４）交通の便がよいこと 

（５）公有地であること 

（６）敷地が広大であること 

 

（４）応急仮設住宅の建設 

   建設予定地の現況調査の結果を基に「応急仮設住宅建設計画書」を策定し本部長（市長）

へ報告の上、協力団体から建設業者の斡旋を受け、建設をする。 

（５）応急仮設住宅の解体・撤去 

   応急仮設住宅の供与が終了した場合、その解体及び撤去を行う。 

 

４ 協定締結先管理住宅等の利用 

   被災者用住宅等の供与につき、協定を締結している関係機関や民間事業者等に対し、支援

の要請をする。市は、関係機関や民間事業者等と被災者用住宅等の供与につき、協定の締結

を進める。 

 

 

第２ 応急仮設住宅への入居 

 

１ 入居者資格 

   以下の事項すべてに該当する被災者とする。 

（１）住家が全焼、全壊又は流失した者で、居住する住家がない者 

（２）自らの資力では、住宅を確保できない者 

（３）被災時に千葉市に居住していた者（住民登録の有無は問わない。） 

 

２ 選定の方法 

   建築班（都市局建築部）は、あらかじめ入居者の選定方法を作成しておき、区本部（各区）

が作成した応募者リストに基づいて入居者を選定する。また、選定にあたっては、次の者を優

先する。 

（１）特定の資産のない高齢者、障害者、一人親世帯 

（２）乳児（3歳以下）のいる世帯、妊婦のいる世帯、18歳未満の子供が3人以上いる世帯 

（３）病弱者等のいる世帯、被保護世帯並びに要保護世帯 

 

３ 入居 

   建築班（都市局建築部）は、仮設住宅への入居が円滑に進むよう区本部長（区長）及び関

係各部長（各局長）と調整するものとする。 
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第３ 応急仮設住宅の管理 

 

１ 管理 

   建設した応急仮設住宅の管理は、建築班（都市局建築部）が行う。建築班（都市局建築部）

は、入居者台帳等を整備し入退去の管理を行う。 

 

２ 生活支援 

   区本部長（区長）は、入居者台帳に基づき関係各部長（各局長）と連携し生活支援を行う。 

 

３ 恒久住宅への移行支援 

   建築班（都市局建築部）は、区本部長（区長）と協力し入居者が供与期間内で退去できる

よう、恒久住宅への移行支援を行う。 

 

 

第４ 被災住宅の応急修理 

 

   被災住宅の応急修理の実施は、災害救助法が適用された場合に本部長（市長）が実施する

ものとする。都市部長（都市局長）は、直ちに住宅の応急修理実施に必要な体制を整え事務

にあたる。また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する

救助の程度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（住宅の応急修理）を実施し、

一般基準での救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定につ

いて協議する。また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉

県災害救助資源配分計画」に基づき、救助を実施する。 

   なお、市の体制のみにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応

援を得て実施する。 

 

１ 被災住宅の応急修理 

（１）日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

 ア 対象者 

   災害のため住家が半壊（焼）・準半壊の被害を受け、自らの資力では応急修理をすることが

できない者や、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住家が半壊した

者。 

 イ 応急修理の給付内容 

   応急修理は、居室、炊事場、便所などの日常生活に必要な最小限度の部分について、実施

（給付）するものとする。 

   修理に要する費用の限度は、災害救助法の定めるところによる。 

   ※災害救助法による災害救助基準（資料 8-1） 

 ウ 期間 

   応急修理は、原則として災害発生の日から３ケ月以内に完了するものとする。また、国の
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災害対策本部が設置された災害においては６ケ月以内に完了するものとする。なお、期限内

の実施が困難な場合は内閣総理大臣と協議する。 

（２）住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

 ア 対象者 

  災害のため住家が半壊（焼）又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれ

ば住家の被害が拡大するおそれがある者 

 イ 応急修理の内容 

  応急修理は、住家の被害の拡大を防止するためのブルーシートの展張等を含む緊急の修理が

必要な部分について、実施（給付）するものとする。 

  修理に要する費用の限度は、災害救助法の定めるところによる。 

  ※災害救助法による災害救助基準（資料 8-1） 

 ウ 期間 

  応急修理は、原則として災害発生の日から 10日以内に完了するものとする。なお、期限内の

実施が困難な場合は内閣総理大臣と協議する。 

 

２ 市営住宅の応急修理 

   既設の市営住宅又は付帯施設が災害により著しく損傷を受けた場合は、市民が当面の日常 

生活を営むことができるよう応急修理を次のとおり実施する。 

（１）市営住宅又は付帯施設の被害状況は、建築班（都市局建築部）が早急に調査を行う。 

（２）市営住宅又は付帯施設のうち危険箇所については、応急保安措置を実施するとともに、 

危険防止のため市民に周知を図る。 

（３）市営住宅の応急修理は、屋根、居室、炊事場、便所等の日常生活に欠くことができない 

部分のみを対象とし、修理の必要度の高い住宅から実施する。 

   ※災害救助法による救助の程度、方法及び期間（資料 8-1） 

 

 

第５ 被災建築物の応急危険度判定の実施 

 

  地震直後の建築物の倒壊、落下物等による二次災害から市民の安全を確保するため、速やか

に被災建築物の応急危険度判定を実施する。 

（１）被災により多数の建築物に被害が生じたときは、速やかに判定実施計画を策定するととも

に、県と協力し判定に必要な資機材等の準備を行う。 

（２）被災建築物応急危険度判定士の派遣を県に要請するとともに、執務スペースの確保等受入

れの準備を行う。 

（３）判定を実施するときは、市民に対し判定実施地域、判定の趣旨、作業の概要等をチラシ等

により周知を図る。 

（４）危険度判定は、危険、要注意、調査済の３区分で行い、判定結果については被災建築物に

表示し、使用者等に注意を促す。 
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第６ 被災宅地の危険度判定の実施 

 

  地震又は降雨等の災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被害の発生状況

を迅速かつ的確に把握し、二次災害を軽減、防止し、市民の安全の確保を図るため、被災宅地

危険度判定士を活用し、被災宅地の危険度判定（以下「危険度判定」という。）を実施する。 

  危険度判定にあたっては「被災宅地危険度判定実施要綱（被災宅地危険度判定連絡協議会）」

等により実施する。 

 

 

第７ 罹災証明書等の交付 

 

  本部長（市長）は、各種の支援措置が早期に実施されるよう、災害発生後早期に罹災証明書等

の交付体制を確立し、被災者から申請があった場合、遅滞なく交付する。 

  詳しくは、共通編第 3 章を参照する。 
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第１６節 環境対策等 

 

 市は災害廃棄物対策組織として、必要に応じ総務、し尿処理、ごみ処理及びガレキ処理に関する

各担当を置き、被害状況を把握する。また、国、県、他の市町村、関係団体等と連携を図りながら、

必要に応じ広域処理を行う等により災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に当たる。 

 

第１ 障害物の処理 

 【環境局、都市局、建設局、消防局、警察署、道路管理者、千葉土木事務所、（一社）千葉市建設

業協会、建設業者、千葉市下水管路維持協同組合】 

 

（下記フローは現場における実務の運用ベースとし、関連する国費等の申請についてはこの限りで

はない）

   
障害物の撤去 

仮置場への運搬 

 
仮置場 

 処分場への運搬 

最終処分 

        

障害物の処理 
  

住宅関係 
 

・場所選定 

・地元調整(※１) 

・設置 

・維持管理 

 ・誘導警備 

 ・分別 

 ・入退場管理 

 ・飛散防止 

 

※１：発災後速やかに 

実施する 

 
 

   

  

 都市部にて実施   
土砂・樹木の処分 

    

 
河川等関係 

  建設部及び 

都市部(※３)にて実施    

 建設部にて実施    

    
 

 
道路上 

  

    

 
建設部及び 

道路管理者にて実施 

   

 
ガレキの処分 

    

 救助等のための 

撤去・運搬 

  環境部にて実施 

    

 

消防部及び 

警察署にて実施 

 環境部にて実施(※２) 

ただし、道路閉鎖による

もので、障害物が土砂・

樹木のみによる場合は、

建設局にて実施 

 

 

※２：市職員の現場動員が必要な場合、災害対策本部経由で関係局に協力を要請する 

※３：国土交通省の堆積土砂排除事業の対象とならない災害規模の場合は、環境省の災害廃棄物処理

事業により環境部において実施する 

 

１ 住宅関係障害物の処理 

（１）実施者 

   災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）が必要と認めたとき、障害物処理

の実施を決定する。 

   なお、市限りにおいて処理不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応援を得

て実施する。 
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（２）処理すべき対象 

   処理すべき障害物とは、住家及びその周辺に運びこまれた土石、竹木等の障害物又は建物

等の倒壊により発生した障害物であり、次の条件に該当するものとする。 

 

－ 処理すべき対象となる住家の障害物 － 

ア 障害物のため当面の日常生活が営み得ない状態にあること 

イ 障害物が居間、炊事場等日常生活に欠くことのできない場所に運びこ

まれたもの、又は出入りが困難な状態であること 

ウ 自らの資力で障害物の処理ができないもの 

エ 半壊又は床上浸水した住家 

オ 原則として、当該災害により直接被害を受けたもの 

 

（３）処理の実施 

   災害救助法の適用の有無にかかわらず、都市部長（都市局長）は、本部長（市長）の指示

に基づき、区本部長（区長）の意見及び周囲の状況を考慮して、優先度の高い箇所を指定

し、区本部及び関係各部（局）、（一社）千葉市建設業協会の協力により作業班を編成し実施す

る。 

   また、市に災害救助法を適用した場合は、千葉市災害救助法施行細則に規定する救助の程

度、方法及び期間（一般基準）の範囲において救助（障害物の除去）を実施し、一般基準で

の救助が困難なときは、本部長（市長）は、内閣総理大臣に特別基準の設定について協議す

る。また、本市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場合は、「千葉県災害救助

資源配分計画」に基づき、救助を実施する。 

－災害救助法が適用された場合の障害物の処理－ 

ア 市は、処理対象戸数及び所在を調査する。 

イ 処理作業は、市が保有する器具・機械を使用して市が行う。 

ウ 労力、機械等が不足する場合は、県（千葉土木事務所）に要請し、隣接市からの派遣を求

め、さらに不足する場合は、市内の建設業者等から資器材・労力等の提供を求める。 

エ 支出できる費用は、ロープ、スコップ、その他処理のため必要な機械器具等の借上費、輸

送費及び人件費とし、１世帯あたりに要する限度額は、災害救助法の定めるところによる。 
オ 実施期間は、災害発生の日から 10 日以内に完了する。 

 なお、期限内の実施が困難な場合は内閣総理大臣へ協議する。 

 

（４）作業上の留意事項 

   処理作業を実施するにあたっては、以下の点について、十分留意して行うものとする。 

－ 処理作業上の留意事項 － 

ア 他の所有者の敷地内で作業が必要なときは、可能な限り、管理者、所有者の同意を得る。 

イ 処理作業は、緊急やむを得ない場合を除き、再度の輸送や事後の支障の生じないよう配慮して行う。 

ウ 障害物の集積場所については、廃棄すべきものと保管すべきものとを明確に区分し、また、収集作

業のしやすいよう関係各部と協議して、処理作業実施者が決める。 

※災害救助法による救助の程度、方法及び期間（資料 8-1） 

 



第１章 地震対策計画 第１６節 環境対策等 

                    地 - 162 - 

２ 河川等関係障害物の処理 

   災害時における管内河川、公共下水道・排水路等の機能を確保するため、巡視を行う。 

   特に、橋脚、暗渠流入口及び工事箇所の仮設物等につかえる浮遊物並びに流下浮遊物その

他の障害物の処理作業を区本部・関係各部、関係機関及び（一社）千葉市建設業協会と協力

して実施する。 

   また、下水道管渠
かんきょ

内で流下に支障となる障害物の処理作業を千葉市下水管路維持協同組合

と協力して実施する。 

   ※千葉市域を流下する河川（資料 1-4） 

 

３ 道路関係障害物の処理 

   道路上の障害物の除去は自動車・死体等の特殊なものを除き、道路法第３章第１節「道路管

理者」に規定する道路管理者※が行う。 

この場合において、災害の規模・障害の内容等により、関係者及び関係機関と密接な連絡を

取り、協力して交通の確保を図るものとする。 

   特に「緊急輸送道路一次路線」については最優先に実施する。※国・県・東日本道路高

速道路㈱の管理道路については、各管理者が障害物の除去から最終処分までを行う。 

 

４ 県及び県内市町村での相互援助協力 

   市は、災害等による大量の廃棄物が発生し、単独での処理が困難な場合には、「災害時等に

おける廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定」に基づき相互に援助協力を行う。 

   また、建築物の解体に伴うがれき等の大量発生が予想されることから、「地震等大規模災害

時における災害廃棄物の処理等に関する協定」及び「地震等大規模災害時における被災建物

の解体撤去等に関する協定」に基づき、県を通じて民間事業者の協力を求める。 

 

５ 県による災害廃棄物処理 

   県は、市町村災害廃棄物処理計画策定に関する助言、災害廃棄物処理に関する技術的な助

言、情報処理を行う。なお、甚大な被害を受けた市町村が、自ら災害廃棄物の処理を行うこ

とが困難な場合や、県が一括して処理を行ったほうが円滑かつ迅速に災害廃棄物の処理が行

えると判断される場合は、地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 252条の 14 の規定に基づ

き、被災市町村が県に災害廃棄物の処理に関する事務の全部または一部を委託し、県が被災

市町村に代わって災害廃棄物の処理を行う。 

 

 

第２ ガレキの処理 

 【環境局、都市局、建設局、道路管理者、千葉土木事務所 、（一社）千葉市建設業協会、千葉県

解体工事業協同組合、建設業者、解体工事業者、廃棄物処理関係業者、運送業者】 
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対
策
の
あ
ら
ま
し 

大規模な災害発生により建物等の倒壊・破損・焼失、窓ガラス・屋根瓦等の落下物、倒木・自動販

売機などによりガレキが大量に発生する。 

また、損壊家屋・事業所等の解体時に発生する廃材・コンクリート塊・鉄筋等のガレキも長期に

わたり大量に排出される。 

これらのガレキを速やかに被災地から撤去し、地域の復旧を早める必要がある。（第１次処理対策） 

そのうえで、再利用・焼却・埋め立て等の処理を行うこととなる。（第２次処理対策） 

この項では、以上の措置を実施し、被災地の復旧に万全を期するための実施手順について定める。 

 

１ ガレキ処理の体制 

ガレキの被災地からの撤去、搬送、仮置場への搬入等の体制は、市の総力をあげて、次の

とおり行う。 

（下記フローは現場における実務の運用ベースとし、関連する国費等の申請についてはこ

の限りではない） 

   
ガレキ撤去 

仮置場への運搬 

 
仮置場 

 処分場への運搬 

最終処分 

        

ガレキの処理 
  

道路上 
 

・場所選定 

・地元調整（※１） 

・設置 

・維持管理 

 ・誘導警備 

 ・分別 

 ・入退場管理 

 ・飛散防止 

 
※１：発災後速やかに 

実施する 

  

    

 

  

 
建設部及び 

道路管理者にて実施 

  

     

 
公共施設 

  
ガレキの処分 

   

 所管部署にて実施   環境部にて実施 

     

 
住宅関係 

  
 

   

 都市部にて実施(※３)    

       

   民有地から道路上に 

搬出されたごみ等(※４) 

   

      

   環境部にて実施  環境部にて実施(※２)   

※２：市職員の現場動員が必要な場合、災害対策本部経由で関係局に協力を要請する 

※３：所有者にて対応困難な場合に限る 

※４：家屋の倒壊等の原因により道路上へ搬出された、破損家電・畳等のごみを想定するもの 

※５：ライフライン関連施設については、各管理者が処理～処分までを実施するため、このフローの 

範囲外とする 

 

（１）仮置場の選定及び最終処分場の確保 

   ガレキを一時集積するための仮置場を選定する。 

   具体的な選定に際しては、以下に掲げる点に留意する。 

   また、ガレキの最終処分について地区内だけで対応することが困難である場合は、他都市

や民間処分場に協力を要請し、最終処分場の確保を図る。 
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－ ガレキ仮置場の選定要件 － 

ア 搬入に便利なこと 

イ 中間処理機器等の設置・使用に支障のないこと 

ウ 中長期の使用ができること 

エ 再利用・焼却・埋立て等の搬出に便利なこと 

オ 飛散防止・安全管理が容易であること 

カ 水源や病院、学校等に近接していないこと 

 

（２）搬送ルートの確保 

   大規模な災害時には、交通事情の悪化、特に道路の渋滞等が想定されることから、ガレキ

等の搬送を効率的に行うための搬送ルートを早急に確保する。 

 

２ 第１次処理対策の実施 

（１）仮置場の指定 

   緊急輸送道路の確保や解体に伴うガレキを一時集積するための仮置場を指定する。 

（２）ガレキの搬入方法 

   搬入に際しては、資源の再利用及び最終処分容量の減容等を図るため、種別ごとの区分を

徹底する。 

 ア 道路啓開によるガレキ 

 イ 公共施設解体によるガレキ 

 ウ 建築物等解体廃棄物 

   解体業者等の仮置場への搬入は、環境部（環境局）が発行する搬入許可証により行う。 

 （ア）市解体廃棄物 

 （イ）民間解体廃棄物 

 

３ 第２次処理対策の実施 

   仮置場に集積されたガレキの２次処理は、資源の再利用や環境に配慮し行う。 

（１）中間処理の実施 

   資源の再利用及び最終処分場の延命化を図るため、ガレキ仮置場に破砕機等を設置し、 

原則として中間処理を行うとともに、必要に応じ小型焼却炉を設置し焼却する。 

 ア 不燃物の処理 

   コンクリートがら、金属屑などの不燃物は、破砕機等を使用し、再利用しやすいように処

理を行う。 

 イ 可燃物の処理 

   廃木材等の可燃物については、チップ化するなどし、再利用を図るとともに、可能な限り

焼却処理を行う。 

（２）仮置場からの搬出・処理 

   仮置場に集積されたガレキは、中間処理を行った後、再利用先や焼却施設、最終処分場に

搬出するが、可燃物については災害時相互援助協定等による協力自治体などに焼却処理を依

頼するなどし、仮置場からの早期撤去を図る。 
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   ※ガレキの発生量推計方法（「千葉県災害廃棄物処理計画」） 

（推計式） 

 ガレキの発生量＝①解体棟数×②平均延床面積×③ガレキの発生原単位 

        ＝建物の全壊棟数×１棟あたり平均延床面積×ガレキの発生原単位 

        ＋建物の半壊棟数×１棟あたり平均延床面積×ガレキの発生原単位 

        ＋建物の焼失棟数×１棟あたり平均延床面積×ガレキの発生原単位 

 

構造 
平均延床面積 

（㎡） 

ガレキの発生原単位 

可燃物系（ｔ／㎡） 不燃物系（ｔ／㎡） 

木造 全壊 

102.0 

0.194 0.502 

半壊 0.097 0.251 

焼失 0.0582 0.502 

鉄筋系建物・ 

その他の構造 

全壊 

1156.7 

0.12 0.987 

半壊 0.06 0.4935 

焼失 0.036 0.987 

鉄骨系建物 全壊 

303.7 

0.082 0.63 

半壊 0.041 0.315 

焼失 0.0246 0.63 

 

 

第３ ごみの処理 

 【環境局、委託収集業者、廃棄物処理関係業者、運送業者】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

大規模な災害時には、建物等の倒壊・破損・焼失その他により、通常時の収集・処理能力を上回

る大量のごみが市内各地域において、同時多発的に発生する。 

これらの大量のごみは、まず速やかに被災地から除去され地域の環境保全が優先的に確保され

る必要がある。（第１次処理対策） 

そのうえで焼却・埋め立て等の処理を行うこととなる。（第２次処理対策） 

この項では、以上の措置を迅速に実施し、被災地の環境衛生に万全を期するための実施手順に

ついて定める。 

 

１ 処理すべき量の推定 

   大規模な災害の発生により、破損した家具・ガラス・陶器類や避難所等から排出される量

及び一般生活上排出される量は、以下の基準により推定し、平常時における処理計画を勘案

して、ごみの処理対策実施のための検討材料とする。 

（推計式） 

  粗大ごみの発生量（増加分）＝被害棟数×粗大ごみ発生原単位 

 ＝｛全壊棟数＋（半壊棟数×0.6）｝×粗大ごみ発生原単位 1.03（ｔ／棟） 

      ※「千葉県災害廃棄物処理計画」 

      ※生活ごみ：平常時と同等とする。 
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２ ごみ処理体制の確立 

（１）処理施設の機能維持 

   ごみ処理施設の被害状況を把握し、必要に応じ応急復旧措置を講じて、保有処理能力の維

持に努める。 

（２）収集体制の確保 

   環境事業所、委託業者及び許可業者等の人員、車両等の稼働状況を把握し、環境部（環境

局）の総力をあげて収集体制を確保する。 

（３）作業計画及び処理計画の策定 

   被害状況及び処理すべき量等を検討し、収集・運搬・処理計画を速やかに策定する。 

（４）協力要請 

   災害時においては、関係者の協力を得て、効率的なごみ処理体制を確立する。 

 ア 市民・事業者への周知・協力要請 

   災害時の収集体制を周知するとともに、排出方法、排出場所への運搬等について、市民・

事業者の協力を求める。 

   なお、市民等への周知・協力要請は、災害対策本部及び区本部に対し、広報活動を要請し

市の広報により行う。 

 イ 委託業者等への協力要請 

   災害に伴う対応について、委託業者、許可業者及び産業廃棄物処理業者等に協力を要請す

る。 

 ウ 他自治体への協力要請と受入体制 

   協定等に基づく要請等により他自治体等からの協力を得る場合は、宿泊施設等の受入体制

を確保する。 

本市のみで災害廃棄物の収集・処理を行うことが困難な場合、「地震等大規模災害時におけ

る災害廃棄物の処理等に関する協定」に基づき、県を通じて民間事業者に応援要請する。 

３ 第１次処理対策の実施 

（１）ごみの一時集積（仮置場） 

   災害の発生により、通常の経路による収集が困難な場合や短期間でのごみの焼却処分及び

最終処分が困難な場合は、区本部長（区長）の意見等を聴取し、ごみの一時集積場（仮置

場）を指定し被災地域からの搬出を行う。 

 ア 臨時ごみステーションの指定 

   通常の経路による収集が困難な被災地区及び避難所等に臨時ごみステーションを指定する。 

   指定にあたっては、安全面や環境面を十分勘案する。 

 イ 仮置場の指定 

   短期間でのごみの焼却処分及び最終処分が困難な場合の一時集積場としてごみの仮置場を

指定する。 

（２）一時集積場（仮置場）の選定 

   一時集積場（仮置場）の具体的な選定に際しては、以下に掲げる点に留意する。なお、 

一時集積場（仮置場）については定期的な消毒を行う。 
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－ 臨時ごみステーションの選定要件 － 

ア 他の応急対策事業に支障のないこと 

イ 環境衛生に支障がないこと 

ウ 市民のごみ排出に支障のないこと 

エ 収集に伴う車両の進入が容易なこと 

オ 市民の自主管理ができること 

 

－ ごみ仮置場の選定要件 － 

ア 搬入に便利なこと 

イ 中間処理機器等の設置・使用に支障のないこと 

ウ 一定の期間、使用ができること 

エ 再利用・焼却・埋立て等の搬出に便利なこと 

オ 飛散防止・安全管理が容易であること 

カ 水源や病院、学校等に近接していないこと 

 

（３）ごみの搬送方法 

   ごみの搬送方法については、環境部（環境局）で作業計画を策定し決定するが、原則とし

て、以下のとおり行う。 

 ア 生ごみ等腐敗しやすい廃棄物 

   臨時ごみステーション等に排出された生ごみ等は、被災地区及び避難所等における防疫

上、特に早急に収集されることが望ましいので、環境部（環境局）は委託業者等の協力を得

て、最優先で収集し、清掃工場へ搬入し焼却処理する。 

 イ 収集できずに道路、空地に置かれたごみ 

   医療衛生班（保健福祉局医療衛生部）と連携し定期的な消毒を行うとともに、直営、委託

業者、他都市の応援等の協力を得て、仮置場に搬送する。 

 ウ 被災に伴い発生する壊れた家具、調度品などの片付けごみについては、市民・事業者に対

し、ごみ仮置場への直接搬送（業者委託を含む。）の協力を要請する。 

 エ 仮置場への搬入に際しては、後に行う再利用・処理・処分を考慮し、原則、分別集積する。 

 

４ 第２次処理対策の実施 

   仮置場に集積されたごみの第２次処理対策は、資源の再利用や環境に配慮し行う。 

（１）中間処理 

   資源の再利用及び最終処分場の延命化を図るため、仮置場に破砕機等の機器を設置し、 

中間処理を行う。 

（２）仮置場からの排出・処理 

   ごみ仮置場に集積されたごみは、破砕等の処理をした後、再資源化施設や清掃工場、最終

処分場へ搬出するが、可燃物については、災害時相互援助協定等による協力自治体に焼却処

理を依頼するなどし、仮置場からの早期撤去に努める。 

（３）最終処分場の確保 

   災害時におけるごみの最終処分について、地区内だけで対応することが困難である場合

は、他都市や民間処分場等に協力を要請し、最終処分場の確保を図る。 
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第４ し尿の処理 

 【総合政策局危機管理部、環境局、都市局、建設局、避難所担当職員、避難所運営委員会、し尿

収集許可業者、その他関係業者】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

大規模な災害時には、電気や上下水道の機能停止により、通常のし尿収集地域だけでなく、市

内の全域において、市が収集処理しなければならない事態となり、し尿の処理量が増加すると予

想される。 

し尿は、防疫上の観点から、できる限り早急に収集・処理する必要がある。 

環境部長（環境局長）は、収集許可業者とともに必要な体制を確立し、し尿の収集・処理を迅速

に実施する。 

 

１ 既設トイレの利用 

（１）災害後の断水等が発生した場合においても、各家庭や事業所、避難施設等では、施設内の既

設トイレに被害がない場合は、その使用を最優先する。 

（２）市民利用施設等の管理者は、施設内のトイレが使用可能な場合は、極力市民に開放する。 

 

２ 携帯・簡易トイレの利用 

   指定避難所となる施設で既設トイレが使用できない場合は、既設トイレの便座や個室等を 

活用して、施設に備蓄する携帯トイレや簡易トイレを使用する。 

 

３ マンホールトイレへの仮設トイレの設置及び撤去 

（１）設置 

   大規模な災害が発生しトイレを使用することやし尿の速やかな収集・処理が困難な場合は、

本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に基づき、マンホールトイレへの仮設トイ

レの設置を行い対応する。 

 ア 下水道直結式 

   水源となる非常用井戸等、下水道管の被害状況を確認した後に設置を行う。 

   その際、担当が複数にまたがることから、連携して対応を行う。 

   水源及び下水道に被害があり、汚水管へ流すことができない場合は、簡易便槽等を調達して

使用する。 

 イ 貯留式 

   対象の施設管理者は要請に基づき設置箇所へ行き設置を行う。 

   貯留式については、くみ取りが必要になるので、環境部長（環境局長）に処理の依頼を行う。 

（２）撤去 

   下水道及び水道施設の機能が復旧するなど、本部長（市長）又は区本部長（区長）がその必

要がないと認めた段階で撤去作業を行う。 

 

４ 仮設トイレの設置及び撤去 

（１）設置 

   環境部長（環境局長）は、大規模な災害が発生しトイレを使用することやし尿の速やかな収
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集・処理が困難な場合は、本部長（市長）の指示又は区本部長（区長）の要請に基づき、備蓄

する簡易トイレ及び調達による貯留式仮設トイレを設置し対応する。 

   設置の箇所は、汲取り処理地域及び下水道使用不可能地域にある次の施設から優先的に設置

する。 

   ※災害用トイレの整備状況（資料 3-11） 

－ 仮設トイレ設置を優先する施設等 － 

（１）広域避難場所（避難が長時間に及ぶ場合） 

（２）避難所（避難所内でトイレが不足又は使用不可能な場合） 

（３）その他被災者を収容する施設 

（４）高層集合住宅 

（５）住宅密集地 

（２）撤去 

   下水道及び水道施設の機能が復旧するなど、本部長（市長）又は区本部長（区長）がその   

必要がないと認めた段階で撤去作業を行う。 

 

５ 処理すべき量の推定 

   大規模な災害発生後に処理すべきし尿の量は、全壊、全焼、流失、床上・床下浸水家屋等

の汲取式便槽のし尿分と、機能が停止した下水道処理区域内の世帯数から排出されるし尿分

の合計とする。 

   以下の基準により推定し、平常時における処理計画を勘案して、し尿の処理対策実施のた

めの検討材料とする。 

（推計式） 

  し尿収集必要量 

＝震災時し尿収集必要人数×１日１人平均排出量 

＝（①仮設トイレ必要人数＋②非水洗化区域し尿収集人口）×③１人 1 日平均排出量 

      ※「千葉県災害廃棄物処理計画」 

 

６ し尿処理体制の確立 

（１）処理施設の機能維持 

   し尿処理施設の被害状況を把握し、必要に応じ応急復旧措置を講じて、保有処理能力の維持

に努める。 

（２）収集体制の確保 

   収集許可業者の人員、車両等の稼働状況を把握するとともに、他自治体に応援を要請するな

ど、収集体制を確保する。 

（３）収集作業計画及び処理計画の策定 

   地区別被害状況及び処理すべき量等を検討し、収集・運搬・処理計画を速やかに策定する。 

（４）周知及び協力要請 

   災害時においては、関係者の協力を得て効率的なし尿処理体制を確立する。 

 ア 市民等への周知 
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   災害時の収集体制及び下水道処理施設の被害状況並びにその対応について周知する。 

   なお、市民等への告知は、災害対策本部及び区本部に対し、広報活動を要請し市の広報によ

り行う。 

 イ 収集許可業者への協力要請 

   災害に伴う対応について、収集許可業者に協力を要請する。 

 ウ 他自治体への協力要請と受入れ対策 

   協定に基づく要請等により、他自治体からの協力を得る場合は、宿泊施設等の受入れ体制を

確保する。 

本市のみでし尿の収集・処理を行うことが困難な場合、「災害時における一般廃棄物の収集

運搬に関する協定」に基づき、県を通じて民間事業者に応援要請する。 

 

７ 収集・処理対策の実施 

（１）軽微な被災地域の対応 

   被害の状況に応じて、とりあえずの措置として、貯留槽、便池等内の２～３割程度のくみ取

りとし、各戸の当面の使用を可能にする方法をとる。 

（２）下水道処理区域の対応 

   下水処理施設の処理機能が確認された場合は、収集時に最寄りの汚水マンホール等から直接

投入する。 

（３）し尿処理施設 

   原則として、受入・前処理は市衛生センターで行い、前処理後は、南部浄化センターで処理

する。 

（４）緊急貯留対策 

   施設の復旧や広域処理に対応するため、一時貯留施設として大型タンクローリーを設置する。 

（５）広域的処理対策 

   本市処理施設のみでの処理が困難な場合には、相互援助協定等による処理受入自治体へ搬送

し、処理を行う。 

 

 

第５ 防疫・保健衛生 

 【保健福祉局、都市局、千葉県警察本部及び警察署､自衛隊､市医師会､市薬剤師会､薬業会等関係

業者､（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支部】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

大規模な地震や風水害の発生時には、水道の断水、家屋の浸水、あふれた汚水等により感染症

が発生するおそれがある。 

また、ガス・電気等の熱エネルギーの供給が停止した場合には、食中毒の発生が懸念される。 

防疫・保健衛生対策は、地震等の発生に伴う二次災害としての感染症の防止、食中毒等の発生

予防のために行う。 

加えて、逸走した動物による人への危害防止などの必要な措置を講じる。 

市が行う防疫・保健衛生活動は、保健福祉部長（保健福祉局長）が関係各部長（各局長）及び関

係機関と連携し、全体の統轄事務を担当して実施する。 
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１ 作業班の編成 

（１）保健福祉部長（保健福祉局長）は、被災地の防疫措置を迅速かつ強力に実施し、感染症疾患、

食中毒の発生等を未然に防止するため、防疫、食品衛生の監視や動物救護活動等に関する各作

業班を編成する。 

（２）各作業班の構成は、災害の状況に応じて、そのつど保健福祉部長（保健福祉局長）が決定す

る。 

 

２ 防疫・保健衛生活動の実施 

（１）全体統轄 

 ア 保健福祉部長（保健福祉局長）は、区本部及び医療救護班からの通報、避難所・被災地等

からの通報等により、災害発生時の感染症・食中毒等の発生状況を把握する。併せて青葉病

院の隔離病床収容力を確認する。 

 イ 感染症が発生したときは、患者を隔離・搬送するとともに、搬送後、速やかに本部長 

（市長）及び区本部長（区長）へ報告する。 

   なお、隔離病舎に収容することが困難な場合は、県（健康福祉部）と協議して、適切な 

場所に臨時の隔離病舎を設け収容する。 

 ウ 作業班を編成して、防疫・保健衛生活動及び動物（ペット）対策活動を実施する。 

 エ 各作業班の要請により災害対策本部及び区本部に対し市民への広報活動の実施を依頼する。 

オ 避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ災害時感染制御支援チーム（ＤＩ

ＣＴ）等の派遣要請を検討する。 

（２）防疫活動 

   防疫活動に関し編成する作業班の行う作業分担は、次のとおりとする。 

 ア 感染症予防班 

 （ア）被災地及び避難所における感染症患者等の早期発見 

 （イ）感染症予防に必要な防疫指導等の実施 

 イ 細菌検査班 

   感染症患者等の発生時における健康診断に伴う細菌検査の実施 

 ウ 防疫班 

 （ア）感染症患者等の移送 

 （イ）患者の家屋等に対する消毒作業の実施 

 （ウ）ねずみ族・昆虫等駆除の実施 

（３）環境衛生監視 

   避難所及び被災地における生活環境の確保に関し、作業班の行う作業分担は、次のとおり

とする。 

 ア 消毒作業班 

 （ア）清潔保持についての指導 

 （イ）避難所に設置される仮設トイレ等の消毒の実施 

 （ウ）死亡獣畜の処理指導 
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 イ 飲料水検査班 

 （ア）応急給水活動に伴う衛生検査の実施 

 （イ）被災地における特定建築物及び簡易専用水道等を有する大規模ビルの給水設備及び飲料

水の検査 

 （ウ）行政用井戸、個人用井戸等の検査 

 （エ）公衆浴場等入浴施設に係る情報提供 

（４）食品衛生監視 

   食品衛生監視活動に関し編成する作業班の行う作業分担は、次のとおりとする。 

 ア 食品衛生監視班 

 （ア）臨時給食施設や食品取扱い施設の監視指導 

 （イ）緊急調達食品等の衛生指導及び不良食品の排除指導 

 （ウ）食中毒発生時の処理 

 （エ）食品衛生対策の広報 

 イ 食品衛生検査班 

   食品等の検査 

 ウ 食鳥肉衛生検査班 

   食鳥肉処理場における食鳥肉の検査・指導 

 エ 地方市場検査班 

 （ア）千葉地方卸売市場を流通する食品の監視指導及び検査 

 （イ）不良食品の排除 

（５）動物救護活動等の実施 

   動物救護班の作業は次のとおりとする。 

 ア 県衛生指導課・（公社）千葉県獣医師会開業部会千葉支部等との連絡調整 

 イ 情報収集及びボランティア等との連絡調整 

 ウ 被災動物（ペット）の保護、飼育管理、治療 

   このほか、千葉県が定める「災害時動物救護マニュアル」に基づき、関係団体と共同で実施する。 

   また、危険動物が施設から逸走した場合は、人への危害を防止するため、飼養者、警察官そ

の他関係機関の連携を下に状況を把握し、必要な措置を講じる。 

 

３ 防疫用薬剤・資機材の確保 

   初期防疫活動は、市が備蓄する分を使用して行う。市備蓄分で不足する時は、市薬剤師会、

防疫用薬剤・資機材取扱い業者等に協力を要請し調達する。 

   ※市備蓄防疫用薬剤・資機材の現況（資料 3-14） 

 

 

第６ 行方不明者及び死体の捜索・収容・埋葬 

 【保健福祉局、各区、千葉県警察本部及び警察署､自衛隊､千葉海上保安部､市医師会､市歯科医師

会､市薬剤師会､日本赤十字社千葉県支部､葬祭関係業者等】 
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対
策
の
あ
ら
ま
し 

県地域防災計画の定めるところにより行方不明者及び死体の捜索、収容、処理及び埋葬は、本

部長（市長）が行う。 

なお、市限りで対応不可能な場合は、近接市町、県、国その他関係機関の応援を得て実施する。 

 

１ 安否情報照会・捜索依頼の受付 

   安否情報に関する照会は、別途定める「安否情報事務の手引き」により区被災者支援班が

受け付け、回答を行う。 

   家族等から被災者の安否情報の照会があったときは、個人情報の保護に関する法律の規定

にかかわらず、被災者等の権利利益を不当に害するおそれがない範囲内で家族等に回答でき

る。 

   この場合、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係地方公共団体、消防

機関、警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。 

   なお、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け、加害者から追跡されて危害を受ける恐

れがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう、個人情報

の管理を徹底するよう努める。 

   また、避難住民・死亡住民等のリストに被照会者が掲載されておらず、捜索が必要と判断

される者については、要捜索者リストを作成し、その者を記載する。 

   市は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても積極的に情報収集する。また、

県は要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必要と認めるときは、市

等と連携の上、安否不明者の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することにより、速

やかな安否不明者の絞り込みに努める。 

 

２ 捜索の実施 

   捜索は、要捜索者リストに基づき、消防隊が警察署、自衛隊その他の関係機関及び市民等の

協力を得て、以下のとおり、実施する。 

 

 

３ 死体の検案  

    原則として、区本部長（区長）の指定する遺体収容所（安置所）において警察官等が調査

（検視）した後の死体は、医療衛生班（保健福祉局医療衛生部）がその処理を引継ぎ、遺体

－ 捜索活動実施の手順 － 

（１）捜索活動は、消防隊・消防団及び自衛隊その他関係機関が連絡を密接にとりながら実施

する。 

（２）捜索活動中に死体を発見したときは、区本部及び所轄警察署に連絡する。 

（３）発見した死体は、現地の一定の場所に集め、所要の警戒員を配置し監視を行う。 

（４）捜索の実施期間は災害発生の日から 10 日以内とする。 

   （※以下３「死体の検案」へ） 
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収容所（安置所）の一部を検案所として次のとおり検案を実施する。なお、死亡者が多数発

生し、遺体収容所（安置所）内に検案所を設けることができない場合は、医療衛生班長（医

療衛生部長）の指示に基づき寺院その他公共施設等を検案所に指定し開設する。 

 

 

４ 死亡住民に係る情報収集及び死体の収容・安置 

   検案を終えた死体については、医療衛生班（保健福祉局医療衛生部）、区本部、警察署、町内

自治会、自主防災組織等の協力を得て、身元確認と身元引受人の発見に努めるとともに、以下

のとおり、収容・安置する。 

 

 

５ 火葬・埋葬 

   医療衛生班（保健福祉局医療衛生部）は、死体火（埋）葬許可証の発行された死体を火葬

及び埋葬するため、適切な措置を講じる。 

   引き取り手のない死体の取扱い及び遺族等が火葬・埋葬を行うことが困難な場合は、以下

のとおり区本部長（区長）の要請に基づき、応急措置として、死体の千葉市斎場への輸送、

－ 死体検案の手順 － 

（１）死体の検案は、医療衛生班（保健福祉局医療衛生部）が市医師会、歯科医師会等の協力

を得て実施する。 

（２）死体の検案は、死亡診断のほか、洗浄、縫合、消毒等の必要な処置を行うとともに、検

案書を作成する。 

（３）身元不明者については、死体及び所持品等を証拠写真に撮り、併せて指紋採取、人相、

所持品、着衣、その他の特徴等を記録し、遺留品を保管する。 

（４）検案を終えた死体は引き続き遺体収容所（安置所）に安置し、検案書とともに区本部に

引き継ぐ。（※以下４「死亡住民に係る情報収集及び死体の収容・安置」へ） 

なお、検案所を遺体収容所（安置所）の外に設ける場合の輸送については、医療衛生班

（保健福祉局医療衛生部）が関係各部、各機関の協力を得て実施する。 

－ 死体の収容・安置の手順 － 

（１）区本部長（区長）は、あらかじめ協力を得た市内の寺院又は市民の避難状況を考慮した上で指

定、若しくは事前に指定した公共施設等死体収容に適当な場所を選定して、遺体収容所（安置所）

を開設する。なお、適当な既存建物が確保できない場合は、天幕等を設置して代用する。 

（２）死体の検案書を引き継ぎ、死体処理台帳を作成し、安否情報収集様式（死亡住民用）の記入を行

う。 

（３）棺に氏名及び番号を記載した氏名札を添付する。 

（４）遺族その他より死体引き受けの申し出があったときは、死体処理台帳により整理し、安否情報の

照会に対する回答の意向を確認し安否情報収集様式（死亡住民用）に記入の上、死体を引き渡す。 

（５）区本部避難所班は回収した安否情報収集様式をもとに、死亡住民記録簿を作成し、区本部長（区

長）を通じて本部事務局へ報告する。なお、CHAINS(千葉市行政情報ネットワークシステム)が利用

可能な場合には、指定のファイルへの入力をもって作成・報告に代える。 

（６）区本部長（区長）は死体引受人が見つからない死体については、検案書等により死体火（埋）葬

の手続きを行う。 

（７）医療衛生班（保健福祉局医療衛生部）は、市内葬儀業者等の協力を得て、納棺用品・仮葬祭用品

等必要な器材を確保する。 

（※以下５「火葬・埋葬」へ） 
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火葬（仮埋葬）を実施する。 

   なお、死体の輸送については、県広域火葬計画に基づき協定を締結した民間葬祭業者等に

依頼し行うが、必要に応じて、死体輸送用の車両の確保を行うとともに、「死体輸送班」を編

成する。 

   また、死体が多数である又は設備等の被災により千葉市斎場で火葬が困難な場合は、医療

衛生班長（保健福祉局医療衛生部長）は本部長（市長）の指示により県知事に対して広域火

葬に対する必要な措置を要請する。 

※捜索受付から火葬・埋葬までの様式（資料 8-5） 

 

－ 死体の火葬・埋葬の手順 － 

（１）引き取り手のない死体については、市で応急措置として火葬又は埋葬を行う。 

（２）火葬又は埋葬に付する場合は、火葬・埋葬台帳により処理する。 

（３）遺骨、遺留品は包装し、氏名札及び遺留品処理票を添付のうえ、保管所に一時保管する。 

（４）家族その他関係者から遺骨、遺留品の引き取り希望のあるときは、遺骨及び遺留品処理票に

より整理のうえ、引き渡す。 

（５）死体が多数のため、市営桜木霊園、平和公園で対応できないときは、市内寺院その他適当な

場所に仮埋葬する。 

（６）仮埋葬した死体は、適当な時期に発掘して火葬に付し、墓地又は納骨堂に改葬する。 

（７）火葬・埋葬期間は災害発生の日から 10日以内とする。 

 

 

第７ 環境保全対策 

 【環境局、保健福祉局（保健所）、消防局、警察署、市医師会等】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

大規模の災害では各方面に多大な被害を与えるが、市民の都市生活を支える健全な環境にも大

きな影響を与えることが想定される。 

このため、大気・水質等の環境モニタリング調査を緊急に実施、二次災害の発生防止・粉じん・

アスベスト対策等を速やかに講じ適切な環境保全の確保に努める。 

また、公害認定患者に対する効果的な診療体制の整備等公害健康被害の補償等に関する法律（昭

和 48 年法律第 111 号）等の業務の円滑な運用を図る。 

対応にあたっては、国、県、近隣市町その他関係機関との連携・応援を得て実施する。 

なお、毒物劇物に起因する場合は保健所、警察署及び消防機関と連絡調整を図り適切な処置を

行う。 

 

１ 工場・事業場緊急実態調査（二次災害の発生防止） 

   工場・事業場の環境関連施設の被害状況、有害物質等の漏出事故、規制基準の遵守状況の  

緊急実態調査を行い、大気汚染・水質汚濁による二次災害の発生防止に努める。 

（１）緊急立ち入り調査、指導 

（２）施設点検・整備・法令手続きの徹底等文書通知 

（３）被害状況のアンケート調査 

（４）公害関係法令・協定に基づく事故報告書受理 

（５）復旧時における公害防止施設等の建設に際し、法基準の遵守指導を行う。 
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２ 環境モニタリング調査 

（１）環境モニタリング設備等被害状況調査 

   大気・水質監視テレメータシステム等測定機器の被害状況を把握し、復旧に努める。 

（２）環境モニタリング緊急調査 

   有害物質の漏出・飛散、建築物の解体に伴う粉塵等による大気・水質への環境影響を把握し、

アスベスト飛散防止やフロン回収等二次災害の発生防止のための必要な対策を講じるよう努

める。 

 ア 大気汚染 

 （ア）有害物質調査 

 （イ）粉じん・アスベスト調査 

 （ウ）解体廃棄物の野焼き調査、ダイオキシン・塩化水素等 

 イ 水質汚濁 

 （ア）公共用水域水質調査（健康項目、生活環境項目） 

 （イ）地下水水質調査（健康項目） 

 

３ 公害健康被害の補償等に関する法律等の円滑な運用 

   公害認定患者の効果的診療体制の整備、相談窓口の開設等公害健康被害の補償等に関する 

法律等の業務の円滑な運用を図る。 

（１）安否・所在確認、保健師による訪問療養指導 

（２）相談窓口の開設 

（３）認定更新申請手続きの特別措置の検討 

（４）公害医療手帳の焼失・紛失者に対する療養等給付措置の検討 

 

４ 公害苦情相談 

   大気汚染・水質汚濁・騒音・振動等公害苦情の適切な対応を図る。 
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第１７節 教育対策 

 【教育委員会、県総務部、県教育庁】 

 

 災害発生時は学校等における児童・生徒の安全の確保に努めるとともに、学校等が被災した場合

でも早期授業再開を目指す。 

 また、学用品がなくなり就学に支障をきたした児童・生徒に対しての支援も行う。 

 

第１ 事前にとるべき措置 

 

  学校は、東日本大震災の教訓を生かし、学校と地域が連携した防災訓練などの体験活動を通じ

て、自ら安全な行動がとれること（自助）や、他者や地域の防災に貢献できること（共助）など、

発達段階に応じた防災意識の高揚に努めるものとする。 

 

１ 措置のあらまし 

－ 災害のおそれがあるときの留意事項 － 

（１）学校の立地条件などを考慮した上、学校安全計画を作成、実施するとともに、学校防

災計画を作成し、周知する。 

（２）災害の発生に備えた対策及び措置を講じなければならない。 

 

２ 役割のあらまし 

（１）教育長 

 ア 大規模な災害時に備え、学校安全計画を作成、実施するとともに、学校防災計画の作成等を

学校長に対して指導助言する。 

 イ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、学校長に対し、災害に関する情報を迅速・

的確に伝達する。 

（２）学校長 

 ア 学校長は、学校の立地条件などを考慮した上、学校安全計画を作成、実施するとともに、  

学校防災計画を作成し、周知する。 

 イ 学校長は、災害の発生に備えて次のような対策及び措置を講じなければならない。 

（ア）計画的に防災にかかわる施設、設備の点検整備を図る。 

（イ）児童生徒等の避難訓練、災害時の事前指導及び事後措置、保護者との連絡方法を検討す

る。 

   特に、校外学習等、児童生徒が校外に出る場合には、災害発生に備え、中止基準、連絡

体制の確保等、防災に係る計画を作成するものとする。 

（ウ）教育委員会、警察署、消防署（団）及び保護者への連絡体制を確立する。 

（エ）勤務時間外における所属職員への連絡先や非常招集の方法を定め、職員に周知させてお

く。 

（オ）通学が広範囲となる学校においては、交通網の遮断により帰宅できなくなる場合を想定

し、学校・地域の実情に応じて、必要な防災備蓄を推進するよう努める。 
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（３）教職員 

   教職員は常に災害に関する情報に注意し、災害発生のおそれがある場合は、学校長と協力し

て応急教育体制に備える。 

 

 

第２ 災害発生直後の体制 

  各学校は、東日本大震災の経験と教訓を活かし、今後発生が予想される首都直下地震などの 

揺れの大きな地震に備え、学校がどのように対応するかの方向性を示した学校総合防災マニュア

ル等を活用し、児童・生徒の安全確保を第一とした防災体制を確立させる。 

 

１ 措置のあらまし 

－ 災害発生直後にとるべき措置のあらまし － 

（１）状況に応じ緊急避難の指示及び誘導を行うとともに、教育長と連絡の上臨時休校等適

切な措置をとる。 

（２）児童・生徒・職員・施設設備の被害状況を速やかに把握し教育長に報告する。 

（３）被災した地域等からの避難者があった場合は、区本部長（区長）に対して人数、状況

等を速やかに報告する。 

（４）避難所の開設等災害対策に協力するため、職員の配備、役割分担計画の策定など、避

難所運営等に必要な職員を確保して万全の体制を確立するとともに、勤務時間外に災害

が発生したときは、状況に応じ必要な教職員を招集する。 

（５）学校安全計画に基づき、臨時の学級編成を行うなど災害状況と合致するよう速やかに

調整する。 
（６）応急復旧計画については、教育委員会に報告するとともに、決定次第速やかに保護者

及び児童生徒等に周知徹底を図る。 

 

２ 役割のあらまし 

（１）教育長 

   学校長に対して適切な緊急対策を指示するとともに、所轄の学校ごとに分担を定めて、 

情報及び指令の伝達について万全を期するものとし、併せて、学校運営指導、衛生管理指

導、教育施設の緊急使用等の応急・復旧対策の総括にあたる。 

（２）学校長 

 ア 学校長は、状況に応じ、適切な緊急避難の指示を与える。 

 イ 学校長は、災害の規模並びに児童生徒、職員及び施設設備の被害状況を速やかに把握する

とともに、教育委員会へ報告しなければならない。 

 ウ 学校長は、状況に応じ、教育委員会と連絡の上、臨時休校等適切な措置をとる。 

 エ 学校長は、避難所の開設等災害対策に協力するため、学校の管理業務の一環として、職員

の配備、役割分担計画を策定するなど、避難所運営等に必要な職員を確保して万全の体制を

確立する。 

 オ 学校長は、準備した学校安全計画に基づき、臨時の学級編成を行うなど災害状況と合致す

るよう速やかに調整する。 

 カ 応急復旧計画については、教育委員会に報告するとともに、決定次第速やかに保護者及び児
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童生徒等に周知徹底を図る。 

（３）教職員 

 ア 所定の計画に基づき、学校長とともに必要な措置を行う。 

 イ 勤務時間外に災害が発生したときは、所定の計画に基づき、所属の学校に参集し、市が行う

避難所対応等、災害応急対策に協力するとともに、応急教育の実施及び校舎の管理のための体

制を確立する。 

 

 

第３ 応急教育の実施 

 

１ 防災教育計画の策定 

   学校長は、学校の立地条件などを考慮した上、学校安全計画や学校防災計画を作成し、教職

員に確認させておくとともに、児童等にも事前に指導しておく。 

 

２ 施設・職員等の確保 

（１）学校長は、学校が災害により校舎等の一部損壊や、避難所等に学校を提供することなどによ

り、児童生徒の一部又は全部が学校を使用できなくなる場合には、応急復旧計画に基づき、教

育長と緊密に連絡の上、出来る限り早い段階での授業再開に努める。 

 

災 害 の 程 度 応急教育実施のための場所（予定） 

学校の校舎の一部が被害を受けた場合 

ア 教室 

イ 特別教室 

ウ 二部授業の実施 

学校の校舎の全部が被害を受けた場合 ア 近隣学校の校舎等 

特 定 の 地 域 全 体 に つ い て 、 

相 当 大 き な 被 害 を 受 け た 場 合 

ア 市民の避難先の最寄りの学校、公

共施設等 

イ 応急仮設校舎の設置 

 

（２）学校長は、教職員を掌握するとともに学校施設設備の点検等を行い、児童・生徒等に対して

は被災状況を調査し、教育長と連絡し、教科書及び教材の給与に協力する体制に努める。 

（３）教育長は、被災学校に対して、授業再開に向けての必要な指導をするとともに、学校が使用

できない場合には、他の公共施設等の使用を確保することなど、早期の授業再開を支援する。 

（４）教育長は、被災学校の学校長に対し、情報及び指令の伝達に万全を期する。 

 

３ 応急教育の内容 

   応急教育における指導内容、教育内容については、そのつど状況に応じて、学校長が決定す

るが、初期においては、おおむね以下のとおり行う。 

（１）生活に関する指導内容 
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健康・衛生に関する指導 その他の生活指導等 

ア 飲み水、食物、手洗等の飲食関係の衛生

指導 

イ 衣類、寝具の衛生指導 

ウ 住居、便所等の衛生指導 

エ 入浴その他身体の衛生指導 

ア 児童・生徒のそれぞれの発達段階に応じて事

態の認識と復興の意欲を持たせ、具体的にでき

る仕事をさせる。 

イ 児童・生徒相互の助け合い、協力の精神を育

て、集団生活の積極的な指導の場とする。 

ウ 避難所としての対応があったときには、避難

住民と共存する方策を講じる。 

 

（２）学習に関する教育内容 

ア 教具、資料を必要とするものはなるべく避ける。 

イ 健康指導、生活指導、安全教育に直接、間接に関係する科目、例えば体育、理科の衛生等を主と

して指導する。 

ウ 年間指導計画の見直しを図り、個に応じた指導の工夫や授業時数不足に対する対応を講じる。 

エ 被害等の状況（含教職員等）に応じ、児童生徒が主体的に学習できる環境等にも配慮する。 

 

（３）こころのケア対策に関する内容 

ア 精神的に不安定な状態にある児童生徒等のこころの健康について相談に応じる係を教育委員会

内並びに学校内に設ける。 

イ 被災した児童生徒等（含教職員）の心理的ストレス等に対し、学校カウンセラーや精神科医等、

専門家の協力を得て、学校等を巡回相談する体制を整える。 

ウ 児童生徒や教職員自身に対するこころのケア対策についての研修を実施し、その充実を図る。 

 

４ その他の留意事項 

（１）施設内における児童・生徒等の救護は原則として、学校長の指示のもとに養護教諭等がこれ

にあたるものとして、随時最寄り校の校医等が求めに応じて補充要員として加わるものとする。 

（２）学校給食については、原則として一時中止するものとし、学校給食が再開されるまでの範囲

内において、被災者の炊き出しのために施設等を使用することができる。 

   教育長は、給食施設及び給食物資搬入業者の被害状況を迅速に把握し、学校給食の再開計画

を策定のうえ、本部長（市長）に報告する。 

   なお、市から物資等の調達に関して県に要請した場合には、協力が得られる。 

（３）教育委員会内に、他県・他市町村へ転出していった児童生徒との連絡・相談あるいは情報を

提供する係を設ける。また、行き場のない被災児童生徒等の受入れ家庭をあっせんするための

（仮称）相談センターを開設する。 

（４）可能な限り、各避難所等に、受験生向け「学習コーナー」等を設置するなどの配慮をする。 

 

 

第４ 学用品の調達及び支給 
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１ 給与の対象 

   災害により、学用品を喪失またはき損し、就学上支障のある児童・生徒に対して、教科書、

文房具や通学用品等の学用品を給与する。 

（１）災害によって住家が全焼、流失、半壊（焼）及び床上浸水の被害を受けた学校児童・生

徒であること。 

（２）学用品がなく、就学に支障を生じている者であること。 

 

２ 給与の期間 

   災害救助法が適用された場合の支給期間は、災害発生の日から教科書及び教材は１か月以内、

その他については 15 日以内と定められている。 

   ただし、交通通信の途絶による学用品の調達及び輸送の困難が予想される場合には、内閣総

理大臣の承認を受け、必要な期間を延長することができる。 

 

３ 給与の方法 

   災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長（市長）が教育長に命じて、教育委員会及び

各学校長の協力のもとに、調達から配分までの業務を行う。 

   ただし、学用品等の調達及び給与の実施の困難な場合には、県へ学用品等の給与の実施、  

調達について応援を要請する。 

   また、全国（海外を含む。）から提供された学用品等の受入れと、その配布を行うための係を

設け、その対応にあたる。 

   なお、調達・県への要請にあたっては、実施に必要なものに限り、被害別、学年別の学用

品購入計画を立てる。 

   文房具、通学用品はできるだけ同一規格、同一価格のもので行う。 

   小学校児童及び中学校生徒が使用している教材で、「教科書の発行に関する臨時措置法（昭

和 23年法律第 132 号）」第２条第１項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員

会に届出、又はその承認を受けているものであること。 

   高等学校生徒の教科書及び教材は、正規の授業で使用する教科書及び教材であること。 

   文房具は、ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等と

し、通学用品は運動靴、傘、カバン、長靴等とする。 

 

４ 費用の限度 

   被害の実情に応じて、災害救助法の定める範囲内で現物給付をもって行う。 

   ※災害救助法による救助の程度、方法及び期間（資料 8-1） 

 

５ 授業料等の減免・育英補助の措置 

   市は被災した児童・生徒等に対する学校納付金等の減免について必要な計画を策定しておく。 
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第１８節 公共施設等の応急対策 

 

第１ 道路・橋梁
きょうりょう

 

 【建設局、千葉国道事務所、千葉土木事務所、東日本高速道路㈱、（一社）千葉市建設業協会、

警察署】 

 

  災害が発生した場合、緊急輸送道路を最優先に所管の道路、橋梁
きょうりょう

について被害状況を速やかに

把握し、道路交通の確保を図るため、う回路の選定あるいは通行の禁止又は制限等の措置など利

用者の安全策を講じるとともに、パトロール等による広報を行うほか、被災道路、橋梁
きょうりょう

について

は、応急及び復旧措置を行う。 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

地震が発生した場合、各道路管理者等は、地震の規模に応じた応急対策体制を確立し、所管の

道路・橋梁
きょうりょう

について被害状況を速やかに把握し、以下のとおり道路交通の確保を図ることとなっ

ている。 

－ 業務のあらまし － 

１ ライフライン施設占有者、建設業者からの道路情報の収集、パトロールカーからの情報収集 

等から被災情報を把握する。 

２ 必要に応じ、う回路を選定する。 

３ 交通規制等の措置等の利用者の安全策を講じる。 

４ 必要に応じパトロールカーやその他広報媒体（ＨＰ・ＳＮＳ等）による広報を行う。 

５ 被害の状況や施設の緊急度等に応じて被災道路・橋梁
きょうりょう

の応急並びに復旧措置を行う。 

なお、応急復旧に要する作業は、あらかじめ締結する協定に基づき、（一社）千葉市建設業協会

等に協力を要請する。 

 

１ 災害時の応急措置 

 

部 局 ・ 機 関 名 応 急 措 置 の あ ら ま し 

建   設   局 

（市） 

（１）市域内の道路の亀裂、陥没等の道路被害、道路上の障害物の状況及び落橋の

有無などについて、道路パトロール、ライフライン施設占有者、建設業者、区

本部・警察署等への照会、参集職員からの情報収集その他により被害情報を収

集する。この場合、収集した情報を本部長（市長）に報告するとともに、被害

状況に応じた応急措置を実施し交通の確保に努める。 

（２）道路管理者は、早急に被害状況を把握するとともに、道路の破損、決壊その

他の事由により交通が危険であると認める場合は、道路の構造を保全し、又は

交通の危険を防止するため、区間を定めて通行を禁止し、又は制限するものと

する。 

（３）上下水道、電気、ガス、電話等の道路占用施設の被害を発見した場合は、当

該施設管理者及び当該道路管理者にその旨通報する。 

 緊急のため、そのいとまがない場合には、現場付近の立入禁止、避難の誘導、

周知措置等市民の安全確保のための措置をとり事後連絡するものとする。 

関 東 地 方 整 備 局 

(千 葉 国 道 事 務 所 ) 

被害状況を速やかに把握するため、事務所、出張所においてはパトロールカーに

よる巡視を実施する。また、道路情報モニター等からの情報の収集に努める。これ

らの情報を基に、必要に応じて迂回道路の選定、その誘導等の応急措置を行い交通

路の確保に努める。 
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部 局 ・ 機 関 名 応 急 措 置 の あ ら ま し 

東日本高速道路（株） 

(京葉道路・東関東自動

車道・館山自動車道・千

葉東金道路） 

（１）地震発生後、次の基準に従って警察当局と協力して通行規制を行い、ラジオ、

標識、情報板、看板及びパトロールカー等により情報を提供するなどして、通行

車の安全確保に努める。 

計測震度値 通行規制内容 

計測震度 4.0 以上 速度規制 

計測震度 4.5 以上又は 5.0 以上 通行止 

 

（２）通行車及び道路の被害状況等を早期に把握し、迅速かつ安全な道路 

交通の確保を行うため、震災点検を行う。 

（３）災害が発生した場合、道路交通の確保及び被害の拡大防止を図るため、速や

かに応急復旧を行う。通行止めを実施しているときは、上下車線が分離されてい

る道路にあたっては、少なくとも上下線各 1 車線又は片側 2 車線を、分離されて

いない道路にあたっては、1 車線を走行可能な状態に速やかに復旧させる。 

 

２ 応急復旧対策 

部局・機関名 応 急 措 置 の あ ら ま し 

建    設    局 

（ 市 ） 

 地震により被害を受けた市道については、原則として、緊急輸送道路を優先し、

次のような実施手順に従って、応急復旧を行う。 

（１）応急復旧目標 

   応急復旧は、片側２車線以上の場合は、上下各１車線、計２車線の啓開を基

本とし、２車線道路の場合は１車線分の啓開を基本として、通行が確保できる

ように行う。 

（２）応急復旧方法 

 

ア 路面の亀裂、地割れについては、土砂、砕石等を充てんする。 

  なお、状況によっては仮舗装を行う。 

イ 路面の大きな陥没については、土砂、砕石等により盛土する。 

ウ 路面やのり面の崩壊については、土俵羽口工、杭打積土俵工等の水

防工法により行う。 

エ がけ崩れによって通行が不能となった道路については、重機械（ブ

ルドーザー、ショベル等）により崩壊土の排土作業を行う。 

オ 倒壊した電柱、街路樹、落下物等については、道路端にたい積するも

のとする。 

カ 落下した橋梁
きょうりょう

、若しくはその危険があると認められた橋梁
きょうりょう

又は被害

状況により応急復旧ができない場合は、所轄警察署等関係機関との連

絡のうえ、通行止め若しくは交通規制の標示等必要な措置を講じる。 

  なお、応急復旧は、落橋部分に、木角材、Ｈ形鋼をかけ渡し、敷板を

敷きならべ、土砂をかぶせて行う。また、状況によっては中間に仮橋脚

を設ける。 

キ 上記作業について、市限りで処理できない場合は、速やかに隣接市、

県及び自衛隊に応援要請の手続きをとる。 

（本章第４節「広域連携体制」参照） 
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部局・機関名 応 急 措 置 の あ ら ま し 

関 東 地 方 整 備 

局 

(千葉国道事務所) 

 パトロールによる調査結果等を基に、被害状況を把握し、速やかに応急復旧工

事を行い、道路としての機能回復に努める。 

東日本高速道路（株） 

 (京葉道路・東関東自動

車道・館山自動車道・千

葉東金道路） 

 災害が発生した場合においては、速やかに交通を確保し、被害の拡大を防止する

観点から応急復旧を行う。この場合において通行止めを実施しているときは、少な

くとも上下車線が分離されている道路にあっては上下線各１車線又は片側２車線

を、分離されていない道路にあっては１車線を走行可能な状態に速やかに復旧させ

る。 

 

 

第２ 河川・海岸保全及び内水排除施設 

 【建設局、千葉土木事務所、県千葉港湾事務所、（一社）千葉市建設業協会】 

 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

地震、津波等により河川堤防や護岸施設、海岸保全施設、内水排除施設等が破損したときは、市

及び県県土整備部は、被害状況を速やかに把握し、各施設を所轄する機関と協力して、応急復旧

に努めるとともに、排水に全力をつくす。 

 なお、本計画に定めのない事項については、市水防計画及び県水防計画によるものとする。 

 

１ 市建設局 

   地震の発生に伴う被害を軽減するため、市域内の水防活動が十分に行える体制を確立し、 

次のとおり行う。 

（１）施設管理者は、管内地域について、水位測定の監視を強化するとともに、必要に応じて、

工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、被害箇所については、直ちに県に報告すると

ともに、必要な措置を実施する。 

（２）施設管理者は、ポンプ場、水門、陸閘
りっこう

、胸壁等施設について、破壊、故障・停電等による

運転不能の被害が生じた場合は、土のう、矢板等により応急に締め切りを行うとともに、県

県土整備部に報告し移動ポンプ車等の派遣を要請し排水作業を継続し、内水による被害の拡

大を防止する。 

（３）施設管理者は、低地帯等が河川、内排水路の洪水、溢水
いっすい

等により浸水被害が発生した場合

は、密に連絡して、市所有の可搬式ポンプを使用して排水に努める。 

   なお、能力不足のときは、（一社）千葉市建設業協会のポンプ、労力応援を要請して応急排

水を実施する。 

 

２ 県県土整備部（千葉土木事務所・県千葉港湾事務所） 

（１）千葉土木事務所は、市の実施する応急措置に関し、技術的援助及び総合調整を行うほか応

急復旧に関して総合的判断のもとに実施する。なお、大規模なものについては直接実施す

る。 
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（２）県千葉港湾事務所は、予測される水位・潮位等を総合的に判断し、水門、ゲートの開閉に関

し、適切に指示する。 

 

 

第３ 港湾施設 

 【県千葉港湾事務所、千葉海上保安部、千葉港運協会、その他千葉港関連業者、（都市局、消防

局）】 

 

１ 港内の船舶安全対策 

   県千葉港湾事務所長は港内における船舶の安全を確保するため、港湾法（昭和 25 年法律第

218 号）等海事関係法令に基づき諸規制の厳正な励行監視と各関係特定事業所等の防災体制の

確立強化に努める。 

 

２ 着桟中の船舶安全対策 

（１）危険物船舶の停泊については、港長の指揮監督下におくとともに、停泊する港内の岸壁等の

バースについて、あらかじめ危険物の種類及び許容量をもとにバース単位に区分を設定し、着

桟、荷役時等の災害予防を図る。 

（２）港長は、危険物を専用に荷役するバース管理者に対し、次の点について指導促進する。 

 ア 着桟船舶数の適正配置と着桟船舶とバース内の移動空間確保等泊地環境の整備 

 イ 防消火設備、海洋汚染防止設備及びその他の安全防災設備の配置 

 ウ 保安距離の確立及び火気管理 

 工 応急措置体制の確立 

 オ その他 

 

３ 海上における避難 

   港内において、災害が発生し、又は災害のおそれが予想され、在泊船舶等に被害の及ぶおそ

れがある場合は、千葉海上保安部長は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45

年法律第 136 号）第 39 条の２、第 42 条の５又は第 42 条の８に基づき、港長は、港則法（昭

和 23年法律第 174 号）第 39条３項に基づき、次の要領により在泊船舶を危険海域から避難さ

せる。 

（１）関係船舶・船舶会社・船舶代理店・岸壁管理者・港湾管理者・曳船協会等の関係者への避難

勧告又は命令 

（２）災害発生海域及び危険物積載船舶等の状況を検討した避難順序の周知徹底 

（３）東京湾海上交通センター及び巡視艇による通航船舶の監視警戒並びに管制信号等による安全

確保 
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第４ その他の社会公共施設 

 【施設所管局区等、施設管理者、県危機管理政策課、警察署、市医師会等関係医療機関】 

対
策
の
あ
ら
ま
し 

 地震等により施設や設備が被災したとき、各施設の管理者は、利用者・入所者の安全の確保を

まず図る。そのうえで施設が災害時に果たすべき公共的役割を踏まえ、被害状況を所管部へ速や

かに報告し、必要な復旧対策の実施を求めるとともに、施設保全のための自主的な災害対策活動

を実施することとなっている。 

 また、各施設を所管する各部長（各局長）は、災害発生後速やかに被害状況の把握に努め、利

用者・入所者の安全確保等必要な応急措置を指示するとともに、緊急度に応じて応急復旧対策を

講じることとなっている。 

 この項では、災害時における後方医療施設ともなる青葉病院等、不特定多数の利用者が想定さ

れるコミュニティセンターや図書館等の「その他公共施設」及び「文化財の保護」に関し、利用者

の安全確保と施設機能の早期回復のため、各所轄機関がとるべき応急措置のあらましを示してい

る。 

 

１ 医療機関等 

（１）施設利用者・入所者の安全確保 

 ア 入院患者の避難対策については、担架等用具を必要とする者と単独歩行可能な者の分別を常

に把握し、地震時において適切な避難措置を講じる。 

 イ 外来患者等の避難対策については、所定の避難計画に基づき、災害発生時に万全を期すると

ともに、講じた応急措置のあらましについて本部へ速やかに報告する。 

 ウ 場内放送、職員の案内等により、地震時における混乱の防止措置を講じる。 

   特に、ラジオ、テレビ等による情報の収集及び施設滞留者への情報の提供により不安の解消

に努める。 

（２）施設建物の保全 

 ア 停電時の措置 

   自家発電装置に切り替え、手術等緊急に必要な電源を確保する。 

   なお、自家発電装置が被害により機能しない場合は、本部に連絡し発電機その他必要な機材

の調達を依頼する。 

 イ 給水不能時の措置 

   水道施設が被災した場合は、本部に連絡し緊急給水を要請する。 

 ウ ボイラー使用不能時の措置 

   医療機器の蒸気消毒、暖房及び患者の給食は、電気、ＬＰＧ又は固形燃料等に切り替え、  

それぞれ処理する。 

 エ 重要器材等の保管措置 

 （ア）手術用器材、簡易ベッドその他緊急必要器材については、常に安全保管及び緊急持ち出し

の体制を確保する。 

 （イ）放射線使用施設については、災害の状況に応じて、立ち入り禁止等危険防止の措置を講じ

る。 

 

２ その他の社会公共施設 

（１）施設利用者・入所者の安全確保 
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 ア 避難対策については、あらかじめ特に綿密な計画を策定しておき、災害発生時に万全を期す

るとともに、講じた応急措置のあらましについて、所管部又は区本部へ速やかに報告する。 

 イ 場内放送、職員の案内等により、地震時における混乱の防止措置を講じる。 

   特にラジオ、テレビ等による情報の収集及び施設滞留者への情報の提供により不安の解消に

努める。 

 ウ けが人等の発生時には、応急措置をとるとともに、本部・区本部及び関係機関へ通報して臨

機の措置を講じる。 

 エ 施設利用者・入所者の人命救助を第一とする。 

 オ 社会教育施設等において、災害が発生した場合の各種事業の続行若しくは中止の決定につい

ては、施設の管理者が利用者の安全確保を第一に行う。 

（２）施設建物の保全 

 ア 応急措置 

   施設建物の保全については、防災活動の拠点となるものについて、重点的に実施するものと

し、施設建物の被害状況を早急に調査のうえ次の措置をとる。 

 

－ 応急措置が可能な程度の被害の場合 － 

（ア）危険箇所があれば緊急保安措置を実施する。 

（イ）機能確保のための必要限度内の復旧措置を実施する。 

（ウ）電気、ガス、水道、通信施設等の設備関係の応急措置及び補修が単独で対応困難な場

合は、本部又は区本部を通じて、関係機関と連絡をとり、応援を得て実施する。 

 

－ 応急措置が不可能な被害の場合 － 

（ア）危険防止のための必要な保全措置を講じる。 

（イ）防災活動の拠点として重要な建物で業務活動及び機能確保のため必要がある場合は、

本部又は区本部を通じて、仮設建築物の建設等の手配を行う。 

 

 イ その他の留意事項 

 （ア）火気使用設備器具及び消火器具等の点検検査 

    特に避難所となった施設は、火災予防について、充分な措置をとる。 

 （イ）ガラス類等の危険物の処理 

 （ウ）危険箇所への立ち入り禁止の表示 

 

３ 文化財の保護 

   文化財の保護について、次の措置を講じる。 

（１）文化財に災害が発生した場合は、その所有者、管理者は、直ちに消防機関へ通報するととも

に、本部（教育長）へ被害の状況を報告する。 

（２）教育長は、所有者、管理者等から被害の状況について報告を受けたときは、速やかに文化財

の被害拡大を防止するために必要な応急措置をとるよう指示する。 

（３）関係機関は、被害を受けた文化財の被害拡大を防止するため、協力して応急措置を講じる。 
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４ 都市公園施設 

   地震、津波により園路・広場、管理施設等が被害を受けた時、又はそのおそれがある時は  

関係機関と協議して必要な応急措置を行う。 
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第１９節 ボランティアとの連携 

 【総合政策局、市民局、保健福祉局、各区、市社会福祉協議会、日本赤十字社千葉県支部、市

国際交流協会、日本アマチュア無線連盟千葉県支部、その他ボランティア活動団体・個人】 

 大規模災害発生時においては、災害応急対策の実施には多くの人員を必要とするため、市は日

本赤十字社、市社会福祉協議会等やボランティア団体との連携を図るとともに、ボランティア活

動の協力を申し入れる団体や個人の協力を得て、ボランティアの自主性を尊重しつつ、効果的な

応急対策を実施するものとする。 

 市災害ボランティアセンターは、市社会福祉協議会が市と協力し設置する。市社会福祉協議会

が中心となって運営し、市は、ボランティア活動が円滑に行われるよう、その運営を支援する。 

 また、市は、国、県及び関係団体と相互に協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把

握に努めるとともに、ボランティアの受付、調整等その受入体制を確保するよう努め、ボランテ

ィアの受入れに際して、ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必

要に応じてボランティアの活動拠点を提供するなど、ボランティアの活動の円滑な実施が図られ

るよう支援に努める。 

 

 

第１ 災害ボランティアの分類 

  災害ボランティアとは、「災害発生後に、被災者の生活や自立を支援し、また、行政や防災関係

機関等が行う応急対策を、自発的に、支援する個人や団体」である。 

  災害ボランティアは「一般ボランティア」と「専門（技術）ボランティア」に分けることができる。 

 

１ 一般ボランティア 

   発災時に炊き出し、がれきの片付けなど労務を提供するボランティア 

 

２ 専門（技術）ボランティア 

   医師や看護師、通訳、建物危険度判定など建築・土木関係の専門家、手話・外国語通訳者な

どの専門家 

 

 

第２ 災害ボランティアの活動分野 

 

１ 一般分野 

（１）被災地の清掃、がれきの片づけなど 

（２）その他被災地における軽作業等 

（３）救援物資や義援品の仕分け 

（４）避難所の運営補助 

（５）炊き出し、食料等の配布 

（６）避難所や仮設住宅における生活支援（心理面での支援を含む。） 
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２ 専門分野 

（１）救護所での医療救護活動 

（２）被災建築物応急危険度判定 

（３）被災宅地危険度判定 

（４）外国語の通訳、情報提供 

（５）災害情報や安否情報、生活情報の収集整理、広報 

（６）被災者への心理治療 

（７）高齢者や障害者等要配慮者の看護、情報提供 

（８）その他専門的知識、技能を要する活動等 

 

 

第３ 災害ボランティアとして活動する個人、団体 

  災害時にボランティアとして活動が期待される個人、団体は次のとおりとし、積極的に協力を

求めることとする。 

 

１ 個人 

（１）被災地周辺の市民 

（２）被災建築物応急危険度判定士 

（３）被災宅地危険度判定士 

（４）ボランティア活動の一般分野を担う個人 

（５）その他 

 

２ 団体 

（１）日本赤十字社千葉県支部 

（２）市社会福祉協議会 

（３）千葉市消防支援隊 

（４）一般社団法人日本アマチュア無線連盟千葉県支部 

（５）その他ＮＰＯ法人・ボランティア団体等 

 

 

第４ 災害ボランティアの受入れ体制の整備 

   市は、災害時にはボランティアへの積極的な参加を呼びかけるとともに、活動分野に応じた

受入れ体制を整備する。 

   なお、市災害ボランティアセンターの設置・運営については、「千葉市災害ボランティアセン

ターの設置等に関する協定書」に基づき実施する。 

   また、市に災害救助法を適用した場合において、共助のボランティア活動と市の実施する救

助の調整事務について、市社会福祉協議会が設置する市災害ボランティアセンターに委託する

場合は、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。 
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１ 一般ボランティアの受入れ体制の整備 

（１）市災害ボランティアセンター等の設置 

   市社会福祉協議会は、市から市災害ボランティアセンターの設置・運営に関する要請があっ

た場合には、市（本部）及び区（区本部）と連携を図り、一般分野のボランティアの活動拠点

となる市災害ボランティアセンター及び必要に応じて現地センターを開設する。また、市は平

常時より、そのための体制づくりを支援する。 

 ア 市災害ボランティアセンターの業務 

 （ア）市（本部）との連絡・調整 

 （イ）全国的支援組織やボランティア団体との連絡調整 

 （ウ）災害ボランティアに関する各種情報の収集・整理・提供 

 （エ）被災者ニーズの把握 

 （オ）一般ボランティアの受付・登録・派遣・コーディネート 

 （カ）区（区本部）との連絡・調整 

（２）本部・区本部の支援 

 ア 活動拠点の提供 

 イ 資材・機材・設備等の提供 

 ウ 運営費等の支援 

 エ 被害状況等の情報提供 

 オ 被災者ニーズに関する情報の提供 

 カ ボランティア募集の広報 

（３）登録・派遣について 

 ア 市災害ボランティアセンター及び千葉県が設置する広域災害ボランティアセンターにおい

て受入れ、登録する。 

 イ 市災害ボランティアセンターで受入れた災害ボランティアについては、市内のボランティア

需要状況を基に派遣する。また、広域災害ボランティアセンターで受け付けたボランティアに

ついては、被災地におけるボランティアの需要状況を基に、派遣先や派遣人員等を市災害ボラ

ンティアセンターと調整の上、派遣する。 

 ウ さらに、全国規模での活動希望が予想される場合には、近隣都県の協力を得て受け付け、登

録事務を進めるものとする。 

 エ 千葉県及び市災害ボランティアセンターによる登録を経ずに、直接現地へ来たボランティア

希望者については、設置されている市災害ボランティアセンター又は現地センターの窓口にお

いて受付を行い、災害ボランティア活動に従事する。 

（４）食事、宿泊場所の提供 

   ボランティアについての食事や宿泊場所は、自己調達を基本とする。 

（５）市災害ボランティアセンター及び現地センターの設置場所 

   市災害ボランティアセンター及び現地センターの設置場所については、次のとおりとする。 
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名 称 設 置 場 所 

市災害ボランティアセンター 千葉市ハーモニープラザ内（千葉市中央区千葉寺町 1208 番地２） 

現地センター 市と市社会福祉協議会が協議のうえ決定 

 

（６）活動費用の負担及び資機材の確保 

   ボランティアの活動に伴う経費は、その必要性に応じて市が負担する。ボランティアが活動

に必要とする資機材については、市と市社会福祉協議会が相互に協力して確保する。 

（７）ボランティア活動保険への加入 

   ボランティア活動に伴う事故の発生に対処するため、市災害ボランティアセンターは 市内

で活動する一般ボランティアの把握に努め、ボランティア活動保険の加入を勧める。 

 

２ 専門ボランティアの受入れ体制の整備 

（１）市（本部）は、市が実施する業務を担う専門ボランティアを受入れるため、窓口を各部にお

いて開設し、これを統括する。 

   受入れの窓口となる各部は、関係機関・団体への要請や受付・登録、活動拠点の提供、派遣

等の業務を行う。 

市担当部局によるボランティア登録 

活動分野 個人・団体 受 入 れ 窓 口 

医療救護 
医師、看護師、薬剤師、 

歯科医師、歯科衛生士 
保健福祉局医療衛生部 

被災建築物応急危険度判定 被災建築物応急危険度判定士 都市局建築部 

要配慮者支援 各種関係団体 

保健福祉局高齢障害部 

こども未来局こども未来部 

こども未来局幼児教育・保育部 

外国語通訳、翻訳、情報提供 (公財)千葉市国際交流協会 市民局市民自治推進部 

通信、情報連絡 
(一社)日本アマチュア無線 

連盟千葉県支部 
総合政策局危機管理部 

応急救護活動等 
消防職・団員ＯＢによる 

消防支援隊 
消防局総務部 

 

（２）ボランティア活動保険への加入 

   市は、ボランティアの活動を支援するため、専門ボランティアの把握に努め、ボランティア

活動保険への加入を活動の条件とする。 

 

３ 県の受入れ体制 

   県の専門ボランティア受け入れ窓口は以下の通りである。 

   県の担当部局は、被災地におけるボランティアの需要状況を基に、派遣先や派遣人員等を 

被災市町村等と調整の上、派遣する。 
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県担当部局によるボランティア登録 

活動分野 個人・団体 受 入 れ 窓 口 

医療救護、地域保健 

医師、看護師、薬剤師、 

歯科医師、保健師、 

栄養士、歯科衛生士等 

健康福祉部健康づくり支援課 

健康福祉部医療整備課 

健康福祉部薬務課 

被災建築物応急危険度判定※ 

被災宅地危険度判定※ 

被災建築物応急危険度 

判定士 

被災宅地危険度判定士 

県土整備部建築指導課 

県土整備部都市計画課 

高齢者支援 各 種 支 援 団 体 健康福祉部高齢者福祉課 

障害者支援 各 種 支 援 団 体 健康福祉部障害者福祉推進課 

外国語通訳、翻訳、情報提供 

(公財)ちば国際コンベンションビューロー 

語学ボランティア、災害時 

外国人サポーター 

総合企画部国際課 

通信、情報連絡 (一社)日本アマチュア 

無線連盟千葉県支部 
防災危機管理部防災対策課 

  ※平時に登録を行っている。 

 

４ ボランティアニーズの把握 

   市は被災現地における体制を整備し、ボランティアの需要状況の的確な把握に努める。 

   千葉市災害ボランティアセンターは、市との連絡を密にするとともに、各種ボランティア 

団体との情報交換等により、市域のボランティアの需要状況の把握に努める。 

 

５ ボランティア活動団体等との連携 

   市は、市社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ等との連携を図ると

ともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を

含めた連携体制の構築を図り、災害の状況やボランティアの活動状況等に関する最新の情報

を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共

有するものとする。 

 

 

第５ ボランティアの育成とボランティア意識の啓発 

  市社会福祉協議会や関係団体との連携により、大規模災害時においても有効な活動が展開で

きるよう、平常時から市民が自発的にボランティア活動に参加できる環境づくりや団体等の主

体性を尊重した運営が図れるよう、ボランティア意識の啓発やボランティアリーダーの養成等

を行う。 

 

１ ボランティア意識の啓発 

   広報等を通じて、ボランティア精神と意義の啓発を行い、防災訓練等への積極的な参加を
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呼びかけるとともに、ボランティア意識の醸成を図る。 

 

２ ボランティアリーダーの養成 

   ボランティアの資質の向上を図るとともに、学習会等を開催することにより、その活動の

中で指導的な役割を担う、ボランティアリーダーの養成を行う。 

 

３ 研修・訓練 

  災害時においても、また、他都市への支援においても、ボランティア活動が有効に展開でき

るような活動メニューを盛り込んだ研修・訓練等を実施する。 

 

４ ボランティア団体の組織化 

   平常時から登録ボランティア団体等が地域や拠点において相互に交流・協力を深め、それ

ぞれが役割分担をしながら、連携をとって有機的に活動を展開できるよう、活動の場の開拓

や情報の提供など連携のための条件整備を行い、ボランティア関係団体の組織化の推進を支

援する。 

日本赤十字社千葉県支部防災ボランティア養成・研修計画 

項 目 対 象 実 施 内 容 

防災ボランティア登録説明会 新規登録者 防災ボランティアの概要等 

防災ボランティア研修会 登録者全員 グループワーク、講演等 

防災ボランティアリーダー養成講習会（本社） 候補者 ボランティアセンターの運営方法等 

防災ボランティア地区リーダー養成講習会 候補者 
地区におけるボランティアセンターの

運営方法等 

防災ボランティアリーダー研修会 リーダー グループワーク、研修会の運営等 

防災ボランティアリーダー・地区リーダー 

フォローアップ研修会 

リーダー 

地区リーダー 
グループワーク、地区研修会の運営等 

 

各種奉仕団 

奉 仕 団 名 災害時における活動（役割） 

千葉県赤十字地域奉仕団 
非常食の炊き出し、給食、義援金の募集、避難場所の運営補助

（受付、清掃、案内等）、献血の呼びかけ・受付等 

千葉県青年赤十字奉仕団 
避難場所の運営補助（清掃・案内・乳幼児の世話、障害を持つ

人の介助等）、救援物資の収納管理・配布等 

千葉県赤十字安全奉仕団 
災害現場又は救護所での搬送補助・応急手当、救援物資の搬送

及び配布等 

千葉県赤十字看護奉仕団 
災害現場又は救護所での医療スタッフの補助・応急手当、巡回

診療補助、避難場所での運営補助（健康相談・血圧測定等） 

千葉県赤十字語学奉仕団 通訳（診療の補助、各種案内等）、外国人被災者の安否調査等 
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成田赤十字病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会 外来患者の補助、入院患者の生活介助、院内の案内、清掃等 

千葉県赤十字特殊救護奉仕団 
災害現場又は救護所で傷病者の搬送補助・応急手当、無線通信

による情報収集、広報、救援物資の搬送及び配布等 

千葉県赤十字安全水泳奉仕団 避難所での運営補助（救援物資の搬送及び配布） 

千葉県青少年赤十字賛助奉仕団 避難所の子どもたちに対する遊びや学習の支援等 
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第２０節 帰宅困難者等対策 

 【総合政策局危機管理部、都市局、各区、千葉県警察本部及び警察署、鉄道事業者、関係事業

者】 

 

第１ 基本的な考え方 

  震災発生直後に、人々が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、路上や鉄道駅周辺で大混雑が発生し、

集団転倒に巻き込まれたり、経路上の延焼火災、沿道建物の倒壊や落下物等により負傷したりす

るおそれがある。また、大量の人々が路上にあふれた場合には、救急・救助活動の妨げとなる可

能性もある。 

  このため、早期に「むやみに移動を開始しない」という基本原則を呼びかけるとともに、帰宅

困難者等への速やかな情報提供、帰宅困難者等の安全確保、救急・救助活動が落ち着いた後の帰

宅支援を民間事業者や交通事業者等と連携して実施する。 

 

 

第２ 帰宅困難者等対策の実施 

 

１ 一斉帰宅の抑制 

（１）企業・学校などでの施設内待機 

   企業及び学校など関係機関は、従業員、顧客、児童・生徒及び施設の被害状況を確認すると

ともに、行政機関や関係機関から提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上

で、従業員等を施設内又は安全な場所へ待機させるよう努める。 

（２）大規模集客施設や駅等における利用者保護 

   大規模集客施設や駅等を管理する事業者は、管理する施設の安全及び行政機関や関係機関か

ら提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上で利用者を施設内の安全な場所

へ保護するとともに、保護した利用者を行政機関等と連携して一時滞在施設へ案内するよう努

める。 

（３）安否確認 

   あらかじめ企業や家族等との安否確認手段を定めておき、震災発生時は電話が輻輳すること

を踏まえ、携帯電話災害用伝言板、災害用伝言ダイヤル１７１、ＳＮＳ等複数の手段を利用し、

安否確認を行う。 

 

２ 帰宅困難者等の把握と情報提供 

（１）帰宅困難者等の把握と混乱防止 

   市は、大規模集客施設や駅等の周辺で発生した滞留者や市周辺から幹線道路などを通って 

徒歩により移動してくる帰宅困難者等についての情報を交通事業者等から受け、関係機関へ情

報提供を行う。 

（２）帰宅困難者等への情報提供 

   市は、地震に関する情報、広域的な被害情報、家族等との安否確認方法などについて、ホー
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ムページなどを活用し、情報提供を行う。 

   また、駅周辺帰宅困難者等対策協議会においても、あらかじめ確立された情報連絡体制及び

提供方法に基づいた情報提供を行う。 

   さらに、ちばし災害緊急速報メールやＳＮＳなどを活用した情報提供についても実施する。 

 

駅周辺帰宅困難者等対策協議会緊急連絡網図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 帰宅困難者等の安全対策 

（１）一時滞在施設の開設 

   市は、あらかじめ一時滞在施設として指定した市有施設について、被災状況や安全性を施設

管理者が確認した後、一時滞在施設として開設する。 

   また、市は区域内の指定した民間施設の管理者に対して、一時滞在施設開設の要請を行う。 

なお、必要に応じて、あらかじめ一時滞在施設に指定していない施設などであっても、災害

対策本部の決定をもって臨時の一時滞在施設として開設できるものとする。 

   市は、一時滞在施設の開設状況を集約し、駅周辺帰宅困難者等対策協議会内の連絡網等の活

用により、県や警察等関係機関へ報告するとともに、駅、大規模集客施設、企業等をとおして

帰宅困難者へ情報提供を行う。 

（２）一時滞在施設への案内 

   大規模集客施設や駅等で保護された利用客については、原則、大規模集客施設や駅等を 

管理する事業者が市や警察等関係機関と連携して一時滞在施設へ案内する。 

（３）一時滞在施設の運営 

   施設管理者は、あらかじめ定めた手順により帰宅困難者等を受け入れる。その際、市は駅

相互連絡 

報告の流れ 

 
千葉県 

 

警察関係 

 

千葉市危機管理部

課 

 

千葉市消防局 

 

区役所 

 

交通事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業施設ほか 

（協力施設） 

 

一時滞在施設 

（指定施設ほか） 

 

宿泊施設 

（協力施設） 

 
帰宅困難者受入可能施設（公共施設・民間施設） 
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周辺帰宅困難者等対策協議会等の関係機関と連携し、施設管理者に対して、災害関連情報や

公共交通機関の運行・復旧状況などの情報を提供する。 

   開設の期間については、受け入れを開始した時点から、鉄道等公共交通機関が復旧するな

ど状況が改善されるまでとし、長期に及ぶ場合については、各施設と市で個別に協議する。 

 

４ 徒歩帰宅支援 

（１）災害時帰宅支援ステーション（協定締結企業等）に対する支援要請 

   市は、震災発生後コンビニエンスストア、ファミリーレストランなど、災害時帰宅支援ス

テーションとして協定を締結している事業者に対し、九都県市と連携して支援の要請を行

う。 

   また、ガソリンスタンドは県が千葉県石油商業組合へ要請を行う。 

（２）徒歩帰宅者への情報提供 

   職場や一時滞在施設に留まった帰宅困難者等は、救急・救助活動が落ち着いた後、帰宅を

開始することになる。その際、市は、関係機関と連携して徒歩で帰宅する帰宅困難者等に対

し、帰宅支援対象道路沿いの道路状況、沿道の被害、混雑状況、災害時帰宅支援ステーショ

ンの開設情報などをホームページなどを活用し提供する。 

   また、ちばし災害緊急速報メールやＳＮＳなどを活用した情報提供についても検討・実施

していく。 
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第２１節 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第１ 総則 

 

１ 推進計画の目的 

   この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別

措置法（平成１６年法律第２７号。以下「法」という。）第５条第２項の規定に基づき、日本

海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域について、日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項、日本

海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事

項等を定め、当該地域における地震防災対策の推進を図ることを目的とする。 

   なお、この節に記載のない事項は、千葉市地域防災計画（共通編）、千葉市地域防災計画

（災害応急対策編）、千葉市水防計画によるものとする。 

 

２ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 

   本市の地域に係る地震防災に関し、本市の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の

管理者（以下「防災関係機関」という。）の処理すべき事務又は業務の大綱は、共通編 第１

章 第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 に定めるとおりとする。 

 

 

第２ 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項 

  共通編 第２章 第２節 安全で災害に強いまちづくりの推進 参照 

 

 

第３ 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 

１ 津波からの防護 

  水防計画 第６章 水門等の操作 参照 

 

２ 津波に関する情報の伝達等 

  災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第９節津波避難計画 参照 

 

３ 地域住民等の避難行動等 

  災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第９節津波避難計画 参照 

 

４ 避難場所及び避難所の運営・安全確保 

  災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第８節 避難対策 参照 

 

５ 意識の普及・啓発 

  共通編 第２章 災害予防計画 第４節 津波災害予防対策（津波避難計画予防編） 参照 
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６ 消防機関等の活動 

  災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第６節 消防・救急救助活動等 参照 

 

７ 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

  災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第１２節 ライフライン施設の応急対策  参照 

 

８ 交通 

  災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第７節 警備・交通対策 参照 

 

９ 市町村が自ら管理等を行う施設等に関する対策 

  共通編 第２章 災害予防計画 第５節 都市公共施設の災害対応力の強化 参照 

 

 

第４ 関係者との連携協力の確保に関する事項 

１ 資機材、人員等の配備手配 

  災害応急対策編 第１章 地震対策計画 第４節 広域連携体制 参照 

 

２ 物資の備蓄・調達 

  共通編 第２章 災害予防計画 第１１節 備蓄・調達体制の整備 参照 

 

第５ 防災訓練に関する事項 

  共通編 第２章 災害予防計画 第１２節 防災行動力の向上 参照 

 

第６ 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項 

  共通編 第２章 災害予防計画 第４節 津波災害予防対策（津波避難計画予防編） 参照 
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第２２節 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う防災対応 

第１ 総則 

１ 背景 

  従前から切迫性が懸念されてきた東海地震は、大規模地震対策特別措置法に基づく地震予知

を前提として対策が講じられてきたが、平成２９年９月、国(中央防災会議)において、予知を

前提とした防災情報の発信のあり方等を見直すこととされ、南海トラフ地震を対象とした対策

に転換した。 

その後、平成３１年３月には、内閣府において「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた

防災対応検討ガイドライン」が公表されたほか、気象庁では「南海トラフ地震防災対策推進基

本計画」に基づき、令和元年５月より「南海トラフ地震臨時情報」等の関連情報の提供等が開

始され、令和６年８月に初めて南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された。 

 

２ 基本方針 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律第９２号。

以下「南海トラフ法」という。）では、「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されている地

域の地方公共団体等が「南海トラフ地震防災対策推進計画」を作成することとなっている。 

本市は、当該地域には指定されていないが、市域における想定最大震度が５弱と予測されて

おり、大規模地震に備える観点から、市独自の防災対応について定めるものである。 

なお、本節は南海トラフ地震臨時情報に基づく市の対応の基本的な考え方を定めたものであ

り、本市域内にて震度４以上の地震を観測した場合には「災害応急対策編 第１章 地震対策計

画」に基づく行動・対応を図っていく。  

 

 

第２ 南海トラフ地震に関連する情報等 

１  気象庁が発表する南海トラフ地震に関連する情報について 

「南海トラフ地震に関連する情報」は、次の２種類の情報名で気象庁から発表される。 

 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震  

臨時情報 

・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模

な地震と関連するかどうか調査を開始した場合又は調査を継続している場合  

・観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震  

関連解説情報 

・観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合  

・「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を

発表する場合（ただし、南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く。）  

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結果を南

海トラフ地震関連解説情報で発表する場合がある。 
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２ 「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 

「南海トラフ地震臨時情報」は、情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情

報（調査中）」等の形で情報発表される。 

 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等から 

5～30分後 
調査中 

次のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討

会」を開催する場合 

・監視領域内※１でマグニチュード 6.8 以上※２の地震※３が発生 

・１カ所以上のひずみ計での有意な変化とともに、他の複数の観測点で

もそれに関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内のプレート

境界で通常と異なるゆっくりすべりが発生している可能性がある場合

など、ひずみ計で南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる

変化を観測 

・その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性

のある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と

認められる現象を観測 

地震発生等から 

最短で２時間後 

巨大地震 

警戒 

想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュ

ード※４（以下「Ｍ」という。）8.0以上の地震が発生したと評価

した場合 

巨大地震 

注意 

・監視領域内において、Ｍ7.0以上の地震※３が発生したと評価し

た場合（巨大地震警戒に該当する場合は除く。）  

・想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっ

くりすべりが発生したと評価した場合 

調査終了 
（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはまらない現象

と評価した場合 

※1 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲  

※2 Ｍ7.0の地震をもれなく把握するため、マグニチュードの推定誤差を見込み、地震発生直後の

速報的に求めた気象庁マグニチュードでマグニチュード6.8以上の地震から調査を開始する。  

※3 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。  

※4 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算した 

マグニチュード。 

従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に対しても、その規

模を正しく表せる特徴を持っている。ただし、モーメントマグニチュードを求めるには詳細

な解析が必要で、その値が得られるまで若干時間を要する。そのため、気象庁が地震発生直

後に発表する津波警報等や地震情報には、地震波の最大振幅から求められる気象庁マグニチ

ュードを用いている。 
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情報発表までのフロー図 

 

第３ 南海トラフ地震臨時情報発表時の体制 

市は、気象庁から南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、速やかに必要な対策が行

えるよう、緊急情報収集体制をとるものとする。 

 

第４ 南海トラフ地震臨時情報の伝達 

 市は、気象庁から南海トラフ地震臨時情報が伝達されたときは、直ちに庁内各課、防災関

係機関に対して伝達する。 

 

第５  南海トラフ地震臨時情報の広報 

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の広報活動については、市が保有するあらゆる

広報手段を活用するとともに、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じて市民に正しい情報を提

供し、混乱の未然防止に努める。 

 

第６ 応援体制の確保 

 南海トラフ地震が発生した場合、静岡県から宮崎県にかけての一部では震度７となる可能

性があるほか、それに隣接する周辺の広い地域では震度６強から６弱の強い揺れになると想

定されている。 

 そのため、南海トラフ地震発生後、本市への被害が少なかった場合、被害の甚大な地域へ

の応援活動を行うべく平時より応援体制の確保に努める。 


